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は じ め に

本論稿の性質 についての大体 の説明は序論で与 えたか ら,詳 細はそれに譲 ることに し,.

ここでは次の如 き諸点 を附加 してお きたい。

1.我 々は本 論 稿 の表題 を 「L.ワ ル ラスの社会経済学」 としたが本論稿 は単 にワルラ

スの社会経済学 のみでな く純粋経 済学へ の若干の言及,応 用 経 済 学及 び経 済体制論の素

描,土 地国有花論の概要,及 び我 々の所謂基礎的立場へ の考察を も含み,従 ってL.ワ ル

ラス思想体系の体系性把握へ の第一次的接近の試 みを含む ものであ るか ら,あ るいは以上

の表題は不適当であるか もしれ ない。従 って表題 を例 えば 「Lワ ル ラス思 想 体 系 の一考

察,特 に社会経済学を中心 と して」 と改めて もよい。少 くともその方が本論稿 の内容を正

確 に伝 え うると考 え られ る。

2.我 々は序説 にも記 した様 に,紙 数の制約上我 々の所謂狭義の基礎理論 の内の人間学

的存在論論的考察及びc6non三gue的 考察,そ れと我 々の所謂構成原理 の内の 功利 主義と

倫理 主義の総合,個 人主 義と共産主義の総合 を省略 し,既 に発表 した大阪府立大学経済研

究(第51号 昭和42年12月)掲 載 の拙稿 に譲 らざ るをえなか った。

だ が我 々はかか る拙稿 においてかな り圧縮 し簡略 した論述を行 い,よ り詳細な研究を大.

阪府立大学経済研究叢書 にて行 うことを約束 し,か つ若干の未解決 の問題を も残 したまま

であ った。その内最大 なるものは所謂存 在 論 的考察の一環 を成すArt.ScienceMoeurs,

Industrieの 調和性の論証であった。 この約束を我 々は本論稿 で果 しえ なか っことをここ

でお断 りしておかねばな らない。従 っては府大 経済研究掲載 の拙稿は一部を除いて そのま

ま留保せざ るをえず,更 に本論稿 との間 に存在 するかも しれぬ解釈上 の見解 の差異 をも我.

々は そのまま残 さざ るをえな くな る。両 者が矛盾す る場合は本論稿 の解釈 をよ り正 しい も

のと我 々が考 えてい ることは言 うまで もない。だが,我 々は当面かか る既発表の論文 を本.

論稿 で省略 した部分 をのみでな く他の部分の至 らざる点を も補い うるものと して考 えてい

ることを附加 してお く。

3,我 々は校正終 了後Lワ ル ラスの経 済思想 について我 々が考察 の対象 と した部分を

扱 って いると考 え うるM.Bosonの 二 つの著書 を 入 手 しえた。一つはLワ ル ラス研究一

参考文献 目録 にも記載 したL60nWalras.Fondateurdelapolitiqueeconomiguescien-

ti丘gue(1951)で あ り,他 の一 つはLapens6esocialeetcooperativedeLeonWa五ras

(1963)で ある。前者は約370頁 にも及ぶ かな り本格的 なLワ ル ラスの経済政策論の研究

であ り,Lワ ル ラスに影響を与 えた思 想家(例 えばA・A・Walras)更 に ワル ラス 思想の

後 代へ の影響(例 えばネオ ・u一 ザ ンス学 派 を 代 表 す るF・Oulcsへ の影響等)に も言.

及 した極 めて興 味深 いものと推察 しうる。後者 は主 と してL.ワ ル ラスの協同組合思想 に

焦点 を当てた研究書で あるが,彼 の思想が持つ体 系性 の故 に一応協同組合思 想の理解 の前

提 と して簡潔 にその社会思想 に言 及 したも の と考 え う る。従 って我 々は 機会 を改 めて'



'M
.BosonのL.ワ ル ラス 研 究 に つ い て 考 察 せ ね ば な らぬ と 考 え て い る。 な お我 々が

M.B・s・nの 前 著 の存 在 を知 りつ つ そ の 発表 年 代 に つ いて 知 りえ な か った の は,我 々 がL

ワル ラス研 究 文 献 目録 を主 と し てF.OulesのEcoledeLaussanne(1950)か ら 作 成 し

た か らで あ る。F.OulesはBosonの 前 著 を 近 刊 予定 と して 記 載 して いた にす ぎ な か っ

た 。 この点 は お断 り して お きた い 。
へ

最後 に筆者が神戸大学経済学部 に於て経済学 に入門 した時以来一貫 して温かい御指導 と

御鞭　 をいただき本論稿 の作成 に当 って も種 々の御助言 をいただいた北野熊喜男先生,及

び神戸大学大学院経済学研究科 に於 て北野 先生 と共 にV・ パ レェ トにつ い・て の 筆 者 の研

究を御指導いただいた林治一先生,更 に筆者 の府大経済研究掲載 の論文 に対 し貴重な御批

判を いただいた南方寛一先生 に深 く感謝申 し上 げたい。筆者 の研究 はこれ等 の方 々のお教

えにも拘 らず,極 めて 内容 の乏 しきものであるが,更 に努力 して少 しで も充実 した研究を

進めて行 きたいと考 えて いる。なお この様な未熟 な論稿 を経済研究叢書 に加 えることを承

認下 された大阪府立大学経済学部 に,ま た積極的 に本論稿 の作成を勧奨 して下 さった前経

済部学長松山茂二郎先生に,更 に様 々の側面か ら筆者 の学 問的研究へ の不断 の刺戟 を与 え
'て下 さ

ってい る大阪府立大学経済学部の諸 先生方 にこの紙面 を借 りて深 く感 謝申 し上 げた

か と考 える。

昭 和43年5月

立 半 雄 彦
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1

序 論 問題意識及びL・ ワル ラス思想の現代的意義

我 々が現在最も必要としている思想体系とは、いかなる条件を充たさねばな

らぬ ものであろうか。我々はそれを、かかる思想体系が、現在の経済社会体制

を批判かつ評価 しうると同時に、更に、かかる体制を変革 し新 しい体制への路

を開 く思索の糸口を我々に与えうる如きものでなければならない、と考えてい

る。換言すればかかる思想体系は、現体制に対する批判的評価の基準 と、新 し

い体制についての理念と、更に、現体制を如何に新体制に迄変革するかの方策

を、示 しうる如きものでなければならない。

だが我 々自身かかる要求 に答えうる思想体系を樹立することは、至難の事柄

であり、無謀のそしりをまぬがれえないであろう。それ故我々は、根底にかか

る要求を持 ちつつ、それへの第1次 的接近として、思想の歴史に古典 として輝い

ている諸 々の体系の中から、多少なりとも、我 々の要求に答えうる如 き存在を

選び出 し、それに学ぶべきであると考え、更に、かかる体系が備える論理構造

を、出来る限 り克明に分析、綜合 し、我々の問題意識に対する思索の糸口を見

い出すべきであると考えた。その際我 々は、選択の基準を、便宜的に、従来か

なり深 く研究され尽 したと考えうる体系を避けること、及び経済社会体制論上

の問題解決に対する近代理論経済学の手段 としての豊かな将来性から、近代理

論経済学をその内部に媒介包摂する如き体系であること、の2つ に求め、かか

る選択を行 うこととした。そして我々は、最初に、V・パ レエ トの思想体系1)を

選んだのである。我々はV・ パ レエ トに対する専門科学即ち、理論経済学 や理

論社会学の立場からの、特殊的研究が存在す ることを知 って いたが、V・ パ レ

エ トの思想体系の全体を、綜合的かつ根本的立場から把握 し、 その現代的意義

1)拙 稿 「V.パ レー トの社 会 科学 方法 論(1)」(六 甲台 論 集 、 第11巻 、 第3号 、 昭

和39年10月 、 神 戸 大 学 大 学 院 研 究 会)。

拙稿 「V.パ レー トの 社 会 科 学 方 法 論(2)」(六 甲 台 論 集 、 第11巻 、 第4号 、 第12巻 、

第1号 合 併 号、 昭 和39年12月 、 神 戸 大学 大 学 院 研 究 会)。

拙稿 「V.パ レー トの 社 会 科 学 方 法 論(3)」(六 甲 台 論 集 、 第12巻 、 第3号 、 昭 和OO年

9月 、 神 戸大 学 大 学 院 研 究 会)。



2

に言 及 した研 究 を 見 い出 しえ な か ったか らで あ る。 我 々 は そ の と き、V.パ レ

エ トの研 究 の意 義 を
、 彼 の思 想 体 系 が 以 下 の要 点 を 含 む こ と に求 め た。 即 ち、

1一 般 均 衡 理 論 の展 開 者 と して ロ ーザ ン ヌ学 派 の 発 展 に 貢 献 し、 同 時 に近

代 理 論 経 済学 の思 想 的 源 流 の 一 つ を 構 成 して い る こ と、2 .単 に純 粋 科 学 と し

て の経 済 理 論 の立 場 を越 え 、バ ロー ネを 経 て 、 ミー ゼ ス ハ イ エ ク の批 判 を介

し・ ラ ンゲ ・デ ィキ ン ソ ン ・テ ー ラー に迄 発 展 した所 調 自 由制 社 会 主 義 の理 論

的 側 面 に関 す る先 駆 的 業 績 、 並 び に 同種 の 問題 意 識 に 立 っ た厚 生 経 済 学 に対 す

る先 駆 的 業 績 を含 ん で い る ことv3 .更 に ま た 、 単 に 経 済 理 論 の 領域 に止 ま ら

ず 、 所 謂 行 為 の社 会 学 の一 想 源 とな った 社 会 学 的(社 会 形 態 学 及 び 社 会 心 理 学

を 含 む)考 察 を含 ん で い る こと、 そ して最 後 に、`lr .単 な る 純 粋 応 用 経 済

学(但 し、 パ レエ トの 応 用 経 済 学 は ワ ル ラス の応 用 経 済 学 とは 本 質 的 に異 る も

の で あ る、FirminOules,EcoledeLaussanne参 照 の こ と、)社 会 学 等 の科 学 的

考察 に止 ま らず 、 か か る科 学 的 考 察 を 根 底 か ら方 法 論 的 に 反省 し、 所 謂 論 理

実 験 的(logico-experirnenta1)立 場(こ れ は 、 大 略 、 現 在 分 析 哲 学 とか 、 論 理 実

証 主 義 とか いわ れ て い る哲 学 上 の立 場 に近 似 して い る)を 主張 す る に い た って

い る こ と、が そ れ で あ った。 だ が我 々が 、V.パ レエ トの 研 究 を 進 め る につ れ 、

彼 の思 想 体 系 を根 底 で 支 え る哲 学 的 立 場 に、 我 々が 根 本 的 に要 求 す る如 き、 体

制 の変 革 の論 理 と もい うべ き、 主 体 的 実 践 的 契 機 が 欠 除す る こ とを 、 我 々は 認

識 す る様 に な った。 パ レエ トは 、歴 史 と は貴 族(パ レエ トの場 合 、 貴 族 と は 彼

の所 謂 エ リー トを 指 す)の 墓 場 、 本 質 的 に 貴 族 の 継 起 の歴 史 で あ る と論 じ、 更

に、 一 種 の政 治 過 程 の社 会 学 と い うべ き、 エ リー ト周 流(circulationdes61ites)

の 理 論 に立 ち、 人 間 の歴 史 全 体 を 、 い は ば一 つ の 循 環 と し て 把 え た の で あ っ

た 。 か くて 彼 の歴 史 哲 学 的 立 場 か らは、 歴 史 の 目 標 の 如 き も の は 消 え 去 り、 更

に歴 史 に お け る人 間 の 主 体 的 な 実 践 的 努 力 の意 義 の 否 定 さ え 導 出 し う る こと

が 、 明 らか な の で あ る。 そ れ 故 、 彼 は、 学 問 的 に は体 系 的 な 政 策 論 を展 開 しえ

ず 、 彼 の 論 述 自体 が 、暗 黙 の 内 に彼 の価 値 判 断 を 露 呈 して い る とは い え 、 本 質

的 に は 、所 謂 論理 実 証 主 義 の 立 場 か ら可 能 で あ る唯 一 の 政 策 論 、 即 ち、 技 術 論

的 政 策 論 を 、 提 示 しえ た にす ぎな か った。 そ れ故 我 々 は、 パ レエ ト的立 場 の 含
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む あ る意 味 で の透 徹 した深 さに半 面 強 く魅 せ られ つ つ も、 根 本 的 に は 、我 々の

現 在 の 問 題 意 識 の故 に 、 そ の哲 学 上 の立 場 に賛 同 す る こ とが 出来 なか った の で

あ る。 だ か ら我 々は、V.パ レエ ト体 系が 、 そ の 内 部 に 含 む 経 済 学 上 、 社 会 学

上 の 、 特 に、 体 制 論上 の 考察 が 持 ち うる現 代 的意 義 を 、 決 して 否定 して い る わ

け で はな い。 我 々が強 調 した い こと は、 彼 の全 学 問 的 活動 を 根 本 で 規 定 す べ き

動 力 そ の も のが 、 我 々に と り不 可 解 で あ る ことで あ り、 そ れ が 、 我 々 の主 体 的

な 実 践 、 従 って、 そ の根 源 的 な 力で あ る理 性 に方 向 づ け られ た意 志 的 努 力 を、

徹 底 的 に破 壊 しつ くす 如 き魔 力 を秘 め て い る と い う こ とで あ る。

こ の様 に我 々 は、 パ レエ ト体 系 の 研 究 の意 義 を 、 そ の全 体系 で な く、 む しろ

個 々 の細 部 の、 部 分 的 研 究 に限 る ことが 当面 好 ま しい とい う 考 え に い た っ た

が 、 かか る時 点 で 、 単 に 当初 、 パ レエ ト体 系 と の比 較 の上 で の み そ の 意 義 を消

極 的 に しか認 め て いな か った ワル ラ ス体 系 につ き、 積 極 的 に そ の 意 義 を 示 唆 し

て くれ た書 物 がsロ ー ザ ン ヌ 大 学 教 授FirminOulesのEc。ledeLaussanneで

あ った。Oulesは そ の書 で2)、 我 々の 考 え か ら は、 い まだ 充 分 と は い え な いが 、

ワル ラス体 系 とパ レエ ト体 系 の本 質 的 な 相 違 点 を 適 確 に示 唆 して い る。 彼 は共

通 点 と して、 両 体 系が 共 に経 済 学 の 方法 論 の 根 底 に相 互 依 存性 の 思 想 即 ち、 函

数 思 想 を 、 従 って経 済 均 衡 の概 念 を 持 つ こ と を指 摘 し3)、相 違 点 と して 、 ワル

ラス に は 存 在 す る政 策 学 的 立 場 が パ レエ トに は欠 除 して い る ことを 指 摘 す る4)。

.そして 我 々 は、Oulesの 示 唆 に よ り、 我 々が 根 本 的 に要 求 して い る主 体 の哲 学

の契 機 が 、 ワル ラ ス体 系 に は存 在 す るの で な いか 、 とい う考 え に いた った ので

あ る。

と ころ で 、 従 来 の ワル ラ ス に対 す る学 問 的 理 解 は、 一 部 の 例 外 者5)を 除 き、

全 く皮 相 的 な る もの に止 って い た。 我 々 自身 の 理 解 が 何 よ り も当 初 そ の 様 な も

ので あ った。 そ して か か る皮 相 的 な理 解 を 与 え た も の こそ 、 恐 ら く、 シ ュ ンペ

2)FirminOules,L,EcolcdeLaussanne,Par三sLibraireDalloz,1950・

3)ibidp.28～p.37.etc.

4)ibidp.37～p.46.etc.

5)例 え ばGaetanPirou,MarcelBoson,Firm三noules等 、 但 し 、williamJa驚 も

こ れ ら 例 外 者 に 加 え る べ き か も し れ な い 、 尚 、 文 献 〔 録 参 照 の こ と 。
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一 タ ー6)や ウイ クセ ル7)と い った近 代 経 済 理 論 の 巨 匠 達 の発 言 で あ っ た と 考

え う る ので あ る。

我 々 は そ の ことを 示 す た め に、 まず 、 シ ュ ン ペ ー タ ーの 「十 大 経 済 学 者 」 中

で の ワル ラス へ の 言 及 を 引 用 し よ う。

「純 粋経 済学 の ひ た む きな 思 索 が そ の 内 容 を 形 づ くる。 それ 以外 に は何 も の

もな い。 構 図 の 統 一 性 を 乱 す 何 もの もな く、 その う ちで は 他 の 如 何 な る要 素 も

重 要 で は な い8)」

「ワル ラス の 名 を 不 朽 に す る もの は、 経 済 均 衡 の理 論 即 ちそ の 結 晶 の様 に透

明 な 作 品 が 純 粋 経 済 関 係 の 構 造 を 一 個 の 根 本 原 理 を 持 って照 明 す る あ の偉 大 な

理 論 で あ る… … 何 人 も土 地 国 有 を 彼 以 上 に説 得 的 に擁 護 した もの はな く、 ま た

貨 幣 政 策 の分 野 で 彼 の貢 献 に比 肩 す る も の は少 い。 しか し乍 ら全 て これ らの 事

は経 済 現 象 の認 識 の上 で 彼 が 我 々 に与 え た も の に比 べ れ ば もの の数 で は な い。

彼 の生 涯 の 著 作 を 綜 合 し た 三 巻 の 書(即 ちElementd'economiepolitique

pure,Etuded'economiesociale,Etuded'economicpolitiqueapPliquee)は い ず れ

も我 々 の科 学 の最 も内容 豊 富 な書 物 に属 して い る。 けれ ど も 第1巻(El6ment)

の 第2～ 第6編 に示 され た思 想 行 程 は、 青 銅 の如 く永 久 で あ る」9)

以 上 に お い て シュ ンペ ー ター は さす が に 、 純 粋 経 済 学 以 外 の領 域 に お け る ワ

ル ラス の学 問 的研 究 の 内 容 の豊 富 さを 肯定 しつ つ も、 ワル ラス の貢 献 の 内最 大

な る もの を 、Elementの 第2編 ～ 第6編 に展 開 され た経 済 均 衡 論 の 叙 述 に見 い

出 して い る。 そ して この か ぎ り我 々 は シ ュ ンペ ー タ ー を一 方 的 に非 難 しき れ ぬ

で あ ろ う。 だ が 彼 が 「純 粋 経 済 学 の ひ た む き な思 索 が 、 そ の 内 容 を 形 づ くる。

そ れ 以 外 に は何 物 もな い」 と明 言 して い る以 上 、 我 々は か か る叙 述 が 根 本 的 に

誤 って い る こ と、 そ して か か る叙 述 が ワル ラス体 系 へ の抜 きが た い 誤 解 を 作 る

6)J・A・Schumpeter,TengreateconomistsfromMarxtoKeynes邦 訳 、 「十 大 経 済

学 者」 中 山 、 東 畑 監 修 、 中 の ワ ル ラ ス(安 井 琢 麿 訳)。

7)KnutWickscll,LecturesonPoliticaleconomy,Volumeonetr.fr,theSwcdish

byE.Classen.Ed.by.L.Robins,p.73～p.74.

8)JA.シ ュ ム ペ ー タ ー 「十 大 経 済 学 者」 ワ ル ラ スP.109.

9)J.A.シ ュ ム ペ ー タ ー 「十 大 経 済 学 者」 ワ ル ラ スP.112～P.113。
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に役立 ったのではないかとの疑 惑を否定 しえ な い。そ して シ ュンペーター

は、更に、我々のワル ラス研究への意欲を根本から打 ちくだ く如き、論述をも

与 えている。彼は、ワルラスとパ レエ トの根本的な気質 上 の相違 に言及 しつ

つ、 「ワルラスは彼の不朽の理論を、科学外の性質を持ち、その上誰の趣味に

で も合うとはいえない政治哲学の衣裳をつけて提示 した。プチブルジョァ的急

進主義の哲学と呼ぶ以上にその哲学の内容を伝えるよい方法はないのではない

か と私はおそれている。彼は19世 紀前半の半社会主義的なフランスの著作者達

か ら由来する、あるいは同様に正当なことであろ うが、功利 主義 か ら由来す

る、社会理想(id6alsocial)を 説教する使命を帯びたものと感じた。彼は土地の

国有化を彼の教えにおける本質的な条項とみなした」10)と論 じる。 そ して我々

はかかる論述から、プチブルジョア的、半社会主義的というきわめて陵昧な限

定 を、ワルラス思想が受けていること、そして半社会主義的功利主義という限

定を受けていること、を読みとりうる。 そしてこれ らの論述はある意味では的

を射たものであるが、それにしても、これだけでは一体何のことか分 らず、 こ

れだけの言葉で我々はワルラスの思想を片付けることは出来ないと考える。そ

の語義のきわめて暖昧な文学的装飾語にすぎないプチブルジ ョア性への吟味を

別 としても、シュンペーターは、少 くとも半社会主義的功利主義という言葉の

正確な意義を明 らかにする義務があるであろう。かかる一片の言葉によりワル

ラス思想が永遠の闇に葬 りさられる危険を考えるとき、特にそうである。 とこ

ろで我々は皮肉にもプチブルジョァ的急進主義的な政治哲学の衣装を、以下、

克明に洗い立てようとしているのであり、それが単 に衣 装で は なく、かえっ

て、ワルラス体系の心臓であることを示そうとしているのである。プチブルジ

ョア的急進主義という一体何のことか分 らない文学的形容や、政治哲学の衣裳

という如き、社会経済思想の意味を単なるイデオロギー.パ レエ トの所謂派生

体の位置に堕落せ しめる様な、シュンペーターの論述を、我々は最後に受け入

れがたいことを論 じてお く。但 し、確かにシュンペーターが示唆する如 く、真

10)」.A.シ ュ ムペ ー ター 「十 大 経 済学 者」 パ レエ トP.170～P.17L
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の思 想 とい う もの は、 勿 論 イデ オ ロギ ー と区 別 され ね ば な らぬ し、 更 に 、 彼 の

表 現 を 借 りる とき、 誰 の趣 味 に で も合 わ ぬ もの で あ る。 特 定 の歴 史 的 社 会 的 条

件 の も とで、 思 想 は始 め て、 当初 、 個 性 的主 観 的 で あ っ た そ の限 界 を超 え 、 客

観 性 を主 張 し うる もの に変 貌 を とげ る こ とが あ り う る。 そ して 我 々は 、 か か る

誰 の趣 味 にで も合 わ ぬ きわ め て個 性 的 な衣 裳 を こそ 、 我 々 の現 時 点 は、 よ り客

観 的 な る行 動 の動 力 と して 求 あ て い る ので は な い か と、 根 本 で は信 じる もの で

あ る。 シ ュ ンペ ー ター は これ ぐ らい に して、 我 々は以 下 ウイ ク セル に移 ろ う。

ウ イ ク セル は、 彼 の、Lectureonpoliticaieconomyに お い て次 の 如 く論 じて

い る。

「限 界 効 用 理 論 の提 唱 者 達 に は、 多 分 自 由交 易 の 利 益 に対 す る こ の あ ま りに

も楽 観 的 な観 方(自 由放 任 主義 を指 す 、 筆 者)の 肯 定 に対 し、 責 任 は な か った で

あ ろ うが 、 彼 等 の若 干 の者 には 、 自由 放 任 主 義 に対 す る彼 等 の支 持 と、 彼 等 が

与 え た そ の有 効 性 へ の論 理 的 証 明 の故 に、 自 由放 任 主 義 の 信 念 を 維 持 せ しあ た

こ と に対 して 、責 任 を 負 わ ね ば な らぬ 者 が 存 在 す る。 この こ とは 、L6cnWal-

ras及 び そ の後 継 者 達 に と り然 りで あ る」11)がそれ で あ る。 そ して ウイ ク セル は

更 に、 そ の根 拠 と し て 、 ワル ラス のEtuded'6conomiepo】itiqueapPliqu6eに

引 用 せ られ て い るサ ン シ モ ン主 義 者LambertBayと ワル ラ ス と の 出 合 い に

言 及 し、 そ の 際 ワル ラ スが 「自由 競 争 が最 大 の 効 用 を も た らす こと を証 明 せ ね

ば な らな い」 と い う確 信 を 持 つ に い た った こ とを 、 あ げ て い る12)。 この 様 に 、

ウイ クセ ル は 、 ワル ラ スが 全 く自由 放 任 主 義 の イ デ オ ロー グで あ った か の 如 き

誤 解 を こ こで 不 用 意 に も生 ぜ しめ る原 因 を 作 った ことを 我 々は 否定 しえ な い。

だ が 、 ウイ クセ ル は 、 「価値 、 資 本 、 地 代 」 で は 、 逆 に き わ め て正 確 な ワル ラ

ス理 解 を 思 わ せ る発 言 を 行 って い る。 彼 は ワル ラ ス祖 述 者 で あ る ラ ウ ンハ ル ト

に よ り、 ワル ラス が 「自由 競 争 の支 配 の 自然 的 作用 に よ って普 遍 的 最 善 が 最 も

確 実 に達 せ られ る」 と い う主 張 を な した と 考 え られ 、 更 に これ は 「重 大 な る誤

lDK.Wickse】loP.cit.P.73～P・74・ 但し、我 々は ウイクセルの原典についてかかる

引用を行 ったのではない、E。Classenの 英訳に即 してで あり、その点はお1/-1一断 りしてお く。

12)ibid.p.74,
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謬 」 で あ る と非 難 され た こと に対 し、 ワ ル ラスを 弁 護 して 、 「ワル ラ スは この

題 目 につ いて い さ さか 不 用 意 に論 じる嫌 い は あ る に し て も、 私 の 知 る 限 りで

は、 一 度 もか か る主 張 を した こ とは な か っ た」13)と論 じて い る か らで あ る。 従

って 我 々は 、 「価 値 、 資 本 、 地 代 」 と、 「講 義 」 に お け る ウ イ クセ ル の 矛 盾 を

指 摘 し う る ので あ るが 、 それ に して も、 ウイ ク セ ルが 、 「講 義 」 で 以 上 の 如 き

叙 述 を な し、 それ に よ り、 ワル ラ ス像 の誤 解 の原 因 を 作 った こ とだ け は否 定 し

え な い ので あ る。 そ して ウ イ クセル は この論 述 の 時 点 で(Lecture2ed.は1911

年 に 出版 せ られ て い る)既 に、Etuded'6conomiePolitiqueaPPIiqu6e(1898)及

びEtuded'6conomicsociale(1896)の 存 在 を知 らね ば な らな か った し、 特 に 後

者 を 克 明 に読 んで い た な ら、 「価 値 、 資 本 、 地 代 」 で の態 度 を維 持 しえ たで あ

ろ うか ら、 我 々は 、 ウ イ クセ ルが これ ら二 っ のEtudeを 十 分 に読 む こ とな く、

ワ ル ラス の、 不 用 意 な叙 述 と彼 が 知 って い る はず の こ とを 、 ワル ラ ス の中 心 思、

想 で あ る か の如 き誤 解 を 与 え る発 言 を 不 用 意 に行 った もの と解 釈 しう るの で あ

る。 そ して か か る シ ュ ンペ ー タ ー.ウ イ ク セ ル等 の ワル ラス 思 想 へ の 理 解 に影

響 せ られ、 日本 の 経 済学 界 に お け る ワル ラ ス思 想 へ の理 解 も、 少 数 の 例 外 を除

い て は、 大 体 これ ら二 入 の 巨 匠 の線 に沿 った もの と考 え う るの で あ る。

と ころで 、 我 々は ワル ラス思 想 の 本 質 を 、 自 由放 任 主 義 の 肯 定 と は全 く対 立

的 な 、 社 会 主 義 的 思 想 と して、 特 徴 づ け う る ので あ る。 但 し、 この と き、 社 会

主 義 的 思 想 と い う こ と の意 味 は、 常 識 的理 解 と は相 当 か け離 れ た もの で あ る。

ワル ラス は これ を 、綜 合 的 社 会 主 義(socialismedesynthesis)と 自か ら名 付 け て

い るが、 そ の 内容 は、 本 論 稿 が あ げ て答 え る と こ ろで あ る か ら、 そ れ に 譲 りた

い と考 え る。

そ こで 我 々 は 以 下 、 ワル ラ ス体 系 が 、 当初 我 々が 示 した 問題 意 識 に 対 し、 い

か な る意 義 を 持 つ か を 、 そ の現 代 的 意 義 の評 価 と い う形 で 、 大 略論 じ る こ とに

す る。

我 々 は 何 ん らか 任 意 の思 想 体 系 の現 代 的 意 義 を 次 の観 点 に従 い評 価 し う るの

13)K・ ウイ クセ ル 「価 値 資 本 地 代」(北 野 教授 邦 訳 、P.84).
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で はないかと考える。

基準1.そ れが単なる個別的専門科学を超え、様々の専門科学の相対的独自

性を肯定 しつつ、何んらかの形で、それ らを媒介包摂する如き、綜合的な論理

構造を持つか否かということ、

基準2.そ れが持つかかる綜合的立場が根本において究極的価値ともいうべ

き哲学的立場により統一せ られ、所謂価値合理性を維持し、思想としての本質

を維持 しているか否か ということ、

基準3.そ れが内容的に、体制論的スケールを維持 しつつ、内部に、個別的

専 門科学を包摂 し、現在の経済社会体制の様々の欠陥を批判すべき価値の基準

を備えているか否かということ、

基準4.そ れが、上述の立場から、新 しい体制の理念像を何んらかの形で与

えているかどうかということ、

基準5.そ れが、現体制をいかに変革 して、新 しい体制へと導 くかという方

策に答えているかどうかということ、

基準6.そ れが、現代の状況下或いは現体制下に存在す る諸 々の現 実に対

し、深い現実的認識を備えているか否か、即ちそれが現代が直面する真の問題

について、深い洞察を与えているか、否かということ、

がそれである。我々は以下、各 々の基準に立 ちワルラス体系を結論的に評価 し

たい。

基準1に ついて、

我々はワル ラス思想体系を、経済思想体系とそれを根底で支える基礎的立場

に区別 し、前者を、純粋経済学、応用経済学、経済体制論、土地国有化論、そ

の他に区別 し、根本的には、それが理念としての経済体制論及びその現実化の

方策である土地国有化論に結実するものと考え、後者を、純粋 哲学 的立 場、

(従って、認識論、倫理学、形而上学を含む)、 狭義の基礎理論(そ こには、人

間学、存在論、cenoniqueが 含 まれる)、構成原理(そ こには、 社会主義と自

由主義の綜合、倫理主義と功利主義の綜合、個人主義 と共産主義の綜合を与え

る原理が含まれる)に 区別し、これ ら基礎的立場に基礎づけられた経済思想体
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系 の全体を、 ワルラス思想体系と定義 しうると考えることの故に、ワルラス体

系は、基準1に 大略合致 しうると考えられる。

基準2に ついて、

ワルラス体系を根底か ら基礎づける哲学的立場とは、上述の純粋哲学的立場

の全体、就中その形而上学的立場である。後述する如 く、 ワルラスは、形而上

学の対象である真実在を絶対的現実的存在と規定 し、世界をそれが完全化に向

っての自己実現 としてとらえ、かかる自己実現の論理的シェーマを、現実の理

念化→理念の現実化 という相互規定的連鎖により把握 した。そして更に、かか

る絶対的現実的存在の自己現実にとり、かかる存在の属性を分有する人間の主

体的実践的参与が不可欠であると考え、かかる存在の本 質を合 理 的意志 とし

て、従ってかかる存在を自覚的行為的存在として把握 した。か くてワルラス自

身の一切の理論的実践的な活動は、同時に、絶対的現実的存在の分有たる自己

を介 しての、かか る存在の自己実現たる意味を帯びるものと考えうる。そして

そのとき、かかる存在の究極目的とは、社会を構成する全個人の、倫理的人格

の完成とせられている。か くて我々は、 ワルラス体系が、基準2が 要求する如

き、価値合理性を維持していると考える。

基準3、4に ついて、

ワル ラス体系が、体制論的スケールを持つ彼の所謂綜合的社会主義であるこ

とか ら、それは同時に、新体制の理念 と従ってまた、現体制評価の基準を与え

ていることを、我 々は大略肯定 しうると考える。但 しその内容は本論稿特に第

二部に譲 りたい。

基準5に ついて、

ワルラス体系は一応基準5に も合致 しうる。何故ならば土地国有化論が存在

するからである。土地国有化論は、体制論が示す綜合的社会主義の理念の本質

的支柱である土地の国有化の理念を、現実化する方策について論 じたものであ

る。ワル ラスはなお、かかる方策が同時に、ガス、水道、鉄道等の自然的独占

企業の国有化方策にも原理上、適用 しうると信 じていた様である。

基準6に ついて、
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我 々は以上5つ の基準については、ワルラス体系が何ん らかの形でそれに合一

致す ることを肯定 しえたが、基準6に ついては批判的にな らざるをえず、主と

してここにワルラス体系の歴史的社会的制約を見出 しうる如 く考える。そ して

このことは、 ワル ラス体系が19世紀後半から20世紀の初頭にかけて形成せ られ

た思想体系であることからやむをえざることでないかと考えうるが、他面この

ことは、ワルラス自身の性格がしからしめた制約であるとも考えうる。 ワルラ

スは、自己がrealistで もあることを主張 す るが、我々は彼が本 質的 に は、

idealistであったことを、否定出来ないのである。特に我々は、ワルラス体系

のもつ欠点を以下の諸点に求めうると考える。

1.人 間理性を根本的には信頼 し、その意味で、啓蒙期の思想というか、或

いはそれを受けついだ19世 紀的思想というか、その様な も のを完 全 に脱しき

っておらず、合理 主 義的傾向が、その基調に存在する こと、従 って、人間の

非合理的側面が持つ、強力な歴史的社会的影響力の抜きがたい根強さを、深刻

に思索 していないこと、 このことは、 ワルラスの思想の本質である、人間の倫

理的人格の完成を究極の目的とする人格主義的主張に、顕著に示されている。

但 しワル ラスは人間 の非 合理 的側 面を完全に無視 しているのではない。特

に、本来の資本(人 的資本 及び土地資本以外のもの)の 私有を、利害の観点

から、即 ち社会 的富 の総生産量の増進及びその実質的内容の豊富さの観点か

ら肯定するに際して、 ワルラスは、人間を主 として、現実的には動物的衝動、

自己中心 的な利害の衝動からとらえ、かかる衝動を満足 させることが、上述

の利害 の観点 から好ましいと考えるからである。だがそれにも拘 らず、 ワル

ラスが根本的には、人間理性を信頼 し、歴史的に、人 間存 在 の人格性の完成

は、たとえ、徐々であるとして も、達成 されえ、 またさるべきものと考えてい

るが故に、我々は、彼の合理主義的立場がいまだ、楽観的な色調を帯びること

を否定しえない。 ここで注意すべきことは、我 々が決して、人間理性への信頼

を根本的に否定 していないことである。我 々は単にワルラスが人間の非合理的

側面を深刻に鋭 く分析 していないこと、従 って根本的には、楽観的な理性信頼

の色調が存在することを批判 しているにすぎないのである(こ の点はパ レエ ト
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の 徹 底 し た或 る意 味 で 一 つ の信 念 の如 き観 を さ え呈 す 、 人 間 の 非 合 理 的 側 面 の ・

暴 露 と くらべ れ ば 、 は っき りす る)。 そ して 我 々が 主 張 した い こ と は、 か か み

非 合 理 的 側 面 へ の洞 察 、 逆 説 的 に い えば 、 理 性 へ の信 頼 が そ の 期 待 を 裏 切 り、

所 謂 近 代 合 理 主 義 の問 題 性 を 惹 起 しつ つ あ る ことへ の 根本 的 洞 察 を 踏 まえ て 、

逆 に 再 度 、 理 性 へ の信 頼 を 高 次 の レベ ル で 回 復 させ る こ との必 要 性 で あ る。

2.独 占的 企 業 が 支 配 す る現 代 の 寡 占経 済 へ の十 分 な理 論 的 分 析 が 欠 除 して

い る こ と、 ワル ラス は、応 用経 済学 の立 場 か ら、 独 占 に対 す る 国家 的統 制 の 必

要 を 強 調 して お り、 この 点 は高 く評 価 さ るべ きで あ るが 、 肝 心 の 独 占 分 析 に 関

して は、 きわ あ て 貧 弱 な 内 容 を示 す にす ぎな い。

3.ワ ル ラ ス は、c6nonique的 考察 に お い て、 個 人 と 国 家 と の 関 連 に 言 及

し、 国家 を 個 人 を超 え た独 自の実 体 と考 え、 権 威 に基 き主 体 的 に行 動 す る もの

と規 定 す るが 、 更 に い か に して 国家 的 意 志 が 形 成 せ られ る か に つ い て は、 立 ち・

入 っ た分 析 を 展 開 して い な い、 即 ち、 政 治体 制 論 と して の 政 治 学 的 分 析 が全 く

欠 除 して い る。 そ して ワル ラス は、 大 体 、 議 会 制 民 主 主 義 を 根 本 で は信 頼 して

い る様 で あ る。 だ が こ の点 に も、 我 々 は彼 の楽 観 的 態 度 を 否 定 す る こ とは 出 来

な い。 我 々 は議 会 制 民 主 主 義 を 真 に機 能 させ るべ く、 その 持 つ 様 々 の 問題 点 を・

分 析 せ ざ るを え な いで あ ろ う。 例 え ば、 そ の 金 権 政 治 的側 面 、 衆 愚 政 治 的 側 、

面 、 近 代 合理 主 義 の 問題 性 との 関 連 で 、 官 僚 制 の 弊 害 等 々を 。

我 々 は以 上 の外 に も、 種 々詳 細 に ワル ラス体 系 の欠 陥 を 指 摘 し う るで あ ろ ケ

が 、 その 事 自体 、 我 々 の 目 的で あ る ワル ラ ス体 系 の現 代 的 意 義 の 把 握 か らは、

意 味 の あ る こ と と も 考 え られ な いの で 、 以 上 に とど め る こ とに し た い。

最後 に我 々は、我 々が ワル ラス解釈 に際 して とった態度及び我 々の ワル ラス研 究の限界 ・

等 につ き指摘 してお きたい。

我 々は、L.ワ ル ラス思想体系 の全構造の把握 を意図 しつつ、 特 に研 究の第一段 階 とし

て、基礎的立場及 び社 会経済学、経済体制論 の素描、土地国有化論の概要に考察 を限定 し

た。従 って純粋応用経済学、経 済体制論、土地国有化論、 その他残 された諸 問題 には、本

格的 には立 ち入 りえなか った。そ してその際、我 々は細部の詳細 な研 究、例 えば他 の学説一

体系 との比較 を個 々の詳細点 につ き行 うことを後 に し、 とにか く大づかみでは あるが、L..
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一ワル ラス思想体系の全体像を把握す る ことに努めた
。それ故それはいまだきわめて不完全

で あ りワル ラス思想 に対す るいわは筆者 の覚書的の ものにすぎない。だが・ とにか く・何

ん らかの意味 でワルラス思 想の体系性把握への、第一次的接近 た りえたのではないか・ と

信 じるものである。

次に、我 々はワルラス解釈に際 し、一部 においてかな り大胆 な方法 を も使 用 した。それ

は、 ワル ラスの叙述 の、若干の部分 に存在す る曖昧 さ、非 厳密性 、体系性 その ものの明示

的表現の欠除 の故 に、やむをえない ことで あった。我 々は例えばワル ラスの叙述 が極 めて

曖 昧であるとき、存在する何 ん らか の論述を手掛 りに、いわば彼 の 自覚 を 深 あ る如 き形

で 、論述 の背後 にある彼の意図を浮 き立たせよ うと努力 した。だがか かる努 力を行 わず、

この点についてワルラスは極めて曖昧な叙述をなすに過 ぎない、 と論述す る ことが、或 い

は好ま しい箇所 もあったか も知れ ない。だが、我 々は著者 自身 が更 に時間 をか け思索 した

場合、或 いは到達 しえたか も知れぬ世界をいわば著者 の代 りに深 めよ うとい う無謀 な試 み

を あえて犯 した のであ る。 これはある意味では極めて危 険な試 みであるか も知れないが、

他面ある意味 では解釈 に際 し解釈者 自体 の創造性 を発揮 しうるという意味で、或 いはワル

ラスを介 し解釈者の現在の思想 の一部を主張 しうるとい う意味で、許容 され る方法ではな

い か と考 える次第で ある。

特に(1)、 純粋哲学的立場 を認識論,倫 理学、形 而上学 に分 ち、 これ とカン トとの近親

・性を指摘 しつつ行 った定式化、(2)存 在論的考察 とc6nonique的 考察 がワルラスで は孤

立的に与 え られてい ることと同時 にその統一・への志 向が若干 の文脈 に示唆 され ていること

か ら、両者 の統一的立場の定式化を試みた こと、最 後に(3)所 有 の価値命題 が正 義に合

致 する ことの、 ワル ラスによる極 めて厳密性を欠 く論証 を、 彼 のc6nonique的 考察 を介

し与えたこと、 これ ら三点 に我 々の上述の如き解 釈上の態度 が、強 く打 ち出されて いる こ

と を指摘 してお きたい。勿論我 々はかか る解釈 の客観性 を直 ちに、主張 しうるとは考 えて

・いない。多 くの方 々特に ワル ラス研究者の方 々の御批判 を仰ぎたいと考 えて いる。

尚それ 以外 にも我 々の考察 は極 めて不充分であ ることを免れ えない。特 に ワル ラスが如

何 なる歴史的社会的制約下 でかか る思想体系を樹立 したかを我 々は全 く考慮外 に置 いて い

る。換言すれば、彼 が如何 なる時代的社会的状況 に位 置づけ られ、かか る状況 が何故 に彼

をかか る思想体系樹 立への努力 にか り立てたかの洞察を,我 々は全 く省略 した。だが、か

:かる研究 は、 ワル ラス思想 の彼の心情の理解か らす るよ り本質的 な理解 にと り不可欠 のこ

と である。特 に、彼 が、彼 の学問的 な実践的活力の動力 をいか なる ものに求 めて いたか、
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たか か る動 力 が いか に して彼 の 内面 に形 成 せ られ た か を 知 る上 で 、避 け が たい こ とで あ ろ

う。 これ と関 連 して我 々は、 ワル ラス思 想 が 現 実 にい か な る豚 略 を通 じて 、形 成 せ られ る

に い た った か 、従 って そ の形 成 の過 程 で彼 の立 場 に質 的 な 変化 は み られ な か ったか 、 等 に

つ い て も言 及 しえ な か った。 そ して我 々 は こ の点 を 、 晩 年 論 文 集 と して 、 二 つ のEtude

を 編 集 した と きの 、 ワ ル ラ ス 自身 の選 択 を 信 頼 しそ こに 示 され て い る思 想 が 、若 き 時代 の

も のを も含 め、 す べ て 、 晩年 の ワル ラス に よ り、 承 認 せ られ た もの と考 え 、便 宜 的 に解 決

した 。

最 後 に我 々 は我 々 の考 察 した範 囲で の ワル ラス思 想 に 関す る 内外 の参 考 文 献 をFirmin

Oules,EcoledeLaussane以 外全 く参 考 と しえ な か った こと を論 じて お く。 そ してOules

か ら も我 々は 特 に ワ ル ラス体 系 とパ レ ー ト体 系 との共 通 点 と相違 点 の示 唆 を え た の み で、

そ れ を 積 極 的 に我 々の考 察 に援 用 しえ なか った 。 この 意 味 で も我 々は 、以 上 の考 察 を既

述 した如 く、 あ くま で 、 ワ ル ラ ス体 系 へ の第 一 次 的接 近 い わば 試 論 的 覚 書 と考 え た い 。 だ

が 我 々が かか る態 度 を取 った こと には 、理 由 が な い わ けで は な い 。我 々 は まず 、 い か な る

先入 観 に も と らわ れず 我 々 の独 自の解 釈 を樹 立 し、 しか る後 に そ の客 観 性 を 確 か め るべ

く、 内外 の参 考 文献 研 究 に移 るべ き と考 え た こ と、 第2に 、 か か る文 献 の入 手 に時 間 的 制

約 、困 難 が あ った こと、 第3に 、 以下 列挙 す る文 献 中、 我 々 が考 察 した 範 囲 に関 連 を 持 つ

もの は、 確 実 には三 冊 とい い う る に す ぎ ず 、 そ の 内 一一冊 はOules、 の 前 掲 書 で あ り、

Pirouの もの は、 若 干 時代 的 に 古 く、 最 も興 味 を お ぼえ るBosonの も の は 、 現 在 、 我 々

が 、手 共 に所 持せ ぬ もので あ った こ と、 これ が 我 々の 理 由 で あ る。 そ こ で 以 下 、 参 考 迄

に 、 ワ ル ラス 自身 の重 要 著 作 目録 と、 ワ ル ラ ス研 究 文 献 と して 我 々 が 知 りえ て い る も の

を 、提 示 した い 。

ワル ラ ス重 要 著 作 目録

()は 著書 を 示 す 、 ま た ○ 印 は 純 粋 経 済 学 関 係 の もの 、 × 印 は 応 用 経 済 学 闘

係 の も の、 △ 印 は 社 会 経 済 学 関係 の もの で あ る。

01.Principesd,uneth60riemath6matiquedeI,6change(!873).

02.Equationsde1'6change(!875).

03.Equationsdelaproduction(1876).

04.亘quationsdeIacapitalization(1876).・1は 、 伊 独 語 に練 訳 せ られ て い る 。'

05.TeoriamatematicadeUarichezzasociale(1878).

06.MathematischeTheoriederPreisbestimmungderwirtschaftlichenGUter..
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・○(1)

・c

×

△

×

て2)

(1881).

これ は7つ の 一

Th60riemath6matiqued

dcEconomistesに 発 表 さ れ た も の)

を 含 み

残 り の2つ は 次 の も の で あ る 。

Th60riemath6matiquedubilletdcbanque.(1879). ゑ
Th60rieduprixdesterrsetdeleurrachatparI'Etat(1880),

7.D,unem6thodeder6gularisationdeIavariationdevaleurdelamonnaie,

Contributionb1,6tudedesvar皇ationsdesprixdepuislasuspensiondela

frappedes6cusd,argent(1885).

Th60riedelamonnaie.(1886).

び

(tlr)Etudcsd'6conorniesocialc(1896).

種 の 論 文 集 で あ り 、 主 た る も の と して 、 既 刊 の 次 の 論 文

二)LaRecherchede1'ldealsocia正(1868)及 び 未 公 刊 の 次 の3つ の 論 文

")M6
thodedeconciliationoudesynth6se.

)Th60riedelapropri6t6.

)Leproblemefiscal.

こ れ ら は そ の 後1896にRevuesocialisteに 公 刊 さ れ た 。

げ

(5)Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6e(1898).こ れ も 一 種 の 論 文 集 で あ

　
E16mentd'6conomiepolitiquepure

Ialreed.1874～1877.

]a2ecd.1889.

.l
a3eed.1896.

1a4eed.1900

ed.d6finitif1926

Lath60riemath6rnatiquedelarichessesociale(1883).

論 文 を 集 め た も の で 、 最 初 の4つ は 以 上 の1～4そ れ 以 外 に

ubim6tallisme(1876～1881,1882に か け てJournal

○ ×(3)

△

これ は 一一

(

(・・

(iii

(iv

を含 む 、

×

る、 主 た る も の と して 次 の 既 刊 論 文

Th60rieclelamonnaie(1886){以 上 の(3)}と 、

の 論 文 を含 む 。

次の7つ の未 発表
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〈i)

(ii)

〈iii)

〈iv)

〈v)

(vi)

くvii)

Lesp6rilsbimetalistes

ぞ
L,Etatetleschemindefer.

L,Economieappliqu6eetIadefensedessalaires.

Th60riedulibre6change.

Th60rieducredit.

LaCaissed'epargnepostalldeVienneetleComptabilismesociale.

Esquissed,unedoctrine6conomiqueetsociale.

こ れ ら は 後 に

(i)轟 まRevuesocialistes(1895)1こ

(ii)はRe{ruedudroitpublicetdelascicncepolitique(1897)に(iii)～

(vii)は 、1897、1898に 、Revued'6conomiepolitiqueに 、 発 表 せ ら れ

た 。

△8.ノ ー ベ ル 平 和 賞 の た め に 執 筆 さ れ た も の 。

LaPaixparlajusticesocialeetIelibre6change.1906.

そ の 他 に

の

○(6)Abr696desEI6mentsd'6conomiepoltiquepure1936・ が あ る 。 こ れ は

GastonLeducに よ り公 刊 され た もの で あ る。

ワ ル ラス研 究 文 献 目録

　

　

1

9
ム

　

　

3

4

⑤

⑥

フ.

J.R.Hicks「L60nWalras」Econometrica(1934.lo)

M.B.Amzalak「L60nWalrasetPEconomiepure」(BibliothごquedesHautes

EtudesLisbonne1934)

J.schumpeter「L60nwalras」(Econometrical935.7)

H.W.Marget「Lesaspectsmon6tairesdusystemewalrasien」(Journalof

PoliticalEconomy,19353～4)

MarcelBoson「L60nWalr…ms,fondateurdelaconceptionscientifiquedcla

politique6conomique」(PatisetLaussanne)

GaetanPlrous「Lesth60riesde1'6quilibare6cQnomique」(L.WalrasetV.

Pareto)」(Prais1934)

JASuhumpeter「MarieeEspritL60nwalras」(zeitschr,£volkswirts.

Sozialp。u.Vcrwalt.1910Bd.XIXSS397～402Englishtr.byW.F.Stolper
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⑧

9

10.

@

12.

13.

14.

⑮

16.

以上の内○印をつけたもの力

察 しうる。

べ、 ワル ラス思 想体系全体 に迫

邦語参考文献

1.

●

.

り
畠

3

4.

inTenGretEconomistb.J.a.Suhumpeter,NewYork1951・P・P・76～9)

FirminOules「L'Ecolede1.ausanne」(ParisLibrairieDalloz.1950)

BertrandNogaro「Q;uelquesobservationssurlam6thodedeL60nWalras」

(R6p.1938,p.241-90)

BertrandNogaro「Lesmath6matiquesconsid6r6escommelogiquef()rmclle

etlamiseen6quationsdeprobl6mes6conomiques」(R6p.1944,p.466-84)

BertrandNogaro「Led6veloppementdelapens6e6conomiquc」(Librairie

g6n6ralededroit,1944<chap.VII:Lesth60riesdeP6quilibre6conomique>)

BertrandNogaro「Lavaluerlogiquedcsth60ries6cconomiques」(Presses

universitairesdeFrance,1947<Chap,VII.,VIII,IX,X>)

MichelBrodsky「Ler61edesmath6matiquesdans1'oeurvredeL60nWalras」

(ThさseJoulouse,1944.)

PierreRocher「Remarquessurleprincipe<autantd'6quationsqued'incon・

nues>appliqu6esauxth60riesde1'6quilibre6conomique」(R6p.1945,p.

178-93)

PierreRocher「L60nWalrasaLausanne(publicationdel,Universit6deLaus.

anneA1'occasiondelarcmisedesonportraithl'Universit6)」(Librairie

Rouge,1948.)

MmeDuplan-Ruchet「Correspondanceetdocumentosin6ditsconcernantL .

Walras(Aparaitreaussiprochainement)」

ゴ、 我 々 が 考 察 し た 範 囲 の ワ ル ラ ス 思 想 に 言 及 す る も の と 推

こ の 様 に 、 純 粋 経 済 学 及 び そ の 背 後 に 存 す る 方 法 論 的 立 場 を 論 じ た 文 献 に く ら

っ た も の は 我 々 の 知 り え た か ぎ り 僅 少 で あ る 。

早川二代治 「レオ ン ワル ラアス純粋 経 済 学入 門」付録1「 ワル ラアスの生

涯」、付録2「 ワルラアス著作年譜」(1931)。

久武雅夫 「ワルラス純粋経済学」(1949)。

中山伊知郎 「限界利用学説の二形態 、オース トリア学 派とローザン ヌ 学 派」

r商学研究 』IV巻1号(1926.4).

安井琢磨 「純粋経済学 と価格 の理 論一ワル ラスを 中心 と して」『経済学論集』



17

5.

6.

7.

8

0
」

Ol

(1933,9)皿 巻9号 。

安井琢磨 「時間要素 と資本利子、 ワル ラスに於 ける 自然利子率 の概念」『経済

学論集」VI巻9号(1936.9)。

安井琢 磨 「貨 幣と経済的均衡、 ワルラス貨 幣理 論の一研究」『経済学論集』田

巻4号(1938,4)。

安井琢磨 「均衡分析 と過程分析一 ワル ラス模索理 論の一研究」『経済学論集』

X巻1-3、7号(1940.1-3、7月)。

安井琢磨 「ワルラス」(河 内栄治郎編 「学生 と先哲」 昭和12年)。

経済学説全集9,近 代経済学の生成第6章 レオ ン ワルラス(久 武雅夫著)。

安井琢磨 「均衡分析の基本問題」(前 編経済静学の理 論)

最後 に次 の点をお言 断 りしてお きたい。

ワル ラス体系の考察 を、我 々は当初、1ワ ル ラス経 済思想体系 の科学論 的考察、2.

ワル ラス体系 の基礎的立場、従 って(1)純 粋哲学的立場、(2)狭 義の基礎理論、即 ち、

(イ)方 法論、(ロ)人 間学及び存在論、(ハ)、cenonique(3)、 構 成 原 理、即 ち、(イ)

社会主義 と自由主 義の綜合、(ロ)、 功利主義 と倫理主義の綜合、(ハ)、 個人主 義と共産主

義 の綜合、等 々について の考察、3、 ワル ラス経 済思 想 体 系 、従 って、特 に、(1)、 社

会経済学、(2)経 済体制論の素描 、(3)土 地国有化論等 々についての考察(従 って、純

粋 ・応 用経済学 につ いての考察は、我 々は、本格的には、他の機会に行 お う と考 え て い

る)に 分 って順次展開 してい こうと考 えて いた。だが与 え られ た 紙 数 の制約 か ら、我 々

は これ らをすべて考察する ことができなか った。 そ して我 々は大 阪府 立大学経 済研究(第

49号 ～第51号)に おいて特 に上述 の(2)の(ロ)(ハ)、 及び(3)に ついては、若干 の

解決 さるべ き問題点 を残 しつつ、又叙述 の上で よ り簡明平易に改良をほ どこし得 る余地 を

残 しつつ、一応展開 した ところであ った。従 って我 々は以下 の考察において、特 に府大経

〆済研究 と重複す る部分の内
、体系上 での明瞭な位置づ けが示 されてい るものを省略 しよ う

と考える。即 ち我 々は(2)の(ロ)(ハ)、 及 び(3)の(ロ)(ハ)を 府大経済研究に譲 りた

いと思 う。従 って基礎的立場の考察は、特 に純粋哲学 的立場、方法論的考察、社会主 義と

自由主 義の綜合及び我 々の ワル ラスに対す る一種 の拡大解釈で ある存在論的考察 とc6no-

nique的 考察を統一 した立場の提 示のみに限る こととす る。 それ らは府大経済学研 究に掲

載 され た論稿 において、充分考察 しえなか った もの、或 いは未分化的 に扱われていた もの

であ る。そ して我 々は必要 なる論点 につ き、再述 を試 みたが、根本的 には府大経済研究に



18

おけ る既述の論文を前提 して以下 の考察 を展開 したい。更に3の(3)、 即 ち土 地 国 有化

論 も当初展開す る予定であ ったが、紙数の制約上成 し得 ず、 これについて もその概 略を簡

単に与 えるにとどめ、その詳細を他 の機会に譲 りたい。以上 はなはだ不本意 ではあるが紙

数 の制約上 やむをえざ ることとして寛恕願いたい次第である。
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第1部L.ワ ルラス思想体系の基礎的立場

我 々は 「ワルラス思想体系」 と 「ワルラス経 済思想体系」 という二 つの概 念を区別 し、

「ワルラス思想体系」を表題 に示 した 「基礎的立場」 と 「経済 思想体 系」 の統一 的全体 と

`定義す る
。従 って 「経済思 想体系」 とは、礎石 として の 「基礎的立場」 に基 礎づ け られた

い わば建築物 と定義 しうべ きもので ある。従 って我 々は、 「基礎的立場」 が何かを明 らか

・にす るため、 まず、 「経 済思想体系」につき考察 せねばな らない。我 々はそれを ワルラス

の 科学 論的考察 に従い科学 論的立場か ら規定 したい。

1.L.ワ ル ラ ス 経 済 思 想 体 系 に つ い て 科 学 論 的 考 察

1.1序 説

ワル ラス の経 済思 想 体 系 は 、後 に規 定 す る如 き、科 学 あ るい は理 論 に属 す る、(1)、 純

粋 経 済 学(6conomiepolitiquepure)(2)、 応 用 経 済 学(6conomiepolitiqueappliqu6e)

(3)、 社 会 経 済 学(6conomiesociale)、 それ に(4)、(1)(2)(3)の 綜 合 的適 用 か

ら 成 立 す る 経 済 体 制 論 、 更 に(5)、 実 践 或 い は政 策(技 術)に 属 す る土 地 国 有 化 論 と

・い う五 つ の支 柱 よ り形成 せ られ る。(1)はEl6mentd'6conomiepolitiquepure(ed.di£

ゆ げ

1926)で 、(2)はEtuded'6conomiepolitiqueapPliqu6e(1898)で 、(3)は 、Etude

・d'6conomiesociale(1896)で 、(4)は 主 と し てEtuded'6conomiepolitiqueapPliqu6e

よ
及 びEtuded'6conorniesocialeで 、 そ して(5)は 最 初Lath60riemath6matiquedela

-richessesociale(1883)}こ
、 後 にEtuded'6conomiesocialeに 収 録 さ れ た論 文Theoriedu

prixdesterresetde]eurrachatparPEtat(1880)で 展 開せ られ る。 我 々 は これ らを 科学

.論的 立 場 か ら抽 象的 に規 定 し、所 謂 ワル ラス経 済 思 想 体 系 の概 念 を 明 らか に した い 。

1.2ワ ル ラス の 科 学 の 分類

ワル ラス は科 学(Science)を 純 粋 科 学(Sciencepure)と 応 用 科 学(Scienceappliqu6e)に

大 別 し、 前 者 を 純 粋 自然 科 学(Sciencepurenaturel)、 純 粋倫 理 科 学(Sciencepuremo-

Tale)、 形 而 上 学(m6taphysique)に 、 後 者 を 応 用 自然 科 学(Scienceappliqu6enature1)、

応 用倫 理 科 学(Scienceappliqu6emorale)に 区別 す る14)。

14)LWalras,Etuded,6conornicpol三tiqueapPliqu6e,Esquissed,unedoctrine,6co・

皿omieetsoc三a1e,P.452.
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純 粋 科 学 と は世 界 が それ の 場所 で あ るす べ て の 事 実 を そ の対 象 と し、か か る事 実 間 に存

す る法 則 的 関係 の定 式 化 を その 目的 とす る い わば 法 則定 立 的科 学 で あ り、 そ の基 準 は純 粋

真 理(verit6pure)と せ られ る15)。 純 粋 自然 科 学 と は、 か か る立 場 か ら 自然 的諸 力 の働 き

に その 起 源 を 持 つ事 実 、 即 ち 自然 的 事 実 を対 象 と し、純 粋 倫理 科 学 と は 、か か る立 場 か ら

人 間 性 の 事実 そ れ 自体 と人 的事 実 即 ち人 間 の意 志 の 働 き に そ の起 源 を持 つ事 実 を対 象 とす

る。 ワ ル ラス は 更 に純 粋 自然 科 学 が 、数 学 の物 理 学 、化 学 、生 理 学 等 へ の適 用 か ら生 じ る

と考 え 、 そ こで の数 学 の 重 要性 を強 調 し、 また純 粋倫 理 科 学 がc6noniqueや6cononique

の 心 理 学 、歴 史学 、 社 会 学 、地 理学 、 統 計学 へ の適 用 か ら生 じ る と考 え 、 そ こで のC6no-

nique,econoniqueの 重 要 性 を強 調 す る16)。c6noniqueと は社 会 倫 理 学(moralesociale)的

性 格 、 従 って一 種 の規 範 的 性 格 を持 った個 と集 団 の 合 理 的 組 織化 の基 準 を 与 え る学 問 を 意

味 す る。 ワル ラス はc6noniqueと い う名 称 をGiddingsのTheoryofsocialisme(1897)か.

ら借 り、 そ れ を 、個 と集 団 との 関係 を対 象 と した 従 来 の 記 述 的 、 か つ 自然 的 な 学 問 即 ち社

会 学(sociology)と 区 別 し合 理的 で 倫 理 的 な科 学(sc三encerationneleetmorale)と 規 定 す

る17)。c6noniqucは 個 と集 団 の合 理 的 組 織化 の基 準 を 、具 体 的 内容 的 にで な く、 抽 象 的形

式 的 に与 え 、 い わ ば 範 疇 論的 性 質 を 持 ち 、 そ の 本 質 にnormatiueな 側 面 を 含 む に も拘 わ

らず 、 その 形 式性 の故 に、 純 粋 科 学 の 範疇 に含 め られ るわ けで あ る18)。 そ れ は 、6conomi-

queと と も に ワ ル ラ スで は 、純 粋 倫 理 科 学 に 対 して広 く基 礎 理 論た る意 味 を 帯 び る も の

と考 え られ て い る。 な おeconomiqueと は後 に 規 定 す る純 粋 経 済 学 を意 味 す る と考 え うる

が 、 そ の詳 しい説 明 は 与 え られて い ない 。 ワル ラス は こ の外 に形 而 上 学 を純 粋 科 学 の 範疇

に含 あ、 それ を 自然 及 び人 間 性 の 総 体 に つ い て の科 学 と規 定 し、Vacherot(「lam6taph三si-

queetiascience」)に 従 い 、 抽 象的 演繹 的科 学 即 ちth6010gieの 、 具 体 的帰 納 的科 学 即 ち

cosmologieへ の適 用 の上 に 成立 す る もの と考 え る19)。 だ が 我 々が 、 後 に考 察 す る ワル ラ

ス の形 而 上 学 的 立 場20)の 本 質 規定 か ら す れ ば 、 上 述 の 形 而 上 学 の意 味 は お そ ら く次 の 如

15)bd.p.452.p.453.

16)bd.p.452.

17)bd.p.266.

18)こ の点 に つ い て は 拙稿 「L・ワ ノレラ スの 社 会 経 済 学(3)」(大 阪府 立 大学 、 経 済

研 究 、 第5!号 、 昭和12年12月)、IV・ ワル ラ ス社 会 経 済 学 の 積 極 的 展 開 一 そ の 基 礎 的 立場

に 即 し て、3、 規 範 的性 格 を持 った 社 会 学 的 考察 、p.45～p.51.を 参 照 され た い 。

19)L.Wairas,oP・cit・P.452.

20)本 論 稿 、第1部 、 皿 「ワ ル ラ スの 純 粋 哲 学 的 肱場」
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く規定せ られ ね ば な らな い。 それは、まず純粋 自然科学や純 粋倫理 科学 と同一 の意味で

scienceと は考 えられえない。 前二者で は、 そ の科学性 とは、 客観的妥当性(論 理性 と実

証性 の両面か らみての)と して特徴 づけ うるが、形而上 学で は前二者 と同様 の意味で客観

的妥 当性 は主 張 しえぬと考え うる。従 って これ ら三者が ともに純粋真理を その基準 とす る

といわれ るとき、前二者 にとっての真理 と形而上学に とって の真理 とは、区別せ られねば

な らぬであろ う。で はかか る形而上学 はいかなる意味でsciencepureた りうるのか。後に

考 察す る如 く.ワ ル ラスは理 論理性 の超感性 的存在,形 而上 的存在へ の思惟可能力を肯定

し、 ここに形 而上学成立の可能 の一つの根拠 を求 める。そして ワル ラスは理論理性 の超感

性 的存在へ の認識(connaissance)の 能力を肯定 していない。 それ故形而上学 とは理 論理性

によ る形而上 的存在 に対する思惟可能性 の故 に成立 しえ、単 に理論理性の立場か らはその

客観 的妥 当性を主張 しえぬものと解釈せ られねばなない。

応 用科学 とは人間の意志 の働 きに方向を与 えることを 目的 とす る。応用倫 理科学 とは人

間相互 の関係ついてその原理(principe)を 与える ことを 目的 と し、 その基準は もはや真理

ではな く、(合理的)正 義とせ られ、応 用 自然科学 とは人間 と物 との関係 についてその規則

くregles)を与 えることを目的 し、 その基準 は(合 理的で経験 的な)効 用或いは利害 とせ ら

れ る21)。この点 には若干問題があ るがそれは応用 ・社会経済学の規定 に際 し取 り上 げる。

以上 の捕論、以上 はEconomiepolitiqueappliqu6eに 従 った考察で あるが、 ワル ラス

は 、Elementd'6conomiepolitiquepureで も22)若千異 った内容的帰結 を もた らしつつ、本

質的には変わ らぬ結 論を導 出 して いる。 それ故我 々は その点を補論的に考察す る。

Elementに おいて もワル ラスは 自然的事実及び人間性 の事実それ 自体 と入 的事実 の区別

一をなし、Appliqu6eに おけ ると同様 の定義を興え、前者を純粋 自然科学の後者 を純粋倫理

的科学の対象 と考 える。だが応用科学の定義分類 に関 してElementで はAppliqu6eに は

み られ なか った より具体 的な規定が存在す る。Elcmcntで はpersonne(人 格)とchose

〈物)と の区別が導入せ られ、かかる区別か ら応用科学 の分類が より具体化せ られている。

-choseと は 臼己につ いての意識を持たず かつ 自己を支配 しえぬ全存在 と定義 せ られ、pe-

rsonneと は 自己についての意識 を即 ち自覚を持 ち か つ 自己を支 配 しうる全存在 と定義せ

られる23)。従 って人間のみpersonneた りうるがすべての人 間がpersonneの 定義をみたす

21)工 ・.XValras,op.cit.p.453.

22)L.NValras,El6mentd'6conomiepolltiquepure,Section,1.Legon2mep.12以 下e

23)ibid.Legon2mep・18.
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訳 で な く、choseと 規 定 し うる場 合 の あ る こ とに我 々 は注 意 す べ きで あ る。choseと は定

義 か ら 自己 の 目的(類 推 的 に そ の よ うな もの が 考 え られ る にせ よ)を 持 たず 、 それ 故 そ の

実 現 に 、 そ の運 命 の完 遂 に 責任 を負 いえ ず 善 悪 の 区別 もな しえ な い。 従 ってchoseは 、

純 粋 の メ カニ ズ ムに 同化 せ られ る。 逆 にpersonneは そ の 目的 の 実 現 、 運 命 の完 遂 に対 し

責任 を負 うべ き存 在 で あ る。 か か る本 質 よ りpersonneは 自己 に 固有 の 目的 にchoscを 従

属 させ る(sub-ordonner)能 力 と 自由 とを 持 つ が 、逆 に任 意 のpersonneの 目的 に他 の任 意

のPersonne目 的 が従 属 させ られ るべ きで な い こ とが 帰 結 せ られ る24)。 か か るpersonneと

choseと の 区別 か ら ワ ル ラス は人 的 事 実 を 次 の 如 く区別 す る。(1)personneとchoseと

の関 係 、(2)personneとpersonneと の関 係 、 が それ で あ る。 人 間 性 それ 自体 の事 実 は

勿 論personneで あ る。(1)の 目的 は、personneの 目 的 にchoseを 従属 さ せ る こ と、 で あ、

り、従 っはて そ の基 準 は 効用 或 い は利 害 で あ り、(2)の 目的 はpersonne相 互 の 固 有 の

運 命 の完 遂(こ れ は各 々のpersonneの 完 成 、 倫 理 的 人 格 の完 成 に等 しい)を 整 合 調 整

(co-ordonner)す る こ と、 で あ り、従 って その 基 準 は 善 或 い は正 義 で あ る 。 そ して ワ ル ラ

ス は(1)をIndustrie、(2)をMoeursと 名づ け て い る 。か か る分 類 の後 ワル ラス は、

Industrieの 理 論 を 、ScienceapPliqu6e或 い はartと 、Moeursの 理 論 をSciencemorale

或 い はmoraleと 名 付 け るが 、 これ はApPliqu6eで の、scienceapPliqu6enature],science'

appliqu6emoraleに 対 応 す る もので あ る25)。

最 後 に 以上 の考 察 を 図 式 と して与 えて お こ う。

綴1灘1:{難蕪鋼1
1.3純 粋経済学、応用経済学、 社会経済学、経済体制論及び土地国有化論の科学論

的規定

上述 の科学一般 の科学的論考察 に立 ち、 ワルラスは次に純粋 ・応用 ・社 会経 済学 の本質r

規定を試みる26)。ここで純粋経済学 は上述 の純粋 自然科学に、応 用経 済学は応 用 自然 科学

に、社会経済学 は応用倫理科学に、更 に土地国有化論は(ワ ノレラスは これについては明示

24)ibid.SectionLLegon2mep.18～P.19.

25)ibid.SectionI・Leg・on2mep.19,

26)但 し、 以 下 の 考 察 は 、E16mentに も と つ く も の で あ る 。
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的に言及 して いないが)理 論 或いは科学 と区別 せ られた実践或 いは政策(技 術)に 属す こ

とを最初に指摘 してお く。なお経済体制論 については ワル ラスに明示 的言及が存在せぬか

ら、我 々は独 自にその本質規定を与 えねばな らない。

ワル ラスは有用で(有 用性 との関連で相対的にみ られた)量 的に有限な存在の総体を社

会的富 と定 義す る。そ してかか る社会的富か らは次 の三 つの事柄が演繹せ られ る。(1)

社 会的富は私物化(appropriation)せ られ る(有 用で ない存在 は私物化せ られず有用で も

量的に無限 に存在す るものは私物化せ られない。)、(2)社 会的富 は交換価 値を持つ(即

ち社 会的富 はそれに固有の有用性の外に他 の社会的富 と何ん らか の比率で交換 しうるとい

う性質 を持 つ。我 々は以下かか る交換価値 を一財 の他財で示 した価格 と考え る)、(3)社

会的富 は産業的 に生産せ られ増加せ られ うる、が それで ある。従 って社会的富は以上3つ

の観点 より、独立的に考察 せ らるべ きもの とワル ラスは論 じる27)。

1,3.1純 粋経済学の本質規定

純粋経 済学 とは交換価値 の観点か らの社会的富 の考察 と規定せ られ る。それは、交換価

値の本質 と市場 にお ける交換価値決定の メカニズムの究 明とを 目的 とす る28)。但 し我 々は

ワル ラスの究極 目的が個 々の市場での交換現象 でな く、個 々の市場の相互依 存的交錯 の全

体で ある市場的交換現象で あること、従 ってかか る交錯的全体 としての市場 の メカニズム

が如何に均衡 的な交換価値を成立させるか の究明 にあることに注意せねばな らない。そ し

て ワル ラスはかか る市場の メカニズムの全体を 自然的事実、即 ち人間の意志 の 自由を超越

した 自然的諸力 の働 きにその起源を持 つ事実 と考 え、 それ故純粋経済学 は純粋 自然科学 と

規定せ られ る。従 ってそれが定式化 する法則 は物理学 の法則 と全 く同 じ意味 で自然的 と考

え られて いる(勿 論それは同時に理念型 で あ る)29)。だが我 々は 「物理学 の法則 と全 く同

じ意味で 自然的であ る」 とい う表現 の真意を次の如 く解 釈せねばな らない。 まず市場 のメ

カニズム全体は ワル ラスのい う如 く自然的事実 と考え うるが個 々の交換現象を孤立的 にみ

るとき、それ らは人 的事実、即 ち人間の合理的意志の働 きにその起源 を持つ事実(従 って

27)LWalras,E16mentd,6conomiepolit量quepureSectionI.Legon3mep.24～p.26,

28)五bid.SectionI.Legon3mep.29.

29)ibid.SectionI.Legon3rnep.26～P.27P.29.

ワル ラスは こ こで 、 特 に 、 純 粋 経 済 学 を 、 数 理 物 理 学 と本 質 を 同 じ くす る も の と考 え 、

更 に そ れ が数 学 的 方法 を使 用す ぺ き こ とを 論 じて い る。 我 々 は本 文 で、 純 粋 経 済 学 を 純 粋

自 然科 学 と同一 視す る と き、 それ は 、 無 条 件 に 肯 定 しえ ぬ こ と を、 論 じた 。 これ は 我 々 の

考 え 方 で あ る 。 そ して ワル ラス のか か る考 え 方 に は よ り立 ち入 った 考 察 が 、 必 要 で あ る と

考 え て い る。



24

それ らの意味 を我 々は理解する事がで きる)で あ りうることが注意せ らるべ きで あり・ そ

れ故市場 の メカニズムの全体の示す法則性 に限 り、物理学の法則 と同 じ意味 で それが 自然

的 と考 え られ ねばならない こと、次 に市場 のメカニ ズム全体の示す法則 性 さえ も、 自然科

学の法則 と全 く同 じ意味で 自然的で あるので な く、潜在的には人的事 実 と考 え らるべ きで

あ り、かかる制約 のもとでの 自然的事実 と考 えられねばな らぬ こと、つ まり市場的 メカニ

ズムの全体はそれ に参加す る各経済主体が各 自の行為 の合成果を いまだ 自覚 していぬ とい

う意味では 自然的と考 えらるべきで あるが、市場 のメカニ ズム全 体が各主体に 自覚 され更

に実現すべき目的 として意志 され る可能性を含む限 りそれ は潜在的 には人的 事実 と解釈す

べ きものであ ること、 これ らを前提 とした上で我 々はワル ラスの表現の意味を解釈せねば

な らない。

以上か ら我 々は純粋経済学を上述 の解釈 に制約せ られてではあ るが本質的には純 粋 自然

科 学と規定 しうると考 える。

1.3.2応 用 ・社会経済学の本質規定

応用経済学は産業 的生産 の観点か らの社会 的富 の考察 と、社会経済学 は私物化、或 いは

合理的私物化即ち所有 の観点か らの社会的富 の考察 と、規定せ られ る30)。ワル ラスは本来

の人間 を労働者である と同時 に倫理的人格 と して二重的 に規定 して いる31)。かか る区別か

ら、専門的職業に特 化する労働者た る人間が、choseの 目的を利害 の最 大化を もた らす如

くpersonneの 目的 に従属 させるた め、相 互にと り結ぶ 関係、即 ち分業関係の存在 を我 々

は演繹 しうる32)。それ故かか る分業関係の、従 ってIndustrieの 合理的組織化 をこそ応 用

経 済学はその固有 の認識 目的 とす る し、 その基準は利 と考 え うる。従 ってそれは利の最大

化の観点か ら単 にpersonneとchoseと の関係をのみ問題 とするのでな く、personneと

personneと の関係を も問題 とせ ざるを得ぬ も の である。だが ワル ラスは応 用経 済学 の本

質 をpersonneとchoseと の関係 に重点を おき応用 自然科学 と規定す る33)。

次に倫理的人格 と して把え られた本来 の人間が相互 にとり結ぶ権利義務の関係 は、各人

の運命の完遂 、各人 の倫理的人格 の完成を整合調整す る為に、正 義に合致すべ く組 織化せ

らるべ きであ ると規定せ られ るが、社会経済学 は、社会的富の所有 とい う観点か ら、倫理

30)ib量d.Legon4mep.31以 下 参 照 の こ と 。

31)拙 稿 、 「Lワ ル ラ ス の 社 会 経 済 学(3)jp.36,参 照 の こ と 。

32)上 掲 、 拙 稿 、p・37・ 参 照 の こ と。

33)L.Walras,EI6mentd'6conomiepolitiquepure,SegtionLegon4mep・35・
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的 人 格 相 互 の かか る権 利 義 務 の 関係 を即 ちMoeursを 正 義を 基 準 と して 組 織 化 す る こ とを

そ の 固者 の 目的 とす る と考 え う る。 そ して ワル ラ スは 社 会 経 済 学 の本 質 を 応 用 倫理 科 学 と

規 定 す る騒)。

以 上 の如 くワル ラス は、 応 用経 済学 を応 用 自然 科 学 と、 その 基 準 を 利 害 と、規 定 し、社

会 経 済学 を応 用 倫 理科 学 と、 その基 準 を正 義 と規 定 した が 、 我 々 は 後 に 存 在 論 的 考 察 と

cenonique的 考 察 とを 、 ワル ラス に 対 す る拡 大 解 釈 と して 我 々な りに統 一す る と き、 か か

る統 一 的立 場 か らは 必 ず し もワル ラス の如 く簡 単 に事 柄 を 割 り切 りえ ぬ こ と を示 唆 し う る

で あ ろ う。 但 しその 場 合 で も我 々は 上述 の規 定 を 一 方 的 に否 定 せ ず 、適 当 な解 釈 の もと に

維 持 し うる と考 え て い る 。 そ して ワル ラスが 、 応 用 経 済 学 及 び社 会 経 済 学 の対 象 及 び 基 準

を 、 そ の本 質 的 側 面 を 強調 して 規 定 した こ と、 それ 故 応 用 経 済 学 も倫 理 的 人 格 相 互 の権

利 義 務 の 関係 即 ちMoeursを 全 く対 象 とせ ぬ わ け で は な く、 社 会 経 済学 も利 害 を 従 って

Industrieを 全 く対 象 とせ ぬ わ けで は な い こ と、 だ が その 意 味 は十 分 な 考察 を経 て 打 ち 出

され ね ば な らぬ こ とを指 摘 して お く。

社 会 経 済 学 の 本質 規 定 に対 す る補 足 、 ワ ル ラ スは 社 会経 済学 を特 に上 述 したc6nonique

に属 す もの と考 え て い る。 ワ ル ラ ス はc6noniqueをc6noniqueg6n6rale,c6nonique

dvile・c6non三quepolit量que,c6nonique6conomiqucに 区 別 す る。c6noniqueg6nera1は 、個

人 と国家 或 い は一 般 に個 と集 団 の 関係 の合 理 的 組 織 化 に答 え る学 問 で あ る が、c6nonique

・civileは家 族(famille)の 理 論 、c6noniquepolitiqueは 政 府(gouverment)の 理 論 、cEno-

-nique6conomiqueは 所 有 の理 論 或 いは 社 会 的 富 の分 配 の理 論 と規 定 せ られ
、 そ してc6no-

niqueg6n6raleに 基 礎 づ け られ 、c6noniquecivileは 人 間 の個 人 的 欲求(besoin)と は何 か、

個 人的 に彼 が 消 費 し うる社 会 的 富 とは 何 か を 教 え 、c6n。niquepolitiqueは 人 間 の集 団 的 な

欲 求 と は 何 か 、 共 同体 或 い は 国家 の成 員 と して 彼 が 費 消 し う る社 会 的 富 と は何 か を 教 え

る もの と、 更 に 内容 的 に規 定 せ られ る。 そ して ワル ラス は社 会 経 済 学 をc6nonique6cono-

miqueと 同 一 視 し、特 にか か る名 称 を さ け、6conomiesocialeと い う名称 を 使 用 す る と論

じ る35)。

以上 よ り我 々は6conomiesocialeの 本 質 理 解 を 側面 か ら補 い うる で あ ろ う。

1.3.3経 済 体 制 論 の 科 学論 的規 定

ワ ル ラスは そ の科 学 論 的 考 察 で彼 自 ら展 開 した 経 済 体 制 論 に つ き そ の本 質 的規 定 を 与 え

34)LWalras・ 耳16mentd,6conomiepolitiquepure,SegtionLLegon4mep・39・

35)L.Walras,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6e,P.266.



26

て いない。従 って我 々は独 自に科学 論的立場か ら経済体制論の本質規 定をなさねばな らな

い。ワルラスの経済体制論 は応用 ・社会経 済 学を その 内部 に 包 摂 し、利 害 に 合 致 した

Industrie及 び正義 に合 致 したMoeursの 綜合的調 和的 な全体像を理念的 レベルで与え る

ものであ る。従 つて それは応用 自然科学 である応用経済学 と応用倫理科学であ る社会経済

学を、その内部 に包摂す るが故に、かか る二 つの立場を越 えた新 しい立場 と規定せざ るを

えぬ ものである。但 し我 々の ワル ラスへの拡大解釈 である存在論的考察 とcenonique的 考

察 との統一 的立場か らは、かか る経 済体制論 の科学論的意味 もより明 瞭になる。かか る立

場か らは応用経済学は積極的には応用 自然科 学 と規定せ られ るが、消極的 には秩序を その

基 準 とする応用倫理科学 とも規定せ られ、社会経済学 は積極的 には正義を その基準 とす る

応用倫理 科学 と規定せ られ るが、消極 的には利害 にも関連 させ られ、応用 自然科学 とも規

定せ られるが故 に、経済体制 論は二重 的に応用倫理科学で あると同時 に応用 自然科学 とし

ての性格 を持 つと考え うることにな る。

1,3.4土 地国有化論の科学論 的規定

ワル ラスは土地国有化論については十分 な科学論 的規定を与えて いない。但 し我 々が後

に方法論的考察 で問題 とす る如 くワル ラスは実践或 いは政策(技 術)を 理念 の現実化 と規

定 し、それを理論或 いは科学、即ち現実の理念化か ら区別 し36)、土地国有化論を前者 の範

曙 に属す もの と考 えて いるか ら37)我々 は この点 をのみ指摘 して お く。従 って、 それ は応用

自然科学、応 用倫理科学のいつれで もないが 、応用倫理科学で ある社会経済学が与 える理

念 を現実化すべ き位 置を占め、それ故応用倫理科 学に制約 せ られ た応用倫理的政策或 いは

技術 と規定 しうる もので ある。

我 々は以上、 「ワル ラス経済思想体系」 とい う概念規定 の必要上科学論的 に 「ワルラス

経 済思想体系」を形成 する純粋 ・応用 ・社会経済学及 び経 済体制論、更 に土地 国有化論 の

本質規定 を与 えた。か くて 「ワル ラス経済思想体系」 とは、究極 的には個 々に相対 的独立

性を示 しつつ、独 自の専門的科学 と して存在 しうる純粋 ・応 用 ・社会経 済学 を統一綜 合 し

た経済体制論 に結実す ると同時 に、更に その現実化 の方策 を も部分的 に含んだ思想体 系と

規定 しうる。更 に我 々がそれを経済思想体系 とい う意味 も、それ を構成す る各 々が何 ん ら

かの意味 で社会的富に関連するが故 に理解 しうると考える。従 って我 々は次 にかか る経済

36)LWalras,EtuCled'6conomiesocialep.11.

37)ibid.R6alisationdel'id6alsoclaL(P.265)に 土 地 圏 有 化 論 は 含 ま れ て い る 。 な

お 、L.Walras.Etuded'6conomiepolitiqueappliqu6ep.456.を も 参 照 の こ と 。
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思 想的体系 を根底で基礎づ ける立場 、即 ち我 々の所謂 「基礎的立場」 の規 定 に 進 ま ねば

ならな い。我 々は最 後に以上の点 を図式化 してお こう。

科
学
或

い
は
理
論

純粋自然科学 一
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II・L・ ワル ラス 経 済 思 想 体 系 の基 礎 的 立 場 につ い て

2.1「 基礎 的立場」の定義

「ワル ラスの経済思想体系」は我 々の所謂 「基礎 的立場」 に基礎づ けられ、その上に構

築せ られて いる。 そ して我 々は かか る 「基礎的立場」 を(1)、 純粋哲 学的立 場(2)狭

義の基礎理論(3)、 構成原理 に区別 し、それを一括 した名称 と して定義する(1)は 、

従来 の哲学的立場、即ち認識論的、倫理学 的、形而上学的立場への批判に もとづ き、到達

せ られ たワルラス 自身の哲学的立場であ り、従 って認識論的、倫理学 的、形 而上学 的立場

を包摂す るものである。かか る立場を我 々は ワ ル ラ ス に従い現代合理主義(rationalisme

moderne)38)と 名付ける。(2)は 次の三 つの領域 に区分 しうる。(i)理 念 と現実、更 に理

論或いは科学 と、実践或いは政策(技 術)の 本質 規定に立 って の方法論的考察、(ii)人 間

存在に対する経済的生理的、倫理的心理的 とい う二重 の観点か らの、 いわば人 間学 的考察

と、それに 基 い たArt,Science,Moeurs,Industrie従 ってbeau(美)、vrai(真 理)、

justice(正 義)、interet(利 害)と い う範疇及び基準の本質規定 、更 に これ ら四者 の調 和性

の論証 を含んだいわば存在論的考察、(iii)国家 と個人、秩序 と正 義、一般 的社会的条件 と

特殊的人格的位置、権威 と 自由、平等 と不平 等という一連 の対概念 の本質規定 と、 それ ら

に基 き 「社会の科学の一般的原理」を確立する所謂c6nonique的 考察、即 ち規範的で合理

的性格 を持 つ社会学的考察 がそれで ある。(3)も また次の三 つに 分け うる。(a).社 会主

義 と自由主義を綜合す る立場、(b).功 利主義 と倫理 主 義 を綜 合する立場、(c).個 人主義

と共産主義 を綜 合 す る立場、がそれである。各 々の立場 の二つ の要因は当初対立的 に把

え られて いたが、それ らは、狭義の基 礎理論 を媒介 し、所謂綜合の方法の原理 に立 ち綜合

せ られ ることになる。そ して我 々は狭 義の基礎礎理論 の(i)(ii)(iii)が 各 々構 成 原 理の

(a)(b)(c)に 対応 し、それ らに論理的に先行 する ことに注意せ ねばな らない。

この様に我 々の所謂 「基礎的立場」 は、(1)純 粋哲学的立場、(2)狭 義の基 礎理 論、

(3)構 成原理 の全体を意味す るが、 これ らの うち、(1)が 究極的に(2)(3)を 統一

し基礎づける立場にあ ることはいうまで もない。特 に(1)は 、(2)(3)更 に 「ワル ラ

ス経済愚想体系」が、それと矛盾的 に成立 しえぬ如 き暗 黙の前提 とい う位置 を占め、 それ

故かかる立場 の考察は、暗黙 の前提 のいわば 自覚化 と規 定 しうる もので ある。我 々は その

38)三bid.p.89
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際特 に、 ワル ラスの純 粋哲学 的立場 とカン トの立場 との近親性を指摘 したい。最後 に 「ワ

ルラス経済 思想体系」即ち純粋経済学 とそれを媒介包摂 した応用 ・社会経済 学及び経 済体

制論、更 に土地国有化 論の全体が、かか る 「基礎 的立場」 によ りなん らかの形 で基礎 づけ

られ、構築せ られている ことも指摘 してお く。なお純粋経済学 に対 しては更に上述 の(2>

の(i)即 ち方法論的考察 を補 うため、相互依存性 の思想(こ れは単に ワル ラスのみでな く

パ レエ トに も共通す るローザンヌ学派の本質 的特徴 を成す)39)に 焦点を しぼ り、別個 に考

察す る余地が残 され ることに注意 されたい。我 々は本論稿で ここまで立ち入 ることはでき

なか った。 また上述 の 「基礎的立場」 を我 々は主 と してEtuded'6conomiesocialeの 研究

か ら把握 しえた。そ こではかか る立場が明示 的に表現せ られてはいなか ったが、我 々が理

解 しえた限 り、Etuded'6conomiesocialeが 含む社会経済学 の具体的 内容 もま た か か る

「基礎 的立場」の上 に成立 してお り、そ こか らかかる立場を ワルラス経済思想 の全体 を基

礎 づけるものとの推 論も成立 しえたわけである。それ故純粋 ・応用経済学の本格的考察 と

共 に、かか る立場 自体 が拡充補正せ られる余地 を含むか も知れぬ ことを指摘 してお く。最

後 に上述 の議論を図式 的に整理 してお こう。

基 礎

純粋哲学的立場
↓

難1■ 一 察蟻 欝

的 立 場　
基 礎 理 論ぜ　

狭義の基礎理論 構 成 原 理

経済思想
体系

↑

以下 我 々は、第1に 純 粋 哲 学 的 立 場を、第2に 狭義 の基礎理論の内特 に方法論的考察

を、第3に 構成原理 の内特 に社会主義 と自由主 義の綜合 を、狭義の基礎理論 の方法論的考'

察 との論 理的対応 関係 に留意 して考察 し、最後に社会経済学、経済体制論の素描更 に土地

国有化論 の概 略についての論述 に至 りたい。

2,2ワ ル ラス的方法についての注 意40)
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39)FirminOules,op.cit.

40)L.Wallras,Etuded,6conomiesocialep.175～P.177.

我 々 が 指 摘 し た か か る 方 法 を 、 ワ ル ラ ス は 、Etudcd'6conomiesociale中 の 、 論 文 、

M6thodedeconciliationondesynth6seで 、 自 か ら 詳 細 に 規 定 し 、 こ れ を 、m6thodede・

synth6se或 い はm6thodesynth6tiqueと 名 付 け て い る 。
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我 々は最初 に以下 の考察で ワルラスが使 用す る認識方法につ き注意 を うなが しておきた

い。 ワルラスの方法 はやがて明 らか に な る様 に二重的構造 を持つ。即ち、具 体的現実か

.ら、分析的に、二重 の観点 に従い抽象的理念を抽 出 し、その後、再 びかか る二重 の観点 を

綜 合 して、抽象的理念 か ら再び具体的現実へ、だが今度は具体 的現実 の理念 に到達す ると

、いう構造を持つ。当初 の具体的現 実にあっては、二 重 の観 点 か ら把 えられ た抽 象的契機

、は、互いに矛 盾対立的 な状態に置かれて いたが、綜合 された後の具体的現実 の理念 におい

て は、 これ らの矛盾対立的な契機はその積極的側面をのみ残 した形で調和的 な契 幾と して

一つ の同一性 の中に位 置づけ られる ことになる。例えば功利主 義と倫理主 義の綜 含とい っ

売 場 合、綜合 された立場の中で統一せ られて いる二つの契機 としての功 利主 義、倫理主義

は 、 もはや当初対立 的に把え られた功利主義、倫理主義でな く、全 く変質 した意味 を与 え

らる ことに、注意せ ねば ならない。従 ってかか る方法はやは りある意味 で弁証法 的構造 を

持 つと考え うる。その意味で ワル ラスは単 なる形式論理 的立場を超越 した立場 に立つとい

い うる。但 し、 ワル ラスは矛盾対立する契機 の動的展開が如何 なる状態 に止揚 されるかと

'い
った側面に興味を集 中せず、かえ って、 いわば止揚 された後の状態 に着 目 し、その状態

の調和的同一性の指摘を重視 した ものと考 え られ る。

III.L.ワ ル ラス の 純 粋哲 学 的 立 場一 現 代 合 理 主 義 につ い て

3.1序 説

我 々は以下L.ワ ル ラスの純粋哲学的立場をi、 認識論的立場2、 倫理 学的立場

3、 形而上学的立場 の三つ に区別 し、考察す る。

1は 、経験 主義(empirisme)と 理 念 主 義(id6alisme)、 唯物 主義(mat6rialisme>と 精

神主義(spiritualisme)の 区別 に立 ち、 これ らの組 み合わせか ら成 立す る唯物主 義的経験主

義、精神主義的経験主 義、唯物主 義的理念主義、精神主 義的理 念主 義の権 利根 拠を間 うこ

と によ り、 ワル ラスの認識論的立場を論 じるものである。

2は 、唯物主 義的功利主義(utilitar三anisme)的倫理学、精神主義的倫理主義(moralisme)

的倫理学の立場を明かに し、 それを二つの観点 よ り批判す るワルラスの倫理学上の立場を

論 じるもので ある。

3は 、 ワル ラスの所謂現代合理主 義がその内に包摂す る理念主義の立場か ら理 論理性 に

よ り思惟(concevoir)せ られた形而上的存在の意義を論 じ、更 に理性 の実践的使用の立場

へ 転移 し、かか る思惟せ られ た形而上的存在の客観的実在性を論 じつつ カン トと共 に従来
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の独断的形而上学を退け、新 しい立場か らの形而上学 の可能性に言 及する もので ある。

ところで1、2、3は 特 に狭義の基礎理論 と しての方法論的考察、更 に構成原理 として

の社会主義 と自由主 義の綜合を根本か ら基礎づける ものと考 ええ、2は 特 に狭義の基礎理

論に属す る人間学 的存在論的考察及 びcen・nique的 考察、 更 に構成原理 に属 す る功 利主

義 と倫理主 義の綜合、個人主義と共産主義の綜合 を根本か ら基礎づけ るもの と考 え うる。

勿論1、2、3は かか る狭義の基礎理論及び構成原理のすべて に何 ん らかの意味 で関連を

持ち、更にかか る関連を介 し 「ワルラス経済思想体系」全体 に対 し基礎的意義を持つ もの

では ある。特 に第2部 で の所有論、経済体制論の素描及 び土地国有化論 の概 要の論述 に際

して、我 々は、 より具体 的に正義、利害 、秩 序 の内 的 連 関、従 って、倫理主義、功利主

義、個人主 義、共産主義、更 には社会主義、 自由主義の内的連 関に論及 しっっ純粋哲学的

立場 とそれ らの関連 につき考察 したい。

3.2現 代合理主義の認識論的立場

3.2.1理 念主義、唯物主義、精神主義、経験主 義の定 義につ いて

我 々には三つの認識対象(objetsdeconnaissance)が 、 よ り正確 には三つの局面 の もと

で把え られた唯一 の対象が、即ち物理的存在(etrephysique)倫 理的存在(etremorale)、

形而上 的存在(etrem6taphisyque)、 換言 すれば 自然、人間、神 が存 在す る。更 に三つの

認 識器官(instrumentdeconnaissance)、 即 ち外的経験(experienceexterne)、 内的経験

(experienceinteme)、 合理的抽象(abstractionrationnel)、 換言すれば感覚(sens)、 意識

(consciencc)、 理性(raison)が 存在 する。 ワルラスは、 ここで我 々は本来三つの認識 対象

を 各 々三つの認識器官 に対応 させ 、それ ぞれを区別 し独立 させ て考察せ ねばな らない。即

ち物理的存在 には外的経験 即 ち感覚 を、倫理的存在 には 内的経験 即 ち意 識を、形而上 的存

在には合理的抽象即ち理性 を対応 させねば ならない41)、と論 じる。その際 ワル ラスは三 つ

の認識器官 と して感覚 ・意識・理性 をあげるが、我 々は前二者を、想像力、悟性 的能力 、判

断力、理性的能力就中推理作 用を介 し各 々の結論 に導かれ るべ き直観の多様 を与 える器官

と解釈すべ きであ り、後者 を前二者 の与 える直観 内容が想像力、悟性 的能力、判断力 の働

きを介 し、悟性 的概念 にまで高 め られた時、かか る悟性 的概念を より高次の立場か ら統一

すべ く、その思惟 の能 力を使 用 し、間接的 に形而上的存在を演繹 しうる人間知性の能力、

ワルラス的に言えば合理 的抽 象の能力 と解釈すべ きであ る。更 にワル ラスは形而上的存在

4Dibid.p.75.
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を 直 ち に神 と考 え る が、 我 々は これ を超 感 性 的存 在 と置 き換 え る。 も とよ り理 論理 性 の 要

求 は、 究 極 的 に は神 に至 るが 、 我 々は む しろ形 而 上 的 存 在 を一 般 的 に 超 感性 的 存 在 と解 釈

す る。 と ころ で ワル ラス によ れ ば 、既 存 の哲 学 体 系 は 上 述 の 認 識 対 象 と認 識 器 官 の 区 別 と

対 応 を 理 解 しえ ず、 三 つの 認 識 対 象 を 唯一 つ の器 宮 によ り 認 識 し う る と考 え 、誤 り に陥

っ た42)。 我 々は 、だ が、 か か る哲学 体系 の批 判 に立 ち入 る前 に 理 念 主 義 、 唯 物 主 義 ・ 精 神

主 義、 経 験 主 義 に つ い て の定 義 を 与 え ね ば な らな い。

唯 物 主 義 とは 感覚 的表 象(t6moinagedesens)即 ち、 外 的 経 験 を介 し、 自然 を 認 識 し

(connaitre>、 そ こに 止 ま らず 、 更 に そ こか ら人間 及 び神 の認 識(connaissance)ま で を も演

繹 す る立 場 、 即 ち、 感 覚 の哲 学 と規 定 せ られ る。 それ は 視 覚 、 聴 覚 、 触 覚 、 味 覚 ・ 嗅 覚 と

い っ た所 謂 五 感 に よ り 外 的 現 象(ph6nomさnesext6rieur)を 知 覚 し(percevoir)、 更 に か

か る外 的現 象 を 、 そ れ が物 体(corps)或 い は物 質(matiere)と 名 づ け る外 的客 体(objcts

ext6rieurs>に43)、 要 す るに 実 体 に 関係 させ る。

精神 主 義 とは 意識 表 象(temoinagedelaconscience)即 ち、 内的 経 験 を 介 し人 間 を 認 識

し(connaitre)そ こ に止 ま らず 、更 に そ こか ら自然 や 神 の 認 識(connaissance)ま で を も演

繹 す る立 場 即 ち意 識 の哲 学 と規 定 せ られ る。 そ れ は 自己 の 内面 に分 け入 り歓 び や苦 悩 、思

考 及 び意 志 活 動 とい う内 的現 象(ph6nomenesinterieures)を 知 覚 し、 更 に 内 的 現 象 を そ

れ が魂(ame)或 い は精 神(esprit)と 名 づ け る内 的 主体(subjectintime)に44)、 要 す る に実

体 に 関係 させ る。

理 念 主 義 とは 理性 の働 きを 介 し、形 而 上 的存 在 を 思 惟 し(concevoir)、 そ こに 止 ま らず 、

か か る思 惟 せ られ た形 而上 的存 在 よ り、物 理 的及 び倫 理 的 世 界 の 認 識(connaissance)ま で

を も演繹 す る立 場 と規 定せ られ、 これ には 更 に 唯 物 主 義 的理 念 主 義 、精 神 主 義 的理 念 主 義

の 二 つ が あ る とせ られ る45)。

経験 主 義 と は感 覚 的 表 象 或 い は 意 識 的表 象、 要 す る に経 験 的 表 象 に 絶 対 的 に依 拠 し、 そ

れ か ら、物 理 的 世 界 や 倫理 的世 界 の認 識(connaissance)を 構 成 す る立 場 と規 定 せ られ 、 こ

れ に は 更 に 唯物 主義 的経 験 主 義 、 精 神 主 義 的経 験 主 義 が 存 在 す る とせ られ る46)。 従 って

42♪ib

43)ib

鱗)ib

45)ib

46,ib

d.p.75.

d.p.75～p.76.

d.p.75～p.76.

dp.75.

d.P.90.
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経験主 義は形而上的存在への何ん らかの発言 をその本質 よ り、 当初か ら断念すべ きである

が、 それ は往 々自己 の立場を越 え、形而上 的存在へ の発言を試み ることがあ る。

3.2.2ワ ルラスの認識論的立場

ワル ラスは理念主義の権 利を理性を介 しての形而上的或いは超感性 的存在 に対す る思惟

(conceVQir)に のみ限定す る47)。従 ってかか る思惟 せ られた形而上的存在か ら、 唯物主義

的理念主義 の如 く自然即 ち物理的世 界の認識を試み ること、更 に精神主義的理念主義の如

く人間即 ち倫理的世 界の認識を試みる ことは、立場上の越権 を侵 す こ と に な ると考え ら

れ、従 ってかか る越権 を侵 さぬ限 りでワルラスは理念主義を肯定す る。

ワルラスは逆に経験主義 の権利を唯物主義的経験主 義に関 しては、 自然即 ち物理的世 界

の認 識に、精神主義的経験主義に関 しては人間即 ち倫理 的世界 の認識 に限定す る48)。従 っ

て唯物主義 的経験主 義の如 く自然認識 のみでな く、それか ら飛躍 して人間認識への言 及を

試みること、更に精神主義的経験主義の如 く人 間認識 のみで な くそれか ら飛躍 して 自然認

識へ の言及を試みることは、それぞれ立場上の越権 とみなされ る。 この点が まず第1に 批

判せ られねばな らない。更 に第2に 批判せ らるべ きことは唯物主義、精神主義についての

考察が示 す如 く本質上経験主 義た るべ きこれ ら二 つの立場が ともに形而上的存在或いは実

体へ の発言を試み ることで ある。即 ち、唯物主 義換言す れば唯物主義経験主 義は物体 或い

は物質 を、精神主義換言すれば精神主義的経験主 義は、魂或いは精神をかか る実体 と考 え

る。 そ してかかる越権 は、 もとよ り、 ワル ラスによ り批判せ られ、か くてかかる経験主義

は二つの点か ら批判せ られ る事になる。但 しこれ らの立場の形 而上的存在へ の発言 の仕方

は、内的外的経験即 ち認識か ら、形 而上 的存在即 ち実体へ とい う方 向をとるか ら、 その点

で唯物主義的 ・精神主義的理念主 義のそれ とは区別せ られねばな らない。理念主義は直接

的に形而上的存在を思惟 し、更 にかか る思惟 された ものか ら経験 即ち認識へ という方向を

とるものであ る。

以上の考察か ら明 らか な如 くワルラスの認識論的立場 とは、外的経験 即 ち感覚表象、内

的経験 即 ち意識表象を介 し、 物理的世界及び倫 論的世 界を認識 し(connaitre)、 形而上的

存在への発言 を専 ら理性的能力であ る思惟(concevoSr)に 限 るものである。 換言すれば、

唯物主 義的経験主 義の権利 を物理的世界即 ち自然の認識 に、精神主義的経験 主義の権 利を

47)ibid.p.75。

48)ibid.p.75.
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倫理 的世界、即 ち人間の認識に、唯物主義的理念主義、精神主 義的理念 主義の権i利を形 而

上的存在へ の思惟の可能 に限定す るものであ る。 この様 な意味で ワル ラスの認識 論的立場

は理念 主義 と経験主義を融 合(c・nciliatlon)す る立場 と規定 しうる49)。従 って経験主義及

び理念主義は各 々の固有 の潅利の限界内でかか る立場 に包摂せ られ位置づ けられ ることに

な る。

だが、我 々はかか る融合の意味 を次 の二点か ら、よ り深 く解 釈す る必要があ る。一つは

ワルラス的認 識論の立場が 「経験」 というものを どの様に規定 するか に関係 し、他 の一つ

はConnaitre(認 識すること)とcOnCevOir(思 惟 すること)と いう二つ の概念 の相違 に関

係 す る。我 々は認識論的考察で前者を取 り上げ、 その際 ワルラスの立場 とカン トの認識批

判 との近親性 を指摘 し、後者 を形而上学的考察で取 り上 げる ことにす る。

3.2.3ワ ル ラス的認 識論における経 験概念及びそ の認識批判

カン トの純粋理性批判以来 次の事は既に証 明ず みであると、 ワルラスは論 じる50)。即 ち

我 々の感覚は ある程度までは、感覚 された客体 を表 わすが、あ る程度 までは感覚す る主 観

を触発す る(affectif)も のであること、換言 すれば、 物質 の特性 に つ い て の すべ ての感

覚 は一部は事物の性質 によるが、一 部は視覚 や触覚等の我 々 の す べ て の 感覚によ る構成

(constitute)に 基 くことが それであ る。 従 って感覚表象が完全に 感覚 された客体を表わす

と考え、そ こにおける感覚す る主観を純粋 に触発す る(affectif)と い う側面 のff在 を無視

す るな らば、感覚す る主観にその根拠 を持 つ要因を感覚 された客 体に一方 的に帰す るとい

う誤 りを侵す ことにな る。経験 主義的唯物主義は感覚 表象の絶対 的価 値を信頼 し、主 観を

客体化す ることによ り、逆に経験主 義的精神主義は意識表象の絶対的価値を信頼 し客体を

主観化す ることによ り、かか る誤 りに陥 った。いずれの立場 も一種の錯誤、憶 断、妄想に

陥 る可能性 を含 む。 それ故我 々は物理的現 象の現実 とい う観点 か ら、 感覚的経験即 ち外的

経 験の諸結果 に対 して、倫理 的現象 の現実 という観点か ら意識 的経験即 ち内的径験 の諸結

果 に対 して批判(critique)を 成 さねばな らない。だがかか る批判 の為 には経験 の絶 対的要

素 と相対的要素(leselementsrelatifsetIes616mentabsolude1'cxperience)と を区別 せね

ば な らず、かか る区別 は現代合理主 義 の認識論的立場を本質 的に特徴 づけてい る51)。

ところでかか る考え方 はワルラスによ る現 代合理主義 の認識論的側面への より深 い規定

4g)ibid.p,75.

50)L.Walras,Etuded'6conomiesociale.P.88～P.89.

51)ibid.p.88～p.89.
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と考 え うる。我 々はこの際 ワル ラスの所謂批判 と 「経験 の絶対的要素及び相対的要素」 と

一を注意 深 く解釈せ ねば な らない。

「経験 の絶対的要素 と相対的要素」 につ き解釈するとき、我 々は まず 「経験 の」 と限定

.せられてい ることに注意せねばな らない。 ワル ラスは直観の多様の想像力を媒 介 とした第

1次 的統一 である内的外的知覚を、更 に、判断力 を介 し、悟性 的範疇に連絡 づける ことか

らえ られた範疇的に統一 された直観、即 ち経験 を、端的 に問題 としているか らである。従

って我 々は、絶対的要素をアプ リオ リな直観形式、即 ち時間空間、悟性 的鞄疇 を意味す る

のみでな く、よ り根本的には、直観 の多様を想像力を介 し知覚にまで統 一 し、更 に判断力

の 媒介 によ りこれと悟性的範疇を、連絡づける思考作用 その もの、即 ち純粋統覚或 いは意

識 一般 の統一 作用を意味す るものと解釈せねば な らない。そ して相対 的要素を アポステ リ

オ リな直観内容、即 ち、経験 の内容的側面を指す と解釈 すれば よい。 ところで我 々はかか

る解釈の一 つの根拠を ワル ラスの次の如 き表現 に求 めうる。即 ち、我 々の外 的知覚は感覚

の働 きに由来す る感覚 され た対象の外に、感覚す る主 観 を 触 発 す る と い う要 因を含む

.が、更に これ らの知覚に対 し、想像 力によ り与 え られ る統一性 、換言 すれば客 観的で絶対

的な要因が存在す る、それ故かか る要因をのみ残すべ く、 これ らの知覚か ら削除せねばな

らぬ主観的で相対的な要因 も存在す る52)、が、それであ る。かか る表現で、 まず直観の形

式が絶対的要素と して指摘 され、次 に想像力によ る知覚 の統一 作用そのものが絶対的要因

として指摘せ られて いることが分 る。 ワル ラスは ここで想像力 という表現を使 用す るにす

ぎぬが、我 々はこれを純粋統覚 と解釈 し、統一作用をむ しろ純 粋統覚 の統一作用 と考え得

る し、更 にかか る統一作用を認識 の客観性 に関連づけ得 る。そ してかか る客観性 というこ

とが、広 く絶対的要素 とい う時 の絶対性の もう一 つの意味 を与 えるもので ある。換言すれ

ば 、純粋統覚 或いは意識一般 の統一作用が含む先 験性、 そ してかか る統一作用の単 に個 々

の認識主観を越 えた超越性が保証す る客観性 、この二つが、経 験 の絶 対 的 要素なのであ

る。更 に、 この ことか ら我 々はかか る純粋統覚を現象を統一す る働 きと して、能動的構成

的契機 と して、従 って 自発性 と して把えねばな らない。 この ことは更 に形而上学的考察 に

おいて、示す如 き絶対性 のよ り根源的な意味を与え るであろ う。純粋統覚従 って広 く悟性

のかか る能動的構成的 自発 的な統一 作用が同時 に現象の統一を、従 って経験を産 出す るも

の であ り(勿 論経験 の内容を産出す るので はな くそれ は 悟 性 に と り与 えられた ものであ

52)L・Walras,Etuded'6conomi6politiqueapPliqu6ep.492.
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る)、認識の対 象の成立 とかか る働 きその もの は二重 の契機 と して本来分離 しえぬ もので

ある。

ところで以上の考察 とワル ラスに明示的に純粋理性批判 への言及 の存在す る ことか ら、

我 々が現代合理 主義の認識論的側面 とカン トの認識批判におけ る立場 との近親性 を指摘す

る ことには、 さ した る論理上 の飛躍は ないと考え うる。従 って我 々は ワル ラスの所 謂批判

を単純 に常識的 に解釈すべきでな く、批判哲学の所謂批判 と即 ち認識の権利、根拠 を問 う

とい う意味で の批判 と解釈すべ きで ある。 そ して ワルラスはかか る批判 の焦点を経験主義

的唯物主 義については、それが感覚表象 の絶対的価値を信頼 し、主観を客体化 した ことに、

逆 に経験 主義的精神主義については、 それが、意識表象 の絶対的価値を信頼 し、客体を主

観化 した ことに53)求める。換言 すれば、前者 につ いては、感覚表象を直 ちに客体 と同一視

す ることによ り、それが主観の側か らの作用、即 ち、 この場合は、それ 自体形式 と内容の

統一であ る直観の多様 の、想像力を媒 介 した外的知覚へ の統一化 の側面を、無視 して いる

点が批判せ られ、逆 に後者については、意識表象 が感覚表象同様、主観 の側か らの作用を

含む こと、それ 自体形式 と内容の統 一である直観 の多様 の想像力 を媒介 と した内的知覚へ

の統一化 の側面 を含 む ことを無視 し、 この ことか ら、 内容が本来主観 に対 して所与的で あ

ることをみす ごし,客 体即 ち所与的であ る意識表 象の内容的側面 を、直 ちに主観 に還元す

る点が批判せ られ ることになる。更に前者は感覚表 象の奥 に、但 しそ の外部 に、 それ を触

発 する如 き物 自体、 この場合 には物質の存在を想 定 し、 その存在 を論証 しうる、間接 的に

認 識 しうると考え、形 而上的存在の認識を肯定す るにいたる。 そ して こ こか ら考 えると

き、主観 の客体化 とは感覚表 象という客体を更に外部か ら触発す る物質 に還元 し、全 く内

部か らの主観の作用を無 視 し外部へ と一方的に向 う事を意味す ることになる。逆 に後者 は

意識表象の奥 に、但 しその内部 に啓示的な る物 自体 この場合 には魂或 いは精神 の存在 を想

定 し、その存在を論証 しうる、間接的に認識 しうると考 え、形而上的存在 の認識 を肯定す

るに至 る。そ して ここか ら考 えるとき、客体の主観化 とは意識表 象という客体 を、更 に内

部か ら啓示す る魂 に還元 し、全 く外部か らの客体の所与 性を無視 し、 内部へ と一方 的に向

う事を意味す ることにな る。

以上において我 々は経験主義的唯物主義及び精神主義の誤謬 を批判 しえたが、次 に理念

主義的唯物主 義及び精神主義の批判をなさねばな らない。 この際注意 すべ き ことは、経験

53)L.Wlaras,Etuded,6conomlcesocialep.88～P.89.
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主 義ではそれがその立場か ら飛躍 し独 断的形而上学に陥 った点 が批判せ られたに反 し、理

念主義ではそれが逆 に形而上学的立場か ら、独断的科学 を作 り上げた点が批判せ られる こ

とで ある。精神主 義的経験主義は、意識表象が本来 内的経験で あることを無視 し、内的観

察を介 し、人間の経験的認識を行 うに止ま らず、 その奥 に、但 しその内部 に魂 の如 き実体

を 規定 した。従 ってその方向は経験か ら経験 を越 えるものへ という方 向であ る。逆 に精神

主義的理念主 義は内に向 って経験を越えるものの、アプ リオ リな存在 の論証或 いは間接的

認識か ら、経験へ という方 向を とる。他方唯物主義的経験主 義は感覚表象 が本来外的経験

であ ることを無視 し、外的経験の観察を介 し、 自然の経験的認識を行 うに止 ま らず、その

奥 に但 しその外部 に物質 の如 き実体 を想定 した。従 ってその方 向も経験か ら経験を越え る

ものへ とい う方 向であ る。逆に唯物主義的理念主義は外に向 って経験 を越え るものの、ア

プ リオ リな存在 の論証或 いは間接 的認識か ら、経験へ とい う方 向をとる。 しか しなが らこ

の 様に方向を異にす るとは いえ両者 はともに、精神主 義では客体 の主観化、即 ち客体 に由

来 す るものを一方的に主観 に還元す る、唯物主義では主 観の客体化、即 ち主観に由来 する

もを一方的 に客体 に還元す る、 という誤謬を侵 す ものである。経験主義に とりそれが如何

な る意味であ ったか につ き、我 々は既に指摘 したか ら、次 に理念主義に とりそれが如何 な

.る意味であ るか を説 明せねばな らない。

経験主義 の場合、我 々は主観を純 粋統覚 の統 一作用 、客 体 を 経 験 の 内容的側面 と規定

し、更 に主観その ものを実体即 ち魂、客体 その ものを実体即 ち物質に還元 したが、理念主

義にと っての主観、客休 とは、 ともに理性 によ り思惟せ られた ものを意味 し、主観 とは内

に 向って経験 を越 えるもの、客体 とは外 に向 って経験 を越 え る もの、と解釈 すべ きで あ

る。従 って この場合客体の主 観化 とは、 内に向って経験を越え るものか ら内的外的経験を

一 切認識 しうるとす る誤謬、主観 の客体化 とは外 に向 って経験 を越 え るものか ら、 内的対

外的経験 を一切演繹 しうるとする誤謬 と規定 しうるであ ろう。

ところで、 「経験 の絶対的要素 と相対的要素」 とへの洞察に もとつ くワルラスの認識論

的立場 は、かか る経験主義的、理念主義的な唯物主義、精神主義 の陥 った独断的形而上学

或 いは科学 とは相入 れぬ立場 である。 ワルラスは、 自か らの立場 が、Lockeの 原理 との一

致 を示すばか りか、 よ り適切 にはLeibnitzの 次の表現 、即ち 「精神 の中には経験か ら来

ない何 ものもな い。た とえ、精神 自体は経験でな いとして も」 に合致す ると考え る54)。か

54)ibid.p.114.
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か るLeibnitzの 表現は、 この表現 に限 るとき、 カ ン トの 「あ らゆる我 々の認識は経験 と

共 に(mitderErfahrung)始 まるにせよ、だか らとい って我 々の認識は ことごと く経験か・

ら(ausderErfahrung)生 ず るものではな い。」 と同 義 であ り、か くて我 々は ワル ラス・の・

認識論的立場をかか るカン トの立場 により最 も適 確に把 え得 ると考 えるので ある。

3.2,4L・ ワルラスの認識論における経験主義と理念主 義と総合

我 々は最後 にかか る経験概 念の考察 を媒介 として、 ワル ラス的認識論 における経験主義

と理念主義の綜合の意味 をよ り深 く解釈せねばな らない。

かか る立場 は、上述 より明 らかな如 く、主観の作用、即ち純粋統覚或 いは意識一般 、従

ってよ り広 く悟性的能 力の統一 作用 の肯定によ り主観の客体化 を否定 し、客体即 ち経験 の

内容的側面 の所与性の 肯定によ り、客体 の主観化を否定せ るものであ った。それ故 に我 々

はまず、かか る立場が、経験 主義の積 極的側面を、経験 の内容的側面 との関連 で包摂 する

ことを理解 しうる。 この際注意すべ きことは、 このように包摂 せ られた経験 主義 とは、単

に従来 の生 のままの経験主義 とは異 る ことで ある。所謂経験主義に とり、経験 とは哲 学的

反省の余地 なき絶対的条件であ ったが、現代合理主義の認識論的立場は、逆 に経験 に関す

る深 い哲 学的反 省を必要 と した し、その際、経験 を形式 と内容に分 ち、両者の統一 として

把えなお し、更 に経験 の内容的側面の所与性 の指摘 を介 し、所謂経験主義の主張の肯定的

側面を包摂 した。だが、経験の形式的側面 の1号定 、即ち悟性的能 力の統一作用の先験性 と

超越性 の指摘 は、逆 に経験主義の主張とは異質的 であ り、理念主義 の主張 の肯定的側面、

即 ち理 論理性 のアプ リオ リな認識能 力の1号定と近親性 を示す ものである。我 々はここで理

論理性 という概 念を、広義 のそれ、即ち悟性 的能 力を含めた ものと、狭 義のそれ、即 ち、

悟性的能 力とは区別せ られた もの、 とに分 ちたい。そ して現代合理主 義の認識論的立場は

狭義の理論理性 の能 力を次 の如 く規定す る。即ち、狭義の理 論理性 は、悟性的概念 と して'

の緻 蜘 勺諸命題 に、 その固有 の能 力と しての思惟 の能 力、就 中推理 作用を介 し、高 次の統

一を与え うるが.か か る理性 によ る高次の統一作用をII淀 す る こと、但 しかか る高 次の統

一一作用が与え る理性 的概念(conception)或 いは理 念は、 悟性 的概 念と区別せ らるべ き特

徴 と して、完 全、必然 、絶対等の属性を侍つ ものであ り55)、それ故かか る理性的概念 は理

論理性 の立場か らは、構成原理 と しての意義を持 ちえず 統制原理 と しての意義を持 ちう

55)ibid.P.114.悟 性 的 能 力 と 理 性 的 能 力 の 違 い に つ い て は 、 ワ ル ラ ス の 、 倫 罷 的 観

点 か ら の 人 間1)・llli'i†1、特 に 、 人1鄙ql性 の 分 析 を 参 照 され た い 、p.llO～p.114.
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るにす ぎぬ こと、従 って理論理性はかかる完全、必然、絶対等の属性 を持 つ理念を、単に

思惟 しうるにす ぎない こと、がそれである。この様 にワル ラス的認識論 では所謂理念主義

がかか る限 られ た意味で肯定せ られてい る。我 々はここで、狭 義の理論理性 につ いてのみ

論及 したが、所謂理念主義 の理性的能 力とは、広義 の理論理性 と解釈 しうるもので ある。

それ故 、悟性 的能力の先験性 と超越性、及 び狭義 の理論理性の上述 の如 き思惟可能力 の肯

定によ り、現代合理主義の認識論的立場は、所謂理念主義の主 張の肯定 的側面を その 内部

に包摂 する ことになる。その時に も包摂せ られ た理念主義は生 のままの理念主義で ないこ

とに注 意する必要が ある。

それでは現代合理主義の認識論的立場が、 その立場 の枠 内で肯定する形而上的存在或 い

は超感性 的存在 は、如何なる積極的意義を持 ちうるか。上述ではその意義は単 に統制原理

と して把握せ られたにすぎなか ったが故 に、我 々は次にかか る問題に答 えざるを得 ない。

だが これに答 える為 には単 なる認識論の領域 を越 えた形而上学的考察に我 々は移 らざるを

えな いであろ う。

3.3現 代合理主義 の倫理学的立場

我 々は、 ワル ラスの倫理学的立場を、唯物主義、功利主義及び精神主義、倫理主義の倫

理学的立場との比較に立ち、抽象的 に考察す る。

唯物主義、精神主義 とい う名称 は、認識論的、形而上学 的立場 を示す為 に使 用せ られ る

が、 この同一 の立場が、倫理 学的には、功利主義、倫理 主義と規定せ られ ることを最初に

注意 してお く。

唯物主 義とは、感覚表象 を介 し、 自然 の認識を行 うのみでな く、そ こか ら人間の認識、

従 って倫理学的 な発言 を、更に形 而上 的存在 の認識、従 って形 而上学 的な発言 をも試 るも

のであ った。 それは感覚表象 の奥 にあ り、 それを人間 の感覚に触 発す る物 自体 の如 きを想

定 し、それを物質 と名付け、更に実体 と考 えた。従 って その立場か らの人間理解、更 に倫

理 学上 の発言 は、以下考察す る功利主義的 のものにな らざるをえない。

即 ち唯物主義 にとり、人間 とは諸 々の器官(organe)を 備 えた物体或 いは 肉体で あり、

それはそれ らの器官の不可避で抗 しがたい欲求 の圧力 に支配せ られ、その満足 を求 め機能

す る。56)従って唯物主義に とり、正義(justice)或 いは不正(injustice)、善(biens)或 いは悪

(ma1)と は感覚的感動(sensati・n)以 外の何 もので もな く、 善 とは快 き(agreablc)こ と、

56)ibid.p.79.



40

悪 とは不快 なる(desagreable)こ とで あ り、 従 って善 は快 楽(plaisir)に 、 悪 は 苦痛

(douleur)に 還 元せ られ る。 か くて入間の行動の唯一の原理は快 楽を求 め、苦痛 を避 け る

ことに帰結せ られ る。 そして、 この立場 の個人倫理 の本質はかか る原理に立脚す る。 この

様 に、各個人が、彼 に固有の快楽或 いは利益を追 及す る権利を持ち、倫 理的秩 序や正義に

関す る如何なる観念 も彼を阻止 してはな らず、従 って個人へ尊敬、愛、同情等は それ 自体

無価値 と考え られるが故 に、 その合成果であ る、各個人の相互的関係 、社会関係は、当然

敵対的た らざるをえな くな る。かかる立場か らは、闘争が 自然的状態で あ り、 それ故 にま

た最強 の者 に理があ り、力 のみが唯一 の権利、絶対的権力 こそが、平和の原理、秀れて合

理 的な るもの と考え られる。 ここにこの立場の社会倫理 の本質 が見い出 され る57)。

精神主義とは意識表 象を介 し人間の認識、更 に形而上学 的発言 を も企 て るものであ った。

それは意識表 象の奥 に、それを広 い意味 で触発す る如 き 実 体 の 存 在を想定 し、 それ を魂

或 いは精神と名づけた。 この様に精神主義 にと り、人間 とは諸 々の精神的能力、即 ち、知

性 、感受性、意志 を授 け られ た魂或 いは精神であ り、それは究極 的には、 自覚 的で 自由な

合理的意志 に統一 され、その支 配勝 利を求 あて活動すべ きもの とな る58)。肉体 の諸 々の欲

望或いは必要は、精神的能力 としての合理 的な意志 に反す る場合 には、如何 なる倫理 的価

値を も持たぬ ことと考 えられ る。それ故唯一 の善、唯一 の悪はかか る合理的 な意志 の働 き

に関係づ けられ、か かる意志が諸 々の肉体的欲望 を'支配 す る と き善 であるが、それに服

従、従属するとき悪 となる。合理的な意志 のかか る勝利が、 即 ち善、倫 理性(moralite)、

徳(vertu)で あ り、敗北 が即 ち悪、非倫理性、悪徳(vice)で あ る。従 って人間の行動の原

理 は、悪徳を避 け、徳性 を高 めることに帰結せ られ、人間 は一切 の福利(bien-etre)及 び富

へ の専心.利 害的結 合への加入、即 ち利害 的連帯 を放棄せねばな らな い。そ して この立場

の個人倫理 の本質はかかる原理 に立脚す る。内容的にはそれは禁 欲主 義的性格 を持つ とい

えよ う。か くてすべての個 人の倫理 的運命は、相互に独立 的 とな り、 孤立(isolement)或

いは孤独(solitude)が 自然 の状態 とな り、それ故 に個人相互 の関係、社会 関係 の原理 は、

孤立的な個人 の自発的な他者への愛 、 即 ち隣人愛(amourdesoi)、 従 って慈 善、 献身等

と考え られる ことにな る。 これはChristianismeの 立場 に近接す るが、 ここに この立場の

社会倫理の本質 が見 い出され る59)。

57)ibid.P.79～P.80.

58)ibid.p.79.

59)ibid.P.80～P.81.
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ところで ワルラスは、上述 の立場に対 し次の二点 につ き批判する。

1,両 者の立場か ら一応個入倫理 と社会倫理 の内容を導出 しうるが、そ こでの社会倫理

乏 は 、要す るに個人倫理か ら演繹 しうる如 き、或 いはそれに還元 しうる如 き性質を持 ち、

独 自の意義を持たぬ こと、が まず批判せ られ る。そ して この ことは結局両者 の立場が、個

人 と社会(或 いは国家)に 対する或 いは両者の関係 に対す る本質的洞察の上で誤れ る立場

に立つ ことに もとつ く6。)。両者に とり、社会(或 いは国家)と は個人の意志 の もとにある

もの、人的事実であ り、個人の意志 を超越 した 自然 的必然的 な事実 とは考え られていない

.からで ある。両者 に とり社会(或 いは国家)と は個人 の 自発的 な創造 によ るもの、従 って

社会契約説の説 く如 き、個人の意志的 自由に従 属する人的事実 なのであ る。それ故功 利主

義は、かか る人為 的結社 と しての社会を、その倫理学 的立場か ら、利害を求めての結合 、

即 ち、利害的連帯 のみに還元 し、倫理主義はその所謂正義を求めての結 合、即 ち、隣人愛

を根本原理 とする隣人愛的連帯のみに還光 する。社会(或 いは国家)と は人 間が 自由に創

造 しえ、かつ解消 しうる もので あるか ら、 ここには、言葉の真の意味 の社会倫理 は存在 し

えず、個人倫理のみが存在 しうることになる。

それ に対 しワル ラスは個人 と国家への本質的洞察を次の如 く与える。即 ち個人 な くして

社会(或 いは国家)は な く、逆 に社会(或 いは国家)な くして個 人はない。社会(或 いは

国家)の 中における個人、 これのみ唯一 の 現 実 で あ る、個人 な しに社会(或 いは国家)

を、社会(或 いは国家)な しに個人 を考 えることを許すのは抽 象のみである61)がそれであ

る。そ してワルラスは社会(或 いは国家)を 人間の意志 の働きを超越 した自然的必然的事

実62)と考 える自己の立 場を提示 しかか る立場か らのみ、真 の意味 で個人倫理 と社会倫 理の

区別、及 び統一が導 出せ られ ると考 える。

即 ち、人間の熟慮、決 断を介 して の行動は、全 く個人 的に彼 固有の意志的活動に基 きな

されうる領域 と、彼 の意志が そこで働 く社会的条件 、環境 に制約せ られ、一種の社会的集

'団的意志に基 きなされ うる領域 との二重の領域 を持
つ。換言すれば、人間の行 為は、全 く

個人的に彼 の人格性 に、従 って個人的意志 にのみ還元 しうる領域 と、彼がその成員 である

60)こ の 点 に つ い て は 、ibid.Sixi6meLegon,Del,individuetdePEtatp.150～P.151

を 参 照 さ れ た い 。 ま た 、ibid.P.89～P.90を も 参 照 さ れ た い 。 こ こ で ワ ル ラ ス は 精 神 主

義 、 倫 理 主 義 の 倫 理 学 上 の 立 場 に つ き 批 判 し て い る 。

61)ibid.p。91.

62)ibid.P.147のSixiさmeLegonのR6sumさ に 、 こ の 点 は は っ ぎ り 主 張 さ れ て い

る 。
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集団の意志 に還元 しうる領域 との二重 の領域 を持 ち、それ故に、人間は 自己の行 為の全結

果 に対 し全 く個人的 に責任を負 う領域 と、集団的 に連帯 して責任 を負 う領域 との二 重の領

域 を持つ ことな る。 ここに個人的行為 の全結果 に個人的に責任 を負 う個 人倫理 と・集団の

行為の全結果 に集団的 に連帯 して責任 を負 う社会倫理 とが、二 重的に存在す ることが明か一

にせ られ る63).こ の ことは、個人的主導権 に属す る活 動 領 域 と その活動成 果及びその享

受、社会的主導 権に属す る活動領域 とその活動成果及び その享受 という、二 重的区別を前『

提 し、それ故 個入倫理 は前者 に、社 会倫理 は後者 に対応す るもの と考え うる64)。

我 々は以上 において二重の領域 とい う表現 を使用 したが、二 重 とい う語は同一の具体的

現実を、二 つの観点か ら別 々に抽象 して把 え、後 にそれ らを綜合 し再 び具体的現実に、今

度は概念的に帰 るという方法を示唆する言葉 である。従 って人間の行 動は個人的であ ると

同時に社会的であるという二重の観点 か ら把 え得、 その いずれか一方 か らでは、単な る抽

象にすぎない。即 ち、個人的主導権 に属す る活動領域、 その活動成果、成果 の享受 と社会

的主導権 に属す る活動領域、 その活動成果 、成果 の享受,そ れ故個人倫理 と社会倫理 とはグ

あ くまで区別せ られねばな らないが、これ はまた他面あ くまで も、分析的に人間の行動の

本質規定 を与 えるべ く区別せ られた もので あり、例 えば、個人的主導権 に属す る活動、居

動成果 、その享受で さえ、それが人間 の行動で ある限 り、社会的性質を持 ち、社会の主導

権 に属す る活動、活動成果、その享受 と重 り合 い、社会倫理 との関連を惹起 し、逆に社会

的主導 権に属す る活動、活動成果、その享受で さえ、個人的性質を持 ち、個 人の主 導権に

属 する活動、活動成果、その享受 と重 り合 い個人倫理 との関連を惹起す ることに、注意せ

ねばな らない。勿論いずれか一方か らの把握が具体的現実 の概念た ること、即 ち人間 の行

動が純 粋に個人的或いは社会的であ る場合 も、例外 的には存在す るで あろうが、 しか しこ

の場合 も、二重 の観点か らの認識方法 の特殊 の事例 と して それ に包摂 しうるが故に、二重

の観点か らの方法は、 より一般 的なる ものと考 え うる。 しか し我 々は この様に論 じたか ら

とい って、いずれか一方か らの抽象を優越 させて人間の行動 の特徴づ けを成 しうることを

否 定す るので はない。

要するに ワル ラスは、上述の二つの立場 のかか る個人 と社会 とへの本質的洞察 の欠除を

63)ibid.P.90の 叙 述 と比 較 され た い 。

64)か か る区別 と そ の意 味 に つ い て は 、 大 阪府 立 大 学 経 済 研 究 、 拙 稿 「L.ワ ル ラス

の 社 会 経 済 学(3)」(第51号 、 昭 和42年12月)P.46～P.50及 びP.56～P.58を 参 照 さ

れ た い 。
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その根本的欠陥 と考え、 それ らを社会的絶対的個人主義(individualiSmeabsolu,s。ciale)

と名付 け 自己の立場か ら区別する65)。尚、明示的 には考察 しなか ったが、ワル ラスの立場

は、社 会的絶対的個人主義の対極に位 置す るいわば社会的絶対的共産主義の倫理観を も同

時 に否定する もので ある。それは社 会(或 いは国家)の 中に個人を完全 に還元 し、個人を

社会或いは国家 の単 なる要素 と考え、その主体性を剥奪 す る立場であ る66)。そこで も個人

と社会(或 いは国家)へ の正 しい本質 的洞察 は見い 出し得 ないか らで ある。

我 々は以上 極めて抽象的 に、 ワル ラスの倫理学 的立場を、個人倫理 と社会倫理 の区別 と

統一に立 ち考察 した。だが ワル ラスの倫理学 的立場 の特徴 は以上につきる もので はない。

2.我 々が唯物主義的功利主義的な、また精神主義的倫理主義的な倫理学上 の立場 を考

察す るとき、それ らの所謂正義、善、不正 、悪 は、 内容的な規定に支配 せ られて いること

が わか る。即 ち功利主義 は、快楽 と苦痛 とい う感受性 の次元で把え うる内容 的なる ものか

ら、善悪の基準 を導 出 し、従 って快 楽主義的立場 に立 つことになった し、倫 理主義は、合

理的で 自由な意志 による肉体的な諸 々の欲求 への支配 とい う内容的規定 に立 ち、善悪 の規

準 を導 出し、従 って禁欲主義的立場に立つ ことにな った。しか もこれ らの立場は、かかる

基準 に、歴史的社会 的な制約を越えた普遍妥 当性 を要求す る如 きものであ った。 しか しワ

ル ラスの立場は端的には、善悪の基準に一 切の内容的規定を与えず、形式的な規定 を与 え.

たにす ぎぬ と解釈 しうるものであ る。 ワル ラスは内容 そのもの、即 ち特定の歴 史的社会的

な人間行動の もつ内容 的側面 は、歴史的社会的に制約せ られ るが故 に普遍妥 当性 の要求 を

内容 にまで及 ぼすことは不可能で あると強調する67)。しか し我 々はワルラスのかかる発言

か ら、彼の立 場を単純 に価値判断 にお ける相対主 義的立場 と考 えるべ きではない。何故 な

らば、 ワル ラスは同時 に歴史的社会的に制 約せ られた人間行動を根底で支え るものを、合

理 的で 自由な意志、即 ち、実践理性、 ワル ラス的にいえば集 団的理性68)の価値 の判断に求.

めるか らであ る。そ して彼 は歴史的社会的制約の もとでの、普遍妥 当性をかか る集団的理

性 の価値 の判断に与 えている。一見矛盾 の如 く考え うる歴 史的社会 的制約下で の普遍 妥当

性 なる表現は、実は歴 史的社会的制約を、内容 と関連させ、普遍妥 当性を形式 と関連 させ'

65)L.Walras,Etuded'6conomiesocialep.56.

66)ibid.p.422.

67)こ の 点 に つ い て は 、 ワ ノレラ ス の 、 倫 理 的 心 理 的 観 点 か ら の 入 間 分 析 、 特 に 意 志 の1

分 析 を 参 照 さ れ た い 、ibid・P・115～P.118.

68)ibid,p.149,
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るとき、矛盾な く解釈 しうる。では ワル ラス 的 倫 理 学 に お ける普遍 妥当的なる もの、即

ち、形式は如何に規定せ られ るであろ うか。ここで我 々はまた もや ワル ラスの立場 とカン

トの立場の近親性 を思 わざ るをえない。即 ちワルラスの提示す る形式 とは、 カン トの所謂

定 言的命令、「汝の意志 の各率 が、同時に普遍的立法の原理 とな る様に行 動せよ」 と端的に

伺 一視 しうる と、我 々は考え るか らで ある。その根拠 として、 「理念主 義者 は倫理 的人格

しての 自覚とに立 ち、人間に課せ られ た歴史的社会的責任 を、理性 によ り理解 し追求 せん

とす ると同時に、存在への意識は、彼 にくあなたの理念を現実化 せよ〉と呼 びかけ、理性

は更にくあなたは普遍的な理念 を現実化す る様に働け〉 と呼びか けるで あろ う」(傍 点筆

者)69)とい うワル ラスの表現を我 々は提 示 したい。かか るカン トの定言 的命 令は、悟性 の

範疇が、直観 の多様を統一 した如 く、人間 の実践的行為を根本で規定する根拠 、実 践理性

の形式 と考 え うる。 そしてその形式性 の故 に、歴史的社会的制 約下 にある内容との 自由な

結 合の余地が開 らかれ え、更 に根本的には意志 の 自由従 って 自律を肯定 しうる余地を開か

れ うるのである。もし内容的な基準 が与 え られ るな らば、人間の意志 は 自己の行為の基準

を 、 自己以外 のものに求あざ るをえず、意志 の自律は否定せ られ、それに他 律が とって代

ることになる。そして ワル ラスにおける意志 の属性 としての 自由従 って 自発性 の強調を考

え るとき70)、それ と矛盾せぬために も我 々はかか る解釈を とらざ るをえないのであ る。従

って意志 の 自律 と自由が保証 せ られ、定言的命令 に従 い行為 した結果が、内容的に功利主

義的快 楽、倫理主義的禁欲を もた らしうることを、 ワル ラスの立場は否定す るものではな

い 。我 々は後に彼 の所謂正義 と秩 序、更 に利害 の綜合的統一を、 そしてその具体化であ る

応 用 ・社会経済学、経済体制論を考 察す るとき、極 めて形式的範疇的 に把え られたかか る

統一に、 ワル ラスが如何な る具体的内容を与えているか を理解 しうるし、更にそ こで功利

主義的快 楽、精神主義的禁欲が処 を得 て位 置づけ られて いることを知 るであ ろう。 もとよ

りそれ らが善、正義 たりうるのは、それ らが、根 本的 には定言的命令 とい う形式に より、

真 の規定の根拠 を与 え られて いるか らであ ることに注意すべ きで はある。

それは ともか くと して我 々は次に ワル ラスの与 える意志 の自由と自律が如何な る意味を

持つかを立 ち入 って考察せ ねばな らない。 ワル ラスは意志 の自律従 って 自由を肯定す ると

69)L.Walras,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6ep.495.

70)L.Walras,Etudcd'6conomiesocialep.115～P.H8人 間 の 意 志 の 分 析 参 照 の こ

と 。
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同時 に、他方かかる意 志を合理的 と、即 ち理性にその方 向を与 えられた意志 と71)、従 って

実践理性 と考え る。合理的とい うことの根拠 は、意志が決断 に際 し、まず何 よ りも定言的

命令 「汝の意志 の格率が同時 に普遍的立法の原理 となる如 く行 為せよ」 によ り規定せ られ

ることに求め うる。これが根本的 に重要である。格率 とは、個 々人の主 観的な行為 の基準

で あるが、その基準が単 に主観的でな く客観性を持 ちうるには、・それが同時 に普遍的立法

の基準 ともな りうるとい う確信 の もとに、個 々人が行為に際 し決断す ることをこの命令 は

要求 している。更 にそれは単なる要求 に止 まらず、命令 として の権威 を持つ もので ある。

それ故 ここで は、個 々人の主観的な意志的決断が同時に客観的な普遍妥 当性 を持 ち うる如

きものであ り、 その意味で個 々人の意志 の 自律従 って 自由 とは、それ 自身立法 的のもの、

立法 として如何 なる外的に与え られた基準 にも従 属せぬ威力を持 つ もので なければ な らな

い。だが、かか る形式的な命令に従 いなされ た行為が、真にかかる命令 に合致 した もので

あることを、果 して、何によ り判断す るのか、 とい う問題 を、我 々は一方で否定す ること

は出来ぬであろ う。個人的な意志的決断が、如何 に定言的命令を充す と考 え られて も、そ

の判断が、結局 はかか る当の個人によ りなされ る以上、かか る個人の意志的決 断を絶対的

に肯定することはで きるで あろうか。 ここで かか る形式的規定を更に具体化 し、その様 に

具体化或いは内容を与 えられた基準 によ り、逆 に意表的決断を行 った個 人に迫 り、当の個'

人 の決断が、真 に定言的命令 に合致するか否かを再度反省 させ る必要が生 じる。注意 すべ.

きことはかか る手続 きが決 して個人の意志 の 自律 と自由を否定す る もの で な いことで あ

る。かか る基 準 と対決 したとき個人は 自己の意志的決断が真 に定言的命令に合致するか否

か の価値の判 断に際 しあ くまで意志の 自律 と自由の立場か ら主体的な位置を維 持 しうる。

それ故 あくまでかか る内容的基準を介 しての手続 きは、本質的でな く、便宜 的であ り本質

的 なることは、意志 の 自律 と自由 に従 った個 人による 自己の意志的決断 の定言命令 との合

致 の判断であることには注意す る必要があ る。 ところで カン トが与 えたかか る内容的規定

中最 も重要なる ものは、「汝 の人格 における並びに他 の全 ての人格 における人間性を、常に

同時に 目的 として使用 し、決 して単 に手段 として使 用せぬ様 にせ よ」 との範式であ った。

即 ちカン トにあ って は人格 のみが直 ちに 目的 として規定 せ られ るとい う思想がある。 これ

と同 じ思想が実は ワル ラスに も根底を通 じて流れているのである72)。ワルラスは人間の運

71)こ の点も、ibid・p・115～p.118人 間の意志の分析を参照 のこと。
72)ワ ルラスは、倫理的人格 の完成 という表現 よりも、人間の運命 の完遂或いは人間

の 目的の追求(1,accomplissementdeleurdestin6eouIapoursuitedeleurfins)と いう表
現 を好 んで使 用す る、(例 えば、ibid・P・120そ してかか る表現は、El6mentか らApPli--
qu6eに いた る多 くの箇所に存在する)。
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命の完遂 を もって唯一至上の 目的と し、人間の運 命の完遂 を直 ちに倫理 的人格 の完成 と考

え、経 済社会即 ちIndustrie倫 理社会即ちMoeursを かかる 目的完遂 に対する二重 の必要

条件73)と考え、更 に必要条件 として のMoeursを 必要条件 としてのIndistrieに 価値的に優

越させているか らであ る74)。ワル ラスに と り、根本的に重要なるこ とは同時 的にすべ ての

個人 の倫理的人格の完成が可 能 となることであ り、それ故 にこそMoeurs、 即 ち、倫理 的

人格が各 自の倫理的人格完成の整合調整を 目的 として相 互にと り結ぶ権 利義務 の関係 の総

体が、単 にかか る個人の経 済的生理的基盤を用意 する労働者 として の人 間の分業的連帯 、

即ちIndustr量eに価値的に先行す ることになるのであ る。この様に カン トが人格を 目的 その

ものと考 えた如 くワル ラスも人格を 目的その ものと考 えて いることが わか る。要す るにワ

ル ラスの倫理学的立場は極 めて カン トに近 く、 カン トの如 く形式 として の定言的命令 と全

ての人格 の同時的 目的化とい う価値判断の内容的基準を備 えるもので ある。 ところで もし

人格の目的化 という思 想の根拠 は何れにあ るか と問われ るな らば、 それ には理 論理性 の立

場か らは答 えぬとい うこと、信仰、信念その ものにその答 えを求 めざるを得 ぬとい うこと

を論 じる外はな くなる。従 って我 々は更に信仰とは何か と問わざ るを得 な くなる。即 ち神

・の存在へ の信仰は果 して客 観性 を主 張 しうる か 否か、 これが問 題 とな らざるを得 ない。

もし単 に思弁せ られた もの、 観想せ られた ものへの、従 って単 なる理性 の理 論的使 用によ

り思惟せ られた ものに対する信仰で あれば、かか る信仰は空虚 なる ものにすぎず、 しか も

主観的で あり様 々の思 弁に基 く様 々の神が存在す るに至 るであろ う。そこで 次に信 仰にか

かる空虚 なる主観性を越えて、客観的実在性を与え るもの とは何 かが問題とな らざるを得

な くなる。 これに答 える ものが、実 は次の形而上学 的考察で ある。

尚、最 後にワルラスがかかる形式 と人格 の目的視 とい う内容 に制 約せ られ、更 にこれ ら

に如何 なる具体的な内容を与 ええたかが問題 とな るであろ う。 これに答 える ものは、狭義

の基礎理論 に属する人間学 的存在論的考察、cenonique的 考察、及び構成原理 に属す功利

主義と倫理主義、個人主義 と共 産主 義の綜合 に根拠づ けられた 「ワル ラス経 済思想 体系」

の中核 たる応用 ・社会経済学、及 び 経 済 体 制 論 が与え るワル ラス的な社会 主義社 会の理

念像で ある75)。そして我 々は、人間学、存在論、c6noniqueを 、人 格 の 同 時 的 目的化 の

73)ibid,p.120.

74)ibid.p.227～p.228.

75)ワ ル ラスは 自 己の 社 会 主 義 的立 場 は、 か か る経 済 思 想 体 系 全 体 に よ り示 さ れ る と

考 え 、 そ れ}こ綜 合 的社 会 主 義 と名 付 け うる 如 き、 規 定 を 与 え て い る。ibid.p.423.
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思想を確立 し、更 にその手毅 につき、形式的範疇論的な考察を与えた もの と考え、 これ ら

によりカン トの所謂範式 にあた る思想の ワル ラス に お け る存 在を指摘 しうると考 えて い

る。な お、狭義の基礎理論 に属す方法論的考察 、構成原理 に属す社 会主義 と自由主義の綜

合は、上述 の ワルラス的社会主義社会 の理念 の現実化を根本か ら基礎 づける意味を持つ こ

とを指摘 して おきたい。特 に社会主義 と自由主義 の綜合 に対 しては、認識 論、形而上学及

び方法論が、倫理学及び人 間学、存在論、c6n・nique以 上に重要 な意味を帯び るものであ

る。

3.4現 代合理主義の形而上学的立場

認識論的考察で問題 とされ た理性 とは、理論理性で あ り、 その権i利は形而上的存 在への

思惟 の可能 に限 られ、か くて我 々は理性的概念或いは理念を所謂統制原理 としてのみ肯定

しえたに過 ぎなか った。だが形而上学的考察はかかる理念 の積極的意味即 ち構成原理 とし

て の意味を明 らかにせねばならない。尚、かかる考察 に際して も我 々はワル ラス とカン ト

との近親性を指摘 しうると考 える。

我 々はまず、 ワル ラスに対す るカン トの影響 の外面 的根拠 につき触れたい。

ワルラスはEtuded'6cononicpolitiqueappliqu6eで 自己の哲学的教養 の背景 に言及す

る。 「私の父 は私に とり政 治経済学 同様哲学 にとって も教師で あった。私 は彼の蔵書を 自

由 に渉猟 しえた。 だが父は ドイツ哲学 に必ず しも精通 して はいなか った」76)。従 って ワル

ラスは哲学特に ドイツ哲学 の教養を、 ドイツ哲学 の研究書か ら得ねばな らなか った。だが

注 意すべき ことはワルラスが ドイツ哲学 中、特 に カン トを重視 していることで ある。彼 は

続 けて 「私 はまず1801年 のCharlesVillersの 叙述 よって のみ、 次 に1842年 に公刊 された

VictorCousinの 書物に よってのみ カン ト哲学を知 った」77)と論 じる。そして この叙述の背

面 には 「私は ドイツ哲学 中カン トを最 も重視 している。だが この重要な るカン トを私 は上

記 の不完全な研究書 に よってのみ知 りえたにす ぎなか った。」 とい う意識 が読 みと りうる

と我 々は思 うのであ る。更 に ワル ラスは、彼の不完全な カン ト哲学へ の理解を深 めえた書

物 と して、1858年 公刊のVacherotの 「Lam6taphysiqueetlascience」 に言及 し、 「私 は

最新 の注意 と生 々とした関心 を持 ち難 な くその書を読みえた。私に とりそれは座 右の書 と

った」78)と迄称讃す る。か くて我 々はワルラスが カン ト哲学 への理解を主 としてVacherot

76)L・Walras,Etuded,6conomiepolitiqueapPliqu6ep.459.

77)ibid.P.459・

78)ibid・P・459・
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の書物 か ら間接的 にえた と推察 しうる。だが、 ワル ラスのカン ト理解が三批判書の直接的

考察に基かぬ ことの故 に、 カン ト哲学が ワルラスの思想 の骨 肉として深 い影響力を持 ちえ

なか ったとは我 々は直 ちに考ええぬで あろう。我 々自身 の直接 的関心 はワル ラス自身 の哲

学的立場であ り、同時 にそれ と彼 の経済 思想体系 との内的関連で ある。 そ して専門的 な哲

学者ではなか ったワル ラスの哲学 的叙述 のもつ拙 劣さ、更 に厳密性 と体系性 の欠除 にも拘

らず、我 々は彼 の叙述か ら洞察 しうる根本的立場 の深 さと精神 そのものを高 く評価すべ き

であ ると考 えて いる。それ故彼 の立場 とそれを貫 ぬ く精神を よ り深 く把 えかつ生か しきる

為に、我 々は彼 の叙述のかかる欠 陥を、何ん らかの立場か ら補 う必要を持つ し、更 に我 々

はかかる立場 にカン ト哲学 を置き得 るのではなかろ うか と思 うので ある。

ところで上述の如 く,ワ ル ラスはVahcerotの 書物 の彼への決定的影響を表明す るもの

の、その立場の批判を も怠 って いな い。特 に意識 表象 の認識論的意味へ の言及 にそれが見

られ る。Vachcrotに つ きワル ラスは次 の如 く論 じる。Vacherotは まず物理 的存在即 ち自

然 の認謙 に言及 し外的知覚 において働 く直観の形式(時 間、空間)か ら独立 に、我 々の精神

にはその根底 にアプ リオ リに横たわ る他の要因が、即 ちかか る外 的知覚を統一す る能力が

存在す る79)と論 じる。かか る能力を我 々は純粋統覚或 いは意識一般 の如 きものと解釈 しう

る。Vachcrotは 更 に我 々の認識が主観及び客観、相対及 び絶対 を含む ことを知 る為、知性

の働 きに負 う形式的な要 因即 ち上述 の統一す る能 力を抽 出すべ きことを主張 し、感覚 の働

きに関 しかかる抽出を なす80)。ここで主観 、相対 とは内容 を、客観、絶対 とは形式的側面、

従 って上述の統一 の能 力、 より正確 には広 義の悟性 的能 力と して の統一作用 そのものを、

指す と解釈 しうる。そ してかか る形式的側面 の持つ個 々の主観 を越 えた先天性、超越性が、

認識の客観性を保証す るものであ る。内容は意識一般 に対 し所与 なるもので あり、統一 さ

れ る以前(統 一 され ることに よりそれは認識 と して客観性を主張 しうる)認 識主体 に応 じ

恐 意性 を持 ち、主観的である。この様 にVacherotは 物理的世界或いは 自然の認識 に対 し

ては正 しい考察を示す81)。だが意識表象を介 して の倫理的存在或 いは人間 の認識に対 して

は同様 の正 しさを示 さず、上述 の統一作用 の側面を無視 して い る。換言すればVacherot

は意識 表象に関 して は、主観的なる ものと客観的 なるもの、相対 と絶 対 の区別 をな し上述

の形式 的側面を抽出す るこ とを否定す る。 そ して 彼 は 精神主義的な倫理観に動機 づけ ら.

79)L.Walras,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6ep.460。

80)ibid.p,460.

81)ibid.p.460.
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れ、 「経験的 な私即 ち意 識の直接 の対象 たる私 と、絶 対的で超越的 な私」82)との区別 をなす

に至るが,こ こに至 り、彼 は ワル ラスが批判す る精神主 義的経験主義か らの立場上 の飛躍

を侵 し、形而上的存在 の想 定を行 うことにな る。だが ワル ラスの真意 は、意識表象につい

て も、先天 的超越的側 面、広 く悟性 的能力 の統一作用の制 約を認 め、 これを絶対的かつ客

観 的なるものとして抽 出すべ しとい うものであ る。意識 表象といえども感覚表象同様経験

であ り意識一般 に対 し客体た るべ き もので ある。

我 々は以下かか る考察を媒介 と し、 ワル ラスの形而上学的立場の考察 に入 る。 ワルラス

はまず 、connaitreとsentir,concevoirの 区別 を行 う。即 ち認識す ること(connaitre)は 感

受す ること(sentir)で も思惟 すること(concevoir)で もない。人間は 自己(但 し対象化 さ

れた 自己ではない。)を感受 しえ、神を思惟 しうるが、 自己及び神を認識 しえない。人間に

とり認識可能 なる ものとは、外的経験を介 しての 自然、内的経験を介 しての人間 にす ぎず、

その際、直観、想像 力、悟性 的能力、判断力等 の綜合的 な働 きとしての純粋統覚或 いは意

識一般 に対 し、これ ら内的外的経験は、客体 と して対象化せ られ るにすぎない83)。つまり

connaitreと は主 ・客観的(但 し主 ・客観的 とい う時の主 とは、個 々の認識主体 を意味 し、

客観的 とは個 々の認識主体 による主観的認識 が同時 に個 々の認識主体の根底 に横 たわる純

粋統覚 とい う先天的超越的能力 の故 に、客 観性 を主張 し うるとい うことを意味す る。主

客観的 とい う表現 は一見奇異であ るがそれはその様 な意味を示す為に使 用せ られて いる。)

な認識 主体 と認識 の対象或 いは客体 との対 立を含 むもので ある。それに反 しsentir,conce-

v・irはかか る構造を持たない。こ こで感受(sentir)し うる自己 とは上述の如 き対象化 され

た 自己ではな く、 「私が考え る」、「私が意欲す る」、 「私が感受す る」 とい うときの 「私」

であ り、 かか る 「私」はそれ 自体 、考 える働 き、意欲す る働 き、 感受す る働 き、 そのも

のであ り、対 象 化 しえず、感 受(sentir)し うるにすぎぬ もので ある。 換言 すればかか る

「私」は、主 客観 的な純粋統覚或いは意識一般 の統一作用、更に意欲作用、高次 の体験

た る感受 作用 と規定 しえ、 それ 自体如何 に して も対象化 しきれ ない。同様に神 その もの も

認識の対象とはな り得ず対象化 しきれぬ もので ある。か くて、かか る 「私」及 び 「神」 は

合理的経験的科学の対 象た りえず、形而上学が とり上 げるべ き存在た る性格を帯 びること

がわか るであろ う。就中神 こそが、形而上学的考察が本質上答 えねばな らぬ唯一 の存在で

82)ibid.p.460.

83)ibid.P.493～P・494・
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ある。かか る存在は認識の対象で はな く、主 観と客 体の対立 の上 に把え うる相対的 な在 存

でな く、主観 と客体 の対立を越 えた、従 ってその意味で絶対 的存在 と規定 しうる もので あ

る。後 に示す如 くワル ラスはかか る存在即 ち神に絶対 的 とい う限定句をつ けている。

ところで ワルラスの形而上学的立場は理 論理性 の立場か らの形而上的存在或いは神に対

す る思惟 の成果 と、かか る思惟の成果 の客観的妥当性 の、それ故神の客 観的実在性の実践理

性の立場か らの根拠づ けを、共 に含む ものである。注意すべ きことは理性 の実践的使用 に

よ り、即 ち理性 に方向づけ られ た意志的活動の場、換言すれば主体 的 実 践 的 行 為 の場で

実践 的に使用せ られた理性 の働 きと一つとなることにより感受せ られた深い感動が、神へ

の信仰と結合 し、かかる信 仰の力が神の客 観的実在性への支えとな り、か く感受された神

に対 する思惟 としての理論理性の使用が成 立してい ることであ る。つま り神とは信仰の対

象で あり、かか る信仰の直接 の源泉 こそが 、主体的行為的実浅の場にて感受せ られ、それ

が理 論理性による神 の論理杓規定となって表われ、更にそれがかか る論理的 現定 の客 観的

妥 当性、 それ故 伸の客 観的実在性を根 底か ら支え るとい った ワル ラス形而上学 の眼本構造

に我 々は注意すべきで ある。従 って理 論理性 の立場か ら、思惟 せ られ た限 りの神は、 いま

だ主観的、悠意 的で あり、その客観的実在性を主張 しえぬが、逆 に、信仰 に支 えられ た限

りで、い まだ理論的に規定せ られぬ神 も、他者に対 しその如 何なるものかを示 しえぬ と考

え うる。根本的に重要 なるものは、主体的実残、行 為の場で生れ た神へ の信仰 であるが、

かか る信仰の論理 的規定た る神への思惟 も、神への洞察 を深 め、信 仰の対 象たる神が はた

して真に神に値 するかを反省させ、他者に その本質を伝 える上で不可欠 と考 え うる。我 々

は以下 まず、 ワルラスによる理 論理性 の立場か らの神への思惟 を論述 し、次 にかか る神 の

客観的実在性 につき実践理性 の立場 に転移 しつつ論述 する。そ してかか る形而上学が示す

根本構造 は、従来の独断的形而上学を越えた新 しい立場 か らの形而上学、 それ故 カン ト的

立場に近接 した形而上学的立場、更 に結論を先取 りすれ ば、理性的意志的能 力を神 の属性

とみる従 って神を 自覚 的行為 的俘在 とせ る立場であ り、 しか し同時 に,所 謂実 体の哲学な

らぬ主体 の哲学たる形而上学的立場、と規定 しうるもので ある。

ワル ラスは外的客体或いは自然的事実、内 的 客 体 或 い は倫理的事実相互間の必然的関

係 、換言すれば法則性 が示す恒常性 の事実は現実 的で絶対 的な価値を持 ち、 自然的法則の

恒常性 は絶対 的外的現実(r6aliteexterneabsolu)を 証明 し、倫理的法則の恒常性 は絶対 的

内的現実(realiteintimeabsolu)を 証 明す るs4)と論 じ,更 に内的外的糸色対、換 言すれば形

84)ibid.p.493.
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=而上 的(m6taphysique)心 霊 的(m6tapsychyque)絶 対 は一(un)で あ るか85)と問い、それ

に対 し次 の如 く答え る。 もし純粋倫理科学 と純粋 自然 科学が一致す るならば、即 ちそれ ら

が一 つの科学 とな るならば、かかる絶対的外的 内的現実(こ れ らを我 々は カン トの所謂物

自体 と解釈 しうる)が 本来一(un)た る ことを肯定 しうるか も知れぬ86)。だが我 々はむ し

ろ絶対 的存在か らの、 自然 的存在及 び倫理的存在の分 化を、認識 にとり不可避であると同

時 に不可知 のこと87)と考 えざるを得 ない、がそれである。即 ち、認識 とは我存在(mo三)即

ち認識主観 と非我存在(non-moi)即 ち、 認識 対象 の対立を不可分 とする以上 、認識 とい

う ものが成立 し、か つ我 々が二元論的立場を捨 てよう88)とす る限 り、我 存在 と非我存在 と

二が一つ の絶対的存在か ら分化 した と思惟 することは不可避で あり、 しか もそのことは認識

の 次元か らは不可知で ある、即 ち、論証 も反証 もしえぬ、 とワル ラスは論 じて いるわ けで

あ る。従 って将来 の純粋 自然科学、純粋倫理科学 の課題は、か か る分 化 が どの様 にして

1(comment)生 じたかの考察で あ り、 それ によ り二つ の科学は一つの科学 に統一せ られ る

で あろ うし、 また形而上学は、 かかる分化が何故 に(pourquoi)生 じたか に答えねばな ら

ぬ、 と89)ワルラスは考 える。 ワルラスは他の箇所で も、 「私は経験的な私 と、 この私 の絶

対 的原 因とを区別す る。更 に私 は躊躇す ることな く、 この私の即 ち我 の絶対的原因 と非我

の 絶対 的原因 とを同一視する」90)と論 じ、 要す るに絶対的外的及び内的現実 は本来一(un)

なる ものと思惟 して い る。但 しこれ はワル ラスによ り、あ くまで も理論理性 の要請、従 っ

'て単 にそのように思惟 しうる或 いは思惟せざ るを得 ぬと して
、想定せ られ るにすぎぬ こと

に 注意すべ きであ る。

次に ワル ラスはこの様 に一(un)な るものと思惟 せ られた絶対 的存在或いは絶 対的原 因に

つ き更 に立ち入 った規定を与 える。即 ち、「自ら自己 自身 を認識す る絶対」或いは 「それ 自

身 の中にその固有 の イメージを反映す る鏡 の如き存在」91)とい う規定がそれで あり、 因果

関係的理性(laraisondecausalite)と 区別せ られた終局原因的理性(laraisondefinalite)92)

85)ibid.p.493.

86)ibid.p.493.

87)ibid.p.494.

88)ibid.p.493.

89)ibid.p.494.

90)ibid.p.4r60.

91)ibid.p.493.

92)ibi(1・P・494・



52

とい う規 定が、 それである。ワルラスはまたかか る絶対的存在、絶対 的原 因を単 に存 在、

或 いは絶対的現実的存在と も表現 している。我 々は以下かか る存在を絶 対的現 実的存 在93)

と名付 ける。

以上の規定か らまず絶対 的現実的存在は、絶対的原因かつ終局 原因的理性 と、それ故理

性 的なるものと思惟 せ られて いること、従 って人間理性 といえど も、理 性的で ある以上 、

絶 対的現実的存在を分有す るもの、即ち神 的なるものと思惟 しうることが分 る。か くて絶

対 的現実 的存在 の現 実的とい う属性 の一つの意味(他 の意味 については後に触れ る)が 理

解 しうる。即 ち人間理性 の働 きを人間は如実 に感受 しうるが、それが直 ちに絶対 的現実 的

存在の分有 と して把 え られて いる以上絶対 的現実 的存 在とは、idealな ものでな く、r6a1

なものと規定 しうるか らであ る。

次にここで原因といわれ るときの原 因とは、例えば肚界の発端 とい う如 き意味で の原因

で ないこと、つ まり因果律的な意味で の原因でない ことに注意すべ きで ある。 もしそ うで

あればかか る原因は時間 の形式によ り直観化 しえ、それ故connaitreの 対象 とな り、 その

絶対性 を失い形而上 的在在 といい得 な くなるか らである。

この様 に絶対的現実 的存在の規定を試みつつ、 ワル ラスは形而上学 の課題を改めて次 の

如 く規定す る。即 ち、形而上学とは、1.「 何故 に(pourquoi)存 在(etr'e)は 我(moi)及

び非我(non-moi)へ 分化 したのか」即ち、 「世界と神 との関係は何か」、2.「 普遍(univ-

ersel)、必 然(n6cessaire)無 限(in丘ni)、 完 全(parfait)、 等 の 属 性 を持 っ 実 体(subs-

tanceensoi)の 概念 は、感覚的な対 象を持 つか」、従 って更 に、3.「 物理的倫理的事実 の

法則性 に現象 している絶対的存在と上述 の属性を備えた実体 とは同一物で あるか」 とい う

問題解決 をその課題 とす る94)がそれで ある。

それ故我 々は ワル ラス自身設 定 したかか る形而上学の課題 に彼が如何 なる答 を与 えるか

を考察 し、彼 の形而上学的立場をよ り一層明かにせねばな らない。

ワル ラスは、まず、「実体の概 念は対象 を持つか」 には、「持 たぬ」 と答 え、かか る実体

を直 ちに時間空間性 と考える。 「我 々は思惟 によ り時間 、空 間 を 除 くす べて のものを抽.

象、 削除(supprimer)し うる、 …… だが我 々は時間空間 を削除 しえない。」 何故な らば

「時間、空間が経験 におけ る通常 の知覚 の対象以上でな く、それ と同様 の外的現実(r6alite,

93)ib量d.p.494.

g4)ibid.p.494.



53

・exterieure)にす ぎゆならば、時間、空間 の概念は知覚同様外 的原因を、即 ち、拡が りを伴

った要素 との接触、 持続 を伴 った契機 の継続を持つはずであ る」、 だ が か か る こ と は不

可能で あるか ら、我 々は、 「いた るところに拡が り、 か つ常 に 持続 してい る存在」(1'6trc

etenduepartout,1'etredurabletoujours)の 実在を肯定 せざるをえな い95)、とワル ラスは

論 じる。 ところで 「いたるところ拡が りを持 ち、常に持続 して いる存在」 とい う表現が示

す 如 く、かか る時 ・空間性 は無制約的の ものであ る。そ して我 々にはかか る無制約的の も

のを我 々の根底の内にアプ リオ リに具有 してお り,更 に我 々の内に具有せ られてい る時 ・

空 間性 とは、かか る唯一無 ・制約的な時 ・空間性 の制限 と考え うるが故 に、我 々は本来 アプ

リオ リに我 々の未来へ、か つ外へ超越 してい るとい うことが、帰結 しうる。 ところで ワル

ラスはかか る時 ・空間性 を直 ちに実体 と考 え、更 にかか る実体 と絶対的現実的存在 とを直

ち に同一視す るのである96)。だが このか ぎりワル ラスは、いまだかか る実体によ り立ち入

った内容的規定を与えているわけではない。実 体 とは通常、無限、普遍、必然、完全、自存、絶

対等 の属性を持つ と考 え られるが、 ワル ラスの所謂実体概念 もかか る概念規 定を受 けるで

あ ろ うか 。ワル ラスは 「実体従 って絶対的現 実的存在は、完全で あるか」 と問い、「勿論 そ

うで はない、 それは 自ら自己を完全化す る途上にある」(L'etresrealabsoluest-ilparfait?

Non,certes,maisilestmieuxquecela,ilestenvoideseperfectionnerlui-m6me)97)と

答 えている。 それ故実体従 って絶体 的現実的存在は、無 限、普遍、必然、 自存等の属性 を

留 保 されつつ完全 とい う属性 を剥奪せ られ、規 定せ られ ることとな る。ではかかる絶 対的

現 実的存在は如何に して 自ら自己を完全化 し得 るのか 。 ワル ラスは まずかか る絶対的現実

的存在は、存在する ことの意識を即 ち自覚を持つ と考 え(「 自己自身 の中に その固有の イ

メージを映す鏡 の如き存在」 とい う規定が このことを示唆 して いる)、 これを重視 しつつ、

更 に次 の如 く論 じる。「かか る存在 は 自 らに純粋 的応用 的な 自然的倫 理的科学 の地平 を開

く。それは、入 間性 の内部 に我存在或いは精神を 自ら構成 し、芸術及び科学 を介 し自然及

び 人間性 と しての 自らを愛 しかつ認識す る。それは家族 、政府、所有を介 し人間性 として

の 自らを倫理化 し、産業 を介 し自然 と しての 自らを利用 する」98)がそれであ る。換言 すれ

催 、認識す る働き、創 作す る働 き、創造す る働 き、即 ち一切 の実践的働 きその ものは、か

95)ibid.P.494nV495・

96)ibid.p.494.

97)ibid.p.495,

98)ibid.P.495・
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か る存在 の働 きであ り、かか る働きを介 し、かか る存在は 自覚 的に 自か らを 自か ら創造 し

つつ動 く、即ち 自か らを完全化 しっっ動 くものと考 え られ るわけである。そ して同時 にそ

れ は理性的であ るとともに終局原因的なものと思惟せ られ、更 に人間理性 もかか る絶 対的

現実 的存在の理性的属性を或 いは 自覚 的行為的性質をよ り正確 には合理 的意志 的な属性 を

分有す ると思惟せ られ る。

そこで我 々は更にかかる絶対的現実的存在 の自己実現に際 し、人間が如何 な る位 置を占

あるか を問わざ るを得 ない。 ワル ラスはこれ に対 し 「世 界 とは人間の意志を介 して 自らを

現実化 しつつあ る神である」(傍点筆者)99)と規定 し世界 と神との関係 、 更に神の 自己実現

における人間 の位置を明示す る。換言すれば、 ワルラスは人間 の合理的意志を介 し、神は

自己を世 界と して実現すると思惟 し、それ故人間 の合理的意志の 自律、 自由従 って 自発性

を重 視 し、かか る人間の主体 的実践的参与 が絶対 的存在 の自己実現に とり不可欠の要因で

あるという立場を提 示する。か くて我 々は、 ワル ラスの形而上学的立場が、従来の所謂実

体の哲学で な く逆に主 体の哲学 と規定 しうることを理解 しうる。 ワル ラスはかか る人間に

つき次 の如 く論 じる。「我 々入間は世界を横切 り砂 粒の上 に投げ 出された極微的存在、顕微

鏡 的存在であ る。だが、かか る人間は合理的で自由で ある。 それは一瞬現われ、やがて消

え去 るべ きはかな き存在で あるが、存在への意識 と存在す ることへの意欲を寄託せ られて

いる。かか る人間は 目まいを もたらさんばか りの広 さと気狂 い じみて 向うみず な作品 に自

ら参加す る程度に応 じてのみ、純粋 な徳 と充実 した幸 福を得 ることがで きるで あろ う。」100),

がそれで ある。 この様に ワル ラスは人間理性を絶 対的現実 的存在 の属性 たる理性 の、 より

正確には合理 的意志の分有 として把 え、絶対的現実的存在 は人間理性 の、 より正確 には人

間の合理 的意志 の参与を介 し、自己の完全化を押 し進 め得 ると思惟す る。 それ故かか る人

間が負 うべき課題を 「悲観主義者 は捨て、楽 観主義者は全て神に引き受 けて もらお う」101)'

とす るが 「理念主義者は物 でな く人間 と しての 自覚に立 ち、か かる課題 を理性 によ り理解

し追及すると同時 に、存在への意識 はくあなた の理念を現実化 せよ〉 と呼 びか け、理性は

更にくあなたは普遍的な理念を現実化す る様に働 け〉と呼びか ける」102)。とワルラスは論

じうることになる。要す るに ワル ラスの立場が'上 述の楽観主 義者 、例 えば ライプ ニ ッツ

gg)bid.P.461.

100)bid.P.495.

101)bid.P.495.

102)bid.p.495.
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等 の予定調 和的立場 とは如何に異 るものかが 明か になるで あろ う。

我 々はここで、絶対的現実的存在とい うときの現実的 の も う一 つ の意味 を指摘 してお

く。上述 よ り明らかな如 くワル ラスは絶対的現実的存在を、直 ちに実 体と同一視 し、実体

を更 に時空間性 と規定 したが、かか る時空間性 は、 認識の対象た りえぬが 、決 してidea1

な ものでな くrealな もので ある(よ り正確にはidealとrealと の対立を超 え、両者を包

む如き意味で真 にrealな ものと考え うる。idealな ものもの、かか る時空間性を離れては

在 りえぬで あろ う)。か くて、 絶対 的存在は、 時空間性 として直ちに真 に現実的な もの と

考 え うるで あろ う。

要す るに我 々は ワル ラスがかか る存在 の属性を理性 的なる もの、究極原因的な るもの、

不完全 なるものと把えたことに再度注意すべきである。そのとき絶対的現実的存在 の属性

と して の不完全性の指摘、絶対的現実的存在を完全化へ の自 己 実 現 の途 上 にある ものと

把え る立場が根本的には絶対 的現実的存在の 自己実現 にとり人間の主体的実践 的参与が不

欠可な ることを肯定す るた め、必要であ ることを知 りうる。 ワル ラスは絶対 的現実 的存在

の規定に際 し、あ くまで人間 の合理的意志 の 自由、従 って主体性 を積 極的に肯定 しようと

考 え、それ故絶対的現実的存在を動 的に即 ち完全化への 自己実現 その ものと して把握せざ

るをえなか ったのであ る。更に ワル ラスは人間理性を絶対的現実 的存在 の属性 の分有 と考

え、人間 の理性 に方向づけ られた意志的活動を直ちに絶対 的現実 的存在 の自己実現 として

把 えた のであ った。世 界とは絶対 的現実的存在の 自己実現で あるが、 それはあ くまで不完

全で あり、実践的に使 用せ られた理性的能 力はその不完全性を洞察 しえ、それを更 に完全

化すべ く存在 の地平 を切 り開 きゆ く根 源的力で あるか らで ある。そ して不完全で ある故 に

こそ、人 間の合理的意志 の自由、主 体性 の存在 の余地が開かれ る。 こ の 様 に ワルラスで

は、根本 において、理性的なる もの、特 に実践的 に使用せ られた理性 の働 きが、絶対的現

実 的存在 の本質規定 と して選 ばれ、重視せ られ るが故に、我 々はその形而上学的立場を、

現代合理主義 と規 定 しうるので ある103)。

103)我 々は、 ワル ラスの形 而上的存在へ の思惟を この様に定 式化 しえたが、かか るワ
ルラス自身の思惟の内容 につ き、他 の立場 との比較を介 し、 よ り深 く反省 し、本質づける
ことを差 し控 えざるをえない。我々は ワルラスの思惟が、い まだ不完全で あり、論理的に

極限に迄押 しつ められていない様に考 える。特に、絶対的現実的存在を一方で時空間性 と
して把 え、他方で究極原因的理性としてとらえる立場が、 更にどの様に統一せ らるべ きか
に疑問を感 じてい る。即ち、非合理的存在を、例 えば盲 目的意志的な働 きをいかに意味づ

けるのか等に疑問を感 じている。しかしワル ラスが、神 を直ちに、理性的存在 と考えたこ
とは事実で ある。そ して この ことは、単 なる思惟 よりも、 行為 的な場で、把え られた信念
に 宙来す ると考 えうる。だが我々は ワノレラスの論述が我 々の形而上学的思惟に対 し、若干
の不唆 的問題点 を示 した点を評 価したい。
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だがかか る形而上学的立場は、いまだ思惟せ られた世 界であ り、客観 的実 在性 を主 張 し

うるものでない。特 に絶対的現実的存 在が理性的で あること、従 って人間理性 も理性 たる

限 りかか る属性 を分有す ること、それが 自己を完全化す る途上にある こと、更 に絶 対的外

的現実 と内的現実 とが本来一(un)で あること、 に対 して、我 々は それ らが単 にその様 に思

惟せ られているにす ぎぬのでないか、と反論 しうるで あろう。 そ して これ に答 えるには理

論理性の立場で はもはや不充分である。我 々はかか る主張 の根源を実践理性 の立場でのみ

理解せ ねばな らない。

方法論的考 察で明 らか にす る如 く、 ワル ラスは、絶対的現実的存在 の自己実現 の過程を

現実 の理念化→理念 の現実化 とい う相互規定 的連鎖 により把握す る。現実 の理念化では人

間理性は単に理 論的に使用せ られ るにすぎず、従 って現実を理念 の方 向に変革す るという

次 の課題 をは らみつつ、いまだ観想的立場に止 まる。ワルラスは絶対的現実的存在即 ち神

とは人間理性 により理念化せ られた 世界で ある104)と規定 し、 かか る理念 の中に絶対 的現

実 的存在 の意志が体化せ られることを認め るが、かかる形で は絶対 的現実 的存在 と人 間理

性 の関係 はいまだ観想的に止 ま り、絶対的現実的存在 の客 観的実在性 を主張 しえない。そ

れ故 もし理念が絶対的現実的存在 の意志を体化す るのであれば、かか る主張 に更 に深 く客

観性を与える為かか る理念を現実化 しその意志を如実に現 実の世 界に切 り開 きえねばな ら

ない。確かに 「現実 の理念化」において も人間理性の働 きは不 可欠に要求 せ られ、しか も人

間理性が絶対的現実的存在の属性 たる限 り、人間は認識主 体 として絶対 的現 実的存在に触

れ うるであろ う。だが その限 りでは、人間理性 と絶対的現実存在 との連 りは、その客観性

を より深い根拠か ら示 しえない。かかる連 りは いまだ主観的であるか らであ る。 それ故、

理念化せ られた現実 は、更 に現 実 化 せ らるべ き理念た る位置に立たねばな らず かかる

「理念の現実化」の過程で始 あて、人間理性 は真 に自己が絶対的現実的存在の属性た ること

を深 く自覚 しうることにな る。 も し人間理性が、絶対的現実的存在の属性であ るな ら、絶

対的現実的存在 を上述 の如 く動的に把握 する限 り、人間理性 もまた本質的 には動的実践的

に把握せ られねばな らない。 そ してかかる実践、特 に 「理念 の現実化」の過程で、人間理

性は、実践的に即ち意志的活動を方向づけるべ く使用せ られ、かか る理性 の実践的使用を

介 し、入間は真に絶対 的現実的存在の働きその ものとなる。或 いは より厳密 には これ こそ

まさに、絶対的現実的存在 に触れえてい るとい う深い信念、信仰を人間は、 自己の内に植

104)L.Walras,Etuded,6conomiepolitiqueapPliqu6ep・46L
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えつけることにな る。そ して根本 的に重要な ることは、現実 の理念化→理念 の現実化の相

互規定的プ ロセスの主体 的実践 の過程で、まずかか る根 源 的 な 信仰が確立 され、そこか

ら、一切の形而上学 的思惟が生み 出され ることである。更 にかか る信仰を より深 く支 える

ものこそ、入 間の合理的意志 の自発性の事実 と考 え うる。何故 ならば、かか る自発性 こそ

が神的性 質を暗示 し、これか ら類推的に理論理性 はかか る自発性そ のものた る理性 に方 向

づけ られた意志 的活動を、絶対的現 実的存在 の属性 と して思惟 しうるか らで ある。従 って

理論理性 による思惟は、本来消極的位 置にあ り、 それ により絶対的現 実的存在 の分有た る

人間理性 の本質規定、絶対的現実的存在 の完全化への過程た る世界の本質規定は、少 しも

積極的には論証 しえない。 も しかかる立場 か ら論証を行 うな ら、それはカ ン トの所謂二律

背反 に陥る。 それ故、我 々は ワル ラスの形 而上学的立場が、根本的には実践理性 に従 った

主 体的実 践 の過 程 で 形成せ られた信 仰、信念 に支え られてい ると解釈せ ざるを えない。

それ故絶対 的現実的存在のかかる規定 の客観的実在性は、行 為の場 において のみ、確証 し

うる もので ある。 尚、絶対的外的現実 と内的現実が一(un)で あるとい う考 え方 も、理論理

性 の立場か らは論証 も反証 もしえず,や はり行為的に把握せ られた信念か ら、肯定 しうる

な ら肯定 しうるにすぎぬ と考 え うるで あろう。再度換言すれば、 ワル ラスにとって、神即

ち絶対的現実的存在 とは、信 仰の対象で あり、かか る信 仰は、単 に観想せ られた或いは思

惟 せ られた神への信 仰でな く一 も しそうな ら様 々の神が存在 し、様 々の信仰が生 じ、かか

る神 の客観的実在性を深 く強 く信ず ることはで きない一一一実践 的主体 的行為を介 し、実践

理 性の働き と如実に一 つになること、即 ちかかる高次 の体験か らえ られ る神への信仰であ

り、かかる信 仰で あるが故 にそれ に支 え られた形 而上学 的思惟 の客観的実在性 も主張 しう

るのであ る。かかる体験 の場 にとけ入 った人間存在 は、 その体験か ら受け る根源的な力の

故 に、神 の存在 を肯定せざ るをえぬ と、 ワル ラスは主張す るものと我 々は解釈す る。

但 し、我 々は以上では、絶対的現 実的存在が理性的かつ完全化の途上にあ るとい う規定

の根拠 を、実践的主体的な行 為の場での信念 に結合 した ので あった。だ が ワル ラ ス は更

に 、実体を時 ・空間性 として把握 する立場 をも示 して いた。そ してそ こに含意せ られて い

る絶対的現実的存在 の自己実現 自体、かか る時 ・空間性を離れてはあ りえぬとの主張 は、

このままで客観性を主張 しうると、我 々が考え ることを付加 してお く。だがかかる存 在の

属性 の規定 に対 しては、我 々は直 ちにその客観性を主張 しえぬ と考 えるわけである。 ワル

ラスの規定は、理性 の尊重に、合理主 義的立場 に支え られつつ、尚かつ人間の自由、主体

性 を維持 しよ うとす るもので あったが、逆 にかか る立場 に対立する非合理主義 の哲学が発
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生す ることを、我 々は否定 しえない。事実、哲学史は カン ト的な合理主義を以 って、啓蒙

期の思想 と規定 し、更 にこれ を批判す る立場た る非合理 主義の哲学、例 えば シ ョーペ ンハ

ウエルやニィチエの主張を叙述 する。従 って我 々はかか る思想 史のパ ースペ クィテブの中

で、更 に立 ち入 って、 ワル ラス的立場を相対化 しつつ、高次の立場の導 出の努 力を なさね

ばな らぬであろ う。 しか しい まはそれに立 ち入 る機会で はない。

最後に我 々はワル ラスの形而上学 的立場が、単な る形而上学に終 らず 、彼 の経済思 想体

系の全体に、即 ち彼 の学問的な実践 的活動 に、生か しきられてい ることを指摘 したい。そ

れは、彼の行 動を支 える究極的な価値的立場 と考 えうる。後 に方法論的考察で言及 し、更

に構成原理た る社会主 義と 自由主義 の綜合で も、更 にその具体 的規定 たる所有論及び経済

体制論 の素描、土地 国有化論の概略で も示 す如 き彼 の経済思想体系を貫 く一本 の糸は、現

実 の理念化→理念の現実化 という相互規定的 シエーマ で あ り、 こ の 一本の糸を根底で支

える立場、信念 こそ、上述 の形而上学的立場 と考 え うるか らで ある。 ワル ラスは、彼の所

謂社会 主義社会 の理念の現実化 の中に、絶 対的現 実的存在 の自己実現 そのものを見い 出し

ているはずで ある。

以上 の如 く認識論的、倫理学 的、形而上学的考察 を通 じ、ワルラスの哲学的立場は極 め

て カン トに類似せ ることが明かにせ られたであ ろう。特 に形而上学 的考察で 明か な如 く、

ワル ラス思想 にはそ の根底 に極めて深 い宗教的色彩が漂 うこ とに注意 して頂 きたい。但 し

かか る宗教的立場は あくまで も人間 の実践的主体的な立 場と矛盾 する もので な く、 マル ク

スが批 判する如 き阿片 としての宗教で は全 くない。かえ ってそれが提示 する主 体的哲学 の

立場はある意味で はマルクスの主体的哲学 の立場 と深 く通 じるものを持 っている。

尚、 ワル ラスのカン ト理解が間接 的で あ った如 く、私 のカン ト理解 も間接的であ るこ と

を告 白 してお きたい。従 って私 の解釈は私 の読 んだ書物か ら私が理解 しえた限 りでの カン

ト哲学 に基 くもので ある。 そして このことは一介 の経済学研究者た る私 にと り、やむを得

ぬ ことであ った。だが このことは私の研究に対す る読者 の疑惑 の源泉 にな りうるか も知れ

ない。 それ故参考の為、私 にカン ト理解を与えた書物 を以下提示す ることは無意味でない

と考え る。

(1).朝 永三十郎 「近世 におけ る我の 自覚史」 ハ 超個人我 の発見、 ヵン トp.44～p..

84
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(2).波 多 野精一 「西洋哲学史要」 カン ト

(3).西 谷啓二 「根源的主体性の哲学」 第二部歴史 と自然、道徳における時代性 と恒常'

性、3、 カ ン トにお ける 「人間性 の理念」(P.234～P.242)

(4).シ ュテー リヒ 「世界 の思 想史」(下)第 四章 カン トP.52以 下

(5).高 坂正顕 「カン ト」

(6).G.マ ルチン 「カン ト」一存在論 と科学論

以上 の うち特 に(3)、(5)、(6)、 が有益であ った。特 にマルチンの カン トは現代理論物「

理学 の方法論 に対 しカン トの認識論が、その基礎 づけと して意味を持 ちうること、更 に存

在論 の立場か らカン ト哲学を新た に解釈す る余地 のあることを教えて くれた意味で、特 に一

そ うで あった。
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:IV・ ワル ラス 体系 の 狭義 の 基 礎 理 論

4.1方 法論的考察に ついて

ワル ラスの方法論的考察 は、まず理念 と現実を区別 し、次 に この区別 に立 ち、理論或 い

は科学 を 「現実の理念化」、実 践 或 いは政策を 「理念 の 現 実 化」 と定義する こと105)、そ

して最後 に現実の理念化→理念の現実化 とい う相互規定 的連鎖を介 し、理論 と実践、科学

.と政策 とを一つの同一性 の中に綜合する こと、 に要約 され うる。そ してかか る方法論的考

察は構成原理たる社会主義 と自由主 義の綜合 に対 し、論理的 に先行すべ きものであ る。

我 々は以下 これ らの諸点 につ き、特 にワルラスの純粋哲学的立場 との関連に留意 しつつ

考察 したい。

現実 とは何 か。我 々は現実或いは現実 的なるもの、 とい う概念を規定す る為、 ワル ラス

の 経験概 念につき想起す る必要がある。 ワルラスは経験 の絶 対的、客 観的要 素 と相対的、

.主観的要 素とを区別 した。その際我 々は前者を形式的側面 或いは純粋統覚 による統一 作用

・の側面 と、後者を内容的側面即 ち外的内的経験、即 ち感覚表象、意識 表象の内容 的側面 と、

解釈 した。そ して前者 はアプ リオ リかつ超越的、後 者 は ア ポ ス テ リオ リか つ所与 的なる

ものであった。 それ故、現 実的なる ものとは、かか る経験 的なる もの、即 ち 「形式 によ り

統一せ られ た内容」を、その中に含 むと考え うる。何故 な らば、経験 的なる ものは現 実的

なる もので あるが、現実的なる ものは、経験的な るもの即ち認識主観 によ り対 象化せ られ

た客体 の他 に、 認識の対象にあ らざるものを も、含むか らである。形而上学 的考察 でワル

ラスは、彼の所謂神を絶対 的現実的存在 と規 定 していたが、かか る神 は認識 の対象 た りえ

ぬ が現実的な るものであ った。だが、方法論的考察 で問題 とせ られ る現 実 的 なるものと

は、む しろ、認 識の対象 た りうるもの、経験 的なる ものと狭 く解 しうるで あろう。従 って

以下現実的なる ものとは、かか る狭い意味 で理解 されねば ならない。 その際我 々は現実の

中に勿論可能 的現実 を も含 めねばな らない。可能 的現実 とは純粋統覚 による統一作 用と理

性 の能 力たる推理作用 によ り、認識 として産 出可能 な一切 の可能的 内容、過去 にさかのぼ

り未来 にまで及ぶ可能的経験 を意味 する。 それ故かか る現実的な るもの とは感性的であ る

限 り、狭 義の理性で な く主 として広 く悟性 の働 きと関連 し悟性的概念 として範疇化 し得 る

もので もある。

LO5)L・Walras,Etuded'6conomiesocialep.II。
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理念 とは何か。理念 とは人間の知性 的能力 の一 つで ある理性的能力に対応 した理性 的概

念 である。人間 の悟性的能 力は感宮に与 え られ た 直 観 の 多様 を、まず想像力 を介 し統 一

し、次 にかか る内的外 的知覚 を判 断力 を介 し悟性範疇 に連絡づ け、か くて経験 を構成 しえ

た。 この様 に経験 とは、悟性 的概念 と関係 を持つが理性はかか る悟性 的概念 を結合 し高慧

の統一を導 出す る能 力、即 ち広 く思惟 の能力 その もの と考え うる。そ して我 々はかか る思

惟 の能力 のうち推理 の能力 といわば類推 の能力 とを代表的な ものと して重視 したい。 それ

故理性 の能力た る推 理の能 力を介 し、悟性 的能力が産 出 した経験 的諸命題を結合 し、高次

の経験的命題が導出 され るとき、か かる高次 の経験的命題が現実的なる もの、特 に可能的

に現実的な るものであ りうることを、我 々は否定 しえない。だが理念 とは、かか る可能的

に現実的 なるもの とは区別せ られ ねばな らない。従 って、理性 の能力 たる推理作用 は、必

ず しも理念に対応せず我 々はむ しろいわば類推の能力を理念に対応 させ るべ きで ある。例

えば我 々が神の理念 を思惟す るとき、人間 の諸 々の心理的能 力か らの類推 により即 ちそれ

らを一 方的に完成 された ものに高 あることによ り、神の理念 を規定す ることが ある。かか

る場合我 々の所 謂類推 の能力 が使用せ られ るわけである。か くて理念 とは、広 い意味での

思惟 の能 力、就中類推 の能力 の使用 により得 られ、か くて感性的 なるものでな く、超感性,

的なる もの と考 え うる。

かか る現実 的なる ものと、理念的な るもの との相違 、即 ち悟性的概念 と理性的概 念 との・

相違を ワル ラスは次 の如 く論 じる。悟性範疇 として例 えば、本質(essence)、 実存(existe-

nce)、 量(quantit6)、 質(qualite)、 関 係(relation)が 存在す る。 我 々 ば この と き 存在.

(etre)、様式(mode)、 数(nQmbre)、 大 きさ(grandeur)型(type)、 原因(cause)目 的(fins)

法則(loi)等 を媒介 として(こ れ らは大体 カン トにおけ る図式 にあたるもので ある。但 しカ

ン トは原 因を悟性範疇 と考 えてい るが)感 官上に与え られた直観 の多様化を範疇化す る。

この とき悟性 的概念 にす ぎぬ本質 は個別的、実存 は現 象的、質 は不完全、量は有限、関係ー

は偶然 的、相対的、依 存的で ある。それに反 し、理性 的概念で あ る本 質 は 普遍的、実存

は実体的、質 は完 全、量は無限、関係 は必然的、絶対的、独 立的で ある1e6)。この様に ワー

ル ラスは現実的な るものと理念的な るものの違いを、個別 的対普遍的、現象的対実体的、

不完全対完全、有限対無限、偶然的、相対 的、依存 的対必然的、絶対的、独立的 として、

即 ち感性 的なる もの対超感性的な るもの として規定 する。それ故現実的 なるものは、広 義二

106)ibid,P.112.P.114
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悟 性的能 力た る認識能 力に、理念的 なるものは、狭義の理性 的能力 たる思惟 の能力 に、対

応 させ うるであろ う。

理論或いは科学とは何か。 それ は 「現実の理 念化」 と107)定義 せ られ る。 そ して現実及

び理念 の規定か ら、我 々は 「現実の理念化 」、即 ち理論或 いは科学 の構 成 に 際 し、形式的

側面 との関連において、悟性的能 力 と理性 的能力 が、更 に内容的側面 との関連 にお いて感

性 的能力が、 必要とされ ることを理解 しうる。そ こで我 々は以下現実 の理念化 につき、詳

細 に規定せ ねばな らないlo8)。我 々は 「現 実 の理念化」を1、 「純粋科学的な意味で の現実

の理念化」2、 「応用科学的な意味 での現実 の理念化」に区別 し、更に1を(i)「 純粋 自然

科 学的な意味 での現実の理念化」、(ii)「純粋倫理科学的な意味 での現実の理念化」 に、2

を(i)「応用 自然科学 的な意味での現実 の理念化」、(ii)「応用倫 理科学的な意味での現実の

理 念化」 に区別す る。1の 基準は純粋真理 、2の(i)の 基準 は利或いは 効 用、2の(ii)

の基準 は善或 いは正義であ る。 この ことか ら我 々は、 ワル ラスが科学 とい う名称によ り、

純 粋 ・応 用科学を ともに意味せ しあていることに注意すべきである109)。ワル ラス経 済 思

想体系に即 しこの点を具体的に規定すれば、純粋経済学は1の(i)(但 しその 意 味 は科学

論 的考察 において規定 された如 く限定を受 けねばな らない)、応 用経済学 は2の(i)、 社会

経 済学 は2の(ii)に 対応する 「現実 の理念化」を行 うことになる。 だ が ワル ラスに存在

する経済体制論的立場は、以上 のいずれの 「現実の理念化」 に も対応せぬ独 自的の もので

あ り、2の(i)(ii)の 綜合 的適用 により成立す る 「応 用科学 的な意味 での現実 の理念化」

と 規定 しうるで あろう。

この様 に 「現実 の理念化」 としての理論或いは科学は、その性 質に従 い、純 粋科学 的、

応 用科学的の ものを共 に含 む ことが明 らかにな ったが、それによ りワルラスの純 粋哲学的

立場が、「現実の理 念化」全体 に対 し、特に倫理 学的立場が 「応用科学的 な意 味 で の現実

の理念化」に対 し、それ らを基礎づけ るものと して重要 なることが明 らか になる。 けだ し

唯物主義的、精神主 義的経験主義及び理念主義に対 しワル ラス的認識論 が与 える綜 合を、

我 々はかか る 「現実 の理念化」 に際 し論理的に前提せ ざるをえぬ し、 それ と矛 盾的 にはか

107)ibid.p.11.

108)我 々 の か か る規 定 は 、 ワル ラス の 科 学 論 的 考察 に暗 示 され た も ので あ る、 な お 、

府 大 経 済 研 究 第49号 掲載 の、 拙 稿 「Lワ ル ラス の社 会 経 済 学(1)」P,21～P.22.及 び

.p.33～p.34を も参 照 され た い。

109)第1部 工、1.2参 照 の こ と。
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か る 「現実の理 念化」 自体存在 しえぬか らであ る。更 に 「癒用科学的な意味での現実の理

念化」では、認識主体 の価値判断が積極的に折 り込 まれ るが故 に、かか る価値信念を、科

学ない し理論に迄構成す るに際 し、それを基礎 づけるものた る倫理学的立場を、我 々は前

提せざ るをえない。ワルラスの倫 理学的立場と矛盾 的には、「応用科学的な 意 味 での現実

の理念化」はな しえない。

実践或いは政策 とは何か。 それは 「理念 の現実化」 と定義せ られ る。 ここで も、理念及

び現実の規定110)か ら 「理念 の現実化」た る実践或 いは政策 にと り、形式 的 側面 との関連

において悟性 的能力及 び理性的能 力が更 にに内容 的側面 との関連において感性 的能力 が、

共 に必要な ることを我 々は理解 しうる。だが我 々は、 ここでは、更に人間の意志 の必要 を

積極的に付加せねばな らない。確かに 「現 実の理念化」 に際 して も、 人 間 の 意 志 の能力

は、広 い意味 での真理(そ れ は上述の純粋真理 のみに限 らない)へ の意志 として否定 しえ

ぬ役割を果 す。だがそこで の意志 の 自発性 は、主 として入間 の知性的能力の観想的使 用に

限 られ る。それに反 し実践或 いは政策で必要とされ る意志は、「理念の 現 実 化」 を介 し、

、即 ち実践或いは政策 を介 し、現実を変革せ んとす る意味で、観想的な らぬ意志 である。そ

れ故、我 々は実践或 いは政策 の本質規定 を、根底で支え る立場 として特 に ワル ラスの形而

上学的立場を想起せ ざるを得ない。勿論か かる本質規定 はワル ラスの純 粋哲 学的立場 の全

体を予想する もので はある。だが実践或いは政策 で特 に重要な ことは、理念 に方 向づけ ら

れ ての現 実の変革で あり、そ の意味 で特 に理論 的に使用せ られた理性 でな く、実践 的に使

用せ られた理性、実践理性、或いは合理 的意志が重視せ られねばな らない。更 に 「理念 の

現実化」 の過程 は、 ワルラスの形 而上学 的立場か らは、同時に絶 対的現 実的存在即 ち神 の

自己実現 の過程で もあ る。「理念 の現実化」を主体的実 践 的に行 為する ことに、 ワルラス

は絶対 的現実的存在即 ち合理 的意志 的、 自覚的行為的存在たる神の客観 的実在 性の根拠を

見 い出すか らで ある。

我 々は次 に 「理念の現実化」 を詳細 に 規 定 せねば な らないll1)。我 々は、 まず.現 実化

せ らるべ き理念が超 感性 的存在で あること、次 に現実化 された理 念、即 ち現実が、感 性的

存在で あることに注意すべ きである。そ して超感性的存在が絶 対、完全等 の属性を持 ち、

逆 に感性 的存在が不完全相対等 の属性を持つ ことの故に、現実 化さるべ き理念 と現実化 さ

110)L.Walras,Etuded'6conomicsociale,P.11.

111)こ の 点 に つ い て も 、 府 大 経 済 研 究 第49号 、 掲 載 の 拙 稿 「L.ワ ル ラ ス の 社 会 経 済

学(1)」P・21～P・22P・33～P・34を 参 照 さ れ た い 。
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れ た理念 との間 に本質 的に存在す る断層を深 く理解せねばな らない。我 々はかか る現 実化 ・

さるべ き理念 と現実化 され た理念 との関係を、後者を前者の近似的存在と して規定する。

勿論かか る近似性は極限では一致性 に転 じるが故 に、我 々には近似性 とい う概 念によ り両

者 の完全 なる一致を極限にて思惟 しうることを否定 していない。そ して我 々は ワル ラスの

理念 と現実 との本質 的区別 の中に、 カン ト的な二世 界説 的立場 が浸透 している ことを も否

定 しえない。

かか る洞察に立ち、我 々は、「理念の現実化」 を、1「 政策論 的な意味で の理念 の現実

化 」、2.「 技術論的な意味で の理念 の現実化」 に区別す る。1で は、 「理念 の現 実 化」 の

主体 たる実践的主体が現実化 さるべ き理念を、主体的価値合理 的に 自ら選 びとる ことにそ

の特微が存在 し、2で はかか る実践的主体が、現 実化 さるべ き理念を、単 に与 え られ た目

的と して受 けとることのみが充分で、専 ら目的実現 の手段 、方策 の適合性 の研 究を のみ行 『

うことに その特徴が存在す る。かか る主体は、極端な場 合には、現実化 さるべ き理念 、即

ち自己 に対 し与え られた理念 が含む価値信念 と、 自己の価値信念 の矛盾 を意識 しつつ、あ

え て強制的慣習的に、非価値合理的 に目的への手段 の適合性 を研 究す ること もある。勿論

1も また 「理念 の現 実化」 である以上 その内部に、目的に対す る手段 の適合性 の研 究を含

まざるをえず、その限 り、 「技術論的な意味での理念 の 現 実 化」 を包摂す るが、1で の特

徴 的な点は、 目的 自体 の実践 的主体 によ る価値合理 的選択 、 自己の信念 か らす る選択 が、

存在す ることであ る。通常、科学 として の政策論の条件 に、目的の所与性 とそれへ の手段

の適合性 のみがあげ られるが、 この場合かか る政策論とは上述 の技術 論的の ものであ り、

我 々は政策論 とい う概念を もっと広 く、即 ち、「応用 科 学 的な現 実の理念化」 と 「政策論

的 な理念 の現実化」 を ともに包摂す る如 く考えている。従 って それ は ワル ラスの政策 概念

よ りは広い ものである。そ して ワルラス体系 もまた、我 々の意味 で、政 策論 的と規定 しう

る構造 を備えている。

我 々は次に理 論と実践、科学 と政策(技 術)の 相互規 定的統 一の理解 に進 まねば な らな

い。我 々は以上 の考察 で、現実化 さるべ き理念 と現 実化 された理 念との関係 を近似性 の概

念 によ り把えた。近似性 とい う表現が示す如 く現 実化 された理念 、即 ち現実 は、現実化 さ

るべ き理念に根本的に制約せ られ る。即ち実践或 いは政策(技 術)は 理論或 いは科学 に根

本的 に制約せ られて こそ、真 の意味で実践或いは政策(技 術)と 規定 しうる もので ある。

だ が同時 に、実践を根本的に制約す る理論 とは、「現 実の理 念化」 と して現 実 と無縁 たり

えず、現実を媒介 しそのかぎ り現実 に制約せ られねばな らない。そ して ワル ラス的な理論
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構成 の立場はかか る 「現実 の理念化」 という理論 の定義が示す如 く、根本 的には、経験 主

義 と理念主義を綜合 し、単 なる経 験 主 義 的 立 場を越え ることに も注意せ ねば な らない。

さて こあ様に理論を 「現実 の理念化」、 実 践 を 「理念 の現実化」 と規定す るとき、 これ ら

は、現 実の理 念化→理念 の現実化→現実 の理念化 …… とい う相互規定的な一連の連鎖を生

ぜ しめ ることがわかる。 それ故理念 と現 実 とは、決 してば らば らのものでな く、相 互的に

他 を必要とする二重 的関係 に立つ概 念であ り、上述 のシエーマを介 しワル ラスの方法論 的

立場 は端的に一 つの総合的立場、即ち、理念 と現実、従 って理論 と実践 を媒介 的契機 と し

て成立 する一 つの同一性、 と して 理 解 せ られねばな らぬ ことが分 る112)。更 にかか るシェ

ーマは、 ワルラスによ りフランス革 命や クリスティアニ ズム といった歴史 的事象を介 し単

なる方法論 的論理 と して のみでな く同時に歴史 的現実 の論理 とも考 え られ、従 って ワル ラ

スの歴史哲学 的立場を示唆する意味 を も持 つもので ある113)。

我 々は最後 に科学 と政策(技 術)の 本質上 の相違を異 った角度か ら規定 して お く。 ワル

ラスは次 の如 く論 じる。 自然科学 では同一 の人間が純粋科学、応用科学、 中には実践 まで

を も一人で行 うことがあるが、倫理科学では純粋科学及び応 用科学 を構成す る主体即 ち理

論 家 の機 能 と、政 治家即ち実践 的主体 の機能 とは区別 せ られねばな らない、従 って応用

科学者は、純 粋科学 を媒介 としつつ、利害或いは正義の、絶対或 いは完全 の観点を維持 し

て、社 会の組 織化の理念 を構成せねばな らず、政治家 は逆 に、科学者 によ り与え られたか

かる理 念の現 実化 を 目指 し、 あ くまで も相対或 いは不完全 の観点 に身 を置かねばな らぬ、

がそれ である114)。換言 すれば、政 治家 ない し実践的主体は、科学 の要 求 す る理念 と、現

実 の状況 との間 に何 ん らかの妥協点 を見 い出さねばな らない、即 ち、理 念が与 える到達点

と、それ に至 る出発点 との間に、何 ん らか の妥協を発見 し、理 念の現実化 に際 し出来 る限

り混乱 を避け、むしろ漸進的 にこれを行 うべ きである。だが逆 に科学者 は現実 の理念化に

際 し完全、絶対 を求 め革新 的な理念を構成せねばな らないll5)。そして 我 々は 社会経 済学

ないし経済体制論 にお けるワルラス 自身の 「現実 の理念化」 と、土地 国有化論 におけるワ

ル ラス自身 の 「理念の現 実化」 に、かか る理論 と実践 の持つ本質 的特徴 即ち革新性 と漸新

性 とが如実に具体化せ られて いることを、指摘 してお く。

112)LWalras,Etuded'6conQmiesocialep.10.

113)ibid.p,20.
114)LWalras,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6ep.455.

115)ibid.p,456.



66

以上 の考察か ら、我 々は ワルラス自身 の表現を借 り、彼の方法論 的立場を次 の如 く命題

化す ることがで きる116)。

i・理念(ideal)及 び観念(id6es)の 世界は理論或 いは科学 の固有 の 対 象、真 の領域で

ある。

iの 系、理論や科学の中でその存在 が認 め られ る理念や観念は、 経験が提供 する事実、

現実か ら、悟性的能 力(entendement)や 理性 的能力(raisen)を 介 し導 出せ られるという

条件を満す ものでなければな らない。

ii・現実(r6alite)及 び事実(faits)の 世 界は実践 或いは政策(技 術)の 固有 の対 象であ

り真 の領域であ る。

iiの系、実践或いは政策は、理論或 いは科学 の与え る諸原理 を現実 や事実 に適 用 して行

われ るときにのみ真 の意味 で存在 しうる。

iii'全 て の理念はそれが理念である限 り完全であ り絶対であ る。

iv.全 ての現 実はそれが現実で ある限 り不完全 であ り相対 である。

v・ 理論或 いは科学 とは現 実の理念化(1'idealisationdelarealite)と 定義 しえ、実践或

いは政策 とは理念の現実化(iarealisationde1'ideal)と 定義 しうる。

vi.理 論或いは科学 の本質 的原理は完全或いは絶 対であ り、実践或 いは政策(技 術)の

本質的原理は不完全 或いは相対で ある。

vii.従 って理論或いは科学 と、実践或 いは政策(技 術)と は、 決 して ば らば らに存在

す るのでな く、現実の理念 化→理念 の現実化 とい う一連 の相互規定 的作 用により一 つの同

一性 の二 つの契機 として存在 しうる もので ある。(こ の点 を ワル ラスは明 示 的 に命題化 し

なか ったが、我 々は これを も付 け加 えてお く)。

尚、以上 の考察を図式 的に整理 してお く。(次 頁参照 のこと)

注意、我 々は 当初続 けて以下 の項 目を考察する予定 であったが、紙数 の制約上 省略 し、

項目の表題 をのみ記述す ることにす る。 このことは狭義の基礎理 論の論理 的構造 を理解す

るため意味が あるか らであ る。

4.2人 間学的存在論的考察

4.2.1人 間学的考察

(i)生 理的経済的観点 か らの人間 の分析一 分業について

116)LWalras,Etuded,6conomiesocialep.10～p.11.
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(a)感 受性 について

(b)知 性 について

(b.1)想 像力 につ いて

(b.2)悟 性 について

(b.3)理 性 につ いて

(c)意 志 につ いて

《iii)労 働者及び倫理 的人格性 につ いて

・4.2.2存 在論 的考察
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(i)Art,Science,Industric,Moeursの 定 義 と区別 に つ いて

(ii>Art,Science,Moeurs,Industrieの 相 互 的 関連 の分 析 一 それ ら の 調 和性 の論 証

4.3規 範 的 性 格 を持 った社 会 学 的 考 察(c6nonique的 考察)一一社 会 の科 学 の一 般 的原 理

4.3.lc6noniqueの 本 質 規 定

4.3.2社 会 の事 実 の本 質

4.3.3社 会 の科 学 の一 般 的原 理

尚 以 上 に つ いて は 「大 阪 府 立大 学 経 済 研 究」 第51号(p.29～p.51)を 参 照 され た い 。.
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一V
・ ワ ル ラ ス 経 済 思 想 体 系 の 構 成 原 理117)

5.1社 会 主 義 と 自 由主 義 の 綜 合

我 々 は まず か か る考察 が方 法 論 的 考 察 と対 応 し、先 行 す る論 理 と して それ を 必 要 とす る

こと を指 摘 して お く。 何故 な ら、か か る綜 合 の き め 手 を 与 え る 観点 の区 別 が 、 理 念 と現

実 、 従 って 科 学 或 いは 理 論 と、政 策 或 い は実 践 で あ るが 故 に 、我 々 は それ らの本 質 的 洞 察

・を方 法 論 的 考 察 に求 めざ るを得 ぬ か らで あ る。

5.1.1社 会 主 義 と 自 由主 義 の 質 的 区 別

ワ ル ラ スは 社 会 主 義(socialisme)と 自由主 義(liberalisme)と を1.理 論 的実 践 的 根 本

原 理2.科 学 的 方 法3.政 策 的手 続 ・1.歴 史 哲 学 的 原 理5.社 会 主 義 及 び 自由 主

義 に そ の 土壌 を 提 供 した 現代 国家 、 と い う5つ の 観点 か ら分 析 す る 。 第1の 観 点 か らは 社

会主 義 は、 完 全 或 いは 絶 対 の体 系(systemedelaperfectionetdeI'absolu)、 自 由主 義 は

完 全 可 能 性 或 い は相 対 の体 系(systさmedeIaperfectibilit6etdurelatif)118)と 、 第2の 観

点 か らは、 前 者 は ドグ マ テ ィズ ム(dogmatisme)、 後 者 は批 評(criticisme)119)と 、 第3の

観 点 か らは 、 前 者 は専 制 主 義 、(despotisme)後 者 は 自由(放 任)主 義(1iberalisme)120)と 第

4の 観 点 か らは 、 前 者 は 反 省 的理 性(raisonr6fl6chie)或 い は ドグ マ的能 力(facult6dog-

matique)の 重 視 、 後 者 は 自 然 発 生 的 感 情(sentimentspontn6)或 い は 自由 な る能 力

(facult61ibre)の 重 視 と121)、各 々特 徴 づ け られ 、最 後 に 第5の 観 点 か らは 、前 者 の土 壌

は フ ラ ン ス、 後 者 の 土 壌 は イギ リス と考 え られ て い るエ22)。我 々 は 以 下 か か る特 徴 の各 々

117)ibid.P.176で 、 ワ ル ラ ス は 、 「jeveuxexposerunemethodenouvelleenvue

… …dcconstituerlamoralesociale」 と 論 じ て い る が
、 我 々 は 、constituerと い う語 か ら

ヒ ン トを え て 、 構 成 原 理 と い う 概 念 を 作 成 し た 。 こ こ で 新 し い 方 法 と は 、 所 謂 、 綜 合 的 方

法 で あ り、 こ の 方 法 を 介 し 、 ワ ル ラ ス は 、moralesocialeを 構 成 し よ う と す る 。c6noni-

・queも ま た か か るmoralesocialeに 含 ま れ る が 、 そ れ は 更 に 、 社 会 主 義 と 自 由 主 義 の 綜

合 等 々 の 、 イ デ オ ロ ギ ー の 対 立 の 綜 合 を も 含 む も の で あ る 。 ワ ル ラ ス は か か るmorale

・socialeを6conomiesocialeの 基 礎 理 論 の 一 つ と み て い る が(P.177.ibid.)そ れ は 更 に 、

経 済 体 制 論 の 基 礎 理 論 の 一 つ と も 考 え ら れ て い る(P.176ibid・)。 そ し て ワ ル ラ ス は 純 粋

経 済 学 を も う 一 つ の 基 礎 理 論 と 考 え て い る 。 我 々 は そ れ を 、 隣 接 領 城 と 規 定 し た 。 な 電

経 済 体 制 論 と い う 訳 語 は 、1'organisation6conomiquedclasoci6t6或 い は 、Porgan三sation

sociale6conomiqueに 対 応 す る も の で あ る 。ibid.P.176を 参 照 さ れ た い 。

118)bd・P・7～P・8・

119)bd.p.18.

;120)bd.p.18.
『121)bd

.p.19.

t22)ユbid・P・21・
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について説明を加 えて い く。

(i)完 全或 いは絶対の体系及 び完全可能性或 いは相対の体系一理 論 的 実 践 的原理 につ

いて

ワル ラスは完全(perfection)と 完全 可能性(possibilit6dclaperfection,perfectibilit6)と

い う二 つの概念 を区別す る123)。そ して完全 の体系を社会の可能な る限 りの 完 全 化 が現実

に行われ うる という信念 とその現実化 の努力 を共 に肯定す る立場 と定義 し、それをまた絶

対 の体系 とも各付 け、社会主義の理論的実践 的根本原理を そこに見い出す124)。それに対 し

完全可能性の体系 を、完全化への信 念とその現実化 の努力を共に否定す る立場 と定義 し、

それをまた相対 の体系 と名付け、 自由主 義の理論 的実践的根本原理を そこに見 出すエ25)。

(ii)ド グマテ ィズム或いは批評、及 び専制主義或いは 自由放 任 義 者 一科 学的方法及び

政 治的手続 きについて

以上の様な原理上の区別か ら次の性 質上 の区別が導 出せ られ る。社会主義は唯一 同一の

科学的方法を使 用 し、唯一同一の政 治 的 手 続 に訴 える「26)。科学的方法においてそれは ド

グマ的反省或いは反 省的理性(r6flexiondogmatique,raisonr6fl6chie)を 介 して、 ドグ

マ的 と規定 しうる確定 的決定的な社会的公式 の 提 示 に努力 を傾注す る127)。かか る特徴を

ワルラスは ドグ マテ ィズムと規定す る128)。また政 治 的 手続 において それは権力や権威に

訴 え、我 々に専 制的 に以上 の ドグマ的公式 の即時的直接的適用を課す る。 この点を ワルラ

スは政 治的手続 としての専制主義 と規定す る】29)。逆 に自由主 義 の 特 徴は ドグマテ ィズム

及 び専制主義への恐怖 に求 め られ、その立場か らは、人間活動の完金に 自由な る放置 こそ

が、 自然発生 的に社 会の進歩的運動を出現 させ る根本的要因をなす と考え られ る(但 し社

会 の進歩的運動を信 じる点 において、2つ の立場 は共通 してい る)。 それ故 に社 会につい

ての研究は純粋かつ単純 なる批評た りうるか、せ いぜい経験的 な現実の 改 良 の 媒 介 た り

得 るにすぎず 、現実の変革の武器 と考え られ ることは決 してな い。 また、その政治的手続

と しては、 自由なる 臼発性 に基づいた 自由放任主 義が重視されざるをえな くなる130)。

123)

124)

125)

126)

127)

128)

129)

130)
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(iii)自 発的情熱の重視或いは反省的理性の重視 一歴史哲学的立場について一

更 に各 々の立場は歴 史哲 学 的 と名 付 け うる考 え方 を持 つ131)。社 会 主 義 に従 うと社会

の進歩は一連の ドグマ的な公式が断えず次 々 に 交 替 せ られて い くその様な継続 を介 して

進 め られ る132)。例 えば法 律 の 改 良 が倫 理的事実(moeur)の 改良を引 き起 こすとい う様

に133)、理論が現実 の運動 に先行 しそれを規 定するものと考え られ る。 自由 主 義 に従 うと

社会 の進歩は時代か ら時代へか けて新たにせ られてい く感情、情熱等の根源的非合理 的動

力 に支 え られた人間活動の努 力によ り進 め られ る。故にまず倫理 的事実が改良せ られ次に

法 律が改良せ られ るという様に134)、ここでは理論の 役 割 は背 後に しりぞ けられ彼等の強

調 する歴 史的運動の源動力は第一 次的には、理性 とい うよ りはむ しろ熱情 という如 き自然

発生 的根 源的非 合理的な諸 力に求 め られ る。

ここで注意すべ きことは、理論 とはあ くまで もワルラス的意味 で理念主義 と経験主義の

綜合的立場か ら構成せ られ たものを意味 し、従 って自由主義的立場に何 ん らか の意味での

理 論が欠除 しているという ことは少 しも論 じられ ていぬ ことで ある。だが 自由主義 の立場

での理論 とは専 ら経験主義 に基 き、感性 的次元以上 には出な いと考え られている ことは確

かであ る。また社会主 義的立場が反省的理性を重 視す る とい って も、政策或いは実践 の次

元で、それが、 自由なる自発性を必要 とす ることはい うまで もな い。だがそ こではか かる

自由な 自発性 、本来非合理的 なるものが、理性 によ り方 向づ け られ合理化せ られて いる こ

とには注意すべ きである。但 しかか る立場の方 法論的反 省の不徹底 さか ら、非 合理 的な根

源的動力の理性 による方 向づ けが、専制主義を肯定す るという形で表われ る点 が、批判せ

られ るわけである。

(iv)フ ランス或 いはイギ リスー社会主義或いは 自由主義 にその土壌 を 提 供 した現代国

家につ いて

以上の如 く特徴づけ うる社会主義 と自由主義は あらゆ る時代場所 を通 じて存在す るとワ

ルラスは指摘する。特 に現 時点 において、 それ らは現代国家 の中か らその精神及びその果

す役割が各 々に同情 的なる ものをその思想 の土壌 と して選び とり、それ らの国家の運命に

熱烈 な愛着 を示 して いる。支 配 と権威 の国フ ランスは社会主義の、 自由と個人の創意を尊

131)ib
132)ib
133)ib

134)ib
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重 す る国 イギ リスは、 自由主義の土 壌 とな った135)。

5.1.2現 実における各々の立場 の典型的形態

以上の 様 に特 徴 づ けうる社会主義と 自由主義 は、典型的 には次の如 き現 実的形態を と

った。まず社 会主義 は理念の中に現実を、絶対 の中に相対 を、 吸収 しつ くし理論及 び科学

を優位 におき真の意味の政策 を後退 させ た。 ここでは確定的決定的な社会的公式の探究を

目的とす る科学がすべて とな り、純粋且つ単純な るこの公式の即時的直接的 な実践への応

用 が政策 の本質 とな ることか ら、政策 はその本来の性質を失 い存在の余地を持 たない。彼

等の政策 とは ドグマ的公式を即時的直接 的に応用す るた めの専 制主義以外の 姿を とりえな

いのであ る。更にまた以上 の如 く科学がすべて となる ことよ り、反省 的理性 が重 視せ られ

ることになる。逆 に自由主義は現実の中に理 念を、相対 の中に絶対を、 吸収 しつ くし、応

用及び政 策を優位におき理論及び科学を後退 させ た。ここで は政策は 自然発生 的な社会の

発 展や組 織化の中にのみ存在 しえ、 それがすべて となる。かか る政策 ももとより我 々が 後

に規定 する如 き本来の政策ではな く、従 ってまた、かか る政策完遂の源動力 として根源的

非 合理 的な自然発生的諸力が、反省的理性以上 に重視せ られ る。 それ故 にまた科学 はかか

る発展や組織 化の純枠かつ単純 なる叙述に 自己の役割を限 らざるをえず、その真の機能を

奪 われて単な る批評活動に或 いはせ いぜい現実改良の道具にすぎな くな る。要す るに ここ

では理論 なき政策が、科学的認識を媒 介と しない政策が、支配す ることになる136)。

つま り、社会主義では、理 論或いは科学 を、完全或 いは絶対の観点を維持 しつつ構成す

べ き科学者が、 その精神をそのまま政策或 いは実践 の世界 に持 ち込み、政策或 いは実践の

本質 たる漸進的性質或 いは妥 協的性格 が後退 し政策 はその本来 の性質 を失 い、革 命的急進

的 とな り、かな りの無理をあえて犯すことになる。 ワルラスは即時的直接的に理念を現 実

化 すべ きで はな く少 しずつ確実に理 念の方 向に現実を変革すべ きことを重視 し、そ こに実

践 ない し政策 の本質を求め る137)。逆 に自由主義では、不 完 全 或 いは相対の観点を維持 し

つつ、理念の現実化に際 し、到 達すべ き目標 と出発点の距離を、何ん らかの形で妥協点を

求 め結 びつけるという政策な いし実践の本質、即 ち漸進 的性格 が、 そのまま理論或 いは科

学 の中に持 ち込 まれ る。従 ってそれ は完全或 いは絶対を求 め革新的理論構成を行 うことか

ら離 れ、政治家 が理論家の位置にな りかわ り、理論 の内部で彼 らの利害にかか わる現実の

135)

136)
137)

ibid.p.7.

以 上 の 諸 点 に つ い て はibid,p.17～p.18.

L,Walras,Etuded,6conomiepolitiqueappliqu6ep.455～p.456.
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事実 に権利を与え るとい う傾向が生 じうる138)。か くて科 学 は骨 抜 きに され、批 評活動或

いはせ いぜ い現実の改良の道具に落ち着 くことになる。

従 って 自由主義で存在 しうる科学 はワルラスにとっては真の科学 でな く、真 の科学のな

・いところに真の政策 も存在 しえず、逆 に社会主義での科学は科学 として ワル ラスの条件を

みたすがそ こには真 の政策 は存在 しえぬ と考え うる。但 し自由主 義での政策 は真 の政策で

ないと して も、政策 の一 つの本質 をなす漸進的妥協的性 格を維持す る点で、社会主義の政

策に勝 るわけであ る。

か くて ワル ラスによれば、社会主義、 ドグマ的 反 省、 専 制 主 義;自 由主義、 自発 的自

由、批評 こそが存在せ る論理 だということにな る139)。

5.1.3社 会主義及び 自由主義の立場の対立 を統一 的に把える ワルラスの立場

以上 の如 く社 会主 義及び 自由主義の立場を規定 するとき、我 々にはそれが二者択 一的な

選択 を迫 る如 く感 じられ るで あろう。だが ワル ラスはこの考 え方 を 否 定す る14。)。そ して

ワル ラスはかか る社会主義 と自由主義を綜合す る彼 自身 の立場を提示す る。

ワル ラスの社会主義 と自由主義の綜合 にと り、本質的に重要なこ とは完全可能性 という

概念 に対す る解釈で ある。その解釈 の如何 が自由主義 に導 くか 自由主 義 と社会主義の綜合

に導 くか の分れ 目となる。

完全可能性 とは完全化の状態に関するある種 の観念 と同時に、変革或いは改良せ られね

・ばな らぬ不完全な状態についてのある種 の観念を含む概念であ る。従 ってそれ は理論 的か

つ科学的 な、現実化せ らるべ き理念を含み、か くて完全性 の観念 を含 む一方、理論的かつ

科学的な理念 に従 い変革せ らるべ き現実 の観念を含みか くて不完 全性 の観念 を含む。 そ し

て かか る完全性 の状態 は、人間が いまだか って到達 した こともな く以後 も到達 しえぬ もの

と考ええ、またかか る不完全性の状態 も人間がか ってそれか ら完 全 に脱 しえた こともな

く、以後 も脱 しえぬ ものと考 えうることを、 ワルラス は 認 め る141)。だ が、 自 由主 義者

は、 この ことに矛盾を見 い出すに反 し、 ワル ラスはこのことに調和を見 出 し、一つの同一

性 の中にかか る両面を包摂 しようとす る142)。自由主義的立場 に属すあ る論者は、「完全可

138)ibid.P.455～P.456。

139)LWalras,Etuded'6conomiesocialep.18.

140)ibid.p.8.

141)ibid.p.10.

142)ibid・P・10・
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能 性 とは、一 つの矛盾であ る。我 々を 目的に近づ けるべ き運動 という観念には、矛盾が存 ・

在 する。何故 ならこの運動は我 々を進歩 させ るとはいえ、我 々を永遠に この 目的には到達

させえぬか らで ある。だが この矛盾 こそ人間生活の神秘であ り入間の活動の偉大 さの条件

である」143)と論 じる。 ここか ら彼 らは更 に完 全 を現 実 化 しうる との信念 と、それを 目指

しての努 力に消極的た らざるを得 な くな って い く。 しか しワル ラスは、かか る解釈 の根本

的欠陥 は理念 と現実 とを区別 し得ぬ ことによる144)と論 じる。社会 は現 実 的には不完全 で

あるが、理念的には完全 であ り完全化 し得 るものであ る145)。そ して 理 論 を 「現 実 の理念

化」、実践を 「理念の現実化」 と規定 し、更に現 実の理念化 →理念 の現 実 化 とい う相互規

定 的連鎖 を設定 し、不 完全か ら完全へ、完全か らその近似 的実現即 ち不完全へ とい う動 的

プロセスの中で、即 ちかか る同一 陸の中で、理念 と現実 とを従 って完全 と不完全 とを調和

的 にかか る 同一 性 の 二 つの契機 と して包摂 すべ きこ とを説 く。換言すれば理念が完全で

あり現実が不完全である以上、 これ ら二つは全 く異 質の存 在であ り、何 ん ら矛盾的 関係 に

あるものでな くなる。矛盾 はむ しろ不完全なる現実 を完全 なる理念 と同一視す るとき発生

し、それは理念 と現実 の根本的洞察の欠陥よ り生 じるものであ る。完全な る理念を その ま

ま現実化せ ん とするとき、それは本来 不可能 なこと故、矛盾を露呈せずにはおかな い。だ

が完全な る理 念を現実化 した ときかかる現実化 された理念は もはや理念でな く現実であ る

以上、それは不完全 なもの、理念の近似的 な対応物であ る、 という根本的洞察があれば、

ここに矛盾の発生す る余地はない。そ してかか る洞察を与え る立場は カン トに も見 られ る

二世界説的立場 と考 え得 るで あろ う。

この様に ワル ラスによれば政策とはどこまで も現実に足場を据えねばな らず 、現実 が変

革せ られるべ き もの と して問題 視せ られ る。 また理論 とは どこ迄 も、理 念に足場 を据 え喫

姦な らず、理念 的世界の中で、可能 なるか ぎりの完全性を求め ることが問題視せ られ る。

だが政策 と理論 とは決 してば らば らに存在す るので はな く、現実の理 念化→理 念の現実化

とい う連鎖 によ り、相互に規定 的に作用 し合 うもの と考 え られている。従 ってまた政策 的

進歩 とい う立場か らな さるべ き仕事 は、社会を改良 しそれが既にその基盤 としていた もの

を拡充 し、悪 を常 によ り以上に減少 させ、漸進的 に現実 に理念を応用す る、即ち、理念 を

143)ibid.P.9～P.10.

144)ib量d.p.10.

145)ibid.p.10.
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現実化す ることにある とせ られ146)(即 ち、理念の現実化 の方 向は漸進的であ るべき とせ ら

れて いる)、 また科学的進 歩 とい う立場か らなさるべ き仕事 は、社 会 を 革新 し新 しい基盤

の上 にそれを据え、悪 を一掃 し、理念を定式化す ることにあ るとせ られる(即 ち、現実 の

理念化 の方向は革命 的であるべ きとせ られて いる)147)。

従 って ワル ラスは 自己の立場を、 「私 は理念的 に即 ち科学的には 完 全 に社会主義者で あ

り、現実的に即 ち政策 的には深 くか つ真面 目に 自由主義者 た りうる」148)と規定 し、 この様

に社会主義 と自由主義 とを綜合す るに至 る。換言すれば政治的手続 きとしての専制主義を

避 けること、か といって 自由放任主 義を肯定す るのでな く、現 実の理念化 たる科学を媒介

と し、 それ によ り現実変革 の方 向を与 え、かつ漸進的 に理念の現実化 を試みること、従 っ、

て科学を単な る批評活動や、経験 主義的な現実改良の道具或いは特殊 的利害 の代弁 たら し

めず、 あ くまで現実変革の武器と して革新 的な理論形成 を認み るこ と、以上 がワル ラスの

真意で ある。それ故 ここでは社 会主義と 自由主義 が、一 つの人格の内部で、全 くば らば ら

に存在す るので な く、調和的に統 一・せ られ て存在す る。

最後 にかか るワル ラスによ る社 会主義 と 自由主義 の綜合は、民族的に見 ればフ ランス的

特性 とイギ リス的特性 の一 つの綜合 といいうるもので ある。かか る二 つの特性 を綜合 した

民族性を ワルラスは人間性(humanite)と 規定す る149)。

フランス的特性は ワル ラスの所 謂典型 的に社会主義的であ り、 イギ リス的特性 は典型的

に自由主義的で ある。それを彼 は両 国の憲法体系 に見 出 して いる。即ち、 イギ リスのそれ

は純粋 に実験的経験 的であ り、フ ランスのそれは合理的或いは理念的たろうと意図 されて

いる。 そ して彼等の立場 は観点 に応 じて正 しくもあり誤 りで もある。フ ランス的特性は完

全 に して絶対的な る憲法体系 の追求 という点では肯定せ らるべ きであるが、かか る体系を

明 日にで も手荒 く機能 させ よ うとす るとき否定せ らるべ きもの とな る。 イギ リス的特性は

日々の実践のために不 完全 で相対 的な憲法 の体系を固守 しよ うとい う点 では肯定せ らるべ.

きであ るが、理 論を無視す るという立場か らこの実践の中に閉 じ込 もるのであるな らば、

否定せ らるべ きであ る。だがこの イギ リス的特性 とフランス的特性 とを ワル ラス的意味で

綜合 した特性 を備 えた存在 こそが150)、ワル ラスの所 謂 人間性(humanit6)で ある。 かか

146)
147)
148)
149)
150)

d.p.14.b

d.P.14.b

d.p.16.b

d.p.21.b

d.p.21.b
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る人間性はあ らゆる手段 によ り社会 的理念 を血 肉化 した とき、同時に この理 念を現 実化す

べ く日々自己の努力を怠 らぬ存在 と規定せ られ る。そ して ワル ラスは 「我 々の祖国をかか

る人間性 の中に見 い出す こと、それ のみが問題で ある」151)と力強 く論 じるのであ る。

ところで上述 の社会主義 と自由主義の本質規定 は、 内 容 的 で な く形式的 にすぎなか っ

た。そ してかか る形式が内容化 され ることによ り、 ワル ラスの社会主義的側面 自由主義的

側面 は、真の意味で把握 しうることになる。社会主義的側面は、特に応用経済学が指示す

る経 済社会 の合理的組織化の諸規則、例 えば対独 占政策 と、更に社会経 済学が指示す る倫理

社会の、特 に所有関係 に即 しての合理的組織化、即 ちその中心であ る土地国有化論 とを、

綜 合 したワル ラスの経済体制 論的思想 の中に顕著 に表われて いる。我 々は この点につ き第

二 部で経 済体制論の素描を提示 しつつ考察す る。次 に自由主義的側面 は、実践 或いは政策

た る土地 国有化 の方策論に顕著に表われて いる。土地国有化の前提に立 つ経 済体制論は、

優れて理念 的な性格を持つが、その現実化 にと り土地の国有化を如何に行 うかの方策の研

究は欠 か しえない。 そして ワル ラスはかか る方策 の研究 にお いて彼の主張の如 く、極めて

漸進的妥協 的な自由主義的特質を打 ち出 している。我 々はこの点を も第二部で土地国有化

論の概要を与 えるに際 し指摘す る。

5.1.4L.ワ ルラスの歴史哲学的立場

最後に我 々はL.ワ ルラスの歴 史哲学 的立場 につ いて考察す る。

ワル ラスは社会 の進歩を2つ に区別 する。(1)は 社会的理念の進歩で あり、(2)は 社

会的事実の進歩 である。社会的理念の進歩 は、一 つの ドグマか ら他の ドグ マへの交替、 し

か も反省的理性 の支配 のもとに行 われる交替、 の中で進 められ る。社会的事実の進歩は、

一つの ドグマの応用か ら、他の ドグマの応 用へ の交替、 しか も根源的非合理的な 自然発生

的活動の支 配の もとに行われ る交替の中で進 め られ る。 しか し通常社会の進歩は、社会的

事 実の進歩 という概念 にあた り、そ こにおいて は理性的 な反省 もある重要な役割を演 じる

とは いえ、 自由なる 自発性 に支え られた根 源的非合理 的な諸力が一つ の決定的な役割を演

じると考え られている152)。だが ドグマの応用 という表 現 に注 意す るな らば、 応用がな さ

れ るためには ドグマの存在が不可欠であ ることが分 るであろ うし、 ワルラスは、感情熱情

等自発的活動の動力たる ものが事実 の世界でその活動を始 め る以前 に、反省的理性 は理念

151)ibid.p.2L

l52)以 上 の 諸 点 に つ い て は 、ibid.p,15～p,16.
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の世 界において、 その仕事を完遂 していた と論 じて、反省的理性の社会 的事実 の進歩 にお

ける役割 を重視 して いる153)。ここに彼 の歴史哲学的立場の特徴 が見 出され うるで あろ う。

いつにても何処 にあって も、政策 は理論 の或 いは科学の努力 と成果 とを自己の養分 として

きたのであ り154)、その歴史的例証 と してChristianismと フランス革 命 とが 上 げ られて

いる。

キ リス ト及び その使 徒達、更 に初 期の後継者達の存在以前に、ソ クラテス、 プラ トン、

ア リス トテレス、 フエ ノン、エピキユロス、キケ ロ、セネカといった人 々が存在 して いた

こと、福音 の教 えの以前にギ リシ ャ哲学や ロー マ哲学の教えが存在 して いた し、それ らの

哲学 の倫理的原理が、Christianismeそ れ 自体 の中で大 きな位 置 を 占めて きた ことが、指

摘 され、更 にたとえキ リス トが個別 的、 自発的 にかつ 自由に、熟 慮せ られ た ドグマテ ィッ

クな偏見 か ら全 く純粋な る感情の力にのみ訴えて、 自己の教えを布教 し社会 の革新の広大

に して驚 くべ き運動 に最 も精力 的 な衝 動 を 与 え た と い う ことが真実 であると して も、

Christianismeを それ に先行 した諸思想を抜 きに説 明 しつ くせ ると考 えることは全 く誤 っ

ている、 と論 じられ155)、フ ランス革命 について も1789年 に始 ま った事実 の世 界 での革命

は、16、17、18世 紀 に渡 ってな し遂 げ られ、今なお持続 してい る観念 の革命 によ り、先行

せ られ たもので あると論 じられてい る156)。

注意 我 々には当初続 けて以下 の項 目を考察す る予定であ ったが、紙数 の制約上省略 し

項 目の表題を のみ記述す ることにす る。

5.2功 利主義と倫理主 義の綜合

5.3個 人主 義と共産主 義の綜合

尚、以上については大阪府立大学経済研究第51号(p.54～p.59)を 参照 された い。

153)

154)

155)

156)

ibid,p.20。

ibid.p.20.

L.Walras,Etuded'6conomiesocialep.19～p20.

ibid.p.20.
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第2部L.ワ ル ラスの社会経済学

はじめに

我々はここで第1部 で考察した基礎的立場 を踏 まえ、L・ワル ラスの社会経

済学の固有の内容につき考察する。 ワルラスのEtuded'6conomicsocialeは 社

会経済学固有の内容である所有論即ち、社会的富の正義に合致した分配の条件

の定式化、及び租税論の外に、応用経済学と社会経済学の綜合的適用からなる

経済体制論を含み、 これ らは理論或いは科学 と考えうるものである。これ ら以

外に、なお、それは土地国有化の現実的方策の研究という実践的政策的側面を

含み、 この様に理論或いは科学 と実践或いは政策とを共に含んでいる。それ故

我々の表題は厳密には不正確であるが、一応それにより所有 租税論即ち社会

経済学固有の内容 と経済体制論(従 ってその限り応用経済学への言及を含む)

の素描、更 に土 地国有 化論の概要を包括 したいと考える。換言すれば、我々

の考察は、所有論に絞 られるが、所有論は内容的に経済体制論と関連を持つが

故に、我々は社会経済学とともに経済体制論にも触れざるをえなかった。だが

経済体制論の本格的考察には純粋経済学、応 用経済 学 の本 格的考察が不可欠

であり、それにも拘 らす本論稿でそれ らは正面から取り上げ られなかったが故

に、我々は経済体制論の本格的考察を断念せざるをえす、必要なる限り純粋 ・

応用経済学に言及 しつつ経済体制論の素描に止めざるをえなか った。だが素描

的段階であるとはいえ、我々はそれによりワルラス経済体制論の本質的部分の

考察は成 しえたと信 じている。

我々は以下ワル ラス社会 経済学 の考察を1、L・ ワルラスの所有論、2、 従

来の所有学説への批判、3、L・ ワルラスの租税 論、4、L・ ワル ラスの経済

体制論の素描、5、Lワ ルラスの土地 国有 化論の概要、に分ち、1頂次考察す

る。だが、その前に予備 的考察として、存在 論的考察とcenonique的 考察の

綜合を試み・それに立 ち応用 社会経済学及び経済体制論とかかる綜合的立場

との論理的関連につ き形式的な考察を与えてお く。但しこの部分はワルラスに
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対する我々の拡大解釈 といいうる部分である。

1.存 在 論 的 考察157)とcbnonique的 考 察 の 統 一 及 び応 用 ・社 会 経 済 学 、 経 済体 制 論

との論理的関連について

かか る考察は厳 密には基礎的立場を論 じた第1部 に包摂せ らるべ きで あるが、我 々の考

察が、 ワル ラスの考察 をある意味で越え ること、更 に、 ここでかか る考察を与え ることが

基礎的立 場 の 意 味 を 一層 明 らか にす ることを考え、我 々は社会経済学考察の予備 的位 置

に、以下の論述 を置 くことにす る。

ワル ラスは、人間学的考察 に基礎 づけ られた存在論的考 察においてエ58)、第1に 具体的人

間 の理念 を倫理的人格及び労働者 として二重 的に把え るべ きこと159)、第2に 具体 的人間社

157)存 在 論 的 考 察 とい う名 称 は 或 い は不 適 当 か も しれ な い 。 存 在 論 とは 哲学 的 には 形

而 上学 を意 味 す るか らで あ る。 だ が 、 ワル ラ ス の か か る 考 察 は も と よ り形 而 上学 で は な

く、 む しろ、 社 会 哲 学 、 しか も、 範 疇 論 的、 規 範 的性 質 を もつ 、 哲 学 の一 分 野 と考 え る こ

とが 好 ま し い。

158)こ の点 に つ い て は、 大 阪府 立 大 学 経 済 研 究 第51号 掲 載 の 拙 稿 「L.ワ ル ラス の

社 会 経 済 学(3)」p.29～p.45を 参 照 され た い、 こ こで は 、 解 決 せ らるべ き若 干 の問 題

が 示 され た ま まに 終 って い る 。 そ して我 々 は そ れ らを 未 解 決 の ま ま、 残 さ ざ るを え なか っ

た 。

159)倫 理 的 人 格 及 び労 働 者}⊂つ いて は 、 我 々 は、 大 阪府 立 大 学 経 済 研 究 、 第51号 、 掲

載 の 拙 稿 「L.ワ ル ラ ス の社 会 経 済 学(3)」 、 人 間学 的考 察 にお い て 与 え た 。 だ が 、 倫 理

的 入 格 及 び 労働 者 と して、 人 間 を 二 重 的 に 把握 す る と い う立 場 は 、 以 下 の 考 察 に と り、非

常 に 重 要 で あ る か ら、 我 々 は 、 若 干 こ の 点 を 再 論 し て お く。 倫 理 的 人 格 とは 、典 型 的 に

砿 、 動 物 に は な く人 間 に のみ 存 在 す る心 理 的諸 能 力 を高 い レベ ルで 、 統 一 して い る 人 間 存

在 を 意 味 す る 。 かか る諸 能 力 とは 、 ワル ラス に よ り、1、 同情 及 び 美 的 感 覚(こ れ らは、

没 自 己 関心 的 情 感 と名 付 け られ て い る)に よ り完 成 せ られ た 感 受 性 、2、 悟 性 を伴 った理

性 に よ り完 成 せ られ た 知 性 、3、 自覚 的で かつ 自 由 な る意 志 、 を 意 味 す る。 従 って、 倫理

的 人格 の完 成 とは 、 これ ら3つ の能 力 の可 能 な るか ぎ りの 完成 を 意 味 し、 か か る完 成 が 生

み だす 具 体 的 人 間 そ の もの で あ る。 も と よ りこれ は 理 念 で あ り、 現 実 の 人 間 存 在 は、 そ の

近 似 物 と して 無 限 に か か る 完成 を志 向す ぺ き存 在 で あ る。 他 方 労 働 者 は 、 利価 値 の 観点 か

らと ら え られ 、 人 の 目的 に物 の 目 的 を利 を極 大 化 す べ く従 属 させ る存 在 で あ り、 分 業 体系

に くみ こ まれ 、 社 会 的連 帯 的 にか か る利 を実 現 す るた め の 一 要 因 で あ る 。 そ して、 利 価 値

と善 価 値 に つ い て与 え た我 々 の 分 析(上 掲 拙 稿P.38～P.39)か ら、 そ れ らは 、 矛 盾 対 立

す る もの で な く、二 重 的 に把 握 せ られ ね ば な らぬ こ とが 分 る 。 即 ち、 倫 理 的 入 格 の 完成

は 、 上 述 の心 理 的諸 能 力 の完 成 で あ り、 従 って そ れ は 、 理念 的 に は、 労 働 者 と して の 、 労

働 能 力 、 従 って 利価 値 産 出 の能 力 の完 成 に 通 じ る もの で あ る 。従 っ て我 々は 、 社 会 的 富 の

生 産 活 動 と、 活 動成 果 の享 受 を、 常 に 二 重 的 に 、 「倫 理 的 人 格 た る入 間 」 に よ る もの と、

「労 働 者 た る入 間」 に よる も の とに区 別 し、 か つ 統一 して 把 握 す る。 そ し て、 生 産 活 動→

括 動 成 果 の享 受 → 生 産 活動 とい うナ イ クル が 、 倫 理 的 人 格性 と労 働 者 と して の 生 産 性 を、

同 時 に 二 重 的 に 、 完 成 の 方 向 へ、 少 くと も理 念 的 に は 、 方 向 づ け るべ き もの と考 え る。
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会 の理念をMoeurs及 びIndustrieの 統一 と して二重 的に把 えるべ きこと、第3にMoeurs

の基準 を正義、Industrieの 基準を利害 とし、Moeurs及 び 正 義を社会経済学、Industrie

及 び利害 を応用経済学の対 象及 び基準 とすべ きこと160)、第4にMoeursとIndustrie従

って正義 と利害 とは矛盾せず調和的 に統一せ られ るべき こと、 を主張 した。他方、 ワル ラ

スはcenonique的 考察 で、個 と集 団従 って また個人 と国家 の合理 的組 織化 の一般的公式

を、秩序及 び正義 という二 つの 基 準 に立 ち与 えて いた161)。だが ワル ラスは更 に進んで存

在 論 とc6noniqueと の関連 につ いては、充 分な考察 を展 開 しなか った。それ故、我 々は、

Moeursの 合理 的組織化がc6noniqueに よ り与 え られ るというワルラスの叙述162)を手掛

りに、我 々自身両者の関連 を考察せねばな らない。 この とき我 々は次 の如 き事柄を問題 と

せ ざるをえな い。

1、 存在論的考察でMoeursの 基準を正義 というときの正義 とc6nonique的 考察で個

と集 団を秩序 と正義によ り合理的 に組織化する とい うときの正義 とは、同一 の概念 と考え

うるか.

2、cξnonique的 考察で論 じられ る秩序 は存在論的考察 に組み入れ られた とき、如何な

る位 置を占めるか。

3、 存在論的考察でIndustrieの 基準 とされる利 とは何か、 また、かか る利 と秩序、正

義との関連 はどうか、更に一般 に利 と秩序、正義 との関連 はど う考 えれば よいか。

4、 応 用経 済学 の対象を、Industrieと しその基準 を利 というとき、 ま た 社会経 済学の

対 象をMeoursと しその基準を正 義というとき、その 意 味 は どう解釈 され るべ きか。そ

して この際除玄 されて いる秩序 は如何な る学問の如何なる基準 となるか、等 々で ある。

我 々が既に指摘 した如 く、 ワル ラスでは、終始一 貫 して二重 的方法が採用せ られ る。 そ

れ故我 々は人間 を倫理的人格 であると同時 に、労 働 者 と して 二重 的に把握す る必要が あ

る。 ここで倫理的人格 とは、動物 と区別せ られた人間固有 の心理 的能力 とみ なされ る1、

同情及 び美 的感覚によ り完成せ られ た感受性、2、 悟性 を伴 った理性 によ り完成せ られた

知性 、3、 自覚 的で 自由な る意志 の3つ を統一的調和的にかね備 えた人 間存在 であ り、労

160)こ の点 に つ い て は、 上掲 、 拙 稿p.55を 参 照 さ れ た い。

161)こ の点 に つ い て は、 上掲 、 拙 稿P・40～P・51及 びP.56～P.58を 参 照 さ れ た

いo

l62)ワ ル ラ ス が 存 在 論 とc6noniqueを 統一 し よ うと 考 え て い た こ とは、Etude

d'6conomiepolitiqucapPliqu6ep・459}⊂ 示 唆 さ れ て い る。 彼 は そ こで 、Moeureの 合麗

的組 織 化 にcenoniqueを 使 用 し うる こ とを 論 じて い る。
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働者 とは、物の 目的を人の 目的に従属 させ利価値 を実現 し、 これ によ り、 自己及 び分業関

係 を介 して他者の生存 の、経 済的生理的基盤を即 ち広 く生存資料(但 し、単に生活 のため

の衣食住 に不可欠な資料 のみでな く、精神的な欲求 を満足 させ る生産物を含 む)を 獲得す

る存在で あり、利価値 の実現 の即 ち、利価値の生 産と生 産され た利価値の何 ん らかの形 で

の費消 の観点か らとらえ られたもので ある。そ して、倫理 的人格 の完成を 目指 した 「倫理

的人格 たる人間」の行為が、 「労働者た る人間」 による利価値 の実現 の行為 と二 重的に存

在す るということ、それ故、分業 の一環で ある専 門的職 業へ特化 し、労働者 として利価値

を実現す ることと二重的にのみ、人間は倫理的人格を完成 しうる こと、かか る見地を我 々

は貫か ねばな らない。従 って労働者 としての完成、即 ち利価値 の実現 の能力 の完成は、二

重 的に倫理 的人格の完成を、少 くとも、理念的 には、伴 わ ね ば な らなぬ もので ある。勿

論 、現実 的には、 この ことは必 らず しも妥 当 しな いが、その場合 で も、かか る人間の二重

的把握 の立場 そのものは変 らない。

そ こでまず人 間を労働者 と して把え、その限 り抽象 し、そ こか らIndustrieの 構造を分

析 し、利の内容 につ き厳密 に規定す る必要 がある。

ワル ラスはIndustrieを 、職 業の専門 的分化 に従事す る 「労働者 たる人間」 が相互 にと

り結 ぶ社 会的関係 の総体、即 ち分業を介 しての、物 の目的を人の 目的に利価値実現 の立場

か ら従属 させ ることを目指 した人 と物 との関係 の総体、 と定 義 しそ の基準 を利 と規定す

る163)。ところで物の 目的を人の 目的に、利 の立場か ら従 属 さ せる ことには、物 の生産 と

生 産された物 の分配 との二段階が必要である。単 に物が生産せ られたのみでは利価値 の実

現 の一方 の要件 が準備せ られたにすぎず 、それ故、生産せ られた物が分配せ られる必要が

ある。か くて、社会的富の生産 と分配の問題 が生 じ、 この両面 に答ええて利の極大化 の問

題 は始 めて解決 しうる。そ こで我 々は利 を 「生産 の次元での利」即 ち生産せ られた利価値

と 「分配 の次元での利」即 ち前者の費消の結果 実現せ られ た利価値に区別す る。従 って社

会的富 の生産 の合理的組織化 と生産 された社会 的富 の分配 の合理的組織化が問題 とな り、

かかる問題 をその認識 目的 とす る学問が要請せ られる。 そ して ワル ラスが応 用経済学 を社

会 的富 の生産 の理論、社会経済学を社会的富の分 配の理論164)と規 定 す ることか ら、我 々

は応用経 済学 を 「生産 の次元での利」の極大 を 目的とす る学問 と、社会経済学を 「分 配の

163)上 掲 、 拙稿p.37.

164)か か る 規 定 は 多 く の 箇 所 に み ら れ るが 、 我 々 はEtuded'6conomiepolitique

apPliqu6ep・469及 びP・475を 指 摘 して お く。
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次元で の利」の極大 を目的とす る学問 と考え うるのである。また経済体制論 とは応用経済

学 と社会経済学の綜 合的適用 の上 に成立す るが故に、 それは、社会的富 の生 産と分配 との

統一的組織化、を与 えるもの、従 って 「生産の次元での利」 と 「分 配 の 次 元 で の利」 を

統一 した 「利」 その ものの極大化に答 える学問 と考 え うる。

次 に我 々は人間を 倫理 的人格 と して把え、その限 り抽象 し、そ こか らMoeursの 構造

を分析 しc6noniqueと の関連 を考察せ ねば な らな い。

その ときIndustrieで あ る と同 時 に、Meorusと して、人間 社会の具体 的理念 は、二

重的に把握せ られねば ならぬが故 に、Industrieの 合理 的組 織 化を 「生産の次元での利」

の極大化を求 めての物の生産の 含理 的組織 化と、分配 の次元で の利 の極大化 を求めて の、

物 の分配 の合理的組織化 とに分 ちうる以上、我 々 は それに 対 応 させ 「倫 理 的人格た る人

間」が、各 々の入格 陸完成、運 命の完遂の整 合調 整を目指 し相互 にと り結 び権利義務 の関

係 即ちMeeursの 合理的組織fヒを、生 産の合理 的 組 織 化(即 ち、物の生産の次元での経

済主体相互間の権利義務の関係)と 、分配 の合理的組織化(即 ち、生産 された物の分配の

次元での経済主体相互間の権利義務 の関係)に 分 ちうる。換言 すれば、 「生産の次元での

利」の極大化 を求 めて の生産の合理 的組織化 は、 「労働者たる人 間」(但 しここで人間と

は個入 と国家を意味す る。国家 も個人 と同様、倫理 的人格 であると同時 に、労働者 と して

把 え られ ねば な らな い。 この点 は後述す る。)がと り結ぶ関係で あるが、かか る 「労働者た

る人間」 は同時 に倫理的人格 であるか ら、生産の組織化 は 「倫理 的人格 たる人間」(即 ち

個人 と国家)が 生産 の次元で とり結ぶ権利義務の関係 と二 重的に存在す ると考 えうる。他

方 、 「分 配の次元での利」の極大化 を求めての合理的組織 化 も、 「労働者た る人間」(即

ち個人 と国家)が 相互 にとり結ぶ関係 であるが、かか る 「労 働者 たる人間」 は同時 に倫理

的人格であるか ら、かか る分配の組織 化も倫理的入格たる個人 と国家が相互 にとり結ぶ権

利義務の関係 と二重的 に存在すると考 えうる。そ れ 故 我 々はMoeursを 「生産 の次元で

のMoeurs」 と 「分配 の次元でのMoeurs」 に区別す る。そ して 「生産の次元 でのMoeurs」

は 「生産 の次元でのIndustrie」(但 しMoeursと 同様Industrieに ついて もかかる区別を

す る)が 応用経 済学 の対象であ った如 く応 用経済学の対象 と、「分配の 次元でのMoeurs」

は 「分 配の次元でのIndustire」 が社会経 済学 の対 象で あった如 く社会経 済 学 の対象 と考

え うる。後の結論を先取すれば、 「生 産の次元でのMoeurs」 を対 象とす る応 用経済学の

基準は秩序 、 「分配 の次元でのMoeurs」 を対象 とする社 会経済学 の基 準は正 義で ある。

それ故、 「生産の次元でのMoeurs」 と 「分配の次元でのMoeurs」 の統 一 たるMoeurs
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・は 、経 済体制 論の対象 であ り、そ の基 準 は 秩 序 と正義 の統一で ある。か くてc6nonique

がMoeursの 合理的組織化の理論 として存在論 に媒介せ られ ることになる。換言 すれば、

£6noniqueは 、存在論が与 えるMoeursを 合理 的に組 織 化 す るための基準 を与え、か く

て 秩序 と正義 の統一 と して、個 と集団即 ち個人 と国家を合理的に組織化 し、 これ によ り同

、時にIndustrieの 合理的組織化を、利を基準 と して、それが極大 化 される如 く与え ること

にな る。我 々は次 に人間を倫理的人 格 と労働者 に区別 し、社会的富の生産及 び分配 の次元

で各 々が如何 なる意味を持つかを考察す る。

「倫理的人格 たる人間」は生産の次元 で、専門的職業 に特化 し、生産活 動を介 し自己の

倫理的人格の完成を、即 ち、上述の3つ の心理 的能力 の可能 なるかぎ り調和的統一 的な完

成 を、各 々の個性 に応 じて意図す る。即 ち、生産活動 を介 し生産活動の成果 を 自己の倫理

的人格の外化 として 産出 し、 同時 に、 自己の倫理 的人格性を も変質 させ る。 ここで変質 と

ーは
、向上、低下 、不変 のすべてを含意す る概念 であるが、理念 的には、人間は、 自己の倫

理 的人格性を不断に向上させ ねば ならな い。逆 に 「労働者 たる人間」は、生産の次元 で専

四 的職業に特化 し、 利価値 を産 出 し、か くて倫理 的人格完成及び労働者 としての 自己の再

生産 に必要な経済的生理的基盤 を準備 し、同時に、労働者 と しての自己の能力を変質 させ

.る。 そ して理念的レベルで倫理的人格で あると同時に労働者 と して二重的に把握せ られた

人間 の生産活動の成果は彼 の倫理 的人格の外化である と同時に、彼 の労働成果 として利価

値 を持 たねばな らず、また倫理的人格性の変質 は、同時に労働能力 の変質でなければな ら

ない。 この様 に、生産の次元 で問題 となるのは、労働生 産物及 び倫論 的人格 の外化たる活

動 成果更 にかか る活動によ り生 じる労働能力及び倫理的人格性 の変質 であるが、分配の次

元で問題 となるのはかか る活動成果 の享受 である。即 ちまず 「倫理 的人格 たる人間」は、

分配 の次元で 自己の倫理的人格の外化 たる生産活動の成果を享受す る こととなる。かか る

享 受 とは、生 産活動 を介 して変質 した 自己の倫理 的人格性 その ものの、及び、自己の倫理的

人格 の外化た る生産物その ものの享受で あ り、後者 の享受はかかる生産物 の直接的享受、

'更に
、 それ と引きかえに獲 得 した他者 の倫理 的人格 の外化た る生産物 の享受 を含み、かか

る享受 は当然 自己の倫理的人格性 の変質 とな って結果す る。従 って 「倫理 的人格た る人 間」

の 活動成果 の享受 とは、倫理的人格性の観点 か ら、即 ち、倫理的人 格の変質 の観点か ら把

.えられた活 動成果 の何んか の費消を、従 って倫理 的人格 と しての 自己の再生産 を意味す る。

次に 「労働者 た る入間」は、分配 の次元で、利価値生産 のための生産活動を介 して変質 した

労 働能力その もの、及 び生産 された利価値を何 ん らか の形で費消 しか くて実現せ られた利
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価値の二つを享受 しうる。後者の享受 とは、労働者 と しての自己の再生産を意味 し、かか・

る再生産 は労働者 としての労働能力 の変質を意味する。従 って 「労働者 たる人間」の享受一

とは、利 価値 の実現の観点 か ら、即 ち物の 目的を人の 目的に利を求 め従属 させ るという観

点 か ら、従 って また労働能 力の変質 、労働者 と しての再生産の観点か ら、把 え られねばな

らぬ ものである。そ して、具体 的人間 の理念は、倫 理的人格 である と同時に労働者 と して、

更 に、倫理的人格性 の向上 は労働者 と して の能力の完成に結実する もの として把 え られね

ばな らなか ったが故に、生産及び分配 の次元で の 「倫理的人格 たる人 間」 の活動及び その

活動成果 の享受 と、 「労働者 たる人間」の活動及びその活動成果 の享受 は、常 に二重 的に

把握せ られねば ならな い。即 ちここでは、同一 の対象が二 つの観点 か ら、分析 的抽象 的に

把え られ、更 にかか る二つの観点 を重ね合 わせて、具体的現実 が、理念 と して再 び把握せ

られる とい う方法が使用せ られているわけ で ある。但 し我 々 は、具体 的人間 の生産活動

が、常 に二重的 に、倫 理人格性 及び労働者の観点 か ら把握せ られるとは考えるが、 このこ

とは、倫理 的人格の向上 と労働能力 の向上 とが、常に相伴 うものと考 える ことを意味 しな

い。現 実的には、両者の関連は様 々であ りうる し、特に、労働能 力の向上 が、倫理 的人格

性を、偏 向的に変質 させ うること もあ り、 また、倫 理的人格性 の調和 的向上 が、労働能力

を低下 させ るという局面 も存在す るであろう。だが我 々は、我 々の価値判断 を折 り込んだー

理念的立場か らは、両者の関係 が、平行すべ き も の で な け ればな らぬ と考 えている。 ま

た、上述 の生産 と分配 の区別、即 ち、生産活動 と活動成果 の享受 とは、 あ くまで具体 的現

実の分析 的把握 であり、生 産活動 は、活動成果の享受 とか らみ合 って成立 しうることが注

意せ らねばな らない。我 々は生産活動 というとき、主 として 自己の専門 的職業活動 を意味

し、活動成果 の享受 というとき、かか る職業活動を離れた場での享受 を も含めているが、

かか る後者 の享受 といえども、何 ん らかの形で、職業的活動の場 で必 要とされ る倫理 的人

格性及び労働者 と して の利価値生 産の能 力と 関連 を 持 つ ことは明 らか である。更 に我 々

は、生 産活動 の成果 を、単に衣食住 に主 と して関連す る生 産物 、及 び、通常 の意味で衣食

住を離れたいわば必需 品とは考え られぬ生産物(も っとも、必需 品とい う概念 も実 ははな

はだ綬昧であるが)に 区別 し、 これ ら両者 の享受の内容を、詳細 に、倫 理的人格性及 び労一

働者の観点か ら区別せねばな らないが、本質的には、かかる享受 はと もに、倫理 的人格性1

の変質及び労働能 力の変質 に、関連 を持 ち、二重的 に把 握 せ られ ねばな らないと考 えて'

いる。 この ことは、倫理的人格が三つの心理的能力の何ん らかの調 和的統一 と考 え られ、

労働者 とは、かかる心理的能力が、労働能力 と して利価値生産の局面 に活用せ られ た側面
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で と らえられて いることと、 これ ら三 つの能力 の調和的統一 と労働能 力とが、二重的に把

え うるが、変質 とい う概 念で、様 々の関係を含んで把え られている ことか ら、明 らかな こ

と と考 えうる。但 し、倫理 的人格性 の外化た る生産物が全 く利価値 を持 たぬ場合 も考え う

る。 この とき、我 々は、か かる生産活動を行 う人間を厳 密には労働者 と しては把握 しえぬ

であ ろう。だが、美 や真理 を直接 の目的 とす る芸術家 や学者 の産出物 が、即時的 に利価 値

を 産 出しえぬ として も、間接的、異時的に利価値を産出 しうるな らば、彼 らは同時に労働

者た りうる。か ってやや厳密 に、利価値 と、美、真理 、善等 の価値の本質規定を試みたか

ら(大 阪府大経済研究、第51号 、「Lワ ル ラスの会社経済学(3)」p.38～p.39)そ れ を参

.照して いただ くと して、我 々は決 して、美、善 、真理等 を、利 と矛盾的対 立的なる もの、

例えば利価値 を持 つ ものは、美価値を持たぬなどとは考 えて いない。モー ツァル トのオペ

ラは、我 々の立場か らは利価値を持つ。だか らこそ彼 の作品は あれほ ど広 く聴 き続 け られ

て いる。そ して この場合 も同一の心的情 感が、美 と利 の二重の観点 か らとらえ られ ている

の である。だが、我 々が具体的人間を、倫理 的人格で あると同時に、労働者 として、二重

的に把握 しうるたあの、前提条件 として、かか る人間の生産活動の成果 が、倫理的人格の

外化 と して、真、善、美等の価値 を持 つと同時 に、労働生産物 として利価値 をも持 つこと

が 不可欠で あることに注意 していただきたい。一介の単純労働の産物 さえ、 それが いかな

る美を も伴わず とも、少 くとも、分業 の一環を 自己が荷 うとい う自覚 の もとで その生産活

動 が なされて いるな らば、利価値 と同時 に善価値を持 ちうるであろ う。

以下我 々は応用経 済学、社会経済学更 に経済体制論が如何 なる内容を持つべ きかを抽象

的 に考察する。

応用経済学について165)。我 々は応用経済学 の対象を 「生 産 の次元でのMoeurs」 、その

基準を秩序 と、更にそれが同時的に 「生 産の次元で のIndustrie」 をも対 象 とし、 「生産

の次元 での利」 の極大化 に答 えうると規定 した。 ところで 「生 産の次元で のMoeurs」 も

:Moeursの 一般的規定であ る 「倫 理 的人 格 た る個人 と国家」 の権 利義 務 の 関 係 の特殊

的規定 と考 えうるか ら、我 々は これにc6noniqueを 援用 しうる。但 しこの際 そ の秩序 の

概念 のみが問題 となる。秩序の問題 とは、 自由に従 った個人的活動領域 と権威 に従 った国

家 的活動領域 との調和的境界設定に関連 した166)。従 って、社 会 的 富 の生産の次元で のか

165)応 用 経 済 学 が い か な る 学 問 で あ る か の 大 略 を と ら え る た め に は 、L.Wairas.

看tuded'6conomiepolit量queappliqu6ep.265以 下 に 掲 載 さ れ て い る 、 「L'6conomie

appliqu6eetlad6fensedesalaires」 を 参 照 さ れ た い 。

166)上 掲 拙 稿 、P・46～P・50P・56～P.58を 参 照 の こ と 。
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か る境 界設定、即 ち国家的活 動領域 と個人的活動領域を、権威 、 自由に従 い設定 し、か く

て総体 の秩序(unordr6d'ensembleoud'unit6)と 細部 の秩 序(unordreded6tailoude-

varl6t6)167)を社会的富 の生産 の次元で樹立す ることを応用経済学はその課題 とする。 ワル

ラスは この為 にまず利害を 「私 的利害」(int6retpriv6)と 「公共 的利害」(int6rさtpubl…c>

に区別 し、両者 の統一 と して 「社会 的 利 害」(interetsocial)を 考 え、 次に 「私 的利害」

に個人的主導権 に属す個人的活動領域 を、 「公 共 的 利 害」 に国 家 的主導 権に属す国家 的

活動領域 を結合す る168)。従 って極 大 化 さるべ き 「生産 の次元で の利」 とは 「私的利害」

と 「公 共 的 利害」 の統 一た る 「社会 的利害」 と考え うる。 ところで 「私的利害」 と 「公

共 的 利害」 の区 別 か ら、 「私 的利害 に属す生産物」 と 「公共的利害 に属す生 産物」 の区

別 が 導 出 され うるが、 ワル ラスは私 的個人 はかか る 「私 的 利 害 に属 す生 産物の生 産」

に、国家 は、 「公共的利害に属す生産物 の生産」 に特 化 す べ きで あると考え るエ69)。か く

て国家が、権威 によ り一般的社会的条件 を確立 し、個人が 自由によ り特 殊的人格的位 置を

確立す るとき成立す る秩序を社会的富の生 産の次元で特殊的に規定す るとき、一般 的社会

的条件 の確立 とは 「公共的利害に属 す生産物」 の国家によ る生産 と、特殊的人格的位 置の

確立 とは 「私的利害 に属す生産物」 の私的個人 による生産 と、考 え うることとな る。そ し

てかか る条件 と位 置の、権威 と自由の調和的均衡 の上 に立 った確立、即 ち秩序 とは、 「倫

理的人格た る個人及 び国家」 の権利義務の関係、従 ってMoeursと 規 定 しう るものであ

る。 ところで 「倫理 的人格 たる私的個人及 び国家」 が、かか る生産活動への特化によ り、

成 し遂げ うる成果 とは、私的個人では、生産活動 を介 して の自己の倫理的人格性の外化た

る生産物、及 び同時 にそれ と共に生 じる 自己の倫理 的人格性 の変質で ある。 「倫理的人格

たる国家」について も同様 に論 じうる。但 し、我 々はその際国家 を 「生産主体 と して の国:

家」 と 「消費主体 としての国家」 に分 ち、社会的富の生産 の次元 では国家 とは、 「生産主

体 と して の国家」 と考 えるべ きであ る。そ して 「消費主体 と しての国家」 については社会

的富 の分配の次元で問題 とすれば よい。そ して我 々は、個 人を倫理的人格 と把 える立場か

らの類推 によ り、国家 そのものにも倫理的人格性 を附与 すべ き と考 える170)。即 ち、国家

167)L・Walra,Etudcd'6conomiesocialcp.159。

168)LWalra,Etuded,6conomiepolitiqueapPliqu6ep.267.

169)L・Walra,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6e,P.268。

170)か か る 考 え 方 の 一 つ の 根 拠 を 我 々 はL・Walras,Etuded'6conomiesocialep.432

に二見 出 し う る 。



87

とは、倫理 的入格 たる私 的個人 の総体で あるが更 に、それ を越えた一つ の実体 として、権

威 に従 い主体 的に行動 しうる存在であ るか らで あ る171)。そ して ワル ラスでは、かか る権

威 に従 った国家 の主体的行動は国家の成 員た る個人 の倫理的人格 の完成を 目的 とし、その

為必要不可欠 な一般 的社会 的条件 の確立 に限 定 せ られ172)、それ故、 「生 産主体 と して の

国家」 は社会 的富 の生産活動を介 し、活 動成果 と して国家そ のものの倫理 的人格性 を外化

し、かか る外化を通 じその倫理的人格性 を変質 させ得 る。 ところで私 的個人及 び国家は倫

理的人格 と して把握 せ られ ると同時に労働者 と して も把握せ らるべ き存在 であった。従 っ

て 「労働者 た る個人」 は生産活動 を介 し利価値を労働生 産物 として生産 し、か くて彼の倫

理 的人 格完成の及び労働者 として の再生産の経済的生理 的基盤 を準備 し、国家は同様 に利

価値 を労働生産物 と して生産 し、か くてその成員 たる個人 の倫理的人格完成 及び労働者 と

して の再生産 の経済 的生理的基盤を準備 すると考 えるべ きで ある。 この とき個人は私的な

利価値 を国家 は公共的な利価値を生産す る。即 ち 「労働者た る国家」 的活 動の成果は 「労

働者た る私的個人」 の活動成果 に加 え られ、後者が 「生産の次元での私的利害」 に前者が

「生産 の次元での公共的利害」 に答 え、両者 あいまって倫理 的人格完成 の及び労働者 とし

ての再生 産の経 済的生理的基盤を準備す ると考 え うる。

以上か ら、応用経済学 は、社会的富の生産の次元での、個人 と国家 の活動領域 を、 自由

と権威 に従 い確立 し、か くて秩序を樹 立 し、 この限 り社会的富 にかかわる経済 的活動 の次

元 で、特 殊的に規定せ られたMoeurs即 ち 「生 産の次元で のMoeurs」 の合理 的組織化に

答 ええた ことになる。換言すれば、 「私的利害に属する生産物」 の生 産活動 は個人的主導

権 に属 し、国家 は これ を侵 しえず、 ここに細部の秩序が保証せ られ、 「公共 的利害 に属す

生 産物」 の生産活動 は、国家 的 主 導 権 に属 し、個 人 は これを侵 しえず、 ここに総体 の秩

序 が保証せ られ る。 この ことによ り同 時にcenoniqueが 与 え る秩 序 の概 念が、如何 に

Moeursの 合理的組織化 にとり、媒 介せ られたがよ り明確 になる。更 にかか る 「生 産の次

元 でのMoeurs」 の、秩序に依 拠 した確立が、二 重的に 「生産 の次元 での利」 の極大化 に

答 えうると我 々は考 え るべ きである。かか る利害は勿論 「私的利害」 と 「公 共的利害」 の

統一た る 「社会的利害」 である。

但 し以上 の考察 は、応用経済学 の対象領域 、即 ち 「生産 の次元で のMoeurs」 、その基準

171)LWalras,Etuded,6conomiesocia】ep.150～P.153.

172)こ の 点 に つ い て は 上 掲 拙 稿P.46～P.50を 参 照 さ れ た い 。
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即ち秩 序、更 に、 「生産の次元での利」 の確立に関す る形式的考察 にすぎず、 いまだ具体

的内容的な考察ではな い。 この点 を我 々は経済体 制論 で改めて答 え るであろ う。

我 々は次にMoeursの 他の一環 たる 「分配 の次元で のMoeurs」 、即 ち社 会 的富の分配

の合理 的組織化 に答えねばな らない。Moeursそ のものは社会的富にかかわ る経済 的活動

の次元においても、秩序 と正義の統一 によ り、始 めて合理的 に組織化せ られ、その ことと

二 重的に 「生 産の次元での(私 的、公共 的従 って社会的)利 」 と 「分 配 の 次 元 で の(私

的、公共的従 って社会的)利 」 の調 和的統一た る 「私的、公共的従 って社会的利」の極大

化の問題 も同時に答 えられ るのであ るが、我 々は、 いまだ秩序 と 「生産 の次元での利」に

答 ええたにす ぎなか った。従 って以下正義 の確立 と 「分配の次元の利」の極大化に答 えね

ばな らない。 そ して社会経 済学が、社会的富の 「分配の次元でのMoeurs」 を対象 と し、

それを正 義に依拠 し合理的に組織化す ることに答ええ、その ことと二 重的に 「分配の次元

での利」 の極大化 にも答え うるものである。

cenonique的 考察が与えた如 く、正義 の問題 とは、秩序 の問題 が個 人的活 動領域 と国家

的活動領域 の境界設定に際 し成立 したに対 し、個人的活動成果 と国家 的活動成果 の享受 に

関する合理 的基準を樹 立する とき成立す る173?eそ して 個 人 的 活動 は特殊 的人格 的位 置の

確立 と規定せ られたか ら、個人的活動成果 とは確立せ られ た特殊 的人格 的位置(即 ち、個

入の倫理 的人格 の外化たる生 産物 と、個人の倫理的人格性 の変質 、及 び二重的 に労働者 と

しての個人 の労働生産物 と労働能力 の変質を意味 する)で あ り、かか る成果 を個人 は不平

等 に、即 ち個人 の能力 に側応 し、享受すべ きと考 え られ、逆 に国家的活動は一般的社会的

条件 の確立 と規定せ られたか ら、国家的活動成果 とは確立せ られ た一般的社会的条件(こ

の場合 も倫理的人格 た る国家 の倫理的人格の外化 たる生 産物 と、国家 の倫理的人格性 の変

質 その もの及び二重的に労働者た る国家の労働成果 と国家 の労働能力 の変質 そのもの)で

あ り、かか る成果を国家 の成員た る個人はその能 力の如何 に拘 らず、倫 理的人格 と して平

等 に享受 しうる権利 を もつ と考え られた。 ところで社会的富にかかわ る経済的活動の次元

で考え られた特殊 的人格的位置の確立 とは、 「私的利害に属す生 産物」 の生産活動の成果

の、個 人の能 力に側応 した享受、即 ち不平等 な享受を意味 し、一般 的社会的条件 の確立 と

は、 「公共 的利害 に属す生産物」 の生 産活動 の成果の、国家の成 員たる個人 に権利 として

認 め られた享受、即 ち平等な る享受 を意味す ることとな る。そ して個人 的活 動成果 の不平

173)こ の 点 に つ い て は 、 上 掲 拙 稿 、P.46～P.50P.56～P.58参 照 の こ と 。
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等 なる享受 の確i立と共 に、分配的正 義(justicedistributive)が 、国家 的活動成果 の平等 な

る享受 の確立 と共 に双務的正義(justicecommunitatif)が 保証せ られる。

ところで個人及び国家は倫理的人格 と同時に労働者 と して規定 しえた。従 って上述 の享

受 も 「倫 理的人格 と しての享受」 と 「労働者 としての享受」 との二重的享受 として解釈せ

られねばな らない。 「倫理的人格た る個人」 は、 自己の生産活動 を介 し、 自己の倫理 的人

格の外化 たる生 産物 と、外化を介 しての 自己の倫理 的人格性 の変質を ともにかかる個人 の

倫理的人格性 に側応 し不平等 に享受 しうる。そ して 自己の倫理的人格性 の外化た る生産物

の所有か ら更 に他者 の倫理的人格性 の外化た るの生 産物 の所有 をもそれ と引 きかえに獲得

しえ、 ここか ら更に 自己の倫理的人格性を先の 自己の生 産活動 を介 して の変質 に加え、更

に一層変質 させ うる ことになる。逆 に 「労働者た る個人」は、 自己の倫理的人格完成及び

労働者 と しての再生産の為の生 産せ られ た利価値た る経済的生理 的基盤 をその労働者 と し

ての能力 に側応 し、実質的に享受 しえ、同時 に自己の労働者 としての能 力の変質を も享受

しらる。即 ち倫理的人格 と しての享受 が、倫理的人格性を変質 させ、 このこ とが二重 的に

労働者 と して の変質を もた らす ことを、我 々は認識せねばな らない。それ故 、ワル ラスの

究極の目的たる個人の倫理的人格性 の完成 とは同時 に労働者 と しての完成 と切 り離 しては

考 ええない。 このことはだが我 々が既述 した ところで あ った。か くて 「倫理的人格 たる個

人」 による活 動成果 の不平等 なる享受によ り分配的正 義が、 「労働者 たる個人」による活

動成果 の不平 等なる享受 によ り 「私的利」 に属す 「分 配的次元 での利」が二重的 に保証せ

られ る。

次に国家的活動成果 の国家 による平等な る享 受、即 ち国家 の成員 たる個人 による平等な

享受 も、同様 に二重 的性格 を持つ。但 し我 々は個人か らの類推 によ り、国家 を倫理的人格

及び労 働者 として二重 的に規定 し同時 に、国家を主 として 「消費主体 と して の国家」 の側

面か ら把握 せねばな らない。 「生産主体 と して の国家」の成員 とは国家を構成す る全個人

を含まず、その一部 に限 られ るが、 「消費主体 としての国家」の成員 とは国家 の成員た る

全ての個人か ら成 る。従 って 「倫理 的人格 たる国家」 につ いては、 「倫理 的人格 たる生産

主 体 としての国家」 の活動成果を、 「倫理的人格た る消費主 体 としての国家」 の成員 に平

等に享受 させ ることを意味す る。 この際 「倫理的人格た る消費主体 としての国家」 は根本

的 に、 「倫理的人格たる生 産主体 と して の国家」を 規 定 す る と考 えねば な らない。即 ち

「倫理 的人格 たる国家」は、その構成員た る全個人 か ら成立 しつ つ、個人の単純なる算術的

合計 を越 えた実体 と考え られた。 しか し乍 らかか る実体 と して の独 自の主 体的存在 たる国
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家 の意志 も、根本的には何ん らか の形で国家の全成員 の意志を反映すべ きものであ る。 ワ

ル ラスはまずかか る国家の主体 的行動 の目的を、成員た る個人 の倫理的人格 の完成、従 っ

て二重的 に労働者 としての完成 におき、その手段 として一般 的社 会的条件 の確立 とその平

等 なる享受 とを指摘 したが、更 に成員た る個入の意志が如何 に国家 的意志 と して統一 され

るかには、立 ち入 った考察 を与 えなか った。だが、 ワル ラスが一種の哲 人政 治の如 きもの

を考 え、 これ により国家の意志 を代弁 させ ようとせぬ ことは確かであ り、根 本的にはやは

り議会 的民主主義の手続 きを介 し、個人 の意志を反映 しつつ、議会的討論のプロセスで、

単なる個人 の意志を越えた国家 的意志 に迄 それを昇華 し、か くて、国家 的意志 を決定 しう

ると考 えた、 と我 々は解釈 しうる174)。その際政府 がかかる国 家 的 意 志 実行 の集 団の中核

と考 え られ175)、しか もその意志 の範 囲 は一般的社会的条件 の確 立及 びその平等 なる享受

と して予 め、限 定 を受 け る こともいうまで もない。か くて 「消費主体 と して の国家」が

「生産主 体と しての国家」 を根本的 には規定 しうると我 々は考 え うる。それ故 「倫理 的人

格 たる生 愛主体 としての国家」 の、生産活動を介 しての倫理 的人格性 の変質 とその活動成

果 とが区別せ られねばな らず、成果 その ものは直 ちに 「倫理的人格 たる消費主体 としての

国家」 の所有 に属すべ きことを主張 しえ、国家 の人格性 の変質 は一応 「倫理的人格 たる生

産主体 としての国家」 の所有 に属すべ きと考 え うる。それ では 「倫理的人格た る消費主体

と して の国家」 によ る、 「倫理的人格た る生産主体 と して の国家」の活動成果 の平等 なる

享受 とは如何な る意味 を持 つか。 それは 「生 産主体 として の国家」の活動成果の、 「消費主

体 と して の国家」を構成 する全成員 によ る、権 利 として認 あ られ た平等 なる享受を意味す

る。かか る享受 によ り、 「消費主体た る国家」 の成員 と しての全個人は、 その倫理的人格

性 を変質 させえ、先 きに個人 として その活動成果 を不平等 に享受 した ことか ら生 じた倫理

的人格 の変質 と二重的に、倫理的人格を変質 させ うるが、更 にかか る変質が 「消費主体た

る国家」 の意志 として反映 し根本的 には 「生産主体 たる国家」 の倫理的人格性 をも変質 さ

せ うることにな る。だが以 上の議論 は 「倫理的人 格たる国家」 の倫理的人格性 の変質 に言

及 したにす ぎなか ったが、 それは、二重的に 「労働者 たる国家」 の労働者 と しての変質を

も伴 うもので ある。 「労働者 たる生産主体 としての国家」 の活 動成果 の、 「労働者 たる消

費主体 としての国家」 による平等 なる享受 とは何 を意味す るか。 それ は 「労働者た る消費

174♪ 例 え ば 、ibid.P.165で ワ ル ラ ス は 「jecrois,latraditiondclaR6volutionet

I'丘dealde】ademocratie」 と論 じ て い る 。

175)ibiCl.p.135～p.136.
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主体 としての国家」 を構成す る 「労働者た る全個人」 による権利 として認め られた活 動成'

果 の平等な享受 を意味 し、 それ によ り個 々の成員 は 自 己 の労 働 者 としての完成 を、先 の

「労働者た る個人」の活動成果の不平等な享受を介 しての完成 に加えて二重的に、国家 によ

り補助 されつつ享受 しえ更 に労働者た る自己を同様に二重 的に再生産 しうることになる。

更 にこの ことは 「労働者 たる生産主体 としての国家」 の成員が、全成員の一部であること.

の故 に、 「生産主体 として の国家」 の労働者 としての完成 を、 その再生産を介 し行 うこど

をも意味す る。 「生産主体 としての国家」 の成員は、 自 己 の活 動 成 果 の不平等な享受 と

「消費主体 としての国家」 の成員 と して の平等な享受 とによ り、二重 的に労働者た る自己

を再生産 しつつ完成 させ、以 て 「労働者た る生産主体 としての国家」 の完成を惹起す る。

以上か ら、 「倫理 的人格 たる国家」 による条件 の平等なる享受 によ り、双務的正義が、

「労働者 たる国家」 による条 件 の 平 等 な る享受 によ り 「公共 的利 に属す分配の次元での ・

利」が共 に保証せ られ る。例 えば、義務教育制度は国家 的活動成果 と しての一般的社会的

条件で あり、 「倫理 的人格 たる国家」はその倫理的人格たる成員 にか かる成果 を平等 に享

受 させ、 これ により成員 の倫理的人格性 の完成を補助 し、か くて国家 自らの倫理的人格性 、

を変質 させえ、更に二重 的に成員 の労働者 としての完成 を補助 し、 これを介 し 「労働者た

る国家」の完成を促進 させ うる。

か くて社会経済学は 「倫理 的人格た る生産主体 としての個人及 び国家」の生産的活動の

成果の、 「倫理 的人 格たる消 費主体 と しての個人及 び国家」 による、不平等並びに平 等な

る享受 を保証 し、か くて分配 的正義 と双務的正義の統一 たる正義 を保証 し、更 に同時に二

重的に 「労働者 たる消費主体 と しての個人及 び国家」 によるかか る不平等並び に平 等なる

享受 を保証 し、か くて 「私的利害に属 す分 配の次元 での利」 と 「公共的利害 に属す分 配の・

次元での利」 の統一 たる 「分配の次元での社 会的利」 を 保 証 す る こ とを、その課題 とす

る。従 ってその対象 は 「分配 の次元でのMoeurs」 である と同時に 「分 配の次元でのIn--

dustrie」であ り、 その基準は正義である と同時に 「分 配の次元で の社会的利」であ る。

以上 において我 々は社会経済学の形式 的規定 を試 みたが、我 々は後 に社会経済学 が社会

的富 の分 配の次元で如何 に具体的内容的に正 義を即 ち分 配的正義 と双務的正 義 とを保証 し

っっ二重 的に 「分配 の次元で の社会的利」 の問題 に答 えて いるかを、考察す るであろ う。

最後 に我 々は応用経済学 と社会経済学の綜合的適 用の上 に成立す る経済体制 論につ き形

式 的規 定を与え る。

1、 経済体制論の認 識目的は、Moeursで あると同時 にIndustrieと して二 重的に把 え
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一 一

らるべ き、具体的人間社会の合理 的組織化の理念であ る。

2、 経済体制論の基準はM。eursに ついては秩序 と正義の統一 たる広 義 の 善であ り、

Industrieに つ いては生 産 及び分配の次元 での私 的利害及 び公 共的利害 の統一 たる社 会的

利害である。

3、 経 済体制論はか くて社会的富 の生 産 及 び分配 の次元 にお けるMeorusの 合理的織

化 とIndustrieの 合理 的組織化に二重的に答 ええ、か くて秩序、正義の 調和的統一 と社会

的利害の極大化 を二重 的に与え るものである。

最後に以上 の点を図式化 してお く。

か くて我 々は以上 の考察 に立ち当初設定 した問題 即 ち 存在論的考 察 とcenonique的 考

察 との関連に言及 しうる。

1、 存在論的考察 でMoeursの 基準を 正 義 というときの正義 と、cenonique的 考察で

個 と集 団を正義 と秩 序によ り合理 的 に組 織 化 するとい うときの正義 とは同一内容を持つ

か。

答、 それは同一内容 と考 えうる。但 しこの ときワル ラスが我 々の所謂 「分配の次元での

利」 を充分 に問題 とせ ず、背 後に潜 ませた点に若干の問題 が残 る。

2、cenonique的 考 察における秩序は存在論的考察 に組 み入 れ られ たとき、如何 なる位

置 を占めるか。
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答、cenQnique的 考察が与え る秩 序は我 々の所謂 「生産の次元でのMoeurs」 の合理的

組織化 に援用せ られ る。即 ち個人 と国家 の社会 的富 の生産の次元での権利義務 の関係 を律

'する基準 はかか る秩序概念 以外にない
。

3、 存在論的考察でIndustrieの 基準 とせ らる利 とは何か、またかか る利 と秩序、正義

.との関係 はどうか、更 に一般 に利 と秩序、正義の関連は どう考 え られればよいか。

答、かか る利 とは 我 々の 所 謂 「生産 の次元での利」であ る。それは 「生産 の次元での

Industrie」 を合理的に組織 化するための基準で ある。そ して 「生 産の次元で の利」は 「生

産 の次元で のMoeurs」 の合 理的組織化 の基準即 ち秩序 に二重 的に対応 する。 また一般に

利とは 「生産 の次元で の利」 「分配 の次元での利」 に分れ、前者に秩 序が、後者 に正義が

二重 的に対応 し、社会的富にかかわ る経 済的活動 におけるMoeursの 合 理 的 組織化が、

秩序 と正義 の統・一を基準 と して与え られ るとき、同時 に生産の次元での私的、公共 的、社

会 的利 と分配 の次元で の私的公共的社会 的利の統一 と しての社会的利の極大化 の問題 も答

え られ る。

4、 応用経済学 の対象をIndustrieと しその基準を利 とい うとき、その意味 はどう解釈

一せ られ るべ きか、 また社会経済学の対象をMoeursと しその基準 を正 義 というとき、そ

の意味 はどう解釈せ られ るべ きか、そ して この際除虫せ られている秩序 は如 何なる学問の

.如何 なる基準 となるか。

答、 ワルラスが応用経済学の対 象をIndustrieと しそ の 基 準 を 利 と い う とき、まず

Industrieは 我 々の所謂 「生産 の次元で のIndustrie」 で あり、利 とは 「生 産 の 次元 での

利」で ある。 しか し我 々の考察か らは応 用経済学 は 「生産 の次元でのMoeurs」 を対 象と

し、 それを秩序に従 い合理 的に 組 織化 しつつ、 「生産 の次元でのIndustrie」 及び利に答

えうるものであ った。従 って ワル ラスの叙述は我 々の立場か らは不正確 といいうる。勿論

我 々は ワル ラスのかか る表現 が根本 的にはそれぞれ独立 に考察せ られ た存在論 とc6noni-

qucの 統一へ の思 惟 の欠 除 にもとつ くと考 え うる。だが、更 にワルラスがかか る表現を

とった意味を次 の如 く解釈 しうる。即 ちワルラスは応用経済学 を社会 的富 の生産 の理論 と

規定す るが、 このことか ら利 とい う概念 により主 と して我 々の所 謂 「生産 の次元で の利」

が考 え られた と解釈 しうるのであ る。何故 なら、社会的富の生 産量 の大小が、利 の大小を

それが如何 に分配せ られ るかに拘 らず、根本的には規定する とい う考 え方が、 ワルラスに

鳳 存在 し、む しろ分配 の次元での利は消極的な位置におかれている。 それ故我 々は存在論
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的考察 におけるIndustrieとMoeursの 調和性の論証 でかか る立場か ら利を規定 した176)。

ワル ラスはそのとき自分は利 と正義が矛盾す るとき、正義 を選ぶ と論 じるが、 その意味は

社会 的富 の総生産量が正 義を選 んだ とき、生産の次元での利を選んだ ときよ りも滅少 して

も、分配 におけ る正義をそれ に優先 させ るということで ある。だが、利を この様に 「生 産

の次元で の利」 と解釈 して も、彼 が秩序 を背後 に隠 し、基準 と して利を表面に打ち出 した

理 由はいまだ明か には ならな い。そ こで我 々は、社会 的富 の生産 の 次 元 で の秩 序の確立

は、生産の次元 での利 を極大化す る為む しろ手段 的位 置にあ り、 ここで は秩序が 目的でな

くむ しろ生産の次元 での利の極大化 の為に こそ秩序 が意 味を持 つ とワル ラス 自身考 えたと

解釈 し、 この問題を解 決する。後 に考察す る如 く、 ワル ラスは応 用経 済学 の与 える生 産の

合 理的組織 化の諸基準を、reglesと しそれ を合理的かつ経験的 と規 定 し社 会 経 済 学 の与

え る分配の合理 的組織化の諸基準を、thさoremeと しそれ を合 理 的かつ倫 理 的 と規 定 し

つつ本質的に区別す る ことが177)、我 々のかか る解 釈 を側 面 か ら支 え る と考 えうる。即

ちreglesはth60remeに 比べ歴 史 的社 会的 制 約 を強 く受 け そ の 内容 は変 化 し易 く、

theor6meの 如 く客観的 な普遍 妥当性 を強 く要求 しえぬ と考え られ、生 産 の次元で の利 を

極大化 すべ く、 ある程度恣 意的に変更 しうると考え られ るか らであ る。勿論 この様 に論 じ

たか らとい って生産 の合理的組織化 が個人 と国 家 の権 利 義 務 の関係た るMoeurs以 外の

もの ということではない。

次 に ワル ラスが社会経済学の対象をMoeursと 考 え、そ の基 準 を 正 義 とす る とき、

Moeursと は我 々の所謂 「分配の次元でのMoeurs」 正義 とはcen。nique的 考察 の与 える

秩序の対概念 たる正義で ある。そ して 「分配の次元 でのMoeurs」 の合理 的組織化 を与 え

ることは、二重的 に 「分配 の次元での利」 を極大化 な らしめる条件た ることを意味す る。

もとより、 ワルラスが基準 と して正義を表面に打 ち出 し我 々の所謂 「分配 の次元で の利」

を背後 に隠 した ことは不正確 であるが、我 々はその意味を も次の如 く解釈 しうる。ワル ラ

スは社 会経 済学を社会的富の分 配の理論 と規定す るが、そ のことか ら、生産 された社会 的

富の分配では、分配 の次元での利 の実 現の為 に何 よ りも如何 に合理的 にこれを分配す るか

の問題が根本的なる ことを我 々は認識 しうる。従 って社会経 済学 では正義 の確立 の結果 と

して 「分配 の次元での利」 が実現せ られ、正義が 「分 配の次元での利」 に対 し本質的な重

176)上 掲 、 拙 稿 、P.39～P.45参 照 の こ と 。

177)L.Walras,Etuded'6conomiepolitiqueappliqu6ep.269～p.270.
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要性を 占め る。か くて応用経 済学 の基準を利 と し、社 会経済学の基準 を正義 と した ときワ

ル ラスは これによ り、事柄 の本質を ドラスティ ックに表現 しよ うと したと推察 しえ、 これ

によ り我 々は ワル ラスの存 在 論 的考 察 及 び構成原理た る功利主義 と倫理主義 の綜合 の一

切178)を変更せず、 かか る立場か ら、解 釈 しなお し、すべて留保 しうると考え る。

5、 最後 に我 々は存在論的考察 の与えた、IndustricとMoeursの 、従 って利 と正義の

調和性 の論証179)に つ き若 干の考察 をつけ加 える。まず ここで のIndustrieと は、 「生産

の次元でのIndustrie」 、 利 とは 「生産の次元での利jMeorusと は 「分配 の次 元での

Moeursj、 正 義 とは秩序 の対概念 と しての正義、であ ることに注意すべ きで ある。従 って

ワル ラスは利一般 と秩序 と正 義の統一 と しての広 義 の善 の調和性、従 ってMoeurs一 般

とIndustrie一 般 との調和性を論証 したわけではない。 その際 ワルラスは倫 理的人格 とし

ての完成 が同時 的に労働者 と しての完成 を意味 し、逆 に労働者 と して の完成が倫理 的人格

の完成 をよ り一 層促進す るという根本的立場か ら、論証 を行 ったか ら、我 々も 「分配の次

元 でのMoeurs」 の完全 な合理 的組織化 は倫理的人格 の完成に対応 し、従 って労働者 とし

ての完成 を も惹起 し、更 に 「生産の次元でのIndustrie」 の完全 な合理 的組織化 が完 成 さ

れ た労働者 の生 産力を可能 なる限 り最大 限に発揮 させ、生 産の次元で の利、即 ち社会的富

の総生 産量を可能 なる限 り極大化 させ ると考 えるべ きである。 そ して この とき、生 産の次

元 での秩序 よ りも、分配の次元での正義が倫理 的人格性 の完成 との関連でよ り本質 的な意

味 を持つ という認識が根本の前提 とな って いることを付加 してお きたい。

㌧

178)上 掲 拙 稿 、P・37～P.45P.54～P.56の 論 述 を 指 す 。

179)上 掲 拙 稿 、p.39～p.45.
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II.L.ワ ル ラス の 所 有 論

2.1所 有 論 の課 題

ワル ラ スは 所 有 論 の 冒 頭 で 次 の如 き定 義 を 与 え る。

定 義(DefiaitiOfl)、 何 ん らか の経 済 主 体 の 物(chose)へ の所 有 の 権 利 とは 、

か か る主 体 が そ の 物 を 費 消 し、 何 ん らか の 欲 求(besoin)の 満 足 に そ れ を 適 用

す る こ とへ の権 利 で あ る180)。

か か る定 義 か ら明 らか な 如 く、 所 有 の権 利 とは 何 ん らか の経 済 主 体 の 物 へ の

所 有 の 権 利 で あ り、 権 利 で あ る以 上 、 当然 義 務 を 伴 うか ら、 物 に対 す る 何 ん ら

か の 経 済 主 体 間 の 所 有 の関 係 と は、 要 す る に 倫理 的 人 格 た る人 間 が 相 互 に と り

結 ぶ 権 利 義 務 の関 係 、 それ 故moeursの 一 特 殊 的 規 定 と 考 え う る こ とが わ か

る。 そ して 何 ん らか の 経 済 主 体 間 の所 有 関係 を律 す る何 ん らか の基 準 が 必 要 で

あ る こと も わ か る。 要 す る に所 有 とは 単 な る私 物 化で な くか か る基 準 に従 った

合 理 的私 物化 で あ る181)。

そ こで 所 有 論 は 次 の 三 つ の課 題 に答 え ね ば な らな い 。

(1)所 有 の 権 利 の対 象 た る物 とは 何 か 、 即 ち所 有 の権i利の対 象 と して 如 何 な

る 社 会 的 富 が 存 在 す る か、 ② 所 有 の権 利 を主 張 し う る経 済 主 体 とは 何 か、

(3)所 有 の 権 利 の 根 拠 づ け に際 して の 基 準 と は 何 か 、 が そ れ で あ る。

(1)につ い て。 ワル ラス に と り所 有 の 権 利 の 対 象 とな る物 とは 、 有 用 性 と量 的

有 限 性(有 用 性 との 関 係 で 相 対 的 に見 られ た)と を 同 時 に充 たす もの、 社 会 的

富 と考 え られ る182)。 次 に ワル ラ スは 、 か か る 社 会 的 富 を 、 資 本(capitaux)即

ち一 度 以 上 の 使 用 に耐 え う る耐 久 的 財(biensdurables)とv収 入(revenue)即

ち一 度 しか使 用 に耐 え え ぬ財(biensfongible)に 区別 し、capitaux及 びrevenue

を一 々区 別 して 結 局 次 の 如 き7つ の 社 会 的 富 の 範 疇 を 列 挙 す る183)。 これ ら が

180)L.Walras,Etuded'6conomiesocialep.205.

181)L.Walras,Elementd,6conomiepolitiqueappliqu6ep.38.

182)L.Walras,Etuded,6conomiesocialep.205。

183)量bid.p.205～p.206.
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実 は 所 有 の 権 利 の対 象 と な る 物 で あ る。

1土 地資 本(terreoucapitaux{bncieres)2人 的 資 本(facultespersonnelles

loucaPitauxPersonnelles)3 .本 来 の資 本(capitauxproprementdits)が 、capi-

tauxで あ る。3に は1、2以 外 の すべ て のcapitauxが 含 まれ 、 それ 故 そ の 内

容 は 固定 資 本 、 貨 幣 資 本 、 流 動 資 本 で あ る。 ・1.土 地 用 役(rentes)5.労 働 用

役(travaux)6.本 来 の 資 本 の 用 役(profits)がrevenueで あ る。6に は勿 論固

定 資 本 、 貨 幣 資 本 、 流 動 資 本 の 用 役 が 含 まれ る。 そ して か か るrevenueは 消 費

的 生 産 的 両 様 の用 途 に 適 宜 使 用 せ られ る。

尚 ワル ラ ス は これ ら6つ の 範 疇 に7生 産 物(produits)を 加 え る。 そ して そ

れ に原 料 、 生 存 資 料 、 燃 料 等 のrevenueとcapitauxproprementditsに 属 す 固定

資 本 財 を 含 め る184)。だが 我 々 は これ に貨 幣 を も含 あ る こ と に す る。 我 々 は後

に所 有 の権 利 の対 象 た る これ ら社 会 的 富 の範 躊 の 内 、所 有 論 は 特 に1,2,3,

に専 心 す れ ば よ い こ とを 示 す 。

(2)につ い て 。 ワル ラ スで は、cenonique的 考 察 が 与 え た 様 に 個 人 と 国 家 とが

本 質 的 に重 要 な二 つ の 社 会 的理 念 型 で あ った。 か くて 所 有 の 権 利 の主 体 と は、

個人 及 び 国家 で あ る。 こ こで 個 人 とは本 来 の 個 人 を 含 ん だ 何 ん らか の私 的 集 団

を 意 味 し、 国 家 とは 本 来 の 国 家 及 び何 ん らか の公 共 的 集 団 を 意 味 す る185)。

(3)につ い て 。 ワル ラ スに と り所 有 の根 拠 づ け の基 準 と は正 義 で あ り、 そ れ は

秩 序 の対 概念 と してcenonique的 考察 が 与 え た もの で あ る。

2.2ワ ル ラス 所 有 論 の価 値 命 題

我 々は 次 に ワル ラ ス所 有 論 が 与え る所 有 の 価 値 命 題 を 、 定 理(Theoreme)及

び 補 助定 理(Lcmme)の 形 で 与 え る。

定 理1.入 的 諸 能 力 従 って人 的 資本 は 自然 権 に よ り個 人 の所 有 に 属 す186)。

定 理 豆.土 地 資 本 は 自然 権 に よ り国 家 の所 有 に属 す187)・

b

b

b

b

)

)

)

)

糾

85

86

87

1

1

ー

ユ

d.p.206.

d.p.205.

d.p.214.

d.p.218.
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尚我 々 は か か る定 理1,皿 に定 理 皿を 付 加 す る。 ワル ラ ス に は明 示 的 に定 理

皿 は存 在 しな いが 、 所 有 論 に と りそ れ は根 本 的 に 重 要 で あ る。

定 理 皿.本 来 の資 本 は 個 人 及 び 国 家 に よ り分 有 せ らるべ きで あ る。

従 って ワル ラス は 、本 来 の 資 本 の 私 有 を 肯 定 す る こ とに な る。

補 助定 理1,1つ の 物 の所 有 者 は 同 時 に そ の物 の用 役 の 所有 者 で あ る188)。

補 助定 理 五.1つ の 物 の 所 有 者 は その 物 の 価 格 の所 有 者 で あ る。 但 し この と

き次 の 条 件 が 不 可 欠 で あ る。 即 ちか か る交 換 行 為 が 売 手 買 手 の 双 方 に何 ん らの

非 自発 的 な 犠 牲 を も も た ら さぬ こと、 それ で あ る189)。

以 上 が ワル ラス 所 有 論 が 与 え る価 値 命 題 のす べ てで あ り、 そ の際 、 補 助定 理

1.■ に よ りつ つ 、定 理1.■ が 基 準 た る正 義 に合 致 す る こ との 論 証 に 考 察 の 焦

点 は絞 られ る。 但 し補 助定 理1皿 も別 個 に そ の 論 証 を 必 要 とす る。 補 助定 理 た

る以 上 そ れ が 公 理 的 性 格 を 持 つ と考 え る こ とは厳 密 に は許 され な い。 更 に 我 々

は定 理19は 補 助 定 理1豆 に優 先 す べ きで あ る と 考 え ね ば な ら な い。 即 ち補 「

助 定 理 が 定 理 と矛 盾 す る場 合 、 補 助定 理 は そ の 有 効 性 を 失 うと 考 え ね ば な らな.

い。 定 理 、 補 助定 理 とい って も、 そ れ らは共 に 価 値 命 題 で あ る か らで あ る。 と

ころで 注 意 す べ き こ とは、 ワル ラス が か か る定 理 、 補 助 定 理 が 正 義 に 合 致 す る

こと の論 証 を 厳 密 に は 与 え て い な い こ とで あ る190)。従 って 我 々 は こ こ で も彼

の真 意 を 探 りつ つ 我 々 自身 そ れ を か な り厳 密 さ の欠 除 した もの で あ るが 、 以 下

論証 せ ね ば な らな い。

2.3.補 助 定 理1,IIの 論 証

2.3.1補 助 定 理1に つ い て

188)ibid.p.206.

189)三bid.p.207.

190)ワ ル ラ スは 、 定 理1が 、 位 置 の不 平等 に 関 係 す る こ とに 言 及 し、 倫 理 的人 格 の定'

義 か ら、 定 理1が 正 義 に合 致 す る こ とを 論 じて い る が、 我 々 に は、 か か る論 証 は きわ め て

厳 密 さ を 欠 く如 く考 え う る。P.214～P.215参 照 の こ と。

ワル ラスは また 定 理IIが 条 件 の 平 等 の 原 理 に 関係 す る こ とに 君 及 し、 倫 狸 的 人格 完成 の

権 利 と義務 を持 ち、 そ れ に 責 任 を 負 うべ き、 困 家 の 全 成 員 は 、 等 し く土 地 に 対 す る 自 然権

を 持 つ と考 え、.ヒ地 を 国 家 の 所 有 た らし め て い る。 か か る論 証 も我 々 に は 厳 密 さが 欠 け る

如 く思 え る。P.218～P.219参 照 の こ と。
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ワ ル ラス は 「物 の所 有者 は そ の 物 の 用 役 の所 有 者 で あ る」 と い う命 題 を 補 助

定 理 と し て提 示 す る。 だ が 我 々に は これ は論 証 を 要 せ ぬ い わ ば 自明 の公 理 の如

く考 え うる。 しか し一 応 以 下 の 論 述 を そ の論 証 とす る191)。

こ こで 物 と は ワル ラス の所 謂capitauxと 考 え う る か ら、capitauxの 所 有 者

は 、 そ の用 役 即 ちrevenueの 所 有者 で あ る と い う命 題 と、 補 助定 理1と は 同一

内 容 を 示 す で あ ろ う。 そ してcapitauxの 所 有 者 は、 そ のcapitauxの もた らす

revenue即 ち用 役 を 、 自 ら 自由 に 処分 しえ ぬ と き、 厳 密 に は もはやcapitauxの

所 有 者 と は いえ ぬ と 考 え うる。 即 ち資 本 を 所 有 す る と い う こ とは、 そ の資 本 用

役 の少 な くと も一 部 を 自 ら処 分 し う る ことを 、 既 に そ の 内 に含 む か らで あ る。

要 す る に資 本 と は、 そ の用 役 の 故 に 所 有 せ られ るか ら、 補 助定 理1は 自明 の事

柄 を 改 め て 明示 した もの に す ぎな い。

2.3.2補 助定 理IIに つ い て

我 々 は それ を 前 半 と後 半 に 分 ち論 証 す る。 そ の前 半 と は、 「1つ の物 の所 有

者 は その 物 の価 格 の所 有 者 で あ る」 と い う命 題 、 後 半 と は、 価 格 とい う以 上交

換 が 前 提 せ られ る か ら、 「そ の 交 換 が 交 換 者 の一 方 或 い は双 方 に 何 ん らか の非

自発 的 な 犠 牲 を もた らすべ きで な い」、 とい う命 題 で あ る。

前 半 の 論 証 。 前 半 の否 定 命 題 、 即 ち 「一 つ の 物 の所 有 者 は そ の物 の 価格 の所

有 者 で な い」、 を仮 定 す るな らそ れ は直 ち に交 換 そ の もの の 否定 を 意 味 す る こ

と とな る。 交 換 と は交 換 者 双 方 の相 互 的 な 権 利 義 務 の関 係 で あ る が、 か か る交

換 を 離 れ た物 の譲 渡 と は強 奪 或 い は贈 与 以 外 に あ りえ な い。 そ れ らは何 れ も一

方 的 な 権 利 、 一 方 的 な義 務 の 関 係 で あ るか ら(厳 密 に は権 利 義務 とい う対 概念

は使 用 しえ ぬ が)所 有 論 の 枠 外 の問 題 と 考え う る192)。か くて 所 有 論 の立 場 か ら

191)ワ ル ラス の かか るLemmelの 論 証 とい い うる 如 き叙 述 は、P・206に み られ る。

192)所 有 論 の 基準 は 正 義 で あ り、 そ れ は、 倫 理的 入 格 相 互 の 権 利、 義 務 の関 係で あ

り、 更 に、 強 制 的(obligatoire)相 互 的(r6ciproque)双 方 的(bilat6ral)な 関 係 で あ る。

ワノレラ スは か か る 正 義が 人 間 関 係 を 律 す る唯一 の 基準 で は ない こ とを 認 め、 この外 に、 上

述 の 、一 方 的 権 利、 一 方 的義 務 の 関 係 そ の 他 を認 め てい る(ibid・P・215～P.218参 照 の こ

と)。 な お 、 この 点 は 、 皿 「従 来 の所 有 学 説 の 批 判」に お い て、 バ ス テ ィ ア学 派 の所 有 論 を

.論じ る際 と り あげ た い。
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は補助定理∬の前半を仮定せざるをえない。要するに所有論の対象とは社会的

富の所有における所有の主体即ち個人と国家の権利義務の関係従 ってMoeurs

であ り、その関係を律するものはワルラスの所謂正義なのであるから、かかる

正義以外の基準を ここに持 ち込むことは許しえないのである。

後半の論証。まずその論証を与える前に、かかる条件のワルラス所有論にお

ける重要性に言及せねばならない。

補助定理五の後半の条件を充たす交換様式を、今広義のジェヴォンズ式交換

と名付ける(ジ{ヴ ォンズ式交換の意味はやがて明らかにされる)。 そしてか

かる交換様式は何よりも補助定理皿の前半を実質的に保証 す る為 に必要であ

る。か くてかかる条件を充たす交換様式、広義のジ山ヴォンズ式交換様式 とは

如何なるものかの考察が、ワル ラス所有論にとり重要な意味 を持つ ことが分

る。ワルラスは特にかかる問題解決に所有の科学的理論の中心点が見い出され

うる193)と指摘する。 ところでかかる問題に答えうるものは純粋経済 学 以外に

はありえず、か くて我々は社会経済学に対する隣接領域としての純粋経済学の

意義をも併せ理解 しうる194)。

次に我々は補助定理豆の後半即ち広義のジェヴォンズ式交換の必要な所以を

論証する。

今補助定理∬の後半の否定命題を、即ち 「交換主体の一方が他方の犠牲によ

り利益を うる如き交換様式が必要である」と仮定する(但 し交換者の双方が共

に犠牲を蒙る如き交換は当初から存在 しえぬ故問題とする必要 はな い)。そし

て定理L皿 、補助定理L補 助定理皿の前半を仮定し、更に交換 とは二つの

経済主体を必要とするから交換を1、 個人と棚人2、 個人と国家との二つに区

別する。

個人と個人の交換について。定理1か ら、人的能力は個人の所有に属す→補

193)L.Walras,Etuded'6conom三esocialep.207,

194)純 粋 経 済 蓼は ワ ル ラ ス に お い て は 、cξnoniqueと と も に 、 社 会 経 済 学 、 応 用 経 済

学 更 に 経 済 体 制 論 の 籏 礎 理 論 と し て 重 視 さ れ て い る 、 例 え ば 、L.WalrasEtuded'6co-

nomiepolitiqueapPliqu6ep.462参 照 の こ と 。



103

助定理1か らその用役 も個人の所有に属す→補助定理皿の前半か ら、その用役

価格も個入の所有に属す、 ことになるが、広義のジェヴォンズ式交換が否定せ

られるが故に用役価格は一方の利益により他方が犠牲を蒙むるという形で設定

せられる。か くて個人的活動成果の、個人の能力に応 じた個人的享受の不平等

性が否定せ られ、分配的正義が否定せ られる。即ち、個人 と個人との交換で広

義のジェヴォンズ式交換が否定せ られれば、分配的正義が否定せられる。

個人 と国家の交換について。定理11か ら、土地資本 は国家の所有に属す→補

助定理1か ら、土地用役 も国家の所有に属す→補助定理皿の前半か ら、土地用

役価格即ち地代も国家の所有に属すことになるが、広義のジェヴォンズ式交換

の否定から、土地用役価格は、国家の利益により個人が、或いは個人の利益に

より国家が犠牲を蒙る如き形に設定せ られる。 この際、個人とは土地用役の需

要者であり、国家はその供給者と考ええ、更に国家は土地用役価格を国家的活

動の財源 に当てると考えうる(従 って次に国家は需要者、個人は供給者の位置

に くるが、 この場合 も同様に論 じうる)。 ところでかかる個人或いは国家の利

益により国家或いは個人が、犠牲を受けることもやはり分 配的正 義を否 定す

る。即ち、個人が利益をうるとき享受の不平等性は、個人の能力以上に偏向さ

れ、犠牲を受けるとき、享受の不平等性は個人の能力以下に偏向される。だが

孤立的に見 られた双務的正義は保証せ られる。ただ平等に分配せ られるはずの

国家自身の活動成果が増加或いは減少を受けるのみである。

か くて、広義のジェヴォンズ式交換の否定は分配的正義を否定 し、双務的正

義 との調和的均衡の上に成立すべ き正義を否定する。以上か ら補助的定理豆の

後半 も論証 しえたと考えうる。

我々は、以上、補助定理1、 補助定理皿の前半については、定理1、 皿の成

立如何に拘 りな く、それ らが成立せねばな らぬ ことを論証 し、更に補助定理皿

の後半については定理111を 前提として、その必要性を論証 した。やがて明ら

かになる如 く定理1は 分配的正義を、定理1[は 双務的正義を保証するが、もし

補助定理皿の後半が否定されれば、かかる保証は、その実質的意味を失うとい

うことが、我 々の論旨なのであった。
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2.4.補 助 定 理1,IIの 意 味

我 々 は定 理 工皿を 前 提 と し、 補 助定 理 を 論 証 し た。 次 に本 来 の課 題 で あ る定

理 工 皿皿 の 論 証 に 進 む べ きで あ るが 、 そ の前 に 、 所 有 論 に お い て ワル ラ スが 補

助 定 理 を お い た 意 味 如 何 を 考 察 す る。 資 本 が 今 、 何 ん らか 任 意 の経 済 主 体 の 所

有 に属 す と仮 定 す れ ば 、補 助定 理1を 介 し資 本 用 役 も、補 助 定 理 皿を 介 し資 本

用 役 と交 換 に え られ た そ の価 格 も、 更 に補 助定 理9を 介 し定 理1五 と矛 盾 せ ぬ

限 りそ の価 格 と交 換 に え られ た 何 ん らか の 物 も、 当該 資 本 の所 有 者 の 所 有 に属

す こ と にな る。 そ して、 資 本 に は範 曉1,2,3が 、 資 本 用 役 に は 範 疇4.5,6

がs資 本 用 役 の 価 格 に は 地 代(fermage)俸 給(salaire)利 子(interet)が 、 資 本

用 役 価 格 と交 換 にえ られ た物 に は、定 理1】1と 矛 盾 せ ぬ との 条 件 の故 に、 範 曉

7が 存 在 す る こと に な る か ら、 我 々 は、 こ れ に よ り 資 本 即 ち範 疇1,2,3の

所 有 の 根拠 づ け さえ 与 え れ ば 、 補 助 理 定1互 の故 に、 他 の一 切 の 範 疇 に つ いて

は、 所 有 の 根 拠 づ けを 行 う必 要 が な い こ とが 分 る。 か くて 、 補 助定 理19の 意

味 は 所有 論 の 対象 を、 結 局 、 社 会 的 富 の範 疇1,2,3に の み 制 限 す る こと に求

あ う る195)。と こ ろで 、 ワ ル ラス は我 々に反 し範 疇1,2の 所 有 の 根 拠 づ け を の

み行 え ば よ く、 範 疇3に つ いて は そ れ が7に 属 す る こ とか ら、 そ の根 拠 づ け が

不 必 要 で あ る と論 じ る196)。 だ が この 考 え方 は、 補 助 定 理 皿を 我 々の 定 理 皿 に

予 あ優 先 させ た上 で な けれ ば肯 定 しえ な い。 例 え ば 俸 給 に よ り個 人 が 固 定 資 本

財 を 買 い入 れ る と き、 そ の所 有 の根 拠 を ワル ラス は補 助 定 理 ∬に の み求 め る。

だ が 、 か か る 個人 が 俸 給 に よ り土 地 資 本 を 購 入 す る こ と も、 ワル ラス の論 理 か

ら は肯 定 しう る こと とな る。 そ して これ が 肯定 され ぬ の は、 補 助定 理 五が 、 定

理IIに 優 先 しえ ぬ ことが 前 提 せ られ て の み 可 能 な ことで あ る。 従 って 、 本 来 の

資 本 へ の所 有 の権 利 も、 単 に補 助定 理9か ら は演 繹 され え ず 、 我 々 は、 定 理1

五を 前 提 しつ つ 、 独 立 に定 理 皿 を 与 え、 そ れ を 論 証 せ ね ば な らな い。

正95)補 助 定 理1が 所 有論 の対 象 を 、 範 疇1、2、3、7に 限 定す る こ とに つ い て は、

L・Walras,Etuded'6conomiesocialep・206～P.207参 照 の こ と。更 に、 ワル ラスは 、 哺

助 定 理 が 、 結 局 、所 有 論 の 対 象 を 、1、2に 限 定 す る と論 じる(ibid.P.213>。 だ が、 我

々は これ は ワル ラス の 誤 りで は な い か と考 え 、本 文 に、 我 々 自身 の考 え方 を論 じた 。

196)ibid.p.213.
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最後に、我々は企業家及び企業家職能につき言及したい。ワルラスは経済主

体として土地所有者、本来の資本所有者、労働者、企業家を区別する。勿論一

人の入間が これ ら四者を何んらかの形で兼ねることは可能である。そして企業

家は人的資本、その用役は企業家職能、その用役価格は特に利潤と考えられ、

かかる利潤に対す る企業家の所有の権i利が肯定せ られる197)。この様 に ワルラ

スは、労働用役 と企業家職能、俸給と利潤とを厳密に区別する。 この際企業家

には個人及び国家の双方が含まれるが、今私的個人としての企業家を考え、利

潤が彼の所有に属す ことを、定理1を 前提とし論証することにする。我 々は彼

が労働用役、土地資本用役、本来の資本の用役(従 って固定資本、貨幣資本、

流動資 本 の用役)、 を労働用役につ いて は個人から、その他の全てについて

は国家か ら借 り受けると仮定する。 このとき企業家はその企業家職能により、

これ らの用役を結合 し、生産物を作 り、それを販売し、そこか ら上述の用役に

対し俸給地代利子を支払い、残額を利潤 として自己の所有とな しうることにな

る。ところで企業家の作った生産物が固定資本である場合、かか る固定資本は

彼がそれを販売す る以前彼の所有に属すであ.ろうか。我々の仮定からは、 この

ことは肯定 しえない。彼はいまだ、借 り入れた用役への支払いを行 っていぬか

らである。その限 りかかる固定資本の一部即ち利潤以外の価値はこれ ら用役の

提供者の所有に属すると考えうる198)。

2.5定 理1,II,IIIの 論証

2.51序 説 論証に入るに先き立ち、我 々はワルラスの所謂正義につき再

定式化してお く必要がある。正義とは分配的正義と双務的正義がともに成立す

るとき、始めて成立 しうる。そして個人的活動成果の個人の能力に応 じた個人

的享受の不平等性の保証が分配的正義を成立 させ、国家的活動成果の国家の成

197)ibid・P・213・

198)ワ ル ラス は 企 業家 の利 潤 へ の 所 有 の権 利 を、 我 々 の仮 定 とは 異 り、 企 業 家 の 当 初

所 有 す る貨 幣 所 得 へ の 所 有 の権 利 を前 提 し、 これ を 前払 い 的 に 生産 用役 の 提 供者 に 支 払 う

こ とを 仮 定 し、 か くて 、生 産 せ られ た 財 へ の 企 業 家 の所 有 の権 利 を、 従 っ て利 潤(損 失 を

含 む)へ の 所 有 の 権 利 を 肯 定 し て い る。 しか し この 論 証 は、 当 初 企業 家 の 所 有 す る賃 幣 所

得 へ の 所 有 の 権 利 を 前提 す る こ とか ら、循 環 論 証 と考 え う る。ibid.P.213.
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員たる個人による権利として認められた享受の平等性即ち国家的享受の平等性.

の保証が双務的正義を成立 させる。そして真の意味の正義は秩序の成立を待 ち

始めて成立 しえ、その際、細部の秩序が分配的正義に、総体の秩序が双務的正.

義に対応す るが、それにも拘らす正義は正義として孤立的に考え らるべきであ

り、それ故我々は以下秩序の成立の如何を捨象 し、正義のみを考察する。最後に

注意すべきことは、かかる正義従ってまた秩序の確立は、根本的にはその成員

たる個人の意志を反映した国家により成さるべきであり、かつそれは成員たる

個人の倫理的人格の完成に対する手段の位置を占めるべ きである、ということ

である。更に、人間は倫理的人格と同時に労働者として二重的に把握せ らるべ

きが故に、倫理的人格の完成は二重的に労働者の完成に通 じ、従って上述の享

受は、倫理的人格 としての享受 と労働者 としての享受との二重的意味を持つ。

2.5.2定 理1の 論証

今定理1を 仮定 してみる。そのとき(1)人的能力即ち人的資本は個人の所有に

属す→(2)補助定理1に より人的資本の用役は個人の所有に属す→(3)補助定理皿

により人的資本の用役 と交換に、但 しかかる交換が広義のジェヴォンズ式であ

るとして、獲得 された俸給及び利潤は個人の所有に属す→(4)補助定理 五により

かかる俸給及び利潤と交換に、但 しかかる交換が広義のジ占ヴォンズ式である

として、獲得 された社会的富は個入の所有に属す、と推論 しうる。そして広義

のジ山ヴォンズ式交換が維持せ られる限 り、(4)の示す俸給及び利潤 と交換にえ

られた社会的富の所有は、個人的活動成果の個人の能力に応 じた不平等なる享

受を意味 し、 このことから分配的正義が保証せられる。か くて定理1は 分配的

正義を基準 とするとき、それを成立 させる為に不可欠であることが明らかにな

る。 これが我 々の論証である。尚我 々は以上で定理皿皿を全 く捨象 し、孤立的

に定理1が 分配的正義を保証す ることを論証 した。従って生 産物 の内容 と し

て、本来の資本が含まれることを、また土地資本を俸給及び利潤と交換に私有

しうることを、必ずしもいまだ否定 していない。

2.5.3定 理IIの 論証

次に定理1を 前提として定理豆の論証に入 る。
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仮に定理皿を前提 してみる。そのとき(1〕土地資本は国家の所有に属す→(2)補

助定理1に より土地用役は国家の所有に属す→(3)補助定理■により土地用役と

交換にえ られた地代は、かかる交換が広義のジェヴォンズ式である限 り、需要

者たる個人を犠牲にす ることな く、即ち分配的正義、従って定理1と 矛盾する

ことな く、国家の所有に属す→(4)補助定理llに より地代と交換に獲得せられた

社会的富は、かかる交換が広義のジ_ヴ ォンズ式である限り、供給者たる個人

を犠牲にすることな く、即ち分配的正義従 って定理1と 矛盾することな く、国

家の所有に属す、 という推論が成立する。そして国家は定理1と 矛盾すること

な く、かかる地代 と交換に得 られた社会的富を国家の成員たる個人に、即ち 「

消費主体 としての国家」に費消させ うることになる。 ここでかかる社会的富と

して人的資本のみがさしあたり除去 されればよい。さもなければ定理1と 矛盾

するからである。か くて国家的活動成果の、国家の成員たる個人に対 し権i利と

して平等に認められた享受即ち双務的正義は保証せ られる。但 し、 ここで定理

皿が定理1と 矛盾 しないかという問題が生 じるであろう。 この為にワルラスの

交換価値論が援用せ られねばならない。ワルラスは労働価値説をとらぬから、

土地そのものは労働の産物でな く自然の与える社会的富であ る199)。従 って土

地の国有は個人的活動成果即ち個人の労働の成果の国有 という意味を持たず定

理 工に矛盾 しない。 もし土地そのものも労働の産物と考えられるなら土地の国

有は定理1と 矛盾することになる。か くて我々は広義のジェヴォンズ式交換の

確定 と共に、交換価値論の以上の如き意味か ら考え、純粋経済学が社会経済学

の隣…接領域として如何に重要であるかを再度確認しうる。

この様に定理1皿 により分配的正義と双務的正義は共に保証せられ、それと

二重的に 「分配の次元での私的利」と 「公共的利」とが共に保証せられ、か く

て正義と 「分配の次元での社会的利」とが二重的に保証せ られることになる。

但 し我 々はいまだ定理皿を全 く捨象 している。従って個人及び国家の購入す

る社会的富の内に、本来の資本が如何に含まれるべ きかには、即ち本来の資本

1gg)ibid.p.38.
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は 全 て 私 有 せ らるべ き か 或 いは 国 有 せ ら るべ き か 或 い は 個 人 と国 家 に よ り分 有

せ ら るべ きか に は 触 れ て い な い。

尚 我 々 は国 家 が 確 立 され た一 般 的 社 会 的 条 件 を 平 等 に 享 受 さ せ る 為 の 財 源

を、 土 地 国有 化 を 介 して の 地 代 収 入 に求 め るべ き こ とを 論 証 したが 、 通 常 か か

る財 源 は租 税 に求 め られ る。 そ して 租 税 の 中 に は 地 代 俸 給 利 子 へ の 租 税 が 存 在

す る。 この 内 地 代 へ の 租 税 は実 は租 税 で な く、 個 人 と 国 家 と の 土 地 の 分 有 と

考 え られ200)、土 地 国有 化 の 問題 に包 摂 せ られ 問 題 外 とな るが 、 俸 給 へ の 租 税 及

び定 理 皿 を 前 提 した と きの 利 子 へ の租 税 は実 は定 理1と の 矛 盾 に よ り分 配 的 正

義 を 否定 し、 採 用 され え な い201)。我 々 は後 に租 税 論 に て ワル ラ ス の 租 税 の本

質 観 を 論 じる こと にす る。

尚 ワル ラス は資 本 蓄 積 と人 口 増加 の 進 ん で い る国 で の土 地 の 稀 少 性 か ら、 地

代 の年 々の上 昇 を 主 張 し、 地 代 収 入 に よ り国 家 的 活 動 の財 源 は充 分 に まか な わ

れ る と考 え 、 所 有 論 に対 す る現 実 的 根 拠 を も提 示 す る202)。

2.5.4定 理IIIの 論 証

定 理 皿 で 問 題 と され る本 来 の資 本 は、 ワル ラス の 社 会 的 富 の範 疇7に 属 す 生

産 物 中 の、 固定 資 本 、 及 び 残 余 の もの の資 本 化 の 結 果 生 じ る も の を 含 む 。 即

ち、 範 躊7に は、 原 料 、 生 存 資 料、 燃 料 等 のrevenue,機 械 、 道具 、 建 物 等 の

capitaux,そ れ に 貨 幣 が 含 まれ るが 、 この 内revenuc及 び 貨 幣 は、 資 本 化 せ ら

れ ぬ 限 り単 な るrevenueに す ぎ ぬ が 、 資 本 化 せ られ る こ と に よ り、capitauxた

る性 質 を 帯 び る。 そ して 機 械 道 具 建 物 等 は本 来capitauxた る 性 質 を 持 つ 。 か

くて これ ら三 つ の 資 本 即 ち固 定 資 本 、 流 動 資 本、 貨 幣 資 本 及 び そ れ らの 用 役 、

更 に 用 役 と交 換 に え られ た それ らの資 本 利 子 の、 私 有 、 国 有 、 個人 と国 家 に よ

る分 有 、 の何 れ が 、 定 理1皿 と矛 盾 せ ぬ 限 りで 正 義 に 合 致 す る か が 論 証 せ られ

ね ば な らな い。

200)ibid,p.404～p.409.

201)ibid・P・431～P・441(II・Critiquedel'imp6tcommefaitnormaletdetinitifl)及

びp。442～p.452(De1,imp6tcommcfaitanormalettransitoire,Delanationalisation

duso1)を 参 照 さ れ た い 。

202)伊llえ ばibid.p.446.
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そこで定理皿の否定命題を次の如 く二つ設定 し、推論を始めたい。

即ち、1.本 来の資本は全て私有せらるべきである。2.本 来の資本は全て

国有せらるべきである、がそれである。

ます1を 仮定するな ら、そのとき双務的正義を保証する定理皿は実質的に否

定せられる。即ち定理豆と補助定理1五 により、地代の国有 化 は導出 しえて

も、更に補助定理皿を使い地代 と交換にえられる社会的富の内、本来の資本の

国有化は肯定 しえぬことになる(但 し後に示す如 く本来の資本の内貨幣 ・流動

資本の国有化は応用経済学の与える秩序の立場か ら肯定 しえぬが故に、実質上

問題 となるのは固定資本のみであるが、我々は社会経済学の立場から論じてい

るか ら、本来の資本全体を問題としたい。)。従って国家的活動成果の享受の平

等性は、固定資本の国有化の否定の故に、実質上否定せられ、か くて双務的正

義及びそれを保証する定理皿は実質上否定せ られる。

次に2を 仮定す るなら、そのとき分配的正義を保証する定理1は 実質的に否

定せ られる。即ち、定理1と 補助定理1工により、俸給(及 び利潤)の 使用が肯

定せ られても、更に補助定理豆により、俸給と交換にえられる社会的富の内、

固定資本、俸給を節約してえた貯蓄の資本化からえられる貨幣資本及びその利

子、更に俸給 と交換に得られるrevenueの 資本化か ら得 られる流動資本及 び

その利子、の私有は肯定せ られぬ ことになる。従って個人的活動成果の個人的

享受の不平等性は、本来の資本の私有の否定により、実質上否定せ られ、か く

て分配的正義及びそれを保証する定理1は 実質上否定せ られる。

か くて正義、即ち分配的正義と双務的正義を究極の価値基準とする社会経済

学の立場からは、定理皿の否定命題1、2は 共に肯定 しえぬ ことが明 らかにな

る。

ところで本来の資本の所有の在 り方は(1)全て個入により所有される。(2)全て

国家により所有される、(3)一部個人により一部国家により所有される、の三つ

しかありえず、 しかも本来の資本は、必ずこれら三つの何れかの形で所有 され

るから、(1)② の所有の在 り方が否定 された以上、(3)のみが残 され ることに

なり、 このことから我 々は定理皿の正当性を論証 しえたことになる。
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2.6所 有論の価値命題の要約

か くて我々はワルラス所有論の価値命題を次の如 く要約 しうる。

定理1人 的能力従 って人的資本は個人の所有に属す。

系1.人 的資本の用役は人的資本の所有者である個人の所有に属す

系2.人 的資本の用役価格は人的資本の所有者である個人の所有に属す。但

し用役市場での広義のジ山ヴォンズ式交換が前提せ られねばならない。

系3入 的資本の用役価格と交換に獲得された社会的富は、定理■と矛盾せ

ぬ限 り、人的資本の所有者たる個入の所有に属す。但 しかかる交換のなされる

市場での広義のジェヴォンズ式交換が前提せ られねばな らない。

定理皿 土地資本は国家の所有に属す。

系1国 家は土地用役の所有者である。

系2。 国家は地代の所有者である。但 し土地用役市場での広義のジェヴ ォン

ズ式交換が前提せ られねばならない。

系3国 家は地代と交換に獲得 した社会的富の所有者である。 このとき定理

一1と矛盾せぬことが必要である。但 しかかる交換がなされる市場での広義のジ

占ヴォンズ式交換の存在が前提せ られねばならない。

定理皿.本 来の資本及び本来の資本の利子は、個人と国家に分有せ られるべ

きである。但し資本市場にて広義のジェヴォンズ式交換が前提せ られねばなら

ない。

我々はここで次の如き問題に答えておきたい。本来の資本は個人及び国家により分有せ

ちれるとしても、固定資本以外については、国家はそれを如何に使用するのか、即ち貨

幣、流動資本の国有の実質的意味は何か。

これに答えるには応用経済学の立場の援用が不可欠である。社会経済学のみではこの問

題に答えない。既に形式的に考察した如く応用経済学は、社会的富の生産の次元での秩序

の確立に答える。それは私的利害に属す生産物の生産を私的個人に、公共的利害に属す生

産物の生暖を国家に、原則的に確定し、かくて秩序及び「生産の次元での利」に答ええた。

従ってこの原則を維持する限り、国家は貨幣資本、流動資本を資本市場にて貸し出す根拠

一を我々は見い撮しえない。そのとき国家は国家的活動の財源を地代収入から獲得し、それ
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故地代 の資本化は専 ら私的利害 に属す生産物の為の資 本蓄積 に向け られ るで あろう。だが

このことは公共的利害に属 す生産物 に向けられ るべ き財源の方 向転換 を意味 し、その意味

で まず秩序を破壊 し我 々は原則 的にこれを肯定 しえな い。更 に この場合、 貸手 は 国 家 一

個、借手は私的個人故 に多数 であ り、所謂供給独 占が成立 し、か くて補助定理 ∬が要求す

る広義 のジェヴォンズ式交換 も、原則的 には交換様式に考慮 が払われ ぬ限 り、否定せ られ

る。それ故秩序の問題 を除外 して も、それは、分配 的正義 を否定 し、承認 しえぬ もの とな

る。但 しこの問題は広義 のジェヴ ォンズ式交換 様式 の案 出によ り救済 しえ、かつ国家的活

動に際 し他の局面で も同様 の問題 が生 じるか ら、我 々は この点 によ り、貨幣資本、流動資

本の国有の意 味の否定 を本質 的に根拠づ け得ない。要 するにこの問題は秩序 との関連 で答

え られねばな らない。但 し公共的利害に属す生産物の生 産を合理的 に行 う為、何ん らかの

公 共的な資本市場を設 け、 それ により地代 収入 の公理 的配分を考え うるな らば話は別 であ

る。

尚我 々は本来 の資本 の私有肯定の根拠 を、正 義以外 に利 の観点か らもワル ラスが与える

こ とに、言及せ ねば ならな い。 ワル ラスは私的利害 に属す生産物の資 本蓄積の源泉 を、専

ら私的個人による俸給 の節約 によ る貯蓄の資本化 に求 め資本利子の私有の肯定がかかる蓄

積 を促進 す ると論 じ、更 に、かか る資本の私有の肯定 を労働者 たる私的個人の労働意欲に結

合 す る。特に彼 は稀少価値 を持つ私的労働者の供給 にと り、かか る資本の私有の肯定が不

可欠 であると考 え、 その根拠を人間 に対す る現実 的理解 に求 める。彼は現実の人間を倫理

主 義的倫理観 の教え る如 き禁 欲主義的の もの と見ず、 まず それを動物的基盤 の上で、次に

自己保存 の本能 に支 配せ られた 自己中心 的衝動 の もとで、理解すべ きで あると論 じる203)。

尚私 的利害 に属す生産物の資本蓄 積を、 ワル ラスが、国家の地代収入 に求あない理由は、

それが生産の次元での秩序 の破壊 を意味 す るが故 である。 また逆 に、私的個 人によ る資本

蓄積が、公共的利害 に属す生産物 の資本蓄積 に流用せ られ ることも、秩 序 の 破 壊 を 意味

し、実質 的にも国家は地代収入の故 にその必要 を持 たぬ と考 え られ る。

2.7社 会 経 済 学 特 に 所有 論 と 純 粋 経 済 学 と の 関 連 に つ い て

我 々 は 既 に 純 粋 経済 学 が1そ の 与 え る交 換 価 値 論 及 び2所 有 論 の 補 助 定

理 皿 の 後 半 が 要 求 す る広 義 の ジ 占 ヴ ォンズ 式 交 換 の 内容 的 設 定 の故 に、 社 会 経

済 学 就 中所 有 論 に と り不可 欠 の 隣接 領域 で あ る こ とを 指 摘 し た。 そ こで 以 下具

203)以 上 の 諸 点 に つ い て は 、ibid.P.222～P.224参 照 の こ と。
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体的に特に2に 限定 し、所謂広義のジェヴォンズ式交換に属す交換様式が何で

あるかを純粋経済学的認識が与えることを示す。だが我々は純粋経済学のワル

ラス的内容が与える交換様式のみが、広義のジェヴォンズ式交換 と考えるべき

でな く、単に理念的レベルで ワルラスがその典型的形態を与えたと解釈せねば

な らない。

ワルラスは次の如き条件を充す交換様式を、広義のジ_ヴ ォンズ式交換の一

規定とする。 ワルラス的にいえば、 自由競争或いは無限の競争、換言すれば完

全競争の仮定 と、所謂 ワルラス的行動仮説のもとでの、市場的交換がそれであ

る204)。即ち何ん らかの取 り引きの仲介者(auctionner)の 存在を想定 し、それが

価格を叫び、市場へ参加する全ての経済主体がかかる叫ばれた価格を所与的と

して受けとり(即 ちpricetakerと して行動する)、 それぞれ経 済 的合理 的に

需要量供給量を決定 し、か くて社会的な需要供給量もまた決定され、その際、

もし超過需要が存在すれば買手が高値をつけ、超過供給が存在すれば売手が安

値をつけ所謂再契約を行いつつ一連の模索を介 し需給の均等を もたらす如き交

換様式、がそれである。

ワルラスは、 この様に広義のジ山ヴォンズ式交換様式を規定 し、それが補助

定理豆の後半が要求する如 き、交換主体の一方或いは双方に何んらの非 自発的

な犠牲を ももたらさぬことを、物々交換(価 値尺度機能と交換手段としての機

能を果す限りでの貨幣財を介 しての交換をも便宜上含める)と 貨幣的交換に分

け論証する。但 しEtuded'economicsocialeで は特に二財二個人間 の物 々交 換

という最 も単純な場合の論証が存在するにすぎす、多数人多数財を含むより複

雑な交換様式、更に貨幣的交換様式については、極めて暖昧な叙述が存在する

にすぎない205)。しか し後者がかか る広義のジェヴォンズ式交換であり、 交換

主体の各 々にワルラスの所謂相対的極大満足を与えるということの論証は、実

はワルラスの純粋経済学あげての課題なのであった。それ故 この点を立ち入 っ

204)こ の 点 につ い ては 、ibid・P・212～P・213。 ワ ル ラスの 叙述 は 厳 密 さに 欠 け る、 我

々 は 我 々 の 言 葉 でそ の 内容 を 再 定 式 化 した。

205)ibid.p.207～p.213.
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て 考察 す るに は純 粋 経 済 学 の本 格 的 考察 が 不 可 欠 で あ る。 そ こで 我 々 は単 に 二

財 二 個 入 間 の 物 々交 換 を 、 上 述 の仮 定 の下 で 考察 す るに と どめ る。 だ が これ に

よ り ワル ラス の 論 証 の エ ッセ ン ス は把 握 せ られ う る と我 々 は考 え る。 尚、 貨 幣

的 交 換 が 広 義 の ジ ェヴ ォ ン ズ式 交 換 で あ る為 に は、 上 記 の 仮定 の外 に、 貨 幣価

値 変 動 の 国 家 に よ る規 制 が 可 能 で な け れ ば な らぬ と ワ ル ラスが 考 え て い る こ と

を 、 指 摘 して お く206)。さ もな けれ ば 、 補 助 定 理 皿 の 前 半 はそ の 実 質 的 意 味 を

奪 われ るか らで あ る。

ワル ラスは、二財二個人 間の交換様式 をジェヴォンズの 「TheoryofpoliticaleconomyJ

ch.4の 分析 を修正 し導 出 したワルラスの所謂 ジェヴ ォンズ式交換 と、 ゴツセ ンの「Entvi-

cklungderGesetzdesmenschlichenVerkersundderdarausfliessendenRegelenfUrmen-

schlichesHandeln」(1854)に て与 え られ るワル ラスの所謂 ゴツセン式 交 換 様 式 に 区別

し、後者 との比較で前者が広義の ジェヴ ォンズ式交換で あることを論証す る207)。

1.ジ ェヴォンズ式交換様式について

交換者 を(1)(2)と し二財 を(A)(B)と す る。そのとき交換者達はauctionnerに よ

り最初偶然に叫ばれた(A)の(B)で 示 した相対価格或 い は(B)の(A)で 示 した 相 対 価

格、PABPBAを 、pricetakerと して受 けとり、 これに適応 し各 自の効用の 可 能 な る限 り

最大の満 足を求 め、各 々供給 量需要量 を決定す る。 ワル ラスはまずかか る条件下で各交換

者に最大 の満足 を与え る主体 的均衝 の条件 を定式化す る。その際彼 はその問題の微妙 さの

故に数学的論理のみがかか る条件 を厳密 に定式 化 しうると論 じる。rA、,rBhra2,rB2を

交換者(1)(2)の 限界効用 とすれば、坐 一PaB,塑 一PBAが 、かかる交換者 の各 々の
γBlrA2

主 体 的 均 衡 条 件 を 示 す もの で あ る。 尚市 場 的均 衡 の条 件 につ いて は 後 述 す る。

交 換 者(1)は(A)の み を、 交 換 者(2)は(B)の み を所 有 す る と仮 定 し、 そ の 当 初

の 所 有 量 を 、go、.t9"2B,(A)の 供 給 量 、需 要 量 を 、OAI)A,(B)の 供 給 量 、需 要 量 をOB1)B,

更 に φ41,φB、,転2,φB2を 交 換 者(1)(2)の 総 効 用 函数(ワ ル ラ ス的 に は 有 効 効 用 函

数)と す る。

206)ibid・P・212・

207)こ の 点 に つ い て の 以 下 の 論 述 は 、ibid・P・207～P・212・ 参 照 の こ と 。 我 々 の 叙 述

は 記 号 そ の 他 若 干 ワ ノレラ ス の も の と 異 る が 、 本 質 的 な 点 は 変 ら な い 。 な お 、L.Walras,

E16mentd'6conomiepolitiquepure.P.169～P.170を も 参 照 さ れ た い 。
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こ の と き 交 換 者(1)の 総 効 用U、 は 、 σ 、=φal(q。 エA-Oa)+φB、(1)B)、 交 換 者(2)の

総 効 用U2は 、 σ2=φA2(1)A)十 φ82(q。2B-OB)で 示 さ れ 、 各 々 の 極 大 効 用 はdU,=OdU2=0

の と き 成 立 す る 。dUl=φ'Ald(q。 、A-OA)十 φ'B、dDB・ ・OdU2=・ φノA2dl)A÷ φ'B,d(g。2B-OB)=

・か・融 一、(
,為 ガ 獅 謬 、(,為 ガ 畿 が成立・・絵 …

髪器 … か・・畿 一・… 舞 一… カ・即ち上述の主体的均衡の条件が成立す・

(但 し二 階の条件du、2くO,du22<0は 成立す ると仮定す る)。

ところでかか る主 体的均衡条件式は、交換者(1)に ついては(A)の 供給函数 、(B)の

需 要函数、(2)に ついては(A)の 需要函数、(B)の 供給函数を 意 味 する ものである。何

故・ ・ば ・・・…=D・ と・ う欝 式 を使 ・ 島 … か ・我 ・は ・誠 ・はDBを ・

1)B或 いはOAに おきか ええ、各 々PABに 関 して陽 表 して、各 々PaBの もとで(B)の 需

要函数(A)の 供給函数 を導 出 しうるか らであ る(尚 交換 者(2)に ついて も同様 で ある)。

従 って主体的均 衡条件でな く、市場的均衡の条件とは、 与 え られ たPABの もとで、交換

者(1)の(B)の 需要函数 と交換者(2)の(B)の 供給函数 とが 交 点 を 持 つこと、即 ち

DB=OBが 成立す ることであ り、このとき同時 に、08≡DBPBA,DA≡OBPBAか らDA=

0∠ も成立す る(ワ ル ラスの法則、 尚かか る均衡点の安定性 の分析 は省略 したい)。 従 っ

て 当初偶然に叫ばれた価格下 で、交換者(1)(2)が 各 々極大満足 を求 め独立 的 に決定

した交換者(1)の(A)の 供給量 と(2)の(A)の 需要量、(1)の(B)の 需要量 と(2)

の(B)の 供給量 が一致せぬ限 り、均衡 は成 立しえな い。即 ち一般的には偶然に叫ばれた価

格が、直 ちに均衡価格であ るとい う保証 はな く、かか る場合、需 給の一致 が成 立す るまで

価 格は次々と叫ばれ、所謂模索 が続 け られ る。以上が ワル ラスが与えたジェヴ ォンズ式交

換 様式 が所謂広義 のジェヴォンズ式交換で あることの厳 密な論証であ る。

2.ゴ ツセン式交換様式 について

我 々は次 にジェヴ ォンズ式交換様式の本質を明 らかにす る為、 ゴツセン式交換様式にっ

き分析せねばな らない。

ゴッセンは交換後に成 立す る効用極大化 の条件 を先 きの記号によれば次の如 く与 え る。

φ'Al(9。IA-0'A)=φ'A2(ヱ)'n),φ'Bユ(D'B)=φ'β2(9。2B-O'B)がそれで ある。 この様 に して到

達せ られ た極大効用は明 らか にジェヴォンズ式交換様式下での もの、即 ち自由競争下での

相 対的極大満足ではな い。それは、二つの交換主体が共通 の一義 的な交換比率で 臼由 に二
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財 を売 買 す る と い う条件 と両 立 しえぬ し、 か か る交 換 比率 下 で の需 給 の 一 致 とい う条件 と

も両 立 しえぬ 絶 対 的 極大 満足 で あ る208)。 換 言 す れ ば 、 絶 対 的 極 大満 足 と は、Ul=φ4、+

・φ8、,U2=勉2十 φB2と す る と き、U=・U、 十U2で 示 さ れ る 効 用 の社 会 的 総 計 の 極大 化 な

、の で あ る。即 ちdU==一 φ'A,dOA十 φ'.,dD.十 φ'U2dDA一 φ'B2dOB=0に お いて 、OA=1)A,

・OB=DBか らdOa・=dDA,dOB=dDBで あ り、そ れ 故 、dU=dDB(φ'B一 φノB2)十dl)A(φ'A2-

¢'Al)==Oと な るが 、 そ の 為 に は 、φ'B1-gb'B2,φ'4、=mφ ノa2が 成 立 せ ね ば な ら ぬ か らで あ

る 。

3,ジ ェヴォ ン ズ式 交 換 様 式 とゴ ツ セ ン式 交 換 様 式 の 比 較 に つ い て

我 々は ワ ル ラス に従 い、 幾 何 学 的 に但 し厳 密 な論 証 で な く記 述 的 な説 明 を与 え よ う。

ワ

'

208)LW・1・a・,Elern・ntd'6・ ・n・m三 ・p・1itiq・ ・p・rep・169～P・170・

'
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上 図 にお いて 、OG,,VV、 、 は 交 換 者(1)の 、GO2VV2は 交 換 者(2)の 、(A)及 び

(B)の 限 界 効 用 曲線 、oa,obは(1)及 び(2)の 当 初 の(A)及 び(B)の 所 有 量 とす る 。

ジ ェ ヴ ォ ンズ 式交 換 で は,こ れ らの条件 下 で 相 対 価mSPABPBA下 で 、,(A)及 び(B)の 有

効 需 要 と有 効 供 給 の均 等 が成 立 す る。(A)の 量ax=ox',(B)のvab■=・Ofは 、各 々ジ ェヴ ォ・

・ズ的な均衡需給量を示すもの・す・・数軸 ・は市場的均衡の条件は 鮨 疹緬 禦

φ,A2(ヱ)A)==P.tB=(但 し、OA=DA,DB=OBと す る)で あ り、OA・=ax,DB=qプ,,φ'
B2(a。2ザOB)

DA=・ox',O.=bLy,g。Al=oa,q。2B=obで あ る。 他 方 ゴ ツセ ン式 交 換 で は 、 数 学 的 には 均

衡 条 件 は、 φノAl(q。1A-0'∂;φ'A2(1)'A),φ'B1(D'B)・ …di'B2(9"2B-0仮)で あ り、図 で はO'A'

=・aX ,D'A・=oX',D'B=t=oY',O'ls=byと な る。従 って ジ ェヴ ォ ンズ的 均 衡 と比 べ る と、 図

か ら明 らか な如 く、 交 換者(2)の(A)の 需 要 量 は ジ ェ ヴ ォ ン ズ式 で のox'か ら、 ゴ ッセ

ン式 で は ・X'に 、 つ ま り ゴ ツセ ン式 で は ジ ェ ヴ ォ ン ズ式 に 比 べx'Xノ だ け 誠 少 し、(B)の

供 給 量 は 同様 にbyか らbYe(、 つ ま り2yだ け増 加 して い る。他 方 交換 者(1)の(A)の

供 給 量 は 、 ジ ェヴ ォ ンズ式 で のaxか らゴ ツ セ ン式 で はaXに 、 つ ま リゴ ッセ ン式 で は ジ
'

山ヴ ォンズ式 に比べ、xXだ け誠少 し、(B)の 需要量は同様にay,か ら ・Yに,つ ま りY'],

だけ増加 して いる。要す るに ジェヴ ォンズ式均衡か らゴツセ ン式均衡へ移行す るとき交換

者(2)は(A)の 需 要を誠少 し(B)の 供給 を増加 し、 そ の 分 だ け、交換者(1)は(A}

の供給 を減少 し、(B)の 需要 を増加 し、それ故交換者(1)の 利 益 の 増 加 に よ り交 換者

(2)の 利益が非 自発的強制 的に削減せ られ るのであ る。

か くて ジェヴ ォンズ式交換 は功利主義的個人主 義的性質 を持 ち、逆 にゴッセン式交換は

倫理主義的共産主義的性質 を持つ と考え うる。何故 な らば ジェヴォンズ式交換では交換者

(1)は 、交換 者(2)が(1)の 所有す る財を需 要す る限 り(1)の 財を供給 し、(2)

の所有す る財 を(2)が 供給す る限 り需要 し、逆 に(2)に つ いて も 同 様 の こ と が いい

え、か くて交換者(1)(2)が 自発的に即 ち 自由の原理 に支配せ られ、他者 を 強制 し他

者を犠牲 にせず、交換行為を行 うこ とにその特徴が存在す るか らであ る。 この点を我 々は、

個 人主義的と特徴づけえ、更 にかか る交換行為を介 し各 自が利価値の極大を追求 しうるこ

とか らその点を功利主義的 と特 徴づけうる209)。逆に ゴツセ ン式 では交換者 の一 方 が他 方

の利益の増進の為強制 的に自己の利益を犠 牲にせ ざ るをえず、かか る強謝を行 う主体た る,

209)L・Walras,Etuded'6conomiesocialep.209.



117

国家 の権威 が、個人 の自由を侵 し、か くて細部の秩序 が否定せ られ、同時 に平等が不平等

を 侵 し分配的正義 が否定せ られ、 それ故、我 々はそれ を共産主義的 と特徴づけ うる。更 に

一 方 の利益 の犠牲 に よ り他方 の 利 益 の増 進 が生 じるが故 に、 も し一方が 自発的にかか る

行為 に同意す ると考え るな ら、そ こには一方 の禁 欲的行為を介 し他方が一方的に 自己の利

益 を増進 しうることとな り、 これ を我 々は倫理主義的 と特徴づけ うる210)。 尚我 々は ジェ

ヴ ォンズ式交 換におけ る交 換主体 の当初 の財 の所有量を所与 としたが、 もしこれが正義 の

基準 に合致す るな らば、その功利主義的個人主義 的局面 はワルラス的に綜合せ られ た立場

の二重 の契機 の一つた る功利主義的個人主 義的局面で あるといいうる。

2.8.ワ ル ラ ス所 有 論 と狭 義 の 基 礎 理 論 及 び 構 成 原 理 と の論 理 的 関連 に つ

・い て

2.8.1狭 義 の 基 礎 理 論 特 に存 在 論 的 考 察cenonique的 考 察、 及 び 両者

の 統 一 的立 場 と の 関 連

我 々は 既 に 存 在 論 的 考察 とcenonique的 考 察 の 統 一 的 立 場 に つ き、 我 々の 考

え を 明 らか に し たか ら、 以 上 の課 題 に は極 め て 簡 略 に答 え るで あ ろ う。

存 在 論 的 考 察 に お け るMoeursは 、 正 義を そ の基 準 と し たが 、 社 会 経 済 学 は

か か る正 義 をcenonique的 考察 が 与 え る 正 義 と 解 釈 しcenoniqueを 媒 介 と し

て、 か か るMeoursを 社 会 的 富 の所 有 の次 元 に お い て 特 殊 的 に 規 定 した。 これ

が 存 在 論 及 びcenoniqueが 社 会 経 済 学 に 対 し基 礎 理 論 た る こ との 意 味 で あ る。

尚 、 存在 論G6noniqueの 統 一 的 立 場 か ら、 社 会 経 済 学 は更 に 正 義 の確 立 と二 重

i的に 、 我 々 の所 調 分 配 の 次 元 で の利 に も答 え え た。 換 言 す れ ば 、 分 配 的 正 義 は

定 理1、 双 務 的 正 義 は定 理 豆 と して 、 補 助 定 理 を 前 提 と しつ つ 、 特 殊 的 内容 的

に規 定せ られ 、 か くて正 義 も ま た規 定 せ られ 、 この こ とは 二 重 的 に ・「分 配 の次

元 で の 私 的 利 」と 「公 共 的 利 」を 保 証 し、 か くて 「分 配 の 次 元 で の 社 会 的 利 」 を

保 証 した こと にな る。 尚、 狭 義 の基 礎 理 論 と し て、 我 々が 指 摘 し た方 法 論 的 考

察 も、 所 有 論 自体 が理 論 或 いは 科 学 、 特 に応 用 倫理 科学 と して 、 「現 実 の 理 念

化 」 と い う性 質 を 持 つ こ とへ の 洞 察 を 与 え る意 味 で 、 基 礎 理 論 た る意 味 を 持 ち

う るで あ ろ う。特 に所 有 論 の理 念 的 性 質 は、 それ が 補 助定 理 皿 を介 し、 純 粋 経

210)ibid.P・209M)・210.
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済学 の 認 識 成 果 を 、 所 有 論 の立 場 か ら媒 介 し た こ とか ら、 一 層 高 め られ る。

2.8.2構 成 原 理211)との 論 理 的 関 連 につ い て

(1)そ の 社 会 主 義 的傾 向 に つ い て

　 　 の

既に考察 した如 く、 ワルラスにとり社会主義とは 「現実の理念化」を介 し出

来る限り完全なる理念を定式化 し、 この理念の中に凝縮せ られた革新性により

特徴づけえたが、同時にそれは 「現実の理念化」として、 次 に 「理 念 の現 実

化」の連鎖が即ち革新的に形成せ られた理念を何ん らかの方策を介 し現実化す

るという実践の方向が、予想せ られ る限り、上述の革新性は、同時に現実の側:
の 　 　 　

からの何んらかの制約を含まねばならぬはずであった。そしてかかる現実に制
　 　 　 　 　 　 　 　

約せ られた革新性を、ワル ラス所有論が、現実に制約せられたという側面につ

いては、本来の資本の私的所有の肯定の中に、革新性 という側面については、

土地国有化及び租税廃止の主張の中に、共に含むことにより、顕著に備ええ、

か くて所謂社会主義的傾向を持つ ことを我々は指摘 しうると考える。だが、革

新性そのものが本来の資本の私的所有の肯定により現実的制約を受けるとはい

え、土地国有化 と以下応用経済学で考察する国家的統制による独占利潤の可能:

なる範囲での否定を前提する限 り、かか る制約は決してワルラス所有論の保守

的傾向を意味 しないことに注意 されねばな らない。従 来の社 会主 義的主張で

否定せ られた資本の私有は、かかる土地私有と、地代の上昇による不労所得、

土地の投機的売買による収益、更に独占企業の価格維持によ る独 占利 潤の故

に、主として生 じたものであった。そしてこれらの条件を欠 くワルラス的な資

本の私的私有は、単に個人による労働俸給の節約とその資本化による貸付利子

にのみその源泉を持つにすぎず、 ワルラス的正義と矛盾せず、利害の観点か ら

も望ましいと考え うるものである。

(2)そ の倫理主義的傾向について

ワルラスの倫理主義的側面は、所有の価値命題が、合理的意志.従 ってまた

211)構 成 原 理 につ い ては 、 大 阪 府 立 大 学 、経 済 研 究 、 第51号 掲 載 の 拙 稿 「L.ワ ル ラ

ス の社 会 経 済 学(3)」p.51～p.59を 参 照 の こ と。
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理性により与えられることに見 い出 されうる。ワル ラス所有論は少 くとも、

土地私有階級の合理的意志、理性に訴え、かかる階級の土地私有による私的利

害の放棄を要求するが故に、合理的意志の自然的欲望への支配を善 とす る倫理

主義的善の一つの特殊的内容的規定を、その内に包摂すると考えうる。そして

かかる理性の理論的使用により与えられた価値命題 は、やがて現実化 さるべき

理念たる性格を持ち、またかかる 「理念の現実化」の方策も同時に土地国有化

論で考察せ られるが故に、単なるユ トピーでな く、客観的実在性の主張可能性

を持つ ことにも注意すべきである。

(3)そ の功利主義的傾向について

ワル ラスの所有の価値命題の定理1は 、人的諸能力の個人 的 な所 有を 肯定

し、 これはワルラスの所謂正義の一支柱であった。かかる命題は勿論生のまま

の功利主義的主張ではないが、 自己中心的な利価値の追求を、価値命題の定理

豆に制約せられつつ含む ことか ら、功利主義の所謂善、即ち快楽の追求に、一

致す る側面を含み、か くて功利主義的側面を含むと考えうる。この点は特に補

助定理五との関係で明らかとなる。人的諸能力の所有→労働用役の所有→(補

助定理皿を介 して)俸 給の所有→(補 助定理皿を介 して)俸 給 と交換に獲得し

た財の所有、の内労働用役の労働用役市場での交換、俸給の生産物市場での交

換に際し、所謂広義のジ_ヴ ォンズ式交換様式が前提せ られ、かかる交換によ

り個人は各自の利価値を他者を犠牲にすることな く極大化しうることが肯定せ

られていた。 ここに功利主義の倫理観からする善なる行為が顕著に見い出され

うる。

最後に注意すべきことは、ワルラスの所有論が倫理主義的側面 と功利主義的

側面を媒介包摂す るとはいえ、包摂せられた限 りの倫理主義功利主義は、 もは

や生のままのものでないことであり、更にこれと関連して、純粋哲学的立場の

倫理学的考察が与えるワル ラスの倫理学的立場が、一つの特殊的規定を うける

ことである。ウルラスの所謂倫理的善とは形式に制約せ られた内容であり、形

式的側面に普遍妥当性が、内容的側面に歴史的社会的制約が結合せ られ、かく

て歴史的社会的に制約せられた普遍妥当性を主張しうる如きものであった。そ
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して ワル ラス的 な倫 理 学 的立 場 と相 入 れ もの ぬ と して 根 本 的 に 否定 せ られ た倫

理 主 義 及 び 功 利 主 義 の倫 理 的善 が 、 再 び ワル ラ ス的 正 義 の 内容 と して 新 た な 位

置 づ けを 与 え られ 包 摂 せ られ て い る こ と に、 我 々 は注 意 す べ きで あ る。

(4)そ の 共 産 主 義 的 個 人 主 義 的傾 向 に つ い て

ワル ラ ス は正 義 の 定 義 に お い て、 条 件 の 平 等 の 側 面 に共 産 主 義 的 主 張 の真 な

る側 面 を 、 位 置の 不 平 等 の側 面 に 個 入 主 義 的 主 張 の 真 な る側 面 を 結 び つ け て

いた 。 そ して 前 者 は、 土 地 国有 化 に も とつ く公 共 的 活 動成 果 の 、 平 等 な る享 受

に、 後 者 は人 的 諸 能 力 の私 有 に も とつ く、 個 人 的 活 動 成 果 の 不 平 等 な享 受 に見

い 出 され 、 か くて所 有 の価 値命 題 は、 共 産 主 義 的 個 人 主 義 的 側 面 を 綜 合 せ られ

た 次 元 で 含 む と考 え う る。

尚、 所 有 論 は理 論 或 い は科 学 で あ るか ら、 その 自由主 義 的 傾 向 を 論 じ る こ と

は、 論 理 的矛 盾 で あ る。 我 々は土 地 国 有 化 論 の 中 に ワ ル ラス の 自由 主 義 的傾 向

を 探 るべ きで あ ろ う。

第2章 への補 論、知的所有について212)

ワル ラス所有論 の革新的本質は、上述 した1人 的諸能力 の個人的所有2.土 地の

国有、 という二 つの価値命題 につ きるが、所有論 と して の完結 を求 めるなら、所謂知的所

有 につ いての ワル ラスの論述を も考察せざ るをえない。

所有 の権利の対象 とは、社会的富であ るが、以下定義す る如 き知的富は、果た して社会

的富 と規定 しうるか、ここか ら知的所有の分析 は始 まる。

知的富(richesseintellectuelle)と は何か。知的富 とは、科学的芸 術的産業的観念 の総体

と定義せ られ る。それは知 的所有 の対象であ る。科 学は物理 的或 いは倫理的事実間 の合理

的或 いは必然的関係 を追求す る。科学的観念はこれ らの関係 の認識 の中に存在す る。 それ

は口頭で或 いは記述せ られて、表現せ られ、程度差はあれ完全 な形式 を伴 う。芸術は、 自

然性 や人間性 の様 々の光景が、 自然的 に人間に生 じさせ る美 的同情的情感 を、人為的 に生

じさせ ることを 目的 とす る。芸術 的観念は芸術的作品の中に現実化せ られ、 それは我 々が

芸 術作品の完全 な理解を介 し我 々の心 に再現 しうる如 きものである。勿 論芸術 的観念 と芸

212)知 的 所 有 に つ い て は 、LWalras,Etuded'6conomiesociale中 のDelapropri6t6

intellectualle(p.247～p.263)を 参 照 さ れ た い 、 以 下 は そ の 要 旨 で あ る 。



121

術 的作 品の結合 の仕方は、科学的観念 と科学 的作 品の結合 の仕方程明確な ものではない。

産業的観念 とは、産業的生産物の中か ら、これ らの生産物の観念 と名付 けえ、抽 象によ り孤

立化 させ うる知的要因であ る。かかる要 因は発明者か ら製作者に移 され、後者 はこれ を現

実化す る。かか る産業的観念 は主 と して科学的観念か ら生 じるが、両者 は混 同せ らるべ き

で な く、後者は真理を 目的 とし前者 は利 を 目的 とす る点で区別 しうる。また産業的観念 は

しば しば芸術的観念に強 く結合せ られ るが(例 えば産業的製 品の装飾等)、 その固有 の 目

的 が美 の印象を生ぜ しあ ることにあ る本来 の芸術 的作品 と、主 として欲求の満足に答 える

産業的作品 とは、区別せ られ ねば な らな い。 ところで全ての科 学的、芸 術的、産業 的観念

が有用 なのでは ない。かか る観念 が欲求 の満足 に応 じうるときにのみ有用なのであ る。即

ち直接的間接的 に利価値を もた らす限 りそれは有用で ある。だが問題 の核心 は、む しろ知

的富 の量的有限性にあ る。我 々はかか る観念 の量 的有限性をアプ リオ リに断定 しえない6

何故な らかか る観念は本来非物質 的であ り、殆ん ど常 に量的に無制限に伝 播せ られ る。か

か る観念が一旦現実化せ られ ると、かか る伝播 は遅かれ早かれ避 け難 く、か くて知的富は

社会的富 の一方 の要件、量 的有限性 を充 た しえな くなる。か くて知的富 は、 人 為 的 に の

み、社会的富た る性 質を保持 しうるにす ぎない。ここに知的所有 に特有 の問題が秘む。そ

して所有論は その完結を求あ るな らば、知的富 の人為 的独 占を正義 と利害 の観点か ら問題

とせ ざるをえない。

正義 の観点か らの知的所有 の考察 。正義 の観点か らの考察は、知的観念が どの程度まで

著者或 いは発明者に依 存 しどの程 度までそれ以外 の要 因に依存す るか の決定 につ きる。但

し科学的観念、産業的観念 と芸術的観念 との間 には、若干 の差異が ある。前者はそ の性質

上絶対的普遍的かつ唯一であ るはずであ り、やがて、生 産せ られ る運命 にある。後者は相

対 的個別的で あり多様であ る。それ故我 々が芸術的観念 を芸術家 に依存す る程度は、科学

的 観念や産業的観念を科学者や発明家に依 存す る程度 よ りは大 である。だが、何れ に して

も、我 々がこれ らの観念を それ らの著者、発明家 のみでな く、彼等 に先行す る著者、発明

家 に負 うことは確かで ある。 ライプニ ッツやニ ュー トンはデカル トや17世 紀 の多 くの数学

者 に、モー ツアル トはハ イ ドンや チマローザに多 くを負 ってい る。要す るに、かか る観念

は その創造者が生存 した社会 的歴史的環境 に創造者 と同様依存 する。か くて我 々は知的観

念 が一 部分はその創造 者に、一部分 は社会 に所属す るという方 向に、正義 の問題を解決す

べ きで ある。

利害 の観点か らの考察。量的に無限に存在 しうる有用なかか る知的観念 が人為的に独 占
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化せ られ ることは社会的利害 に反す る。 その場合我 々はそれ らを無償で手 に入れえず、極

大 利潤 をもた らす価格を支 払わねばな らないか らであ る。だが他方知 的労働者 が、彼等が

創 出 した観念か ら、如何な る利得 も引き出 しえぬ ことも社会的利害に反 す る。何故 な らそ

の場合 知的観念 の創造はかな りの程度削減せ られ るか らであ る。勿 論若干 の例 外者 は彼等

の知的労 働に、全ての障害 に打ち勝 ちうる程 の強力な刺激を感 じるであろ うか ら、かか る

創造 は完全 には な くな らぬが、知的観念 の創造が もた らす利得の故に、知的労働者 たる人

々は、かか る創造を中止す るであろう。だが、更に上述 の少数 の例外者 でさえ、彼等 の労

働 用役か ら、彼等の生活を支 える何ん らか の金銭 的収入 を もえ られぬ限 り、彼等 の生活を

維持 しえぬ故 に知的創造 は何 時か は絶滅す る危険 にさらされる。この様 に利害 の観点か ら

の考察 も正義 の観点か らの考察 に矛盾 しない。

そこで我 々は私的所有 に対 し次 の如 き解決策を提示す る。私的観念 の創造者 と国家 との

間 に一 つの約定を締結 させ 、それ により、前者が知的観念 を獲得 したき、後者が ある期間

独 占的 にそれを關発 す る手段 を前者 に提供 し、その期間の終了後 それ を国家 の所有 に入れ

るか、或 いは前者 が 自らの手 で知的観念を開発す るにまかせ他者 がそれ を発見す るまで独

占化す る権利を与え るか、がそれで ある。だがかか る結 論は科学 的芸術 的産業的観念 の知

的所有 には、同程度に妥 当 しない。科学的観念の発見 は、かか る知的創造 の機能が、公共

的用役 とされ るとい う条件下 でのみ、確保せ られ る。何故 な らば、かか る観念 の産業的応

用 の可能性は、あま りに も不確かで あり、それに専心す る知的労働者 に如何 なる収入を も

与えな いか らで ある。それ故 、国家 のみが科学的文化 を確保す る能力 を持つ。例えば大学

関係者 の俸給は彼の授 業料 と彼 の知的創造への俸 給と考 え られ るべ きで あ り、創造 された

知的観念は直 ちに公共 的領域 に入 るべ きであ る。芸 術的観念 の創造 について も公共的用役

と して上述の如 く考 え うるものが ある。だがかか る知的観念 の創造者 が、彼 の観念を刊行

物 の形で公刊す るとき、 それは科学的な文章 的作 品とな り、 その所有 の権利は上述 の約定

のもとで文章 的所有 と して彼 に容認せ らるべきである。国家 の保護下 にある芸術的作品 も

、作品その ものは直 ちに公共的領域 に入 るが、画 集、ブ ロンズ、楽譜等 の文章的 出版物に

は上述 の約定の もとで芸術家 の所有が認め られ る。また国家 の保護 外にある芸術的観念や

産業的観念は上述 の約定 を充 たす限 り、創造 者の所 有にゆだね られ る。
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III従 来の所有学説の批判

3.1序 説

我々は以下、 ワルラスの立場から、従来の所有学説 即ち1・J・B・セイに代表

される一派、2バ スデ ィアに代表される一派2エ3)、3、K・マルクスに代表され

る一派の所有論を批判的に考察し、ワル ラスの所有 論を側面から明らかにす

る。その際第2章 の冒頭に示した所有論の三つの課題、(1)所 有の権利の対

象 となる社会的富とは何か、(2)所 有の権利の主体 とは何か、(3)社 会的

富のかかる主体による所有を如何なる基準に立 ち決定するか、に答えつつ議論

を展開することにする。

3.2J・B・ セイ学派の所有論

3.21所 有の権利の対象となる社会的富とは何か

彼等は社会的富を次の様に定義す る。効用或いは有用性と量的有限性の二条

件を同時に充 たす存在は、交換価値を持ち、交換価値を持つ全ての存在は、社

会的富であるvが それである。そして社会的富は、1人 的資本、2,土 地資

本、3本 来の資本という三範疇に分かれ、1、2は 自然的富、3は 生産せら

れた或いは人工的な富 と名付けられ る214)。この様にかかる立場 の交 換価値の'

本質論は、ワルラスの立場 と同様であり彼等は土地に内在的本質的な価値を認

める。従 って所有の権利の対象 となる中核的な社会的富には上記三つの範疇の

資本が含まれる。

32.2所 有の権利の主体とは何か

ワルラスは、かかる主体 として、個人と国家とを指摘した。それは彼の国家

213)ワ ル ラス が、 批 判 の 対 象 と した従 来 の所 有 学 説 が 、 功 利 主 義 者 た るJ・B・ セ イ及

び そ の一 派、 倫理 主 義 者 た る パ ス テ ィア 及 び そ の 一 派 で あ る こ とは 、L・Walras,Etude

d'6conomiepolitiqueapPliqu6ep・457の 叙述 か ら明 らか で あ る。 だ が 、 ワル ラス の批 判

は 、 当 然 絶 対 的 共 産主 義 た る マル ク ス主義 の所 有 論 に も及 ん で い るが 故 に、 我 々は これ を

も 附 加 した 、 な お この 点 につ い て は 、大 阪府 立 大 学 経 済 研 究 、 第49号 、 掲 載 の 拙 稿 「L・

ワル ラ スの社 会 経 済学(1)」 中のII.政 治 及 び 社 会 経 斉学 の状 況 、 一 特 に 利 害 の 原 理 ど

正 義 の 原 理 の 対 立競 合 を め ぐっ て、P・22～P・32を も参 照 され たい 。

214)LWalras,Etuded,6conomiesocialep・31～P.32.
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と個人に対する本質的洞察にもとづ き、かかる洞察は、個人なしに国家は在り
　

えず、国家なしに個人は在 りえない、それ故、国家の中で個人、 これのみが唯

一の現実である、という命 題 に要 約しえた215)。それ故、ワルラスは、国家と

は、人間の意志の自由を超越した自然的必然的存在と考え、 ここから、個人主

義と共産主義の綜合の立場を導出した。 これに対し、セイー派の個人と国家の

本質的洞察とは、国家を個人の意志的自由に従属する入的事実 と考え、社会契

約説の立場に立ち、国家を個人の単純な算術的総計とし、国家を個人に解消し

た。要するに彼等は個人をのみ唯一の社会的理念型と考え、社会的絶対的個人

主義の立場に立つ216)。ここから、所有の権利の主体 とは、個人のみとなる。

3.2.3社 会的富の所有を律する価値基準について

この問題に入るに先立ち、我 々は、J・B・セイー派の立場、即 ち所 有論の他

に、そ の派 の政 治及 び社会経済学一切の基礎的立場たる哲学的背景につき答

え、 この派の倫理学上の立場を導出 し、上述の基準に言及せねばならない。

J.B.セ イ学派の哲学的背景と して、 ワルラスは認識論的形而上学的には唯

物主義、倫理学的には功利 主義の存在 を指摘す る217)。唯物主義とは感覚表象

を介 し自然を認識 し、更にそこから形而上的存在や人間の認識までをも演繹す

る立場、即ち感覚の哲学と定 義せ られ たが218)、ここでは、 この立場の人間認

識即ち倫理学上の見解が問題である。要するに功利主義の倫理学的帰結が問題

となるわけである。そして功利主義の倫理的善 とは快楽に、悪 とは苦痛に還元

せられるから、かかる立場は快楽主義的と規定しうる。そしてかかる立場の社

会的絶対的個人主義 との結合により各個人は孤立化せ られ固有の快楽を求めて

敵対的関係に、従 って闘争の状態に入り、絶対的権力 こそが社 会倫理の基準

となる219)。ところで唯物主 義的功 利主義的哲学とは独立に成立した政治経済

215)ibid.p.111.

.216)ibid.p.56.

217)ibid.p.55.

218)本 論 考 、 第1部 、 第3章3.3現 代 合 理 主 義 の 倫 理 学 的 立 場 参 照 の こ と 、 以 下 の

論 述 に つ い て も 同 様 。

219)L.Walras,Etuded,6conomiesocialep.79～P.80.
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学の出現後、 この立場はそれと結びつき、その哲学的背景となり、上述の自然

的闘争の状態は、政治経済学を介 し、平和的競争的な自利追求の状態に変質す

る。何 故な ら政治経 済学は富の創造にとり最 も適合した社会的経済的条件を

探究し、従って利価値追求にとり最も適合 した条件 を も提示しうるからであ

る220)。そしてかかる政治経済学 こそがJ.B.セ イー派のものと考えうる。

この様にJ・B・ セイー派の政治及び社会経済学は唯物主義的功利主義的倫理

観を背景 とするが故に、所有問題解決に際しての価値基準として、当然利害を

持ち出さざるを得ない。J・B.セ イはこの点につ き 「政治経済学者は所有 とい

うものを富の多様かつ豊富なる生産に対する最も強力な刺激と考えている。そ

して所有の権i利が何んらかの手段により確保せられるな ら、その基礎づけやそ

れを保証するものにつき、何んらの関心をも示 さない」221)と論 しるが、 ワル

ラスは、 これを批評し、政治経済学が分配問題の核心たる所有の根拠づけとい・

う問題を、正義の観点を無視し、専 ら利害の観点か らのみ考察し自らの手で凋

落させたばかりか、更に自然権そのものと富の増産の必要性との間に存在する

矛盾を認識 しつつも、 この矛盾を利害或いは効用の下位に正義或いは公正を位.

置づけ公然と解決したと論ずる222)。ワルラスは更に彼の父A・A・ ワルラスこそ

がかかる問題を意識し、正義と利害との、従って富の分配と生産 との調和的統 .

一の可能性の確立に腐心した学者であったと論じる223)。なお、J・B・ セイー 派

の政治及び社会経済学は、勿論所有論を含む広い問題領域をかかえるが、 これ

ら全てを この一派は利害の観点か ら一元 的 に解決 しようとしたことを付加 し

てお く。即ちそれは社会経済学を純粋 応用経済学に結合し、更に社会の科学

をも利害の原理に従属 させ、政治及び社会経済学即ち富の科学の完成を意図し

たのであった224)。

220)ibid.P.82～P.83.

221)biid・P・26～P・27J・B.Say;Trait6d'6conomiesociale,ch.xIVDudroitdepro。 ・

pri6t6.

222)ibid・P・27・

223)な おA・A・ ワ ル ラ ス に つ い て のL・ ワ ル ラ ス の 論 述 に つ い て は 、ibid.P.27～ ・

p.28.を 参 照 さ れ た い 。

224)ibid・P・51～P・52・
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か くて この派の所有論は、上述1、2、3へ の解答を連結するとき、次の如

く要約され うる。即ち所有の権利の対象たる社会的富とは根本的には1人 的

資本、2.土 地資本、3.本 来の資本であり(勿 論 これらの所有はこれ らの用

役、用役と交換に得 られた俸給、地代、利子、更にそれらと交換にえ られた生

産物及びそれから節約を介して資本化せ られた資本 及び資本利子を も含む)、

それ らの分配は国家ではなく全ての個人の間へ、利害の原理に従い何ん らかの

方法で成されねばならぬ、即 ち一切の社会的富の私有が ここでは肯定せFられる

・ことになる。

3.3バ スティア学派の所有論

3.31所 有の権利の対象たる社会的富とは何か

彼等は社会的富を次の如 く定義す る。それは交換価値を持つ一切の存在であ

り、交換価値の源泉は労働である。即ち価値を持 ち交換 せ られる全ての存在

は、人間の何ん らか の努力(efforts)用 役(service)及 びそれらを表現するもの

であり、それ散本来の資本 とは変形せられた或いは蓄積せ られた労働以外の何

物で もなく、土地で さえ何んら内在的価値を持たず、何んらかの仕方でそれに

結合せられている本来 の資本 及び労働の故にのみ、交換価値を持つ225'、要す

るに この派は交換価値の原因につき労働価値説的立場に立ち、所有の権利の対

象たる社会的富とは全て交換価値を有する労働の産物である。

3.3.2所 有の権利の主体とは何か

この点についてはバスティア学派 もJ・B・ セイ学派 と全 く一致し、所謂社会

的絶対的個人主義の立場に立つからこの項は省略したい。

3.3.3社 会的富の所有を律する価値基準について

我々はバスティアー派の政治及び社会経済学の哲学的背景を論 じ、それから

導出しうる倫理学的帰結を考察 し、上述の価値基準を導出することとする。

バスティアー派の哲学的背景 として、 ワルラスは認識論的形而上学的には精

225)ibid.p,32。
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神主義、倫理学的には倫理主 義 の存 在を指摘す る226)。精神主義 とは、意識表

象を介 し人間を認識し更にそこから自然や神の認識までをも演繹する立場、即

ち意識の哲学 と定義せ られるが⑳、 ここではこの立場 の人 間認識即 ち倫理学

上の見解が問題である。要するに倫理主義の倫理学的帰結が問題となる。そし

て倫理主義の倫理的善 とは合理的意志の自然的欲望への勝利、悪とは敗北に還

元せ られるから、かかる立場は禁欲主義的と規定 しうる。更にかかる立場の社

会的絶対的個人主義との結合により、各個人は孤立化せられ、かかる善を求め

慈善的、相互扶助的、隣人愛的関係に入 り、禁欲主義的、自己犠牲的愛こそが

社会倫理 の基準 となる228)。ところで精神主義的倫理主義的哲学 も唯物主義的

功利主義的哲学の如 く、それとは独立に成立 した政治経済学との対決を迫 られ

る。そして政治経済学 は、利害の原理に立 ち利害的連帯を介した富の追求を肯

定 し、自由放任主義を唱導するか ら、精神主義倫理主義との極端な対立を示す

に至 り、バスティアー派は自己の倫理観の本質的原理に従い政治及び社会経済

学を再構成せねばならな くな る229)。だが ワルラスはsバ スティアー派 はかか

る立場か ら政治及び社会経済学を確立 しえなかったのみか、むしろ利害効用の

観念を否定し政治及び社会経済学そのものを破壊するに至り、更に社会の科学

の本質をその社会的絶 対的個人主義 の立場か ら誤解したと規定す る23。)。とこ

ろでかかる再構成の原理は、交換価値の原因を労働のみに還元する価値論であ

り、彼等 は全ての富の生産活動を、利価値を求めての行動であるという考えを

否定 し、純粋かつ単純に労働者の倫理的人格の完成に、即ち他者への隣人愛的

自己犠牲性的行為を介した自己の人格 的完成に結 合した231)。換言すれば、こ

こで は労働者は労働を介 した創造の中で、自己の人格の完成を意図しかかる労

226)L.Walras,重tuded,6conomiesocialep.55。 な お こ の 点 に つ い て は 、 本 論 考 、 第

1部 、 皿3.3、 現 代 合 理 主 義 の 倫 理 学 的 立 場 を 参 照 さ れ た い 。

227)bd・P・75～P・76・

228)bd・P・80～P・81・

229)bd・P・83～P・85・ 及 びP.57～P.73.

230)bd.p.69.

231)bid・P・83～P・85及 びP・57～P.73.
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働の成果を隣人愛的に他者へ喜捨すべ しと考えられ、このことが神の意志に沿

うとも考えられた。

この様にバステ ィアー派の政治及び社会経済学は、精神主義的倫理主義的倫

理観を背景とするが故に、所有問題の解決に際しその価値基準 として、当然彼

等の所謂善或いは正義を持ち出さざるをえない。

か くてこの派の所有論は、上述1、2、3へ の解答を連結し、次の如 く要約

せ られる。即ち所有の権利の対象たる社会的富とは労鋤の成果一切であり、そ

れ らの分配は国家ではなく全ての個人間へ、上述の如き善の原理に従い、成 さ

れねばならない。従 ってまたここでは一切の社会的富の私有が肯定せ られる。

ところでかかる所有論はその前提を認める限り完結せるものである。即ち、

労働価値説から、人的資本土地資本本来の資本の一切が、労働の成果として労

働主体即 ち個人に帰属し、かかる個人の隣人愛的喜捨を介し、更に他者に帰属

することになるからである。要するに労働価値説、社会的絶対的個人主義、彼

らの倫理学的立場を前提とする限 り、所有論はこの様な形をとらざるをえな く

なる。逆に、 ここで価値論におけるセイやワルラスの立場を肯定するとき、バ

スティア派の所有論は崩壊せざるをえない。即ち、土地資本もまた自然的富と

考えられねばならぬか ら、それは土地資本の私有を肯定 しえな くなる。それ故

にセィの如 く利害の原理が表面に押 し出され ることにもなる232)。か くて上記二

つの立場の前提即ち価値論におけるバスティア派の立場の否定と、個人 と国家

の本質的洞察におけるバスティア派セイ派、の社会的絶対的個人主義の立場の

否定を介 し、 ワルラスが利害の原理に矛盾せぬ正義の原理か らの所有論を樹立

する必要が生れたのであった。要するに価値論 と個人と国家との本質的洞察を

与える社会学的立場とその派の倫理学上の立場 とは所有論と密接に関連するこ

とが分るであろう。なお、我々は社会的絶対的共産主義の立場と労働価値説の

結合の上に立つマルクス主義的所有論を も合せ批判せざるをえない。だがその

前に ワルラスの所謂正義とバスティア派の所謂正義との本質的相違を考察 し、

232)ibid.p.33～p.35.
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バステ ィア派の立場の肯定 しうべき側面を ワルラスに従い指摘しておきたい。

3.3.4バ スティア派の正義とワルラス的正義との違いについて

ワルラスは自己の所謂正義を人間関係を規定する第一次的な原理であるが唯

一の原理 とは考えていない。 ワル ラスは それを強 制的(obligatoirc)、相互的

(r6ciProque)或 いは双方的(bilateral)な 原理、そして自然的必然的原理 と考え

る。個 と集団との秩序と正義を介 した関係は国家権力により強制的に国家の成

員たる個人に課せられると同時に、個人と個人、個人と国家は相互的双方的に

権利義務の関係をとり結ぶからである。要するにワルラスはかかる原理の確立

維持を国家の責任 と考えそれを社会倫理の問題に結びつける。だがワルラスは

かかる原理に支配せ られた人間関係の外に、別個の原理に支配せ られた人間関

係を前者 と矛盾対立せぬ限 り容認する。それらは、協同組合等の相互扶助的な

人為的結社を支配する原理と、博愛献身慈善隣人愛等を介した人間関係を支配

する原理である。前者をワルラスは相互的双方的であるが、随意的(facultatif)

であり、強制的でないと規定し、かかる結社は国家の如き自然的必然的結社で

な く人為的結社であると考える。後者をワルラス は強制 的相 互的双方的でな

く、随意的、一方的(unilateral)、かつ補助的(complementaire)と 規定する。

そしてこれ ら二つの原理に支配せ られた人間関係即ち相互扶助的結社による人

間関係と、隣人愛 といった感受性の深みから発する原理に従った権利を伴わぬ

他者への一方的義務の関係は、本来個人的主導権に属し社会的主導権に属さぬ

と論 し、かかる原理を個と集団の関係を律する原理 とは成しえぬが、それと矛

盾せぬ限りで、ワルラスの所謂正義により解決しえぬ問題解決に有意義と考え

る。即ち、社会倫理の立場から国家にその責任を問いえぬ問題、本来個人倫理

の領域に属す問題解決の為有意義なものとして、それらに位置づけを与える。

233)ところで 精神主義倫理主義の正義とは
、本 来上述 の一方 的随意的な権利

を伴わぬ義務の立場に対応し、更に利害的連帯と区別さるべき双方的相互的随

意的な権利義務の立場に対応する。従 ってワルラスの所謂正義と倫理主義的正

233)ibid.P.215～P.216.
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義とは、合理的意志の自然的欲求への何んらかの支配という形式的規定を共に

充 たすが、その内容において全 く異 る。 それ故、精神主義倫理主義の立場が、

社会問題の原因を、個人の倫理的退廃、家族生活の諸条件、教育の諸要因の欠

除に求め、その解決をかかる正義の立場か ら解決 しうるとするとき、かかる考

え方は社会倫理の存在を無視す る故誤りであるとワルラスは論 じる234)。

34共 産主義的所有論或いはマルクス主義的所有論

3.4.1所 有の権利の対象たる社会的富とは何か

マルクスも社会的富を交換価値を有するもの、更に交換価値の源泉を労働の

みに還元する労働価値説の立場に立つ。ワルラスはこれをマルクス主義的純粋

経済学の欠陥として否定 し次の如 く批判する。

マルクス主義の純粋経済学は次の二つの前提から論理的に演繹せられる。

1労 働のみが価値を持つ。そして全ての商品の正常価値はそれらが含む労

働の価値以外のものではない。

2.あ らゆる種類の労働は唯一の労働に還元せられ、その量の単位は価値測

定の基準として役立つ235)e

1へ の批判、価値の本質は有用性 と量的有限性の併存に求めうること、従

って労働はかかる価値の定義を充たし価値を持つが、同様に土地そのものもか

かる定義を充たし内在的価値を持ち、我 々はそれを労働の価値から演繹しえな

いこと、更に価値は限界効用(rarete)に 比例すること、 これ らはワルラス純粋

経済学の論証するところである。従 って商品の正常価値はそれに含有せられる

労働量の価値の総計でな く、それに含有せ られる労働用役、土地用役、本来の

資本用役の価値の合計に等しい。従 って地代や利子を土地用役や資本用役の価

値と考えず、労働者消費者の不利益において成 された企業者資本所有者の搾取

であるという考え方は受け入れえない236)。

2へ の批判、マルクス主義は熟練を少しも要求せぬ単純な労働と、多少は

234)ibid.p.57～p.73,

235)ibid.p.226～p.227.

236)ibid,p.227,
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あれ長期間にわたる熟練を要求する複雑な労働を区別 し、複雑な労働を評価す

べ く単純な労働にそれを還元する。即ち熟練 した労働の持続時間に熟練度に比

例した系数を掛けることにより、かかる還元を成す。そしてかかる還元の必要

はマルクス主義的企業が生のままで提供される労働時間と交換に生産物の形で

の等 しい労働時間を即ち労働の所有を、労働者に契約する必要上生 じることで

ある237)。自己の提供 した労働時間が基準労働時 間のどれだけに当 るかを評価

しえぬ限り、労働者はどれだけ生産物に対する権利を持つかを知ることはでき

ない。だが この考え方は同 じ熟練度を持つ二人の労働者が同一の労働用役を供

給 しないことから容易に拒否できる。 ワルラスはここで労働の質の多様性を認

めこれを何ん らかの方法 に よ り単純労鋤への還元す ることの可能性を否定す

るas8)。ワルラスはここか らマルクス主義 的体制 論の批判に移るけれどもこの

点は後に経済体制論の項目で考察ずることにする239)。

この様 にマルクス的立場の労働価値説はワルラスにより否定せられたがマル

クス的立場か らは社 会 的富とはかか る労 働価値説 か ら定 義 されるわけであ

る。

3.4.2所 有の権利の主体とか何か

J・B・ セイ、バスティア学派にとっては個人のみが唯一の社会的理念型であ

ったが逆にマ・レクス主義的共産主義(我 々はここではマルクス主義的と論 じマ

ルクス的 とは論じていない)に とっては国家のみが唯一の社会的理念型と考え

られ、個人は国家の単なる構成要員にすぎず個人の意志の自由は否定せられ、

.国家の意志に従属した位置に置かれる240)。それは要するに全体主義 的国家 観

に立ち従 って共産主義的といわれる所以を備えている。か くて所有の権利の主

体とは国家である。

3.4.3社 会的富の私有を律する価値基準について

237)

238)
239)

.240)

bid.p.228.

bid.p.228.

bid.p.228.

bid.p.422.
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我 々はこれをワルラスの所謂秩序と正義がかかる全体主義的立場か ら如何に

歪曲されるかの考察を介し与えねばならない。マルクス主義的共産主義におい

ては国家の権威が個人の自由を完全に侵害し、従 って集団的活動領域が個人的

活動領域を占め出すことになる。ここではワルラス的意味の細部の秩序は全 く

破壊 され総体の秩序のみが存在する。また個人的活動成果の不平等なる個人的

享受なるもの、従 って分配的正義なるものも存在 しえず、 ただ集団的活動成果

の平等なる集団的享受のみが従 って双務的正義のみが存在しうる。即ち不平等

の原理が平等の原理により完全に侵害せ られてワルラス的意味の分配的正義は

否定せ られ双務的正義のみが存在する。かくて所有の基準 はかかる意味での正

義と考えうる。

以上1、2、3へ の解答を連結したときマルクス主義的共産主義の所有論は

次の如 く要約される。所有の対象たる社会的富は労働の成果一切であり、その

中に勿論人的諸能力、土地、本来の資本が含まれ るが、 これを所有する主体は

国家のみであり、それより一切の社会的富の国有化が導出せられる。 この際国

家は総体の秩序を前提とした双務的正義に従いかかる所有を根拠づける。
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1V.L・ ワ ル ラ ス の 租 税 論241)

ワルラスの所有の価値命題、定理1、 皿は論理的必然的に彼の租税論を含意

している。だが ここで我 々は租税の本質論に限 りワルラス租税論を明示的に考

察 しておく。

租税論にとり重要なことは、個人と国家に対する本質的洞察である。 このこ

とか ら租税本質についての考え方が生じる。それ故 ワルラスの立場と区別さる

べ き個人主義及び共産主義の租税論との比較を介し、ワルラス租税論を明らか

にすることが適当である。個人主義にとり国家 とは、個人の単純 な合 計であ

り、入的事実たる人為的結社と考え られた。換言すれば、国家とは私的利害の

立 場か ら、即ち個人による私的な経済活動に対する保証、例えば安全の確保等

の公共的用役を提供すべ く、個人により人為的に作られた結社ということにな

る。そしてかかる国家がその機能を果す為の経済的基盤を、国家が与える公共

'的用役の利益を享受するものがそれに応じ負担すべきという考えが生 じ
、かか

る負担 として租税が本質づけられる。かかる個人主義者の租税論は、その前提

に一切の社会的富の個人的私有を肯定する所有論を持つが、 ここか ら租税 とは

個人の私有に属す様々の資本用役価値即ち地代、利子、俸給からの控除と規定

・せ られるas2)。

逆に共産主義にとり、個人 とは国家を構成する単なる要因にすぎず、個人は

国家に解消せられる。従 ってここではその所有論として一切の社会的富の国有

の肯定が存在し.そ れ故租税なるものは本来存在しえない。国家は、全ての社

会的富が自己の所有に属すが故に、租税により自己の活動の経済的基盤を調達

する必要は全 くないからである。ところで、共産主義的 ワル ラス的を問わず国

♂家の存在を積極的に規定するとき、国家とは個人主義と異 り自然的必然的存在

241)我 々 は 、L・ ワ ル ラ ス 租 税 論 の 詳 細 な 内 容 的 考 察 は 省 略 し た 、 こ れ ら に つ い て は 、

L.Walras,Etuded'6conomiesociale中 の 、IV.imp6t.p.377～p.452を 参 照 さ れ た い 。

242)ibid・P・423・
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と考えられ、従って租税ないしそれにかわる国家の経済的基盤の調達は。個人.

主義の如 く恣意的 自発的たりえず、強制的であることがわかる。だが強制的性

質を持つ租税の存在の肯定は、 ワルラスの如 く、国家の活動を一般的社会的条

件の確立に限 り、根本においてその成員たる個人の倫理的人格の完成を、国家

の目的とする立場からは矛盾的 と考えうる。何故なら、かかる立場の所有論が

示す人的諸能力の個人による所有を肯定する価値命題か らみて、人的諸能力の

所得たる俸給、利子への租税は、正義に反するからである。勿論地代への課税

はその際でも不正でない。それは第一に土地国有化の価値命題か ら、地代の私

有自体が不正であるし、第2に 地代への課税は土地国有化論にて考察せ られる

如 く本質上租税でな く、国家による個人 との土地の共 有を意味 する243)からで

ある。更に租税を不正とし廃除する以上、国家の経済的基盤たる収入を、土地

国有化か ら生 じる地代収入に求めることは不可避的ともなる。 このことは、分

配的正義を保証する定理1と 矛盾せず、双務的正義の保証たる定理五にて与え

られていた。か くてワルラスは租税の本質を、土地国有化 という正義に合致し

た状態への過渡的段階で、その代替物 たるべき一次的非正常的なるもの244)と

規定する。

243)ib三d.P.405～P.409.

244)こ の 点 に つ い て は 、ibid.p.442～p.452.

DePimp6tcommefaitanormalcttransitoire.

Delanationa工isationdusolを 参 照 さ れ た い 。
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V・Lワ ルラス経済体制論245)の素描

5.1序 説 我々はここでワル ラスの経済体制論を完結した形で な く、応

用経済学、純粋経済学の本格的研究に後続すべき研究への予備的考察 として提

示する。 このことは、第1に 我々の研究の目的が社会経済学に限られているこ

とにより、第2に 経済体制論の素描により 「ワル ラス経済思想体系」における

社会経済学の位置をも我々が明確に把握しうることによるものである。

5.2応 用経済学の素描246)

体制論的考察に入 るに先立ち、我々は応用経済学の内容的側面につき若干の

考察を行 う。その形式的一般的考察を我々に既に与えたからである。但 し我々

の考察は、単に応用経済学の素描であり、その本格的考察ではな く経済体制論

に必要な限りの最小限の理解にすぎない。

応用経済学は、我 々の所謂 「生産の次元でのMoeurs」 と 「生産の次 元での

Industrie」を対象とし、前者を基準としての秩序に基き合理的に組織 化し、同

時に 「生産の次元での利」に答えるものであった。秩序とは、細部の秩序 と総

体の秩序の統一 として与え られたが、かかる秩序を、社会的富の生産の次元で

如何に具体的に規定するかが、当面の問題である。だが社会的富の生産の主体

とは、個人及び国家以外に存在しないが故に、かかる秩序は、個人及び国家の

権利義務の関係 として規定せ られねばならない。そしてかかる秩序の確立は、

同時に 「生産の次元での利」にも答ええたが故に利、特に 「生産の次元での利」

の分析が、かかる秩序の確立に重要な意味を持つこととなる。ワルラスは利を

「私的利」 と 「公共的利」に区別 し、両者の統一 として 「社会的利」を考え、

更に私的利害に属す生産物と公共的利害に属す生産物を区別し、前者の生産を

個人に、後者 の生産を国家に原則的には割り当て、か くて秩序を確立 した。即

245)経 済 体 制 論 と い う訳 語 は 、 例 え ぱ 、ibid.P.177に み ら れ る1'organisation6cono・

miquedeIasoci6t6或 い は 、1'organisationsociale6conomiqueに も と つ く も の で あ る 。

246)応 用 経 済 学 の 大 略 を 知 る た め に は 、L・Walras,Etuded'6conomiepolitique

apPliqu6e中 のL'6conomieapPliqu6eetlad6fensedesalaire(P.205以 下)を 参 照 さ れ

た い 。
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ち、私的利害に属す生産物を、国家が生産するときには細部の秩序が、公共的

利害に属す生産物を個人が生産するときには、総体の秩序が否定せられるが故

に、かかる個人及び国家の活動領域の設定が秩序を保証することになった。そ

れ故、応用経済学は 「生産の次元でのMoeurs」 を細部及び総体の秩序 を基準

として組織し、同時に 「生産の次元 で のIndustrie」 を 「生産の次元での私的

利及び公共的利」の統一たる 「生産の次元での社会的利」を基準として組織 し

えたのであった。

但 し、注意すべきことは、応用経済学の基準即ち秩序とは、 「生産の次元で

の社会的利」の極大化にとり手段たる位置に立ち、社会経済学の基準、即ち正

義(そ れは 「分配の次元での社会的利」の極大化にとり原因たる位置に立つ)

と比べ、はるかに強 く歴史的社会的制約をうけ、長期にわたり客観的な普遍妥

当性を主張しえぬということである。それ故ワルラスは社会経済学の基準即ち

正義を合理的かつ倫理的と考え、Theoremeの 形で与えていたが、応用経済学

の基準即ち秩序を合理的かつ経験的と考え、それ故定理でな く、reglesの 形で

与えていた247)。以下我々は応用経済学の与えるreglesに つき考察する。

1経 済的競争の機能は、本質的に、消費主体による生産物の効用の評価の

可能を前提す る。そして消費主体として、個人及び国家が考え られる故、個人

は私的利害に属す生産物の、国家は公共的利害に属す生産物の、費消からえら

れる効用につ き、評価 しえねばならない。個人は家計予算の制約下で極大満足

を求めそれを費消 し、国家 も国家予算の制約下で極大満足を求めそれを費消す

ると考え られるM8)。ここで我々はワル ラスが応用経済学の与 え る規 則 の確立

の為、純粋経済学の認識成果を媒介せんとすることに注意すべきである。純粋

経済学は、ワルラス的には、完全競争と経済主体が ワルラス的行動仮説に従う

という仮定下で存在する市場的メカニズムが、経済主体の各々に対し相対的極

大満足を与えると同時に、社会的富の需給の一致をも成立させることを論証し

247)L.Walras,Etuded'6conomiepolitiqueapPliqu6ep.270.

248)ibid.p.267.



137

たものであった。そしてワルラスはかかる認識成果を活用せんとする。 さて、

一般的には私的利害に属す生産物にとっては、無数の消費者が存在するが故に、

純粋経済学に従うとき無数の生産者を肯定することは合理的である。それに反

し公共的利害に属す生産物にとっては、唯一の消費者即ち国家が存在するにす

ぎず、それ故純粋経済学に従うとき無数の生産者を肯定することは合理的では

ない。換言すれば、私的利害に属す生産物に対しては、完全競争の条件が維持

しうるが、公共的利害に属す生産物に対 しては、消費主体が国家一つの故に、

完全競争の条件は維持 しえな くなる。 ここでもし供給者多数を肯定すれば需要

独 占が成立 す る ことになる249)。かかる認識か らワルラスはまず、reglel,3

を次の如 く仮定する。

regleI、 社会的利害の名において、国家は公共的利害に属す生産物の生産を

試みねばならない250)。

regle3v社 会的利害の名において、個人 は無限の競争が、 即 ち完 全競争 が

可能である私的利害に属す生産物の生産を、試 みね ばな らない251)n
　 　 　 ゆ 　 　 　 　 　 　

ところでrcgle3に おける完全競争が可能であるという限定 句 に注意 するな

ら、ワル ラスが私的利害に属す生産物の生産につき、常に完全競争が可能とは

考えていないことが分る。 ワルラスは、単に完全競争が可能である場合、国家

はその条件の確立、維持を保証 し、私的利害に属す生産物の生産活動をかかる

意味で管理すべきと論 じるにすぎない。それ故ワルラスは、私的利害に属す生

産物の生産活動における独占の成立及び純粋経済学の認識成果に立 ったその幣

害に当然注目している。 この点につ きワルラスは次の如 く論 じる。経済的競争

の機能は利潤をもたらす産業への企業の参加と損失をもたらす産業からの企業

の離脱の可能性を、即ちfreCentryを 想定 して いる(か かるfreeentryの 条件

は、ワル ラス的純粋経済学の仮定 として、行動仮説及び完全競争の条件に、特

に長期を問題 とするとき含められねばならない。勿論ワルラスは長期的立場か

249)ibid・pL267～P・268・

250)ibid・P・268.

251)ibid.p.269.
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ら分 析 を 行 うが 故 に、 これ は完 全 競 争 の 条 件 に包 摂 せ られ て い る)、 だ が 独 占

はか か るfrce-entryの 条 件 を 破 壊 す るが 故 に、 そ の点 に そ の 弊 害 を 持 つ 、 が そ

れ で あ る。 ワル ラス は、 こ こで 、 独 占を 自然 的 独 占 と人 為 的 独 占 に区 別 し前 者

に、 都 市 に お け る ガ ス、水 道 、鉄 道 等 を含 め、後 者 に、当 初 互 いに 競 争 的で あ っ

た諸 企 業 が競 争 の 過程 を 介 し大 規 模 生 産 の利 益 を求 あ 拡 大 す る結 果 生 じる 独 占

を 、 含 め る。 そ して特 に人 為 的 独 占 の弊 害 を 重 視 し、 そ の 存 在 の故 に、 消 費 者

労 働 者 の欲 求 の極 大 満 足 は 、 独 占利 潤 の極 大 化 と両 立 し う るに 過 ぎぬ 位 置 に お

か れ 、 所 謂 相 対 的極 大 満足 が人 為 的 に 否 定 せ られ る こ とを 注 意 す る252)。 か か ・

る認 識 か ら ワル ラス は 次 の如 きreglc2を 設 定 す る。

regle2、 社 会 的利 害 の 名 に お い て、 自然 的 権 利 に よ`り根 拠 づ け ら れ た 若 干

の例 外 を 除 き、 国家 は無 限 の競 争 が 可 能 で な い私 的 利 害 に属 す 生 産 物 につ き、

1売 り値 と生 産 原 価 との 均等 を 維 持 しつ つ 自 ら生 産 を 試 み ね ば な らな い、

2.権 威 に よ り、 売 り値 の 引 き下 げ 的 競 売 を 課 しつ つ 私 的独 占企 業 を 管 理 せ

ね ば な らな い253)、が それ で あ る。 これ に 加 え、 ワル ラス は質 の 評 価 が 一 般 の

消 費 者 に不 可 能 な若 干 の私 的用 役 の 生 産 を、 国 家 の管 理 下 に 置 くべ き こ とを 、

付 け加 え る254)。

以 上 が 、我 々が 応 用 経 済 学 の素 描 を 与 え るべ く考察 した ワル ラ ス の論 文255)の

要 旨の 全 て で あ る。 勿 論 これ はEtuded'6conomicpQlitiqueappliqueeの 一 部 に

す ぎ ず 、 従 って 我 々 は、 か か る 考察 の 限 界 を 充 分 認 識 せ ね ば な らぬ が、 一 応 こ

の 範 囲 内 で若 手 の 問題 点 を 指 摘 して み た い。

我 々 は、 まず 社 会 経 済 学 との 関連 で 上 記 のreglesの 意 味 を 解 釈 す る。

regle1に つ い て。 公 共 的利 害 に 属 す 生 産 物 を 、 国 家 の み が 、 生 産 す べ き と

い う主 張 は、 消 費 者 が 国 家 唯 一 つ で あ る こ とか ら生 じる需 要 独 占を 避 け るた め

で あ った 。 そ して 、 この 配 慮 は何 よ り も、 需 要 が 、 補 助 定 理 皿が 要 求 す る 独 占

252)ibd.p.268.

253)ibd.p.268。

254)ibd.p.267.

255)ibd,P,205以 下掲載の論文L'6conomieapPliqu6eetlad6fensedessalairesカ;

それで あ る。
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広義のジェヴオンズ式交換を否定するが故に、なされたと考えうる。 この限り

応用経済学が社会経済学の成果に立 ち、rcglesを規定 していることが分る。 但

し、 この点には次の如き批判が可能である。生産主体たる国家は、消費主体た

る国家が、需要する生産物を供給す るのみでな く、かかる供給にとり必要な生

産用役、中間生産物、生産財等を需要せねばな らない。つまり国家は、需要者

の位置を避けえず、私的利害に属す生産物に向 け られ るべき社会的富の一部

が、国家により需要せ られることとなる。従って国家はかかる需要に伴 うかも

しれぬ独占的弊害(何 故なら需要者 としての国家の介入は市場を完全競争市場

とは異 ったものにする可能性がある)を 避け、その際可能なる限り広義のジェ

ヴオンズ式交換に合致した交換様式を案出せねばならない。需要者 として、国

家が参加する以上、完全競争の条件が成立 しえぬおそれがあるからである。そ

してかかる独占的弊害の回避は、補助定理∬の故に要求せ られるのみでな く、

同時 に社会的富の需給調整の必要上 か ら も要求 せ られる。但 し、生産主体た

る国家は、同時に消費主体たる国家でもあり、自給 自足的性格を持つから最終

生産物の需給の調整についてはかかる問題は生 じえないであろう。

regle3に ついて。私的利害に属す生 産物の需給は、pricetakerた る生産者

と消費者の間で、完全競争の条件に合致 した最終生産物市場において円滑に行

われ、このとき同時に、補助定理皿の条件である広義のジェヴオンズ式交換も

成立 しうることになる。か くてregle3も 社会経済学の成果 を 配慮 し、与え ら

れていることが分 る。なおこの場合生 産用 役、中間生 産物、生産財等の市場

でも、同様の条件が成立しうるという保証はない。但 しワルラスはこの点につ・

いては明言 していない。

か くてワルラスは、regleIに より生産の次元での総体の秩序を、regle3に

より細部の秩序を確立したといいうる。そして、それ らは、補助定理11の 条件

と矛盾せぬ形で、与えられたのである。

regle2に ついて。ここで ワルラスは私的利害に属す生産物の生産活動に際し

私的独占企業がもたらす弊害を、それが広義のジェヴオンズ式交換を否定 し、

更に、最終生産物の需給調整に障害をもた らす ことの故に、指摘 した。そして
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国 家 に よ る私 的企 業 へ の代 行、 私 的 企 業 に 対 す る 国家 的規 制 の 二 つ の 方 策 を 提

示 し たが 、 ここで も、 社会 経 済 学 の 成 果 へ の 配 慮 が 伺 わ れ る。 け だ し広 義 の ジ

」ヴ オ ンズ 式 交換 に 近 似 せ る交 換 様 式 を 国家 自 ら案 出 す る必 要 が 指 摘 せ られ る

か らで あ る。 但 し、か か るregle2が 如 何 な る意 味 を 持 つ か は、regle1,3程 明

らか で な い。 何故 な らば 私 的 利 害 に属 す 生 産 物 が 、 独 占企 業 と は い え、 私 的 企

業 に よ り行 わ れ る こ と は、 総体 の 秩 序 、 細 部 の秩 序 の 何 れ の 否 定 を も意 味 せ ぬ

か らで あ る。 従 って、 そ れ は「生 産 の 次元 で の 利 」の全 面 的 破 壊 と は な りえ ず 主

と して 「分 配 の次 元 で の利 」の削 減 、 従 って正 義 の 否 定 を 意 味 す るに す ぎ な い.、

か くて、regle2の2は 応 用経 済学 に よ り与 え られ た と は い え、 そ の 意 味 は、

逆 に社 会 経 済 学 の 立 場 か ら、 充 分 に 理 解 し う る。 更 に、 私 的 利 害 に属 す 生 産物

を 国 家 が 代 行 し生 産す る こ とは、 細 部 の 秩 序 に反 す るが、 そ の た め 逆 に正 義 が

維 持 し うるが 故 に、 この 場 合 に は正 義 が 秩 序 に 優 先 し て い る と 考 え う る。 こ

の様 にregle2の 意 味 も社 会 経 済 学 の立 場 か らよ り よ く理 解 出 来 る。 但 し、

公 共 的 利 害 、 私 的 利 害 の 区別 は、 抽象 的 に与 え られ て い る にす ぎ ず、 そ れ が 如

何 に 具体 的 に規 定 され るべ きか を ワル ラス は 論 じて い ぬ が 故 に、regle2の1

を 本 質 的 には 公 共 的利 害 に 関係 す る も の と考 え 、regle2の2を の み を 私 的 利

害 に 関 係 す る もの と考 え る こと もで き る。 即 ち、 過渡 的 に 私 的 企 業 に よ り生 産

せ られ て い た本 来 公 共 的利 害 に 属す 生 産 物 、 例 え ば ガ ス、 水 道 、 鉄 道 等 の企 業

が 国 家 の手 に よ り成 さ るべ き こ とを 、regle2の1は 主 張 して い る と解 釈 す る こ

と も可 能 で あ る。 この とき に はregle2の1の 意 味 は、 総 体 の 秩 序 の 確 立 を 意

味 し、 応 用 経 済 学 の 立 場 か ら理 解 し う る。 だ が そ の と きで も、regle2の2は

細 部 の 秩 序 を 維 持 し つ つ 、 更 に分 配 的正 義 の 保 証 を 与 え るべ く設 定 せ られ た

と解 釈 しえ 、 主 と して 、 社 会 経 済 学 の立 場 か ら意 味 づ け う るで あ ろ う。 な お ワ

ル ラス は 、 生 産 用 役 、 中 間 生 産 物 、 生 産財 等 の 市 場 で の 供 給 及 び需 要 独 占の 弊

害 に は触 れ て い な い。

な お、 「生 産 の 次 元 で の 利 」 は秩 序 の 確 立 と結 合 し、 そ れ に よ り充 足 させ ら

れ る こ とに 再 度 注 意 して い た だ きた い。 それ 故 、 我 々 は正 義 の 問 題 及 び 「分 配

の 次元 で の利 」 の 問題 を 、 積 極 的 に 考え る必 要 は な い。 例 え ば 、 総 体 の 秩 序 が
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否定 され、公共的利害に属す生産物の一部を私的企業が担当す る場合でも、残

余の国家の担当する部分については、条件の享受の平等 性 は維 持し うるから

である。 この際 「生産の次元での利」は極大化されえないが、それとは独立に.

「分配の次元での利」の極大化は考えうる。

5.3経 済体制論の素描

ワルラスの応用経済 学は、 「生産の次元でのMoeurs」 及び 「生産の次元で

のIndustrie」 の合理的組織化を、秩 序及 び 「生産の次元での社会的利」を基

準 とし、次の如き諸 々の概念規定を、即ち1公 共的利害 と私的利害、2.

公共的利害に属す生産物と私的利害に属す生産物、3,私 的企業 と国家的企業

を介 し与えるものであった。その際、国家は公共的利害にかかわり国家的活動

は(1)公 共的利害に属す生産物を 自らの手で生産すること、(2)私 的利害

に属すが独占企業の下で生産されている生産物を自らの手で生産するか、或い

は(3)私 的独占企業を管理しつつ生産せ しあること、に要約せ られた。更に

個人 は、私的利害にかかわり、個人的活動は私的利害に属す生産物を無限なる

競争が可能な限 り生産しうることに要約せ られた。そしてかかる国家及び個人

の主導権の確立と境界設定 は、秩序の確立と同時的に 「生産の次元での社会的

利」の極大化に答えうるものであった。だが正義、及び 「分配の次元での社会

的利」の問題 は、秩序及び 「生産の次元での社会的利」の問題に如何に関連す

るものであるか。正義及び 「分配の次元での社会的利」とは、活動成果の享受

に関係したが、かかる享受は、(1)公 共的利害に属す生産物の享受、(2)

私的利害に属すが国家により生産せ られる生産物の享受、(3)私 的利害に属.

し、国家による管理下で私的独占企業により生産せられる生産物の享受、(4>

私的利害に属 し私的企業により生産せ られる生産物の享受、に区別しうる。と

ころで、これ ら四つの享受は、如何なる内容を持つものであるか。(1)は 、集

団的な、即ち国家の成員たる個人による平等なる享受であり、 ここでの平等の

内容は、原則的には無償ということである。そしてかかる無償的享受を保証す

るものが社会経済学が与えた所有の価値命題、土地の国有化である。即ち、無

償的享受が、可能なる為には、土地国有化か らの地代収入が国家にとり不可欠
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であるからである。か くて、まず、応用経済学のr6glelと 社会経済学の定理皿

とが内的論理的関連を持つことがわかる。換言すれば、regle1が 真に意味を

持つ為には定理互が要求されること、逆に定理皿も真に意味 を持 つ為 には、

regle工が要求されることが分 る。活動領域の確立は、活動成果の享受を予想 し・

逆に活動成果の享受は活動領域の確立を予想するか らである。 但 し、regie1

は、単に定理皿にのみ関連を持つのでな く、間接的には、定理1に も関連を持

つ。例えば、生産主体たる国家は、地代収入と交換に、様々の生産用役を個人

か ら購入せねばならない。 このとき、生産用役 とは、土地用役を除 く労働用役、

資本用役に限られるが、 この点でreglelは 定理1と 関連を持つか らである。

(2)に ついて。表面的にはこの場合 も、集団的、それ故国家的活動成果と

考えうるが、 その実質は、本来個人的活動領域に属す活動が、生み出した弊害

の故に、 それが、集団従 って国家に代行せられたという ことで あ る。何故な

ら、この場合には、生産されるものは、私的利害に属す生産物であるからであ

る。従って享受とは、不平等でなければならず、無償ではな く有償たるべ きで

ある。即ち、かかる享受は、個人的活動成果の不平等な享受である各個人の所

得に由来する。従 って、国家はかかる企業の運営に地代収入を当てぬであろう

し、かかる企業運営からの収入を、公共的利害に属す生産に向けることもない

であろう。但し、 この場合、消費者は私的利害に属す生産物を生産原価で購入

できそれ故、私的独占企業にその生産が任せられる場合と比べ、 「分配の次元

での私的利」は正義、特に補助定理∬の保証を介し、より確実に保証せ らるこ

ととなる。か くて、regle2の1は 、社会経済学が与える定理1と 論理 的に関

連し、前者は後者を逆に後者は前者を要求するものと考えうる。

なお(3)に ついても、ほぼ同様に論じうる。国家により管理せ られた私的

独占企業の運営は、実質的には、個人的活動であり、その成果は不平等に享受

せ られねばならない。但 し、この場合も国家の手による広義のジ占ヴオンズ式

交換の維持による補助定理∬の保証に基き、消費主体 た る私 的個人 は、その

1「分配の次元での私的利」を確保しうることとなる。か くて、reglc2の2は 、

定理1に 論理的に関連 し、前者は後者を、逆に後者は前者を要求す るものと考
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え うる。

(4)に ついて。この場合は、明 らかに個人的活動成果の不平等なる享受が

対応すべきである。そしてかかる享受の不等性は、生産主体たる私的企業者と

消費主体たる個人 との間で、即ち最終生産物の需給において、確立せられる。

そして享受の不平等性を保証するものが、定理1で あったが故 に、regle3と

定理1と は論理的に関連し、前者は後者を、逆に後者は前者を要求するといい

うる。

以上要す るに応用経済学の与える基準は、社会経済学の与 え る基準 を予想

し、逆 も真であることがわかる。即ち、応用経済学は孤立 的 に考え られた秩

序、 「生産の次元での社会的利」に答えうるにすぎず、社会経済学も同様に、

孤立的に考えられた正義、 「分配の次元での利」に答えうるにす ぎなか った

が、経済体制論は、秩序と正義の統一たるいはば広義の善に、 「生産の次元で

の社会的利」 と 「分配の次元での社会的利」の統一たる 「社会的利」に、答え

え、か くて真の意味の秩序、正義、真の意味の 「生産の次元での利」、「分配の

次元での利」 に答えうることになる。この様に経済体制論の基準は、秩序と正

義の統一たる広義の善であり、同時に、二重的に 「生産の次元での利」と 「分

配の次元での利」の統一たる真の意味の 「社会的利」である。従 って、経済体

制論の対象は 「生産の次元でのMoeurs」 と 「分配の次元でのMoeurs」 の統一

たるMocursで あり、同時 に二 重 的に 「生産 の次元 でのIndustrie」 と 「分

配の次元でのIndustrie」 の統一たるIndustrieと いいうる。

なおここで経済体制論 と純粋経済学との関連に注意する必要がある。

まず、純粋経済学は、社会経済学にとり、主としてそれが広義のジェヴオン

ズ式交換 とは何かに答えうることにより正義の確立の必要上その中に包摂せ ら

れ る。次に純粋経済学は、応用経済学にとり、主としてそれが社会的富の需給

の一致のメカニズムへの根本的洞察を与えることにより秩序の確立の必要上応

用経済学に包摂せ られる。換言すれば、純粋経済学は、 ワルラス的には・完全

競争と所謂 ワルラス的行動仮説 という前提下での市場的交換のメカニズムが、

成員たる個人の所謂相対的極大満足を与えると同時に・二重的に社会的富の需
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給の調整をも企てうることを、それ故社会的富の最適な配分及び分配を与えう

ることを、論証す るものであった。そしてこの二重の解答の前半のみが・孤立

的に主として社会経済学に、後半のみが孤立的に主として応用経済学に包摂せ

られ、その全体が経済体制論に包摂せられたと我 々は解釈 しうるのである。そ

して国家の成員たる個人は、究極的には、秩 序を前 提 と しつつ正義と合致 し

た 「分配の次元での社会的利」を、即ち 「私的利」 と 「公共的利」の統一たる

「社会的利」を享受しうることになる。更にこのことが彼の倫理的人格完成の

糧であると同時に二重的に労働者としての完成の経済的生理的基盤を準備す る

のである。

我 々は、そこで純粋経済学の成果の後半をのみ孤立的に取り上げ、それが経

済体制論にとり如何なる意味を持つかを、マルクス主義的立場の経済体制論を

批判 しつつそれとの比較を介し、与えることとす る。

54マ ルクス主義的経済体制論の批判的検討

5.41需 給均等をもたらすメカニズムへの考察

体制論は、根本的には社会的富の生産 と分配の問題に、答えねばならない。

即ち如何なる社会的富を、如何なる量、如何なる生産方法を介 し、如何なる価

格で供給するか、更にかかる価格での供給量を、同時にかかる価格での需要量

に如何にして一致せしめるか、 これに答ええなければ な らな い。 即ち、それ

は、根本的には、社会的富の需給の一致を、如何なる方法により保証するかに

答えざるをえない。 このことは、公共的利害に及び私的利害に属す生産物の両

様にとり、解決せ られねばならぬ問題である。但し、公共的利害に属す生産物

にとってこのことは生産主体たる国家 が需要者 と して、生産用役、中間生産

物、生産財等の市場に立ち現れる限り、問題となるにすぎず、最終生産物にと

っては、国家は予めその需要量を決定し、原則的には無償で、これを国家の成

員たる個人に分配するが故に、 この局面では需給の一致は根本的には問題 とは

ならない。

ところでワルラスは、かかる需給の一致につき次の如 く考える。即 ち、我々

が現実に生産せ られる様 々の生産物(A),(B),(C),… と、無限に多数の互に絶対
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的に代替不可能な生産用役即ちrentes,travaux,profitsを 想定するとき、我々は

これ らの需給の均等を、特定の一財、例えば金で示されたこれらの価格を介し

た、市場的メカニズムにもとつ く需給の決定により、解決せざるをえない、超

過需要のあるときの価格の上昇 と、超過供給があるときの価格の下落 こそが、

需給の調節をもた らし経済的均衡へ導 く唯一の本質的な動力、即ち生産物の分

配と生産用役の配分を決定する動力である256)、がそれである。 もとよりかか

る経済的均衡のメカニズムの正確なイメージを、数行で与えることは、様々の

社会的富相互間の、複雑な相互的関係の折 りなす作用と反作用の故に、不可能

である257)とワルラスは論じる。そして、かかるメカニズムの完全 な叙述 を、

かかるメカニズムが成員としての経済主体の相対的極大満足を与えるというこ

との論証を含あ、与えることこそ、実はワルラス純粋経済学をあげての課題で

あったのである。 ワルラスはE16mentd'6conomicpolitiquepureで 、かかる作

用と反作用を伴 った相互作用の連 鎖が、長期的に行きつ く均衡状態 を、即ち

嗜好、人口、技術、地理的条件等の所謂与件不変の仮定と、経済主体の所謂ワ

ル ラス的行動仮説と、貨幣価値変動の規制を含めた完全競争の条件とを前提と

し、交換、生産、資本及び信用、貨幣及び流動という四つの一般均衡のレベル

において、漸次、抽象的次元から具体的次元へと上向し、同時に静学的立場か

ら動学的立場へと転移しつつ、種々問題 点を含 みなが らも、一応所謂 「現実

の理念化」 として、即ち理論或いは科学特に彼の所謂純粋 自然科学 として定式

化 したのであった。勿論、この際、ワルラスは、長期的均衡の状態が現実的に

成立 しうると考えておらず、単に上述の仮定下で、近似的に、現実の経済社会

の動向がそれに向っていると、だが耐えざる与件の変化の故 に、、決してそこへ

到着することなきものと考えているにすぎなか った。更に彼は特 に完全競争の

条件それ自体が競争の過程の進行とともに自然的必然的に崩壊せざるをえぬこ

とをも決 して無視 してはいなか った。だが、ワルラスは根本的には、かかる考

256)L・Walras,Etuded'6conomiesocialep.234.

257)ibid・P・234～P・235・
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察が需給均衡のメカニズムへの認識を、我々に与えうることを信 じ、それを基

準 とし、応用経済学の様 々のregleを 案出したことも事実である。

そして我々は、ワルラスによるマルクス主義的体制論への批判の根本を、マ

ルクス主義的体制論が需給一致のかかる市場的メカニズムへの根本的洞察を欠

き、従 って有効なる社会的富の需給の一致をもたらす方策を持ちえぬという主

張に見い出しうる。

5.4.2マ ルクス主義的体制論の批判258)

マルクス及びマルクス的立場の前提として重視せ られる労働価値説や搾取の

思想を、ワル ラスは、その所有論の批判に際し批判したが、彼は、かかるマル

クス及びマルクス的立場の誤謬自体を経済体制論の立場からはさほど重視せず

259)
、その根本の批判を需給均等を導 く価格を介しての市陽的メカニズムへの認

識の欠除に集中する。そしてワル ラスはマル クス及びマルクス主義的経済体制

論に属す次の二つのタイプの経済体制論を一括 し考察する。

タイプ1の 経済体制論の諸仮定260)

(1)労 働価値説を認あるが、複雑労働の単純労働への還 元 の可能 性を 捨

て、従って労働用役の価格を唯一の種類のニューメレール(例 えば金或いは銀)

で示し、労働用役の需給については市場的交換による高値、安値のメヵニズム

を介 し決定すること。それ故、 ここでは労働用役の配分のみは、市場的交換に

従い行われる。

(2)搾 取説の立場を肯定すること、それ故生産物の売り値を労動用役の価

格即ち俸給で示した原価に一致 させ るという原理を維持 し、 搾取 を避 け るべ

く、地代や利子を原価の内から控除すること、

258)ibid.P.233～P.234・

259)ibid.p.227.

260)ワ ル ラ ス は 、 か か る タ イ プ の マ ル ク ス 主 義 的 体 制 論 を 与 え た 文 献 と し て 、Karl

Kautsky「LaR6partitiondesproduitsdansPEtat9.ocialiste」(Revuesocialiste,Juillet

1886.)GeorgeR.enard「Lesoc三allisteactuelenFrance」(EtudesurlaFrancecomtempor,

aireI888)及 びEmilleVandervelde.「Lecollectivisme」(Laquestionsociale,janvier.

f6vrier,1896)を あ げ て い る 。ibid.P.228の 註(1)。
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(3)国 家 が 唯一 の 企 業 家 で あ る こと、 更 に 国家 は生 産 に 必 要 な 全 て の も

の 、 即 ち全 て の土 地 、 本 来 の 資 本 、 の所 有 者 で あ り、 土地 用 役 や 資 本 用 役 に対

し何 もの を も支 払 わぬ こと261)。

タ イ プ2の 経 済 体 制 論 の諸 仮 定262)

(1)一 切 の 生 産 計 画 を 国 家 が 行 い、 あ らゆ る種 類 の 労 働 用 役 の 配 分 を 、 国

家 が 決定 す る こ と、 それ 故 タ イ プ1の 如 く労 働用 役 の 配 分 の み を 市 場 的 交 換 に

任 せ る こ と は な い。

(2)労 働 用 役 の 代 価 と して ニ ュ ー メ レー ル 商 品 の 代 り に、 単 純 労 働 に還 元

・せ られ た か か る労 働 の持 続 時 間 を何 ん らか の 取 引 証 書 の形 で 与 え る こ と、 そ れ

故 複 雑 労 働 の 単 純 労 働 へ の還 元 を 肯 定 す る。

(3)か か る取 引証 書 に 従 い、 生 産 物 が 価 値 通 り分 配 せ ら るべ き こ と、生 産

物 の 価 値 は それ に体 化 せ られ た 単 純 労 働 の時 間 数 で 測 定 し う るか ら、取 引証 書

の 総 額 は生 産 物 総 量 の 価 値 を 示 す こと に な る。

(4)国 家 が唯 一 の 企 業 家 で あ り、 土 地 及 び本 来 の資 本 の 所 有 者 で あ る こ

、と、 従 って地 代 や 利 子 は、 この 場合 に は土 地 用役 や 資 本 用 役 に体 化 せ られ る単

・純 労 働 で 測定 した 価 値 と い う こ とに な るが 、 か か る価 値 は支 払 わ れ な い。

従 って これ ら二 つ の 経 済 体 制 論 に と り、生 産 物 は 全 て 労 働 者 に帰 属 され る

が 、 国家 は 資 本 蓄 積(但 し以下 の分 析 で は 資 本 蓄 積 の 存 在 は捨 象 せ られ る)及

び 、 公 共 的 用 役 の 為 の費 用 を 、 労 働 者 消 費 者 に負 担 させ る こ と に な る263)。

さて 以 上 の 仮 定 の もとで か か る経 済 体 制 論 の 持 つ 根 本 的 欠 陥が 次 の如 く批 判

され る264)。

今 国 家 が(A)(B)(C)_… と い う種 類 の 生 産 物 を 、A・B・C・ ・… の 量 だ け、

生 産 し た とす る。 そ の 際 、 国 家 は、 何 ん らか の方 法 で 、 か か る生 産 量 を独 自に

決 定 す る。 次 に 、 国 家 は 、 か か る製 造 の過 程 で 生 産 物 一 単 位 につ き使 用せ られ

261)ibid・P・228・

262)タ イプII・ の体制論については、 ワルラスに明示的な指摘はない。だが我 々は文

豚 より、彼が かか るタイプの体制論 をも同時に批判 していることを知 りうる。

263)以 上 の点については、P・227～P・228・

,264)以 下 の点については、ibid・P・228～P・234を 参照かつ比較され たい。



148

た 労 働 用 役 の 単 位 数 の 平 均 値 を 求 め、 これ に総 生 産 量 を掛 け 、 使 用 労 働 用 役 単

位 数 を 算 出 し、 労 働 用 役 一 単 位 の ニ ュ ー メ レー ル 金 で 示 した 価 格 に も とつ い て

算 出 した 総 額 を 、(或 い は単 位 で あ る単 純 労 働 の時 間 数 に も とつ い て 算 出 した

取 引 証 書の 総 額 を)Tだ け交 換 に 労 働 者 消 費者 に 支 払 う もの とす る265)(但 し

こ こで解 決 せ られ ね ば な らぬ 一 つ の 問題 が 生 じ る、 即 ち使 用 せ られ た資 本 の減

耗 に対 す る償 却 の 問題 が そ れ で あ る。 これ に対 して は1か か る償 却 の 費 用

を 全 て の 労 働 者 消 費 者 に負 担 させ るか 、2.償 却 の必 要 な 資本 に よ り生 産 され

た 生 産 物 の 消 費 者 にの み 負 担 させ る か、 の二 つ の 解 決 策 が 考 え られ る266)。だ

が 、 か か る問題 自体 の 第二 次 的 重要 性 の 故 に、 我 々 は以 下 償 却 の 問 題 を 捨 象 す

る)。

さて 、 以 上 の 仮 定 に よ り、 次 式 が 成 立 す る。

APA十BPB十CPc十 … …-T,が それ で あ る。

こ こで 、PA,PB,Pc,… は(A)(B)(C)… の 価 格 、 即 ち(A)(B)(C)… 一 単 位 あ た

りの 生 産 に平 均 して 要 した 労 働 用 役 の 価 格 の 総 計(或 い は 労 働 用 役 の 価 値 の 総

計)に 等 しい。 他 方 、 労 働者 は 、与 え られ た 価 格PA,PB,Pc,… の も と で 、 彼

等 の 欲 求 の 極 大 満 足 を 求 め 、 彼 等 の 所 得(労 働用 役 の代 価 と して 支 払 わ れ た ニ

ュー メ レー ル 金 の 総 計 或 い は取 引 証 書 の 総 計)を 生 産 物 の 消 費 に配 分 し、 需

要 量Aノ ・B'・c',…を 決定 す る。 か くてA'PA+B'PB十c'Pc+… …==Tが 成 立 す

る。 か か る二 式 か ら(A-・4ノ)PA十(B-B')PB'!-(C-(γ)Pc十 … …===Oが 導 出 し う

るが 、 この 式 は必 ず し もA-A',B-B',C-(γ … …を 保 証 しな い。 即 ち、 国家 に

よ る生 産 物 の 供 給 量 と、 労 働 者 消 費 者 に よ る その 需 要 量 との 均 等 は 、 必 ず し も

成 立 しな い ので あ る,か くて マ ル ク ス主 義 的 経 済 体 制 論 は、 如 何 に して 生 産 物

の 需 給 の一 致 を も た らす かを 説 明す る必 要 に迫 られ る267)。と こ ろ で 生 産 物 の

需 給 を 一 致 させ る為 の二 つ の方 法 が あ る。 一 つ は 供 給 を 動 か す こ と、 他 の一 つ

は 需 要 を 動 か す こ とで あ る。 だが マ ル クス 及 び マ ル ク ス主 義 的 経 済 体 制 論 は ぞ

265)ibid.p.228.

266)ibid.p,228～p.229.

267)ibid.p.229～p.230.
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の 原 理 よ り第1の 方 法 を の み採 用 す る268)。

まず 、 タ イ プ2の 経 済 体 制 論 につ き 考察 す る。 そ れ は 、 生 産 物 の 価 値 を 、 そ

れ に含 まれ る単 位で あ る単 純 労 働 の時 間 数 に還 元 し う る と仮定 す る。 それ 故 、

(A)(B)(C)… … の 価 格PA,PB,Pc… … は、か か る単 純 労 働 の 時数 間 に還 元 し う

る。 従 って(A-Aノ)PA十(B-B')PB+(C-C')Pc+… …-0は(α 一 α')十(B-B')

十(r-r')十 … …=・Oに 変 形 し う る。 α,αノ,β,β',r,〆,… … は 単 純 労 働 の 量 を 示

す もので あ る。 そ こで 、 も しα〉 α',β〉β',r<〆 … …(以 下 等 式)、 を 想 定 す る

な ら、 α=α'β 一β',r一 γ'…… を う る べ く.国 家 は(A)及 び(B)の 生 産 か ら

(C)の 生 産 に 労 働 用 役 を 転 換 せ ね ば な らな い。 そ して 、 これ が タ イプ2の 経 済

体 制 論 、 即 ち厳 密 な マ ル ク ス主 義 的 仮 定 に立 つ 集 産 主 義 的 タイ プ の 経 済 体 制 論

の 唯 一 の 需 給 調 整 の方 法 で あ る269)。

次 にタ イ プ1の 経 済 体 制 論 に つ き考 察 す る。 そ こで は、 労 働市 場 で の 自由 競

争 に よ る市 場 的交 換 が 仮定 せ られ るが 故 に 、 労 働 用 役 を 主 と して使 用 す る生 産

物 に つ い て は、 需 給 の 均等 は保 証 せ られ るか も知 れ な い。 即 ち、 超 過 供 給 の あ

る企 業 は 、 か か る企 業 の供 給 量 を 削 減 し、 その ため 、 それ に要 す る労 働 用 役 の

需 要 を 減 少 させ 、 か くて労 働用 役 価 格 を 低 下 させ る こと にな り、 他 方 、 超 過 需

要 の あ る企 業 は、同 様 に労 働 用 役 価 格 を 上 昇 させ る こ と にな る。この様 に して、

労 働 用 役 は 、 超 過 供 給 の あ る企 業 か ら超 過 需 要 の あ る企 業 へ 移 動 し、 需 給 の 一

致 は 保 証 せ られ るか も知 れ な い270)。だ が 当該 生 産 物 が 、主 と して 労 働 用 役 の み

で な く、 他 の生 産 用 役 を も必 要 とす る限 り、 この メ カニ ズ ム は 充 分 に 機 能 しえ

な い 。 何 故 な ら、 労 働 用 役 以外 の 生 産 用 役 の市 場 は存 在せ ず 、 上 述 の メ カニ ズ

ム は か か る用 役 に対 して は 働 か ぬ か らで あ る。 例 え ば 、 先 の 例 で の(A)(B)を

労 働 用 役 の みを 使 用 す る生 産 物 、(C)を 極 め て稀 少 な る他 の 生 産 用 役 、 例 え ば

土地 用 役 を 使 用 す る極 め て有 用 性 の 高 い生 産 物 とす る。 この と き、 以 上 の手 続

き に よ りA-A',B-B'は 保 証 せ られ て もC・=C'は い ま だ 保 証 せ ら れ な い 。

268)ibid・P・P・230～P・233・

269)ibid・P・233～P・234・

270)ibid.P・230～P・231・
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(C)と して例えば上質のブ ドウ酒を考えるとき、かかるブ ドウ酒の需給の均等

の成立は、土地用役に固有の価値を認めず、土地用役市場を否定し,土 地用役

配分のメカニズムが存在 しないマルクス主義的経済体制論の前提からは、極め

て困難な事柄となる271)。

従って、マルクス主義的体制論は、まずタイプ1に ついては、需給の一致を

もたらす方法の不充分さの故にその機能性を我 々は肯定 しえない。例えば、タ

イプ1で は、そこで論 じられた手続きが充分で有効である為には.単 位当りの

単純労働の量で測定した平均費用が、生産量の変化に拘わりな く、大きく変化

せぬという条件を、少 くとも我 々は前提せざるをえない。その場合に限 り上述

の手続きは大略需給の一致を保証す る。だが、例えば、上述のブ ドウ酒の如き

生産物は、その生産に必要な土地用役の稀少性の故に、かかる平均費用は生産

物の増加 と共にかなりの程度上昇す るであろう。即ち、当初 プーγだけの労働

用役の転換を行えばよいと推定 されたときの、r,r'と いうかかるブ ドウ酒の

総値価は、その生産量の上昇と共に必要となる労働用役の急激な増加を介し、

かなりの程度上昇するであろう。そして、このことはr'-rの 労鋤用役の転換

のみでは超過需要を埋めえぬことを意味する。そしてかかる批判はタイプ2の

経済体制論にも、そのまま妥当しうる。そこでは労働以外の生産用役市場は存

在しえぬが故に、かかる生産用役価格の上昇による生産物価格上昇に基づ く需

要の減少は生 じえず、上述のブ ドウ酒の如き生産物の超過需要を充す為引き抜

かれねばならぬ労働用役は膨大な量になり、このことはブ ドウ酒生産に必要な

労働用役の価格を高め労働用役をブ ドウ酒生産に過度に投入することを意味し

従 って他財の生産量のかなりの減少を惹起す。そして阻止のためには、他財の

生産に必要な労働用役の価格をつり上げねばならず、 このことは、他財の価格

を高め、価格騰貴を招 くことになる。更に混乱はこれに止まらない。即ちこの

ような問題を惹起しつつブ ドウ酒生産を高めることが果してこの手続きで需給

を一致させうるかの保証はいまだ存在 しないからである。ブ ドウ酒の単位当り

271)ibid.P.213～ ～P.232.



151

平均費用の上昇は、その価値の上昇であり、等価交換を前提する限 り、労働者

消費に支払われるニューメレール金或いは取引証書の額は増加する。 これ と他

財の生産に必要な労働用役の価値の上昇を加えると、これが需要の側の力とな

り更 にブ ドウ酒の超過需要をもた らさぬという保証は少 しもないか らである。

もとよりかかる分析は多分に直観的であり、諸 々の暗黙の前提を含むかも知れ

ぬが、その大略は誤 りでないと考える272)。

この様にマルクス主義的体制論のもとでは、生産物の需給の一致は、労働用

役のみを主として使用する生産物、或いは他の種類の生産用役を使用 しても、

それが極度に稀少ではない生産物に限定せられることにな る273)。そしてその

場合で もタイプ1に 見られる如き手続 きは、労働価値説の内在的欠陥の故に、

極めて不充分なこというまでもない。それ故かかる経済体制は、稀少なる生産

用役を使用す る高度に有用な生産物、例えば上質のブ ドウ酒等の生産を結局は

断念せざるをえず、更に土地用役を消費的用役 として引き渡すことをも断念せ

ざるをえぬ ことになる274)。そしてかかる犠牲を侵すことによってのみそれは生

産物の俸給で示した原価での分配を実現しうるにすぎない。更に、かかる場合

マル クス主義的経済体制論は、かかる稀少なる生産用役、例えば土地用役を、

他財の例えばブ ドウ酒の代 りにビールや リンゴ酒の生産に、転用せざるを得ぬ

ことになる275)。かかる多財の生産は稀少なる特定の土地 用役を必要 とせ ず、

それ故、収穫逓減或いは費用逓増の傾向は微弱にしか現われないか ら、需給の

調整は上述の手続 きにより大略可能 と考えうる。だがこの様な形で有用なる生

産物 の生 産か ら、他の用途に転用 される生産用役の種類及び量は増加するか

ら、消費者の需要の対象か ら姿を消す生産物 も多数にのぼることになる。それ

272)以 上 の分 析 は 我 々 自身 の もの で あ る、 ワル ラ ス の分 析 は この 様 な 点 を単 に示 唆 す

る の み に終 って い る。

273)ワ ル ラスは こ の点 に つ き次 の 様 に論 じる、 「人 々は ブ ドウ園 を や め て そ こに リン

ゴ や ホ ップ を植 え るで あ ろ う。 そ して 、俸 給 で 測 った元 値 価 格 で 需 要 せ られ る総 量 だ け の

リ ンゴ酒 や ビー ルが 生 産 され るで あ ろ う。 少 くと も そ の様 に 期 待 し よ う。 さ も なけ れ ば 我

々 は水 ば か り飲 まね ば な らな い」 と。(ibid.P.231～P.232).

274)ibid・P・232・

275)ibid・P・231～P・232・
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故、 もし需給調整の何んらかの方法が存在した場合、自己のより多 く欲求する

生産物を消費 しうる人 々が、より弱 く欲求する生産物で満足せざるを得な くな

り、か くて生 じる欲求の満足の減少に等 しいだけの、かな りの有効用(総 効用)

の減少が生 じることになる276)。このことは更に人的諸能力の 開発の刺 激を も

削減するかも知れない。何故なら、高度に有用な生産物の消費を目的として高

所得をもたらす職業に特化す る人 々に対 し、かかる職業への特化の刺激は削減

されるか らである277)。ワルラスは、人間が主 として現実的 には主 としてか か

る刺激即ち自利的衝動のもとに動 くと考えるからである。

以上要するに、マルクス主義的経済体制論は、タイプ1、2に つき共に、労

働者消費者の嗜好を考慮した需給調整の方策に無知であり、全 く需要の側面を

無視することの故 に根本的な欠陥を持つ ことが分 るであろう。労働者消費者は

自己の嗜好に或いはその変化に応 じた自己の需要 したい財の量を、国家に詳細

に伝達する方法を持たず、従 って国家はその生産計画に当り何を如何ほど供給

すべきかの、完全な知識を持ちあわせていぬ ことにな るので ある278)。そして

かかる需給の一致は、要するに、価格の変化をその指標とし、消費者生産者が

各々その需給を調節しうる市場機構(生 産用役市場のみならず生産物市場を含

めての)の 存在を介しての外には達成 されえぬであろう279)。

マルクス主義的経済体制論についての上述のワルラス及びそれに基いた我々

の分析に対しては、なお詳細な分析をほどこす余地があるが、そのことが本質

的にかかる結論を変更せぬ以上当面余り意味があるとも思われない。それ故我

々はワル ラスによるかかる大胆、直載、ヴィジョナルな叙述で満足すべきと考

え る。

5.5経 済体制論と狭義の基礎理論及び構成原理との関連

276)ibd.p.232.

277)ibd.1).232.

278)ibd.p.232,

279)ibd・P・233ワ ル ラ スは 、 マ ル クス主 義 的 体 制 論 で は、 価 格 機 構 が 存 在 しな い の

で あ るか ら、 生 産 され た 量 は 、供 給 が需 要 を超 え る場 合 に は 、 囎 物 化 され ね ぱ な ら な い で

あろ う とも論 じてい る(biid.p.233).
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5.5.1経 済 体 制 論 と 狭 義 の 基 礎 理 論 と の 関連

我 々は この 点 につ い て は今 ま で も、 しば しば 論 じ た か ら、 こ こ で は 簡 略 に

論 じた い。

経 済体 制 論 の 対 象 は、 「生 産 の 次 元 で のMoeurs」 と「分 配 の 次 元 で のMoeurs」

の統 一 た るMoeursそ の もの で あ りsそ れ は、cenonique的 考 察 が与 え る秩 序

と正 義 に よ り合 理 的 に組 織 化 せ られ る もの で あ った 。 そ して 、 この とき 同 時 に

「生 産 の 次 元 で のIndustrie」 と 「分 配 の 次 元 で のIndustrie」 の統 一 た るIndu-

strieが 合 理 的 に組 織 化 せ られ 、 生 産 の 次 元 で の 社 会 的 利 と分 配 の 次 元 で の 社

会 的 利 の統 一 た る社 会 的 利 の 問題 が 答 え られ た 。 と こ ろで ワル ラ ス は存 在 論 的

考察 に てsIndustrieとMoeursの 調 和 的 統 一 の 可 能 性 を 、 利 と正 義 との統 一 の

可 能 性 と して 与 え た 。 その 際 、 ワ ル ラス の所 謂Moeursと は、 我 々の 所 謂 「分

配 の次 元 で のMoeurs」 で あ り、Industrieと は 我 々の所 謂 「生 産 の 次 元 で の

Industrieで あ ったが 、 我 々は ワル ラ ス の 考 え 方 と矛 盾 せ ぬ 如 く、Moeurs-一 一

般 とIndustrie一 般 との合 理 的 組 織 化 をcenoniquc的 考 え 方 を 媒 介 と し 与 え た

の で あ った 。 従 って 、 存 在 論 的 考察 はcenonique的 考 察 との 結 合 に よ り体 制 論

を 基 礎 づ け る位 置 に あ る もので あ る。

5.5.2経 済 体 制 論 と構 成 原 理 と の 関 連

(1)そ の 社 会 主 義 的 傾 向

社 会 経 済 学 就 中所 有 論 にお け る ワ ル ラス の社 会 主 義 的 傾 向 には 、 既 に答 え た

か ら、 こ こで は応 用 経 済 学 にお け るか か る傾 向 を 指 摘 す れ ば 、 経 済 体 制 論 そ の

もの の 持 つ か か る傾 向 も指 摘 せ られ た こ とに な る。 だ が 我 々は 、 ワル ラ ス の社

会 主 義 的 傾 向 の最 も本 質 的 な る要 点 を 、 社 会 経 済 学 の所 有 論 に見 い 出 す べ きで

あ る と考 え て い る。 我 々は 、 応 用 経 済 学 で 、 ワ ル ラス が、 公 共 的利 害 と私 的 利

害 を 区別 し、 公共 的 利 害 に属 す 生 産 物 を 国家 に、 私 的利 害 に 属 す 生 産 物 を 個 人

に生 産 させ 、 秩 序 を 確 立 し、 更 に私 的 利 害 に属 す 生 産 物 の生 産 で の 私 的 独 占の

弊 害 を 国 家 の 立 場 か ら除 去 す る こ とを 加 え 、regleI・2・3・ を 定 式 化 し た こ と

の 内 に、 「現 実 の 理念 化 」 にお け る革 新 性 の存 在 に よ り特 徴 づ け う る社 会 主 義

的 傾 向が 、 顕 著 に見 い 出 され うる と考 え る。 な お 、経 済体 制 論 そ の もの は 、 理
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論或いは科学であり、それ故その自由主義的傾向を指摘しえぬが第6章 土地国

有化論の概要で、かかる傾向の存在を我 々は指摘しうるであろう。

(2)そ の倫理主義的功利主義的傾向

生産の次元での、秩序に依拠 したMoeursの 合理的組織 化、分 配 の次 元で

の、正義に依拠したMoeurの 合理的組織化、 これ らは共に倫理的人格 たる個

人 と国家の権利義務の関係に外ならず、その限 り合理的意志の支配を意味し、

それ故倫理主義的傾向と指摘 しうる。そしてかかるMoeursの 合理 的組織 化

は、同時に二重的にIndustrieの 合理的組織化を与え、社会的利 の極大にも答

えうるものであった。それ故、秩序、正義に制約せ られつつ、功利主義的傾向

はそこに包摂せ られると考えうる。そして、ワル ラスが与えた如 く生産の次元

では、Industrieの 合理的組織化がMoeursの 合理的組織化に対 して優越す る位

置に立ち、この局面では、功利主義的傾向がより強 く前面 に押し出され、分配

の次元では、逆に、Moeursの 合理的組織化がIndustrieの 合理的組織化に対 し

て優越す る位置に立 ち、この局面では、倫理主義的傾向が強 く前面に押し出さ

れたと我々は解釈しうる。但し、いうまで もないが、この様に統一的に包摂せ

られた倫理主義、功利主義は、 もはや生のままのものでな く、内容的な変質を

受けていることに注意せらるべきである。即 ち、功利主義の倫理観は生のまま

では自己中心的な快楽の追求を肯定 し、そこから権力の支配を肯定する如き側

面を示したのであるが、今や倫理主義に制約せられ自己中心的に成 される利価

値の追求が、同時に合理的意志、理性による支配と矛盾せぬことになるわけで

ある。

(3)そ の個人主義的共産主義的傾向

「生産の次元でのMoeurs」 の合理的組織化は、細部の秩序と総体 の秩序の

統一 として与えられた。従って個人的活動領域の自由に依 拠 した主体 的選 択

は、細部の秩序の確立 により、国家的活動の権威に依拠した主体的選択は総体

の秩序の確立により、共に保証せ られ、前者により個人主義的傾向が、後者 に

より共産主義的傾向が共に包摂せ られつつ、それぞれの位置を与えられたと考

えうる。利の観点からは、個人主義的傾向は、生産の次元で の私 的利 の追求
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に、共産主義的傾向は生産の次元での公共的利の追求に結合せ られ、その局面'

で もそれぞれの位置を与えられ媒介包摂せ られたと考えうる。

次に 「分配の次元でのMoeurs」 の合理的組織化は、分配的正義と双 務的正

義の統一 として与え られた。従 って、個人的活動成果の、不平等の原理に拠依.

した享受は、分配的正義の確立により、国家的活動成果の平等の原理に依拠 し

た享受は、双務的正義の確立により、共に保証せられ、前者により個人主義的

傾向が、後者により共産主義的傾向が共に包摂せられつつ、それぞれの位置を

与え られたと考えうる。より具体的には、定理1が 個人主義的傾向を、定理11

が共産主義的傾向を保証したと考えうる。利の観点からは個人主義的傾向は、

「分配の次元での私的利」 の追求に、共 産主 義的傾 向は 「分配の次元での公一

共的利」の追求に結合せられ、この局面で もそれぞれの位置を与えられ、媒介

包摂せ られたと考えうる。

そして経済 体制論 は 「生産の次 元 と分 配の次 元のMoeurs」 の統一 た る・

Moeursを 総 体 の秩序 と細部の秩序の統一たる秩序、と双務的正義と分配的正.

義の統一 たる正義、の統一を基準として、合理的に組織 し、更に、利の問題が

これに対応し、か くて高次の レベルで、個人主義的傾向と共産主義的傾向を統

一 したと考えうる。

最後に我 々は、ワル ラスが、彼が与えた経済体制論に凝縮せられている社会

主義的特徴を、集産主義その他の社会主義的、共産主義的立場と区別し、綜合

的社会主義(socialismesynthetique)28。)と規定していることを、附け加えておぎ

280)ワ ル ラス は、 マ ル クス主 義 的 体 制 論 を 、 集 産 主 義(collectivisme)と 名 付 け る。

か か る集 産 主 義 に お い て は、 価 格 は少 し も変 化 せ ず 、 そ れ は 需 要 及 び 供給 の上 に い か な る・

働 きを も もた な い 。 そ こで は 国 家 の みが 唯 一 の生 産 者 で あ り、 そ れ は ど の様 な 生 産 の 分野

か ら労 働 力 を 引 き抜 き、 どの 様 な分 野 に それ を 向 け るべ きか を 知 る こ とが で ぎ る。 そ して

か か る国 家 の 能 力 が 肯 定せ られ る と き、 集 産 主 義 は 必 然 的で あ る(ibid.P・238)。 だ が、 ワ

ル ラ スは か か る こ とを 不 可能 と考 え、 代 りに 、 価 格 機 構 を 重 視す る。 但 しか か る価 格機 構

は 、 応 用 経 済 学 の 与 え る如 きr6glesに 制 約 され ね ば な らな い 。 この点 で ワル ラス は、 自 己、

を 集 産 主 義 者 と呼 ぶ こ とに嫌 悪 を感 じな い と論 じ る(ib三d・P・239)。 だ が 、 集 産 主義 とい う'

名 称 は マ ノレク スの 学 説 に 妥 協 的 で あ り、 更 に ワル ラス の、 経 済的 社 会 的 な 全 問 題 に おけ る・

個 人 と国 家 の 権 利、 義務 の綜 合 とい う観 念 を 正 確 に 表わ さぬ が 故 に 、 ワル ラス は 自 己 の理.

論 に 、 綜 合 主 義(synth6tisme)或 い は 綜合 的社 会 主 義(socialismesynth6tique)と い う 名 、

称 を 与 え る と論 じて い る。(ibid.p.239).
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たい。

なお我々は以下、以上の考察の成果を図式化 しておきたい。
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VI土 地 国有 化 論 の 概 要281)

以上において我々は、ワル ラスの社会経済学就中所有論を中心に考察を展開

し、土地の国有化を所有の価値命題 として設定した。ところでかかる社会経済

学、従 って所有論は、ワル ラスの所謂理論或いは科学、特に応用倫理科学であ

り、現実の理念化という規定を充す ものであったが、ワルラスにとって、かか

る現実の理念化は更に理念の現実化従 って実践或いは政策を予想 し、それによ

り真に意味を持 ちうるものであった。それ故、理論或いは科学としての所有論

を根本的に特徴づける土地国有化の理念は、当然土地国有化を如何に現実化す

るかという実践或いは政策の領域に属す問題 に答ええて、始めて真の理念とし

て客観的妥当性を主張 しうることとなる。単 に、土地国有化すべ しという主張

が、仮に、正義の厳密な規定にもとづ き、それに合致するものと思惟せられて

も、かかる主張を如何に現実化すべ きかが全 く考慮外に置かれるなら、かかる

主張従 って理念そのものは主観的な限界をまぬがれえないであろう。だがワル

ラスは、周到にも、かかる 「理念の現実化」に答えている。仮にそれが、種々

の欠陥を持つとしても、ワルラスが単に理念をのみ主張 したのでな く、かかる

理念の現実化の方策を洞察し、それにもとづき理念を主張 したことに我々は注

意すべ きであり、その点を高 く評価すべきであると考える。ところでワルラス

の社会主義的傾向が、 「現実の理念化」に際し、理念の中に凝縮せられた革新

性によ り特徴づけえたに対し、彼の自由主義的傾向は、 「理念の現実化」に際

し、出来る限 り摩擦、犠牲を避け、これを漸進的に、だが着実に実践しようと

いう点に見い出しえた。そして、かかる自由主義的傾向、 「理念の現実化」に

際しての漸進的傾向は、ワルラスの究極目的が倫理的人格の完成にあったこと

を考えるとき、 自か ら理 解 しうるところである2sa)。何故なら、 「理念の現実

281)ibid.P・446。

282)L.ワ ル ラ スの 土 地 国 有 化 論 は 、Etuded,6conomiesociale中 の、II・R6alsation、

del'id6alsociale(P,267～P.374)に 詳 細 に 展 開 せ られ て い る、 我 々 は 紙 数 の制 約 上 その'

概 要 を しか 与 え な か った が、 い つれ 他 の機 会 に 、 詳 細 な 考察 を 行 う予 定 で あ る。
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化」に際し、急進的方策従 って例えば暴力革命的方策が使用せられたとき、か

かる手段 自体、目的を根底から基礎づける価値的立場 と矛盾するか らである。

そ して土地国有化の方策論、即ちワルラスの所謂実践或いは政策は忠実にも彼

の規定に従いかかる自由主義的傾向を顕著に示すものと考えうる。ワルラスは

ここで方法論的考察とそれに基礎づけられた社会主義と自由主義を綜合する自

己の立場に、あくまで矛盾することな く、単なる方法論的主張や単なる思想的

主張を越え、それ らに内容的規定を与えるのである。

だが我々は紙数の制約上 ワルラスの土地国有化論を詳細に考察することはで

きない。従 ってここでは単にその概要を論じるに止め、それが如何に自由主義

的傾向を備えるかをのみ指摘することにしたい。

ワルラスは、J.MillとH.H,Gossenを 土地国有化論の先駆者、特にその具

体的方策を論じた先駆者として重視 し、就中Gosscnを 彼の方法の持つ漸進的

性格、実践ないし政策としての卓越性の故に、社会問題解決上物理学における

ニュー トンに比肩 し うる とまで賛辞する2es)。だがワルラスは厳密な分析に、

Gossenの 論証は耐ええぬと考えvそ れを根本 的発 想として生かしつつ、自ら

土地国有化の方策 につ き数学的形式を借 り厳密に展開す る2s4)。その要 旨は次

の如 くである。

ワルラスはまず土地の正常価格を厳密に完式化する。かかる価格は土地所有

者から国家が土地を購買するとき、支払わねばならぬものであり、更にかかる

価格は、土地所有者が 自己の土地を購買 した時点で、土地用役価格、地代の将

来の上昇を予想して支払った資金への所有の権利を尊重するという形で定式化

せ られる285)。次に国家は、かかる土地を、借入金 に もとづ き購買し、その元

利を、年 々の地代 の上昇によ り償却しうるとの予想の下で行動す るとせられ

る。それ故 問題 は、国家が借入金により正常価 格で土 地を購買した際、果

た して借入金 の元利を地代の年 々の上昇から償却しうるかの究明に、絞られ

283)ibid.中 の 、Un6conomisteinconnue,HermanHenriGossen(P.369).

284)J.MillとH.H.Gossenに つ い て はibid.P.267～P,278を 参 照 の こ と 。

285)ibid.中 の 、III.Rをalisationde1'id6alsocialep.278～P.303参 照 の こ と。
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る286)。結論をのみ論 じれば、ワルラスは一連の厳密な分析の後に、もし国家が

土地価格として正常価格を支払い、それを借 入金で まかな う場合、その元利

を、地代の年々の上昇 を介 し償却す ることは不可能であると論 じる。だが、

ワルラスは、このことから、国家が現実的にもかかる方策によ り、土地の国有

化を果 しえないと論 じるわけではない。その論拠は、かかる不可能性が前提す

る条件の現実妥当性が極 めて 困難 な ることによる287)。厳密 な前提 の上 に立

ち、理論的考察にもとづき論証せ られたかかる不可能性は、逆に、前提の現実

非妥当性 によ り否定せ られることになる。より具体的には、かかる前提の一つ

に、地代の上昇率の不変性の仮定が存在するが、 ワルラスは現実的には地代の

上昇率は逓増的と考え、その根拠 として、人日増加 と資本蓄積が進んでいる社

会での、地代の上昇の事実が、かかる事柄を実証す るという洞察を提示する。

更に、ワルラスは、これに加え、国家 自らが288)、かかる経済 的進 歩を促進さ

せ うる主体たることを重視し国家は自らの手で地代の上昇を促進 させうるとも

論 じる289)。この様に、ワルラスは、国家は土地の購 買 に際 し土地所有者 に正

常価格を支払い、かか る資金を借入金により調達 し、地代の上昇によ りその元

利を償却 しうると考え、 これを土地国有化の方策 とす るのである。かかる方策

において、 自由主義的主張は、何よりも、土地の購買に際し正常価格が支払わ

れ るべきと考えられ、従 って土地所有者の利害に可能なる限 りの配慮がなされ

ることに、見い出しうる。このとき、地代の上昇率自体の変化、特に逓増にも

とつ く土地価格の将来時点での上昇は土地所有者の予想外の事実と考え られ、

彼が土地購買時点でそれをまで考慮 した価格を支払わなかったという予想のも

とで、それを無条件に国有とすることが土地所有者の利害に反 さないと考えら

れている290)。要す るにワルラスは、土地所有者の私的利害 を可能なる限 り尊

重 し、かつ彼等の理性に訴え、摩擦、抵抗を回避しつつ彼等の合意に基き、土

286)ibid.中 の 、III.R6alisationde1'id6alsociale・P・303～P・337参 照 の こ と 。

287)ibid・ 中 の 、IILR6alisationde1'id6alsocialep・325～P・337参 照 の こ と 。

288)ibid.p.341.

289)三bid・ 中 の 、III.R6alisationde1'idealsociaIep・338～P.350参 照 の こ と 。

290)ibid.P・341～P,342.



160

地国有化を断行せんとす るので ある。更に土地購買に際し正常価格が支払われ

る限 り、その額は巨額 となるが故に、国家は借 り入れ金で これを調達せざるを

えず、か くてかかる借 り入れ金の元利の支払いにかな りの年数を要することに

なるが、このことからも、かかる方策は極度に漸進的であるとも考えうる。

以上はワル ラスが与えたいわば土地の全面的国有化の方策につき論 じたもの

であった。だがワルラスはそれと並行に用い らるべき方策として土地の部分的

国有化を も論 じている。即ちまず土地を部分的に国有化し、しかる後残された

部分につき上述の方策を適用し全面的国有化に至 るべ きであるとワルラスは考

える。ここで部分的国有化の方策とは、地租を課す るということである。 ワル

ラスは地代への課税を固定資本財の用役価格即ち資本利子(pro丘t)へ の課税と

比較し後者が租税 と規定 しうるに反 し、前者は厳密には租税でな く個人と国家

による土地の共有であると論 じ、か くて地租の設定を土地の部分的国有化の方

策と考えるのである291)、この際、地租が課せ られ た土 地所 有者一代について

は、地租による土地価格の減少分、即ち国有化された部分を、何んらかの形で

補償 し、その利害を尊重すべきと考えられ、後続 す る世 代 については、その

必要はな く、単に国有化分を除去した残額の所有を認めれば よ い と考 えられ

る292)。これにより土地国有化方策は二段的に打ち出され、その漸進性従 って急

進的革命的性格の後退は一層顕著 となる。

繰 り返 し論 じるが、我々はワルラスのかかる方策の持つ自由主義的性格を、

ワルラスの欠点としてでな く、む しろ積極的に評価さるべき長所 と考える。そ

してその根拠を我々は記述 した如 く人格の目的視 というワルラスの根本思想に

求めうると考える。

なおワルラスはかかる土地国有化の方策、特 にその全面的国有化の方策が、

単に土地に対してのみでな く、鉱山や鉄道その他の自然的必然的な経済的独占

体の国有化に対 しても、応用可能である、とい う注 目すべ き発言を行ってい

291)ibid.p.405～p.407.

292)ibid.p.408.



161

る。これら自然的必然的な経済的独占体の生産物の価格は、進歩的社会におい

ては、土地用役価値と同 じ性質を持つと考え られ るからである293)。それ故 ワ

ルラスは、土地国有化方策が原理的には、国有化方策の中心的部分に答え うる

と考えている様である。

293)ibid.P・347註(1)o



162

VII結 ぴ

最後に我々はL.ワ ル ラスの経済思想体系と所謂基礎的立場就中純粋哲学的

立場の内的論理的関連につき簡潔に論 じておきたい。

基礎的立場の内の純粋哲学的立場は、基礎理論及び経済思想体系に対し、そ

れらが成立す る為の論理的前提としての、即ちかかる前提と矛盾的には基礎理

論、経済思想体系自体成立 しえぬ如き論理的 前提 として の位置を占あること

に、注意せねばならない。

方法論的考察に含まれる理念と現実との区別 は認識 論 的立場を要請してい

る。 この点は改めて論 じるまで もないであろう。次に 「現実の理念化」たる理

論或いは科学、 「理念の現実化」たる政策或いは実践、更に現実の理念化 →

理念の現実化という動的、歴史哲 学 的把握は、認識論的立場以外に、倫理学

的形而上学的立場を要請している。特に 「現実の理念化」が応用科学的意味で

成される場合、理念の中には理論構成主体の価値判断が積極的に導入せ られる

が故に、かかる理念の本質を把えるたあ倫理 学 的立場が不可欠に要請せ られ

る。また、 「理念の現実化」即ち実践或いは政策の意味の把握、更に現実の理

念化一→理念の現実化という動的プロセスのより深い理解にとり形而上学的立

場が不可欠に要請せられる。けだし、ワル ラスにとり、神とは絶対的現実的存

在でありその本質的属性は理性的かつ意志的と思惟せ られ、更に世界とは、か

かる絶対的現実的存在の完全化へ向 っての自己実現に外ならなか ったが、それ

故 ワルラスは理念を積極的に現実化すべき根源的動力を絶対的現実的存在の本

質的洞察に求めざるをえず、これを与えるものが形而上学的考察であったから

である。そのとき人間理性 もまた理性たる限 り絶対的現実的存在の属性として

把えられ、その自己実現に人間の主体的参与が不可欠 とされ、現実化 さるべ き

理念 とは人間理性の産物として直ちに絶対的現実的存在の意志を体化すると考

えられた。そして、人間は 「理念の現実化」 という行為の場で、真に絶対的現

実的存在 に触れえ、これが信仰という形をとりその実在の主張に結びつき、更
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1に根本的に …「理念 の現実化」への根源的動力とな ったのである。 この様にワル

ラスでは絶対的現実的存在とは、動的に従 って意志的活動的に、だが同時に理

性 的に把えられ、合理的意志として、 自覚的な行為の根源と考え られたのであ

る。

次に・人間学的考察にもとつ く存在論的 考察、cenonique的 考察、更に両者

の統一の立場は、共に理論或いは科学 として 「現実の理念化」という規定を充

し、か くて、声法論的考察に、よ り根本的には純粋哲学的立場に、基礎づけら

れ たと考えうる。 これ らは範疇論的性格を持ちつつ尚かつ規範的たるを失わぬ

もの故、純粋哲学中、認識論的考察と共に、特に倫理学的立場を要請する所以

も明 らかである。か くて方法論的考察が社会主義と自由主義の綜合を、存在論

'的考察が倫理主義と功利主義の綜合を
、cenonique的 考察が個人主義 と共産主

義の綜合を論理的に先行しつつ基礎づけたことから、このことを介し、純粋哲

学 的立場がこれらをも根本的に基礎づけたと考えうる。但 しここまでは所謂基

礎 的立場における純粋哲学的立場と残余の立場との関連であり、いまだ形式的

であ り、 内容的なものへの純粋哲学の基礎づけを論 じえたわけではなか った。

最後に経済思想体系就中我々が考察 しえた社会経済学、経済体制論の素描、土

地 国有化論の概要 に付 き言及せねばならない。

社会経済学の本質は所有論に求めうるが、それは我々が指摘しえた如 く社会

主義的傾向を備えるものであった。かくて社会主義一→ 方法論 → 純粋哲学と

置いう関連は明らかである。更に、それは倫理主義的功利主義的傾向、個人主義

i的共産主義的傾向をも備 えるが 故に、ここでも、それらと存在論、cenonique

との関連を介し純粋哲学的立場との論理的関連は明らかである。就[匡 倫理学

釣立場は、それが主張 した歴史的社会的に制約せ られた普遍妥当性なる立場を

ここに具体化しえたと考えうる。以上は経 済体 制論 についても同様に論 じう

る。そして土地国有化論は我 々が指摘しえた如 く自由主義的傾向を備えるもの

で あった。か くて 自由主義一→ 方法論一→ 純粋哲 学 とい う関連は明らかであ

る。就中、形而上学的立場がそれを根底から支えるものと考えうる。最後に、

経 済体制論に集約 されるワルラスの 「現実の理念化」と土地国有化論に限定 さ
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れてはいるが存在するかかる 「理念の現実化」とが、相互規定的に一つの統一

性を示し、かかる、統一性により、ワルラス経済思想体系を把握するとき、我

々は、純粋哲学的立場の全体が、そしてここで もやはり就中形而上学的立場が㌧

かかる経済思想体系の全体を根底で統一することを、指摘 しうる。再度言及す

るな ら、かかる 「現実の理念化」一→ 「理念の現実化」 とはワルラスにとり、

絶対的現実的存在の自己実現の論理的シエーマに外ならず、しかも人間の主体.

的参与を介 しかかる自己実現が可能とせられ、かかる根本的洞察こそが、 「現

実の理念化」を行 う認識主体に、更に 「理念の現実化」を行う実践的主体にそ

の行為の根源的力、情熱を付与しうるものであったからである。絶対的現実的

存在とは理性的かつ意志的と把握せられ、従 って 自覚的であ る と同時 に行為

的なるものとして、統一的に把握せられたが、人間存在 もまた倫理的人格とし

てかかる属性を分有す るものであったからである。
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